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Ⅰ 高等専門学校の現況及び特徴 

 

１ 現況 

（１）高等専門学校名 

   高松工業高等専門学校 

（２）所在地 

   香川県高松市 

（３）学科等の構成 

    学科：機械工学科、電気情報工学科 

       制御情報工学科、建設環境工学科 

   専攻科：機械電気システム工学専攻 

       建設工学専攻 

（４）学生数及び教員数（平成１９年５月１日現在）  

学生数 

本科：機械工学科        ２１０人 

電気情報工学科      ２０４人 

制御情報工学科      １９９人 

建設環境工学科      １８４人 

計７９７人 

専攻科： 

機械電気システム工学専攻  ４７人 

建設工学専攻        １１人 

                 計５８人 

教員数 

専任教員          ６０人 

助手             ２人 

                 計６２人 

 

２ 特徴 

高松工業高等専門学校（ 以下「本校」という。）は、

国立高専の１期校として昭和３７年４月に設置された。当

初は、機械工学科（２学級）、電気工学科（１学級）の２

学科構成であったが、昭和４１年には土木工学科が増設さ

れ、平成２年には、機械工学科１学級を改組し制御情報工

学科が新たに設置された。平成６年には土木工学科を建設

環境工学科に改組し、平成１３年には電気工学科を電気情

報工学科に名称変更した。平成１１年には準学士課程卒業

生を対象に高度な技術者教育を実施する、機械電気システ

ム工学専攻（３コース）及び建設工学専攻の２専攻（４コ

ース）からなる専攻科が設置された。平成１７・１８年度

には専攻科の機械工学コース、電気情報工学コース、制御

情報工学コース、建設工学コースの各コースに対応した４

つの技術者教育プログラムがＪＡＢＥＥ（日本技術者教育

認定機構）の認定を受け、国際的な学士課程レベルの教育

が行われていることが認められた。 

本校は、香川県内唯一の工科系高等教育機関として創設

されたこともあり、当初から地域に根ざし、産業界のニー

ズに応える創造性豊かな実践的技術者の育成に努めてき

ている。 

教育面では、校訓である「自彊・独創・和敬」の教育理

念のもとに、Ａ 広い視野と技術者としての倫理観（倫

理）、Ｂ 科学技術の基礎知識と応用力（知識）、Ｃ 課

題解決の実行力と豊かな創造力（実行力）、Ｄ 論理的な

コミュニケーション能力（コミュニケーション）の４つの

学習・教育目標を掲げ、これらを身につけた我が国の目指

す科学技術創造立国の一翼を担う優れた技術者の育成を

目指している。 

技術者を目指す学生の総合的な人間力を養うため、課外

活動についても積極的に取り組んでおり、低学年の学生は

高校総体や高校野球でも活躍するとともに、高専大会では

多くの種目で全国大会にも出場するなど優秀な成績を収

めている。また、国際社会で活躍できる技術者となるため

の一助とするため、１８年度からは地元企業の支援も受け

て学生の海外語学研修も開始した。 

研究面では、教育内容の改善向上を図り、新技術創成に

つながる基礎研究に積極的に取り組んでいるが、宇宙溶接

技術の開発に成功するなど世界レベルの研究も行われて

いる。 

産業界との連携の面では、昭和６２年の高機能化技術教

育研究センターの設置を契機として、技術交流会や高度技

術者養成研修などを実施するとともに、共同研究や受託研

究の推進、さらに企業との包括協定の下での技術者の指導

など積極的な取組みを進めている。平成１７年度からは研

究・地域連携推進室を設置して推進体制を整えた。 

地域との連携・交流においても、近隣小・中学生を対象

としたサイエンスフェスタや商店街でのミニサイエンス

フェスタの開催、オープンキャンパス、中学校への出前授

業の実施など、地域のニーズに応じて継続的に活動を行っ

ており、好評を博している。 
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Ⅱ 目的 

 

１．本校の使命 

本校の使命は，準学士課程においては 「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する」 こと，

専攻科課程においては 「精深な程度において工業に関する高度な専門的知識と技術を教授し，その研究を

指導する」 ことである。 

２．校訓（理念） 

 本校の校訓は「自彊・独創・和敬」であり，自ら努め励み（自彊），豊かな創造性をもち（独創），人間相

互の和と尊敬の念を抱きながら人・社会と調和・協力（和敬）して問題解決に取り組む技術者の育成を理念

としている。 

３．養成する人材像 

豊かな教養と広い視野，および科学技術の進展に対応できる創造力と実行力を備え，コミュニケーション

能力を身につけた実践的技術者を育成する。 

４．本校の学習・教育目標 

準学士課程及び専攻科課程を通じて，次に示す４つの学習・教育目標（大目標）を掲げている。 

（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 

（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 

（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 

（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 

５．卒業（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力 

（１）準学士課程 

前記の大目標のもと，準学士課程卒業までに達成すべき学習・教育目標を下記に挙げる。 

【全学科共通】 

（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 

  社会や文化に関心を持ち，社会人としての責任感と倫理観を養う。 

（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 

  自然科学と専門技術の基礎を身につけ，それを基本的問題に適用できる。 

（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 

  課題に自発的に取り組み，創意工夫して解決する姿勢と能力を養う。 

（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 

  自分の意見を日本語で論理的に説明できる。英語によるコミュニケーションの基礎を身につける。 

【機械工学科】 機械工学分野の基礎知識と技術を身につけ，課題に取り組み，考え解決することができる。 

【電気情報工学科】 高度化・多様化するエレクトロニクス、情報通信技術の変遷に対応できる基礎学力を

身につけ、論理的な思考により継続的に学習を行うことができる。 

【制御情報工学科】 機械工学・電子工学・コンピュータ制御を融合したメカトロニクス分野の基礎学力を

身につけ，「モノづくり（開発・設計・製作・検査）」に応用できる。 

【建設環境工学科】 基本的な建設構造物の設計に必要な力学，材料，情報，計画などの基礎学力，および

防災や環境などに関する基礎知識を身につける。 

（２）専攻科課程 

前記の大目標のもと，専攻科課程修了までに達成すべき学習・教育目標を下記に挙げる。 

【両専攻共通】 
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（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 

人類，世界，文化に広く関心を持ち，視野の広い技術者になる。技術の産物が社会や自然に及ぼす影響に

関心を持ち，責任感と倫理観を養う。 

（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 

自然科学と専門技術の基礎を確実に身につけ，それを具体的問題に応用できる。 

（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 

自ら課題を発見して，自主的に取り組み解決する姿勢と能力を身につける。互いに協力しあって課題に取

り組める技術者，創造力豊かな技術者になる。 

（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 

物事を論理的に考え，それを日本語により文章と口頭で表現できる。英語による基本的な記述，表現が行

える語学力を身につける。 

【機械電気システム工学専攻】 

  機械工学コース：機械工学をベースとした幅広い知識を身につけ，自主的，継続的に技術的問題に取り組

み，創意工夫して実践することができる。 

  電気情報工学コース：電気電子・情報通信分野を対象とした専門知識と，それによる論理的な思考力と工

学的な応用力を身につける。 

  制御情報工学コース：機械工学，電子工学及びコンピュータ制御技術に関する専門知識と，それをメカト

ロニクス分野の「モノづくり」に応用する力を身につける。 

【建設工学専攻】（建設工学コース） 

 構造物の耐震・耐久設計，防災・リサイクル・情報・環境等の技術に関して，準学士課程よりもさらに詳

しい学力と知識を身につける。 

６．教育研究などの諸活動を行う上での基本方針 

本校教職員は，本校の使命を果たし，学習・教育目標の実現に努める。次の基本方針のもとに教育研究な

どの諸活動を行う。 

（１）学校全般の運営に関すること 

①教育活動などを円滑に行うために，各種委員会を設置して企画・調整及び支援を行う。 

②教員会議で全体的な意思疎通を図る。 

（２）学生の学習・教育に関すること 

①入学者受け入れ方針を掲げ，その方針に沿って学生の受け入れに努める。 

② 「学生による授業評価」，「シラバスの充実」，「教員相互の授業参観」などを実施し，授業改善に努める。 

③学生に基礎学力を身につけさせるため，カリキュラム改善に努める。 

（３）学生支援に関すること 

①学生の心身の成長・発達のために，学生の自発的活動（学生会，クラブ，寮生活）のサポートや学生への

カウンセリングなどの教育的配慮に努める。 

②学生の就職・進学の支援を行う。 

（４）研究活動及び地域社会貢献に関すること 

①教育内容を学術の進展に即応させるため，必要な研究が行われるように努める。 

②研究活動や公開講座の開催を通して，地域社会に貢献する。 
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Ⅲ 基準ごとの自己評価 

 

基準１ 高等専門学校の目的 

（１）観点ごとの分析 

観点１－１－①： 目的として，高等専門学校の使命，教育研究活動を実施する上での基本方針，

及び，養成しようとする人材像を含めた，達成しようとしている基本的な成果

等が，明確に定められているか。 

 

（観点に係る状況） 

  本校の使命は学則に本校の目的として掲げており（資料１－１－①－１），教育理念として，「自

彊・独創・和敬」の校訓 (資料１－１－①－２）を掲げている。これら使命及び教育理念を踏まえ，

本校では平成１３年度に，｢倫理｣，｢知識｣，｢実行力｣，｢コミュニケーション｣の４項目から成る学習

・教育目標を設定し（資料１－１－①－３），養成する人材像について提示するとともに（資料１－

１－①－４），課程ごとに，卒業または修了時までに身につけるべき学力や資質・能力について具体

的に定めている（資料１－１－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

本校では，学則において，高等専門学校の使命について明確に定めるとともに，学校としての教育

理念や学習・教育目標，養成すべき人材像を定めているほか，卒業（修了）時に身につけるべき学力

や資質・能力を定め，達成しようとしている成果等を明確にしている。 

以上のことから，本校は，高等専門学校としての目的を明確に定めている。 

 

 

資料１－１－①－１ 本校の使命 

 

高松工業高等専門学校学則（抜粋） 

 

   第１章 本校の目的 

第１条 本校は，教育基本法の精神にのつとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学芸を教授し，職

業に必要な能力を育成することを目的とする。 

 

第８章 専攻科 

第41条 専攻科は，高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専

門的知識と技術を教授し，その研究を指導することを目的とする。 

 

（出典：高松工業高等専門学校学則）
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資料１－１－①－２ 本校の校訓 

 

本校の校訓は，「自彊・独創・和敬」です。自ら努め励み（自彊），豊かな創造性をもち（独創），人

間相互の和と尊敬の念を抱きながら人・社会と調和（和敬）して問題解決に取り組む技術者の育成を理念

としています。 

 

（出典：高松工業高等専門学校学校要覧）

 

 

資料１－１－①－３ 本校の学習・教育目標 

 

倫 理 … 広い視野と技術者としての倫理観 

    （本 科）社会や文化に関心を持ち，社会人としての責任感と倫理観を養う。 

    （専攻科）人類，世界，文化に広く関心を持ち，視野の広い技術者になる。技術の産物が社会や

自然に及ぼす影響に関心を持ち，責任感と倫理観を養う。 

 

知 識 … 科学技術の基礎知識と応用力 

    （本 科）自然科学と専門技術の基礎を身につけ，それを基本的問題に適用できる。 

    （専攻科）自然科学と専門技術の基礎を確実に身につけ，それを具体的問題に応用できる。 

 

実行力 … 課題解決の実行力と豊かな創造力 

    （本 科）課題に自発的に取り組み，創意工夫して解決する姿勢と能力を養う。 

    （専攻科）自ら課題を発見して，自主的に取り組み解決する姿勢と能力を身につける。 

互いに協力しあって課題に取り組める技術者，創造力豊かな技術者になる。 

 

コミュニケーション … 論理的なコミュニケーション能力 

    （本 科）自分の考えを日本語で論理的に説明できる。英語によるコミュニケーションの基礎を

身につける。 

    （専攻科）物事を論理的に考え，それを日本語により文章と口頭で表現できる。英語による基本

的な記述，表現が行える語学力を身につける。 

 

（出典：高松工業高等専門学校学校要覧）

 

資料１－１－①－４ 養成する人材像 

 

 豊かな教養と広い視野，および科学技術の進展に対応できる創造力と実行力を備え，コミュニケーショ

ン能力を身につけた実践的技術者。 

 

（出典：高松工業高等専門学校学校要覧）
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資料１－１－①－５ 卒業（修了）時までに身につけるべき学力や資質・能力 

 

【準学士課程】 

〔機械工学科〕 

  機械工学分野の基礎知識と技術を身につけ，与えられた課題に取り組み，考え解決することができ

る。  

〔電気情報工学科〕 

  高度化・多様化するエレクトロニクス，情報通信技術の変遷に対応できる基礎学力を身につけ，理論

的な思考により継続的に学習を行うことができる。 

〔制御情報工学科〕 

  機械工学・電子工学・コンピュータ制御を融合したメカトロニクス分野の基礎学力を身につけ，「モ

ノづくり（開発・設計・製作・検査）」に応用できる。 

〔建設環境工学科〕 

  基本的な建設構造物の設計に必要な力学，材料，情報，計画などの基礎学力，および防災や環境など

になどに関する基礎知識を身につける。 

 

 

【専攻科課程】 

〔機械電気システム工学専攻〕 

（機械工学コース） 

  機械工学をベースした幅広い知識を身につけ，自主的，継続的に技術的問題に取り組み，創意工夫し

て実践することができる。 

（電気情報工学コース） 

  電気電子・情報通信分野を対象とした専門知識と，それによる論理的な思考力と工学的な応用力を身

につける。 

（制御情報工学コース） 

  機械工学，電子工学及びコンピュータ制御技術に関する専門知識と，それをメカトロニクス分野の

「モノづくり」に応用する力を身につける。 

〔建設工学専攻〕 

（建設工学コース） 

  構造物の耐震・耐久設計，防災・リサイクル・情報・環境等の技術に関して，準学士課程よりもさら

に詳しい学力と知識を身につける。 

 

（出典：高松工業高等専門学校各学科シラバス，教員の手引き）
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観点１－１－②： 目的が，学校教育法第７０条の２に規定された，高等専門学校一般に求めら

れる目的から，はずれるものでないか。 

 

（観点に係る状況） 

  本校では，学則において，「教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の

学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。」と定めており，明確に学校教育法

の規定を踏まえて規定されている。校訓に掲げる教育理念，学習・教育目標も本校の最上位の規定で

ある学則に掲げる本校の目的を踏まえて定めている。養成する人材像や卒業時に身につけるべき学力

や資質能力についても「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する」という高専の目的

に沿った内容となっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

本校の学則に掲げる目的，校訓に掲げる教育理念，学習・教育目標，更には卒業（修了）時に身に

つけるべき学力や資質・能力についていずれも学校教育法上の高等専門学校の目的を踏まえて定めら

れている。 

以上のことから，本校の目的は，学校教育法に規定された目的から，はずれるものではない。 

 

 

観点１－２－①： 目的が，学校の構成員（教職員及び学生）に周知されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の目的は，学校要覧（資料１－２－①－１）や本校ホームページ（資料１－２－①－２）に掲

載している。日常の意識向上のため，学習・教育目標については，各教職員の名札や教室等へ掲示し

（資料１－２－①－３），周知徹底を図るとともに，新任の教員に対しては，新任教員研修会におい

て，非常勤講師に対しては，｢非常勤講師との懇談会｣において，周知を図っている（資料１－２－①

－４）。また，学生に対しては，学生便覧（資料１－２－①－５）やシラバス（資料１－２－①－

６）などに掲載するとともに，教室にも学習・教育目標を掲示し，周知徹底を図っている。新入生に

対しては，オリエンテーションの中で，適切に指導・説明をしている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

本校の目的については，学校要覧，本校ホームページ，学生便覧へ掲載するとともに，学習・教

育目標については，教室にも掲示するなど周知を図っている。さらに，新規採用された教職員や非常

勤講師に対しては研修会等において，新入生に対してはオリエンテーションにおいて説明等を行って

おり，いずれも，積極的に目的の周知が図られている。 

 以上のことから，本校の目的は，学校の構成員に周知されている。 
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資料１－２－①－１ 本校の校訓，養成する人材像，学習・教育目標（学校要覧） 

 

 

（出典：2007年度高松工業高等専門学校学校要覧）
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資料１－２－①－２ 本校の校訓，養成する人材像，学習・教育目標（ホームページ） 

 

（出典：高松工業高等専門学校ホームページ）
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資料１－２－①－３ 本校の学習・教育目標（名札，教室掲示） 
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資料１－２－①－４ 本校の学習・教育目標（非常勤講師との懇談会） 

 

 

（出典：非常勤講師との懇談会資料）

 

資料１－２－①－５ 本校の学習・教育目標（学生便覧） 

 

 

（出典：高松工業高等専門学校学生便覧）
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資料１－２－①－６ 本校の目的（シラバス） 

 

（出典：高松工業高等専門学校各学科シラバス）
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観点１－２－②： 目的が，社会に広く公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校の目的などはホームページに掲示するとともに，学校要覧などにより学外に公表されている。

また，オープンキャンパスや地元の中学校などへの訪問の際には，学校要覧や学校案内などを配布し

て説明している。地元企業へは技術交流会等，企業が来校した際や企業訪問の際に学校要覧などを配

布している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

本校のホームページ及び学校要覧等に掲載するとともに，地元中学校や企業などに対しては様々な

機会を通じて学校要覧などを配布し説明するなどしている。 

以上のことから，本校の目的は，社会に広く公表されている。 

 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

学校要覧，本校ホームページ，学生便覧へ掲載するとともに，各教職員の名札や教室にも掲げるな

ど，本校の構成員に周知を図るとともに，様々な機会を通じて外部にも広く公表されている。 

 

（改善を要する点）  

 特になし。 

 

 

（３）基準１の自己評価の概要 

本校では，学則において，高等専門学校の使命について明確に定めるとともに，学校としての教育

理念や学習・教育目標，養成すべき人材像を定めているほか，卒業（修了）時に身につけるべき学力

や資質・能力を定め，達成しようとしている成果等を明確に定めている。 

これら，学則の規定をはじめとする本校の目的については，学校教育法上の高等専門学校の目的を

踏まえて定められており，はずれるものではない。 

本校の構成員に対しては，学校要覧，本校ホームページ，学生便覧へ掲載するとともに，教室に

も掲示するなど，積極的に周知を図っている。さらに，新規採用された教職員や非常勤講師に対して

は研修会等において，新入生に対してはオリエンテーションにおいて説明等を行っており，本校の構

成員に十分周知されている。 

また，本校の目的は，ホームページ及び学校要覧等に掲載しているのをはじめ，オープンキャン

パスや中学校訪問時の説明，各種行事の際などに資料の配布説明を行うなど，社会に対して，広く公

表されている。 
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基準２ 教育組織（実施体制） 

（１）観点ごとの分析 

観点２－１－①： 学科の構成が，教育の目的を達成する上で適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校の準学士課程は、「教育基本法の精神にのっとり，及び学校教育法に基づき，深く専門の学

芸を教授し，職業に必要な能力を育成すること」（高松高専学則第1条）を使命として掲げ，機械

工学科、電気情報工学科、制御情報工学科、建設環境工学科の４学科で構成されている。（資料２

－１－①－１） 本校の使命に述べた「職業に必要な能力」を具体化したものが，学習・教育目標

（資料２－１－①－２）として規定されており，全学科共通目標と学科ごとの目標が定められてい

る。この学習・教育目標を達成するために，教育課程（資料２－１－①－３）が編成され，学科ご

とに「職業に必要な能力」を育成することができるようになっている。また，一般教育及び専門教

育の専任教員構成（資料２－１－①－４）は，設置基準を満たすとともに，「深く専門の学芸を教

授」できる構成となっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

各学科は，学習・教育目標として「卒業時に身につけるべき学力や資質・能力」を定め，このた

めに適切な教育課程をもつ学科で構成されている。また，「深く専門の学芸を教授」するための教

員も適切に配置されている。 
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資料２－１－①－２ 学習・教育目標 

学     科 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

全 学 科 共 通 (A) 広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 
社会や文化に関心を持ち，社会人としての責任感と倫理観を養う。 

(B) 科学技術の基礎知識と応用力（知識） 
自然科学と専門技術の基礎を身につけ，それを基本的問題に適用で
きる。 

(C) 課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 
課題に自発的に取り組み，創意工夫して解決する姿勢と能力を養
う。 

(D) 論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 
自分の意見を日本語で論理的に説明できる。英語によるコミュニケ
ーションの基礎を身につける。 

機 械 工 学 科 機械工学分野の基礎知識と技術を身につけ，課題に取り組み，考え解
決することができる。 

電気情報工学科 高度化・多様化するエレクトロニクス、情報通信技術の変遷に対応で
きる基礎学力を身につけ、論理的な思考により継続的に学習を行うこと
ができる。 

制御情報工学科 機械工学・電子工学・コンピュータ制御を融合したメカトロニクス分
野の基礎学力を身につけ，「モノづくり（開発・設計・製作・検査）」
に応用できる。 

建設環境工学科 基本的な建設構造物の設計に必要な力学，材料，情報，計画などの基
礎学力，および防災や環境などに関する基礎知識を身につける。 

(出典：平成 19 年度シラバス)

(出典：高松高専学則)

資料２－１－①－１ 学科，学級数及び入学定員 

第７条 学科，学級数及び入学定員は，次のとおりとする。 

学     科 学 級 数 入 学 定 員 

機 械 工 学 科 １ ４０人 

電気情報工学科 １ ４０人 

制御情報工学科 １ ４０人 

建設環境工学科 １ ４０人 

２ 前項の規定にかかわらず，教育上有益と認めるときには，異なる学科の学生をもって

学級を編成することができる。 
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資料２－１－①－３（１／３） 教育課程（一般教育） 

(出典：平成 19 年度学生便覧)
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資料２－１－①－３(２／３) 教育課程（機械工学科，電気情報工学科） 

(出典：平成 19 年度学生便覧)
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資料２－１－①－３(３／３) 教育課程（制御情報工学科，建設環境工学科） 

(出典：平成 19 年度学生便覧)
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資料２－１－①－４ 一般教育及び専門教育の専任教員構成 

学 科 教 授 准教授 講 師 助 教 助 手 

一 般 教 育 科 6 (1) 9 (2) 5 (2) 0 (0) 0 (0) 

機 械 工 学 科 4 (4) 5 (2) 2 (1) 1 (0) 0 (0) 

電気情報工学科 4 (4) 4 (4) 1 (1) 1 (1) 1 (0) 

制御情報工学科 5 (5) 2 (2) 1 (1) 2 (1) 0 (0) 

建設環境工学科 4 (4) 3 (2) 1 (1) 0 (0) 1 (0) 

 

（ ）内は博士号取得教員数

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)
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観点２－１－②： 専攻科を設置している場合には，専攻科の構成が，教育の目的を達成する上で

適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 専攻科の使命は「高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高

度な専門知識と技術を教授し，その研究を指導すること」（高松高専学則第41条）である。専攻科

は，機械電気システム工学専攻と建設工学専攻の２専攻（資料２－１－②－１）で構成されており，

さらに，機械電気システム工学専攻は機械工学コース，電気情報工学コース，制御情報工学コース

の３コース，建設工学専攻は建設工学コースの１コースで構成されている。それぞれのコースが，

機械工学科，電気情報工学科，制御情報工学科及び建設環境工学科と対応しており，本科５年間と

専攻科２年間の一貫教育を実現できる構成となっている（資料２－１－②－２）。 

専攻科の目的を達成するために，全専攻共通の教育目標と各コース独自の教育目標を修了時に身

につけるべき学力や資質・能力として定めている（資料２－１－②－３）。 教育課程は資料２－

１－②－４のように編成されている。また，４コースがそれぞれ日本技術者教育認定機構の認定を

受けており，専攻科の目的を達成するために適切な構成となっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

専攻科は「高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程度において工業に関する高度な専

門知識と技術を教授し，その研究を指導すること」を使命としている。この使命を果たすために，

専攻科には，本科の4学科に対応する４つのコースが設置されており，適切な教育課程が編成され，

それぞれのコースが日本技術者教育認定機構の認定を受けている。 
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(出典：高松高専学則)

資料２－１－②－１ 専攻科の入学定員 

第42条 専攻科の専攻及び入学定員は，次のとおりとする。 

専     攻 入 学 定 員 

機械電気システム工学専攻 １２人 

建  設  工  学  専 攻 ４人 

資料２－１－②－２ 専攻科のコース構成と学科との対応 

専 攻 科 工 学 科 

機械工学コース 機械工学科 

電気情報工学コース 電気情報工学科 機械電気システム工学専攻 

制御情報工学コース 制御情報工学科 

建設工学専攻 建設工学コース 建設環境工学科 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)

資料２－１－②－３ 修了時に身につけるべき学力や資質・能力 

専   攻 修了時に身につけるべき学力や資質・能力 

全 専 攻 共 通 

(A) 広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 
人類，世界，文化に広く関心を持ち，視野の広い技術者になる。技術の産物が
社会や自然に及ぼす影響に関心を持ち，責任感と倫理観を養う。 

(B) 科学技術の基礎知識と応用力（知識） 
自然科学と専門技術の基礎を確実に身につけ，それを具体的問題に応用でき
る。 

(C) 課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 
自ら課題を発見して，自主的に取り組み解決する姿勢と能力を身につける。互
いに協力しあって課題に取り組める技術者，創造力豊かな技術者になる。 

(D) 論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 
物事を論理的に考え，それを日本語により文章と口頭で表現できる。英語によ
る基本的な記述，表現が行える語学力を身につける。 

機械工学 
コース 

機械工学をベースとした幅広い知識を身につけ，自主的，継続的に技術的問題に
取り組み，創意工夫して実践することができる。 

電気情報工学
コース 

電気電子・情報通信分野を対象とした専門知識と，それによる論理的な思考力と
工学的な応用力を身につける。 

機
械
電
気
シ
ス
テ
ム
工
学
専
攻 

制御情報工学
コース 

機械工学，電子工学及びコンピュータ制御技術に関する専門知識と，それをメカ
トロニクス分野の「モノづくり」に応用する力を身につける。 

建
設
工
学
専
攻 

建設工学 
コース 

構造物の耐震・耐久設計，防災・リサイクル・情報・環境等の技術に関して，準
学士課程よりもさらに詳しい学力と知識を身につける。 

(出典：平成 19 年度シラバス)
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(出典：平成 19 年度学生便覧)

資料２－１－②－４ 専攻科教育課程 
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観点２－１－③： 全学的なセンター等を設置している場合には，それらが教育の目的を達成す 

る上で適切なものとなっているか。 

 

（観点に係る状況） 

 全学的なセンターとして，コンピュータサイエンスセンターと高機能化技術教育研究センターを

設置している。 

１）コンピュータサイエンスセンターは，「情報処理教育及び学術研究の推進に寄与することを目

的」（資料２－１－③－１）として設置されている。コンピュータサイエンスセンターは，集

合教育演習システムを採用した113台のVID(Virtual Image Distributor)方式のコンピュータ

が3つの演習室に設置され，コンピュータリテラシー教育，プログラミング教育及び工学系ア

プリケーションソフト(Matlabなど)を使った演習・授業などに使われている。また，Visual 

Studio(VB,VC++等)，Office(Word, Excel等)，MathematicaやMatlab等のアプリケーションソ

フトをインストールしたパソコンで，学生が関連科目の演習を行うこともできるようになって

いる（資料２－１－③－２）。コンピュータサイエンスセンターの大演習室と第１演習室は，

情報処理教育，英語教育等の授業や実験・演習に利用されており（資料２－１－③－３），本

校の目的である「職業に必要な能力を育成」（学則第１条）や専攻科の目的である「高度な専

門的知識と技術を教授」（学則第４１条）を達成する上で不可欠なものとなっている。 

２）高機能化技術教育研究センターは，「高機能化技術に関する教育研究及び先端技術開発に関す

る教育研究を推進し，技術教育研究の発展に資することを目的」（資料２－１－③－４，５）

としている。高機能化技術教育研究センターには６つの研究開発室が置かれ，主に５年生の卒

業研究や専攻科生の特別研究の指導の場として活用されている他，工学実験等の一部の実技科

目授業でも利用されており，教育の目的を達成するために活用されている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

全学的なセンターとして，コンピュータサイエンスセンターと高機能化技術教育研究センターが

設置されている。コンピュータサイエンスセンターは，「情報処理教育及び学術研究の推進に寄与

することを目的」として設置されており，また，高機能化技術教育研究センターは，「高機能化技

術に関する教育研究及び先端技術開発に関する教育研究を推進し，技術教育研究の発展に資するこ

とを目的」として設置されており，本校の使命である「職業に必要な能力を育成すること」及び専

攻科の使命である「精深な程度において工業に関する高度な専門知識と技術を教授し，その研究を

指導すること」を達成する上で適切なものとなっている。 
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資料２－１－③－１ コンピュータサイエンスセンター管理運営規程 

(出典：高松高専規則集)

高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター管理運営規程 
 
昭和６３年２月２２日制定 

（趣旨） 
第１条 この規程は、高松工業高等専門学校内部組織規則（ 以下「規則」という。）第１７条第２項の規定

に基づき、高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター（以下「センター」という。）の組織
及び運営について定めるものとする。 

（目的） 
第２条 センターは、高松工業高等専門学校（ 以下「本校」という。）における情報処理教育及び学術研究

の推進に寄与することを目的とする。 
（センター長） 
第３条 規則第１７条第１項に定めるコンピュータサイエンスセンター長（以下「センター長」という。）

は、教授又は助教授をもつて充てる。 
２ センター長は、校長が任命する。 
３ センター長は、教務主事及び学科長と連絡を密にし、センターの業務を掌理する。 
４ センター長の任期は、１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者

の残任期間とする。 
（特別研究員） 
第４条 センターに特別研究員を置くことができる。 
２ 特別研究員は、校長が選任する。 
３ 特別研究員は、情報処理教育に関する研究及びセンター長から付託された特別な事項についての研究を行

うとともにセンターの円滑な運営に協力するものとする。 
（委員会） 
第５条 センターの円滑な運営を図るため、センターに高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセン

ター運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 
２ 委員会に関する事項は、別に定める。 
（組織） 
第６条 センターに管理部及び研究部を置く。 
２ 管理部に次の３室を置く。 

一般管理室 
ワークステーション室 
ネットワーク室 

３ 研究部に次の２室を置く。 
ＣＡＥ研究室 
ＩＳＥ研究室 

（室長及び室員） 
第７条 センターの管理部及び研究部の各室に室長及び室員を置く。 
２ 室長及び室員は、本校教職員のうちから校長が任命する。 
３ 室長は、センター長の命を受け、所属の各室に関する業務を掌理する。 
４ 室員は、室長の下に各室の業務を処理する。 
（事務） 
第８条 センターに関する事務は、学生課において行う。 
（その他） 
第９条 この規程に定めるもののほか、センターの運営及び利用に関し必要な細則は、別に定める。 
 

附則 
１ この規程は、昭和６３年４月１日から施行する。 
２ 高松工業高等専門学校学内共同利用データステーション管理運営規程（昭和５５年４年１日制定）は、廃

止する。 
附則 

この規程は、平成４年４月１日から施行する。 
附則 

この規程は、平成６年４月１日から施行する。 
附則 

この規程は、平成８年６月３日から施行する。 
附則 

この規程は、平成９年４月１日から施行する。 
附則 

この規程は、平成１０年４月１日から施行する。 
附則 

この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
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資料２－１－③－２ コンピュータサイエンスセンターの概要 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)
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資料２－１－③－３ 教室使用状況(平成１９年度前期) 

(出典：学生課資料)
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資料２－１－③－４ 高機能化技術教育研究センター管理運営規程 

(出典：高松高専規則集)

 
高松工業高等専門学校高機能化技術教育研究センター管理運営規程 

 
昭和６３年２月２２日制定 

（趣旨） 
第１条 この規程は、高松工業高等専門学校内部組織規則（ 以下「規則」という。）第１７条第２項の規定

に基づき、高松工業高等専門学校高機能化技術教育研究センター（以下「センター」という。）の組織及
び運営について定めるものとする。 
（目的） 

第２条 センターは、高機能化技術に関する教育研究及び先端技術開発に関する教育研究を推進し、技術教
育研究の発展に資することを目的とする。 
（使命） 

第３条 センターは、教員の自由な発想に基づく研究を助成又は促進するとともに学生の教育の推進に資す
ることを使命とする。 
（センター長) 

第４条 規則第１７条第１項に定める高機能化技術教育研究センター長（以下「センター長」という。）
は、教授又は助教授をもつて充てる。 

２ センター長は、校長が任命する。 
３ センター長は、センターの業務を掌理する。 
４ センター長の任期は１年とし、再任を妨げない。ただし、欠員を生じた場合の後任者の任期は、前任者の

残任期間とする。 
（委員会） 

第５条 センターの円滑な運営を図るため、センターに高松工業高等専門学校高機能化技術教育研究センタ
ー運営委員会（以下「委員会」という。）を置く。 

２ 委員会に関する事項は、別に定める。 
（研究開発室） 

第６条 センターにおけるプロジェクト研究（ 以下「プロジェクト研究」という。）を推進するため、セン
ターに次の研究開発室を置く。 

新材料研究開発室 
材料利用技術研究開発室 
新エネルギー技術研究開発室 
環境防災研究開発室 
メカトロニクス研究開発室 
教育技術研究開発室 

２ 各研究開発室にそれぞれ室長を置き、当該研究開発室に所属する者の互選により選出する。 
３ 室長は、所属の研究開発室の業務を掌理する。 
（ センターの利用） 
第７条 本校の教員は、学術研究のため、センター長に対しプロジェクト研究を提案することができ、又は

いずれのプロジェクト研究にも参加し若しくは参加せずにセンターを利用することができる。 
２ プロジェクト研究に参加し研究しようとする者は、その旨をセンター長に申し出、研究内容により、第５

条第１項に定めるいずれかの研究開発室に所属の上、行うものとする。 
（事務） 

第８条 センターに関する事務は、庶務課において行う。 
（その他） 

第９条 この規程に定めるもののほか、センターの運営及び利用に関し必要な細則は、別に定める。 
附則 

１ この規程は、昭和６３年４月１日から施行する。 
２ 高松工業高等専門学校高機能化技術教育研究センター管理運営規程（昭和６２年３月６日制定）は廃止す

る。 
３ この規程の施行後最初に任命されるセンター長の任期は、第４条第４項の規定にかかわらず昭和６４年３

月３１日までとする。 
 

附則 
この規程は、平成元年７月１日から施行する。 

附則 
この規程は、平成４年４月１日から施行する。 

附則 
この規程は、平成５年４月１日から施行する。 

附則 
この規程は、平成６年４月１日から施行する。 

附則 
この規程は、平成１７年４月１日から施行する。 
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資料２－１－③－５ 高機能化技術教育センターの概要 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)
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観点２－２－①： 教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制及び教育課程を有効に展

開するための検討・運営体制が整備され，教育活動等に係る重要事項を審議す

るなどの必要な活動を行っているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校の内部組織は高松工業高等専門学校内部組織規則（資料２－２－①－１）によって定められ

ており，組織図（資料２－２－①－２）に示す構成となっている。 

企画運営会議は，校長，３主事，２校長補佐，専攻科長，４学科長，総務・広報室長，研究・連

携推進室長及び事務部長から構成されており，「校長の諮問に応じ、高松工業高等専門学校の運営

に係る重要事項を審議」している（資料２－２－①－３）。この会議は行事予定表（資料２－２－

①－４）に従って，ほぼ毎月一回の頻度で開催されている。 

教育課程全体を企画調整するための委員会として，技術者教育の推進と点検・評価を行う技術者

教育推進委員会（資料２－２－①－５），準学士課程の教務に関する事項を審議する教務委員会

（資料２－２－①－６），専攻科に関する事項を審議する専攻科委員会（資料２－２－①－７）が

設置されている。各委員会の関係は資料２－２－①－８に示す通りであり，本校の教育課程を有効

に展開するための検討・運営体制となっている。また，これらの委員会の開催状況は資料２－２－

①－９に示す通りである。 

 教育課程全体を有効に展開するための体制としては，学科毎に学科会議及びプログラム運営会議

が頻繁に開催されており，上記の委員会で決まった方針の下に，教育課程を有効に展開するための

検討及び学科運営を行っている。また，校長，専任の全教員及び事務部長で構成される教員会議は，

「校長の諮問に応じ，高松工業高等専門学校の運営にかかる事項について協議し，校内の連絡調整

にあたることを任務」（資料２－２－①－１０）とし，行事予定表（前述資料２－２－①－４）に

従ってほぼ月に１度の頻度で開催され，教員間の意思の疎通をはかる上で重要な役割を果たしてい

る。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

校長を議長とする企画運営会議が本校の全ての活動を統括しており，教育課程全体を企画調整す

るために技術者教育推進委員会，教務委員会及び専攻科委員会が，また，教育課程を有効に展開す

るために学会会議，教員会議などが整備され必要な活動を行っている。 
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資料２－２－①－１ 内部組織規則(抜粋) 

(出典：高松高専規則集)

 
高松工業高等専門学校内部組織規則 

 
昭和 63 年２月 22 日制定 

第１章 総則 
（趣旨） 
第１条 この規則は，高松工業高等専門学校学則（以下「学則」という｡)第 11 条の規定に基づき，高松工

業高等専門学校（以下「本校」という｡)の内部組織（事務部組織を除く｡)について定める。 
 

第２章 教員組織 
（教員組織） 
第２条 本校に，次の学科等（以下「学科」という｡)の教員組織を置く。 
一般教育科 
機械工学科 
電気情報工学科 
制御情報工学科 
建設環境工学科 
２ 本校の教員は，前項に定めるいずれかの組織に属するものとする。 
 

第３章 校務組織 
（主事） 
第３条 本校に，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則第５条第１項及び学則第９条第

１項の規定に基づき，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 
（専攻科長） 
第３条の２ 学則第 40 条に定める専攻科に専攻科長を置く。 
（学科長） 
第４条 第２条第１項に定める各組織にそれぞれ学科長を置く。 
（図書館長） 
第５条 本校に，図書館を置き，館長を置く。 
２ 図書館に関する事項は，別に定める。 
（教育相談室長） 
第６条 本校に，教育相談室を置き，室長を置く。 
２ 教育相談室に関する事項は，別に定める。 
（主事補） 
第７条 教務主事，学生主事及び寮務主事のもとに，それぞれ教務副主事，学生副主事及び寮務副主事並

びに教務主事補，学生主事補及び寮務主事補を置く。 
（専攻主任） 
第７条の２ 専攻科に，機械電気システム工学専攻主任及び建設工学専攻主任（以下「専攻主任」という｡)

を置く。 
（学年主任） 
第８条 第１学年，第２学年及び第３学年にそれぞれ学年主任を置く。 
（学級担任） 
第９条 各学級ごとに，学級担任を置く。 
（一般科目教科主任） 
第 10 条 一般科目の各教科にそれぞれ教科主任を置く。 
（学内共同利用施設長） 
第 11 条 本校に，学内共同利用施設として，次の施設を置き，それぞれに施設長を置く。 

コンピュータサイエンスセンター 
高機能化技術教育研究センター 

２ 学内共同利用施設に関する事項は，別に定める。 
(以下省略) 
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資料２－２－①－２ 内部組織図 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007) 
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資料２－２－①－３ 企画運営会議規程 

(出典：高松高専規則集)

 
高松工業高等専門学校企画運営会議規程 

 
昭和 63 年２月 22 日制定 

（趣旨） 
第１条 この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第 18 条第２項の規定に基づき，高松工業高等専
門学校企画運営会議（以下「企画運営会議」という｡)の組織及び運営について定めるものとする。 
（審議事項） 
第２条 企画運営会議は，校長の諮問に応じ，高松工業高等専門学校の運営に係る重要事項を審議する。 
（組織） 
第３条 企画運営会議は，次の構成員をもつて組織する。 
一 校長 
二 各主事 
三 各校長補佐 
四 専攻科長 
五 各学科長 
六 総務・広報室長 
七 研究・連携推進室長 
八 事務部長 
（運営） 
第４条 企画運営会議は，校長が招集し，議長となる。 
２ 校長に事故あるときは，あらかじめ校長の指名する者が議長の職務を代行する。 
（構成員以外の者の出席等） 
第５条 校長が必要と認めたときは，構成員以外の者を企画運営会議に出席させ，説明又は意見を聴くこ
とができる。なお，図書館長，コンピュータサイエンスセンター長，高機能化技術教育研究センター長，
教育相談室長は，議題の提案ができるものとする。 
（幹事） 
第６条 企画運営会議に幹事を置き，総務課長，学生課長及び施設課長をもつて充てる。 
（事務） 
第７条 企画運営会議の事務は，総務課において処理する。 
 

附則 
１ この規程は，昭和 63 年４月１日から施行する。 
２ 高松工業高等専門学校主任連絡会規程（昭和 44 年４月１日制定）は，廃止する。 
附則 
この規程は，平成４年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は，平成７年４月 12 日から施行する。 
附則 
この規程は，平成８年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は，平成 11 年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は，平成 17 年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は，平成 18 年４月１日から施行する。 
附則 
この規程は，平成 18 年 11 月１日から施行する。 
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資料２－２－①－４ 行事予定表 

(出典：企画運営会議資料) 
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資料２－２－①－５ 技術者教育推進委員会規程 

(出典：高松高専規則集)

 
高松工業高等専門学校技術者教育推進委員会規程 

 
平成 17 年３月 10 日制定 

（趣旨） 
第１条 この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第 19 条第２項の規定に基づき，高松工業高等専

門学校技術者教育推進委員会（以下「委員会」という｡)の組織及び運営について定めるものとする。 
（審議事項） 
第２条 委員会は，技術者教育の推進及び点検・評価に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 

一 学習・教育目標に関すること。 
二 学習・教育目標達成度の総合評価に関すること。 
三 教育課程の基本方針に関すること。 
四 教育課程の点検・評価に関すること。 
五 ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の基本方針に関すること。 
六 認証評価機関の認証評価及び日本技術者教育認定機構（JABEE)の認定審査等に関すること。 
七 その他技術者教育の推進に関する必要な事項 

（組織及び任期) 
第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもつて組織する。 

一 専攻科長 
二 各専攻主任 
三 各主事 
四 プログラム責任者 
五 一般教育科長 
六 一般教育科及び各学科から選出された各１名の教員 
七 事務部長 

２ 委員は，校長が委嘱する。 
３ 第１項第６号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任者の任

期は，前任者の残任期間とする。 
（運営） 
第４条 委員会に委員長を置き，専攻科長をもつて充てる。 

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 
第５条 委員長は，必要に応じ，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。 
（事務） 
第６条 委員会の事務は，学生課において処理する。 
（その他） 
第７条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が定める。 

附 則 
この規程は，平成 17 年４月１日から施行する。 

附 則 
この規程は，平成 19 年４月３日から施行する。 
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資料２－２－①－６ 教務委員会規程 

(出典：高松高専規則集)

 
高松工業高等専門学校教務委員会規程 

 
平成 17 年３月 10 日制定 

（趣旨） 
第１条 この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第 37 条第２項の規定に基づき，高松工業高等

専門学校教務委員会（以下「委員会」という｡)の組織及び運営について定めるものとする。 
（審議事項） 

第２条 委員会は，教務に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 本科教育課程の編成・実施に関すること。 
二 本科の科目履修・成績処理に関すること。 
三 授業の一環としての学校行事に関すること。 
四 本科入学試験・編入学試験の実施及び運営に関すること。 
五 大学及び専攻科への編入学の推薦基準に関すること。 
六 入学生の受入に関すること。（オープンキャンパス，中学校訪問，出前授業を含む｡) 
七 研究生，聴講生，特別聴講学生及び科目等履修生の受入と教育課程に関すること。（留学生の教
育課程を含む。） 
八 学生の授業評価に関すること。 
九 その他本科教務に関する必要な事項 
（組織及び任期） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもつて組織する。 
一 教務主事 
二 教務副主事 
三 教務主事補 
四 一般教育科及び各学科から選出された各１名の教員 

２ 委員は，校長が委嘱する。 
３ 第１項第４号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任者の任

期は，前任者の残任期間とする。 
（運営） 

第４条 委員会に委員長を置き，教務主事をもつて充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 
（ 委員以外の者の出席） 
第５条 委員長は，必要に応じ，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。 

（事務） 
第６条 委員会の事務は，学生課において処理する。 

（その他） 
第７条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。 
 

附則 
１ この規程は，平成 17 年４月１日から施行する。 
２ 高松工業高等専門学校教務委員会規程（昭和 63 年２月 22 日制定）は廃止する。 



高松工業高等専門学校 基準２ 
 

- 37 - 

 

資料２－２－①－７ 専攻科委員会規程（抜粋） 

(出典：高松高専規則集)

 
高松工業高等専門学校専攻科委員会規程 

 
平成 17 年３月 10 日制定

 
（趣旨） 

第１条 この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第 37 条第２項の規定に基づき，高松工業高
等専門学校専攻科委員会（以下「委員会」という｡)の組織及び運営について定めるものとする。 
（審議事項） 

第２条 委員会は，専攻科に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 専攻科教育課程の編成・実施に関すること。 
二 専攻科学生の履修・学位申請に関すること。 
三 専攻科入学者選抜の基本方針に関すること。 
四 専攻科入学者選抜の運営に関すること。 
五 その他専攻科教育に関する必要な事項 
（組織及び任期） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもつて組織する。 
一 専攻科長 
二 各専攻主任 
三 各主事 
四 一般教育科及び各学科から選出された各１名の教員 
五 事務部長 

２ 委員は，校長が委嘱する。 
３ 第１項第４号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任者の

任期は，前任者の残任期間とする。 
（運営） 

第４条 委員会に委員長を置き，専攻科長をもつて充てる。 
２ 委員長は，委員会を召集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 

（委員以外の者の出席） 
第５条 委員長は，必要に応じ，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。 

（事務） 
第６条 委員会の事務は，学生課において処理する。 

（その他） 
第７条この規定に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員長が定める。 
 

附則 
１ この規程は，平成 17 年４月１日から施行する。 
２ 高松工業高等専門学校専攻科委員会規程（平成 11 年４月１日制定）は，廃止する。 
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資料２－２－①－８ 教育改善ループ 

(出典：技術者教育推進委員会議事録)

学習・教育の点検・改善システムについて 

 

教育システムの点検および改善は，別図の体制で実施する。 

(1) 校長を議長とする企画運営会議が本校の全ての活動を統括する。 

(2) 将来計画委員会は，本校の長期にわたる計画，将来像について検討し立案する。 

(3) 学内に本科各学科４，５学年および専攻科両専攻・各コースを通じた複数の技術者教育プログラムを

設け，各分野での技術者教育推進と改善に当たる。 

(4) 技術者教育推進委員会はそれら技術者教育プログラムをまとめ，本科 1～３学年を含めて本校全体の

技術者教育の基本計画に当たる。 

(5) 専攻科委員会および教務委員会は基本計画に沿って，その具体化と実現に関する全学共通の事項を検

討して実施する。各学科，各プログラムに関する事項は，各プログラム運営会議（または各学科）が

検討し実施する。特定の施設または特定の問題に関わる事項は，対応する学内各委員会等が検討し実

施する。学内各委員会等は実施結果を点検し改善する。 

(6) 自己点検・評価委員会は，学習・教育システム全体に関して点検と評価を実施し，問題点の指摘，改

善策に関する勧告等を行う。 

(7) 企画運営会議は自己点検・評価委員会の点検結果等を受け，それを外部評価委員会へ提出し，第３者

からの点検・評価を受ける。 

 

企画運営会議
（統括）

PLAN
教育理念 |　　

学習・教育目標 |   の決定
基本方針 |　　

カリキュラムの設計
シラバスの立案

DO

カリキュラムの実施
教育方法，教育環境の整備

CHECK

達成度の評価
教育システムの点検

ACTION
改善

教育点検改善ループ

自己点検・評価委員会

技術者教育推進委員会
学科会議，各プログラム運営会議
教務委員会，専攻科委員会

学生支援委員会，寮務委員会
財務委員会，人事委員会
教育環境整備委員会
図書館運営委員会，等

授業評価
卒業生アンケート
企業アンケート

各プログラム改善委員会

将来計画委員会

在学生
社会人
産業界
卒業生

外部評価委員会
（運営懇話会）

教員会議

( 2007.04.26 )
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資料２－２－①－９ 平成 18 年度各種委員会の開催状況 

(出典：内部資料)

  教務委員会 技術者教育推進

委員会 

専攻科委員会 

第 1 回 4 月 26 日 5 月 16 日 4 月 25 日

第 2 回 5 月 24 日 12 月 8 日 7 月 4 日

第 3 回 6 月 21 日 8 月 23 日

第 4 回 7 月 14 日 11 月 28 日

第 5 回 8 月 31 日

第 6 回 9 月 20 日

第 7 回 10 月 11 日

第 8 回 11 月 15 日

第 9 回 12 月 22 日

第 10 回 1 月 17 日

第 11 回 2 月 14 日

第 12 回 3 月 14 日
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資料２－２－①－１０ 教員会議規程 

(出典：高松高専規則集)

 
高松工業高等専門学校教員会議規程 

 
昭和 63 年２月 22 日制定 

（趣旨） 
第１条 この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第 36 条第２項の規定に基づき，高松工業

高等専門学校教員会議（以下「教員会議」という｡)の組織及び運営について定めるものとする。 
（任務） 

第２条 教員会議は，校長の諮問に応じ，高松工業高等専門学校の運営にかかる事項について協議
し，校内の連絡調整にあたることを任務とする。 
（組織） 

第３条 教員会議は，校長，専任の教員及び事務部長をもつて組織する。 
（運営） 

第４条 教員会議は，校長が招集し，議長となる。 
２ 校長に事故あるときは，あらかじめ校長の指名する者が議長の職務を代行する。 
３ 教員会議の議事，運営については，校長が定める。 

（幹事） 
第５条 教員会議に幹事を置き，総務課長及び学生課長をもつて充てる。 
２ 幹事は，所掌事項について説明することができる。 

（事務） 
第６条 教員会議の事務は，総務課において処理する。 
 

附則 
１ この規程は，昭和 63 年４月１日から施行する。 
２ 高松工業高等専門学校教員会議規程（昭和 44 年４月１日制定）は廃止する。 
 

附則 
この規程は，平成 18 年４月１日から施行する。 
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観点２－２－②： 一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が，機能的に行われているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校では，一般科目及び専門科目を担当する教員の代表によって構成されたカリキュラム特別委

員会が設置され，平成12年度から教育課程についての審議を行った。第1回の議事録を資料２－２

－②－１に，平成14年度カリキュラム特別委員会自己点検報告を資料２－２－②－２に示す。この

他に，平成16年度まで学生指導研究会と学生指導協議会（資料２－２－②－３）が開催され，一般

科目及び専門科目を担当する教員が協力して学習教育プログラムの検討を行っていた。その検討内

容については報告書にまとめられている（資料２－２－②－４）。 

その後，平成18年12月8日に開催された技術者教育推進委員会において，教科の内容に関する検

討会を定例化することが決定した（前述 資料２－２－①－５）。 平成18年度においては，理科，

社会，数学及び英語教育に関して一般科目及び専門科目を担当する教員が出席しての意見交換会が

開催された（資料２－２－②－５）。 理科教育に関する意見交換会の開催案内とその会議で出さ

れた意見を資料２－２－②－６及び資料２－２－②－７に示す。また，数学と専門学科の意見交換

会の議事録を資料２－２－②－８に示す。 

また，4つの技術者教育プログラム（機械，電気情報，メカトロニクス技術者教育プログラム及

び建設工学コース）ごとに教育内容を点検・改善するための改善委員会が設置されており，専門科

目担当教員，一般科目担当教員，技術職員，学生，卒業生等で構成されている。 

このように，カリキュラムについては継続的に見直しがなされており，その学習内容については

大きな問題はないと考えている。しかしながら，学生の学力及びモチベーションを向上させるため

の効果的な対策についてはいまだに暗中模索の状態にあり，今後も一般科目及び専門科目を担当す

る教員間の緊密な連携によって有効な対策を見いだしていく必要がある。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携によって，カリキュラムについては継続的な見直

しがなされている。また，一般科目について，担当教員と学科間の意見交換会が開催され議論がな

されている。このように，一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携が機能的に行われている。 
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カリキュラム特別委員会(第 1 回)議事要録 
 
日時：平成 12 年 12 月 22 日(金) 14:00～16:00 
場所：第 2 会議室 
出席：春本，坂本，中村，寺西，堀江，権藤，福井，鹿間，山内，工藤，大池， 
                                                     （欠席：向谷) 
討議内容： 
 
(1) 中学学習指導要領改訂に関する対処について 
  H15 年度以降，中学の新学習指導要領の下で学習した中学生が入学し，学力の低下が懸念される。これ
に対する対策について討議した。検討範囲は，必要なカリキュラムの改訂に加え，教育方法の見直しや教
育目標(学習到達の目標)の修正にも及ぶ可能性もある旨，了解された。また，中学の 5 時間授業と本校入
学後の 7 時間授業との格差に対する対策の必要性も指摘された。これらについて，平成 13 年度前期末頃を
目途に，委員会としての結論を出す。 
  次回までに下記事項について調査して，検討用資料として提出する事とした。 
一般教育各教科(国語，社会，数学，理科，保健･体育，英語)において， 
  ①新指導要領において削除(変更)された内容。 
  ②本校の現状の到達度を維持するとした場合に必要とされる授業時間数。 
専門学科の 1～3 年の科目において， 
  ①一般科目，特に数学，理科に関連した内容を教えている学年，科目名と内容。 
 
(2) その他 
  上記議題以外に，環境教育，技術者倫理，コンピュータリテラシー等を踏まえたカリキュラム検討の必
要性も指摘された。 
  次回より議事要録を委員の輪番で作成する。 
 
次回は，2 月 15 日(木)の予定。 
上記資料は 2 月 9 日(金)午前中までに大池へ提出する。 

資料２－２－②－１ カリキュラム特別委員会第 1 回議事録 

(出典：カリキュラム特別委員会議事要録)
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平成 15 年 3 月 31 日
平成 14 年度カリキュラム特別委員会自己点検報告 

カリキュラム特別委員会委員長
山 内 庄 司

１．前年度までの経緯 
  平成 14 年度から中学校の学習指導要領が改訂され，平成 15 年 4 月より新学習指導要領に基づく新入生
が入学することになる。総合的な学習時間を設ける等により，生きる力，自ら学び自ら考える力の育成を
強調している反面，各教科で教える内容が 3 割程度削減されている等，本校の低学年の学習教育に何らか
の影響を与えることが懸念されてきた。 
  カリキュラム委員会では，この問題を検討するために，平成 12 年度後半から平成 13 年度末までに 10 回
の委員会を重ね，概ね以下のような結論を得ていた。 
 
(1) これまで本校の目指してきた学習到達度は基本的に維持するものとし，教えるべき内容の精選や教科
間の連携，教育方法の改善工夫等を行うことが必要である。 
(2) 国語については，高等学校での時間数(16 時間)に比べて，本校(8 時間)は絶対的に少なく，また専門
学科からは，文章力に対する強い要望があり，時間を 1 時間程度増やす必要がある。 
(3) 社会科では特に大きな問題はないが，国際的な技術者資格に関連して，人類の幸福や技術者倫理につ
いて理解判断する力が求められており，4，5 年の人文科学，社会科学のあり方について検討を要する。 
(4) 数学では重要な項目を含めて 18％程度が中学新学習指導要領から割愛されている。これまでの本校の
授業でも微分方程式や多変数の微積分等が学科によっては実施できておらず，関連教科の理解に大きく影
響していると危惧される。これまでの消化不良を軽減するためにも，授業時間を 1 時間増やすのが望まし
い。 
(5) 理科については，中学で削除された項目(全体で 8～17％)は従来から本校でも重複して教育している
内容であり，直ちに支障があるわけではないが，基本的な概念の理解が遅れることが予想される。物理の
基礎的理解を補うために，3 または 4 年で授業時間を増やすのが望ましい。また，本校学生の化学のレベ
ルは普通高校レベルに達していないため，化学も 1 時間増やす必要がある。 
(6) 英語については，単語数や時間が 10％削減されているが，コミュニケーション重視の方向が強く打ち
出されており，これは本校の方針に合致している。単語数等の削減に対しては，入学後の授業で工夫する
ことにより対応できるものと思われる。 
(7) 1,2 学年について，専門科目の開設数は学科間で揃える。3 年生以上については不揃いとなる場合が生
じてもやむを得ないが，クラブ活動等も考慮して，大きな時間差は生じないようにする。 
(8) JABEE の時間数に関する基準に照らすと，人文社会系科目の時間数がやや不足しており，4，5 年の該
当する科目の時間数を増やす必要がある。 
 
  以上の検討結果を踏まえ，一般科目の学年配置について検討し，低学年(1 年)の専門科目を 1 ないし 2
時間削減し，1 年生で非公式に実施している「総合演習(数学，物理化学，国語)」を廃止することによ
り，巻末のような学年配置案がまとまった。 
 
２．平成１４年度の検討内容 
  前年度の結果を受けて，各専門学科で低学年の専門科目の変更策について検討した。その結果，1 年の
専門科目を 1 時間少なくして 6 時間とすることで，全学科対応できることとなった。また，1 年の「総合
演習」については，特に数学科から存続の強い要望があったが，できるだけ数学の授業の中で対処するこ
ととし，それがうまくいかない場合には専門科目でも協力して対応することになった。15 年度問題に関連
したカリキュラムの改訂箇所を巻末の表に示す。 
  この改訂のうち，4，5 年関する部分は 14 年度から実施したが，特に 4 年生の週 3 日の 8 時間授業が問
題となった。教務主事の要請を受け，当委員会でもこの点を再検討した。その結果，非常勤講師の都合で
2 時間連続で開設しているドイツ語Ⅱと化学特論の並列選択(自由選択)科目を，次年度以降は 8 時間目に 1
時間ずつ開講するよう時間割編成することとした。これにより，当該科目を選択しない学生は 8 時間授業
の曜日が減ることとなり，過密感が解消されるものと思われる。担当者の負担を考慮した開設方法につい
て，科目担当者と教務間で検討している。 
 
３．今後の課題 
  学習指導要領改訂に伴うカリキュラムの検討については，14 年度までで一応終了した。新指導要領によ
る新入生を迎えたうえで，この対策で十分か否か，また総合演習を廃止した影響等について見守る必要が
ある。 
  また，JABEE に関連して各プログラムで詳細なカリキュラムの検討がなされるはずであり，重複した検
討は必要ないと思われる。当委員会としては，そこから提起される共通の問題，特に一般科目に関する問
題を中心として，必要に応じて検討する方針で臨みたい。 

資料２－２－②－２ 平成 14 年度カリキュラム特別委員会自己点検報告 

(出典：平成 14 年度カリキュラム特別委員会自己点検報告)
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現行の一般系科目(関連科目のみ記載， * は選択科目） 

人文科学，社会科学 数学，自然科学，IT  
学年 外国語 国語･芸術 社会 数学 理科 

計 
 

専門

１ 英語Ⅰ  3 
英語Ⅱ  3 

国語    4 地理    2 
歴史Ⅰ  2 

基数Ⅰ  3 
基数Ⅱ  3 

物理   2 
化学   2 

24 7 

2 英語Ⅰ  3 
英語Ⅱ  2 

国語    2 
芸術    2 

歴史Ⅱ  2 
公民Ⅰ  2 

微積分  4 
代幾    2 

物理   3 
化学   2 

24 8 

3 英語Ⅰ  2 
英語Ⅱ  2 
*英/独  2 

国語    2 公民Ⅱ  2 解析Ⅰ  3 
解析Ⅱ  3 

応物Ⅰ 2 16 *2  

4 英語Ⅰ  3 *文/独/化 2 *人文科学 1 応数Ⅰ  2  5 *3  

5 *英語Ⅳ 2  *社会科学 2 応数Ⅱ  2 応物Ⅱ  2 4 *4  

計 18 *4 10 *2 10 *3 22 13 73 *9  

(1) 応用数学，応用物理の実施学年は学科により異なる。 
(2) 3 年の英語/独語，4 年の文/独/化，人文科学，5 年の社会科学は並列開設必修選択。 
(3) 5 年の英語Ⅳは専門科目と並列選択。 
 
改訂後の一般系科目(関連科目のみ記載， * は選択科目） 

人文科学 
社会科学 

  数学,自然
科学,IT 

  
学年 

外国語 国語･芸術 社会 数学 理科 

計 
 

専
門 

１ EnglishⅠ        4 
English Grammar  2 

国語    3
芸術    2

地理    2 
歴史Ⅰ  2 

基数Ⅰ  3 
基数Ⅱ  3 

物理   2 
化学   3 

26 6 

2 English II       2 
English Reading  2 

国語    2 歴史Ⅱ  2 
公民Ⅰ  2 

微積分  4 
代幾    3 

物理   4 
化学   2 

24 8 

3 English III      2 

English Writing 

    & Speaking   2 

* ⎜
⎝
⎛

2WritingTOEIC

2ListeningTOEIC
 

*独語            2 

国語    2 公民Ⅱ  2 解析Ⅰ  3 
解析Ⅱ  3 

応物Ⅰ 2 16 
*6 

 

4 English IV       3 
*独語            2 

文学    2 人文科学 2 応数Ⅰ  2 *化学特論 2 9*4  

5 *English V       2  社会科学 2 応数Ⅱ  2 応物Ⅱ  2 6*2  

計 18 *8 11 14 23 15 *2 81*12  

(1) 応用数学，応用物理の実施学年は学科により異なる。 
(2) 4 年の独語と化学特論は並列開設して自由選択とする。 
(3) 5 年の英語Ⅳは専門科目と並列開設する。 
(4) 4,5 年については，平成 14 年度より改定実施。 
(5) 1～3 年は平成 15 年度入学生から学年進行で実施。 

資料２－２－②－２ 平成 14 年度カリキュラム特別委員会自己点検報告（続き） 

(出典：平成 14 年度カリキュラム特別委員会自己点検報告)
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平成 14 年度  学生指導研究会実施要領 
1 目 的 

技術者教育において高松高専が学生に求める資質・能力を明確にし，それを達成するための学習教
育プログラムを具体的に検討する。同時に，専門学科と一般教育科の意志疎通を図り，学習教育プロ
グラムの効果をあげるための方法を探す。 

2 期 日  平成 14 年 7 月 24 日（水） 
3 場 所  第一・第二会議室，専攻科棟 2 階講義室，専攻科棟 4 階大講義室 
4 参加者  校長，三主事，全教官 
       事務部長，学生課長，学務専門員，教務係長，学生係長 
5 日 程 
   （1）開会（全体会，第一会議室）            司会：学生課長 
         9：00 ～   9：10 
             開会の挨拶 校長 
             テーマ 「技術者育成のための学習教育プログラム」 
         9：10 ～   9：20  移動 
   （2）討議 I「一般教育科の学習教育プログラム」（2 分科会方式） 
         9：20 ～ 10：50 
            ①自然科学（数学）分科会（第一会議室） 
                             司会：高橋宏 記録：堀江，中瀬 
            ②人社科学（英語）分科会（専攻科棟 2 階講義室） 
                             司会：梅田  記録：児島加，田村 

      10：50 ～ 11：10  休憩 
        11：10 ～  12：10 
            ①自然科学（物理）分科会（第一会議室） 
                              司会：岡野  記録：鹿間，藤澤 
            ②人社科学（国語）分科会（専攻科棟 2 階講義室） 
                              司会：長谷川 記録：吉澤，喜田 
   （3）昼食，休憩 
        12：10 ～ 13：00 

(以下省略) 

資料２－２－②－３ 学生指導研究会及び学生指導協議会の実施要領 

(出典：平成 14 年度技術者育成のための学習教育プログラム報告書)

     平成 14 年度学生指導協議会実施要領 
 
1 目 的 

学生指導研究会で討議された「高松高専の学習教育プログラム」に基づき，具体的な実行策を協議
し全学的な基本指針を提示する。さらに，継続して検討すべき事項があれば，それについても討議す
る。 

2 期 日   平成 14 年 8 月 22 日（木）  9 時 00 分から 
        平成 14 年 8 月 23 日（金） 13 時 40 分まで 
3 場 所   塩江宿泊所 
4 日 程   別紙日程表のとおり 
5 研究討議議題 
   協議 I「一般教育科の学習教育プログラム」 
     （1）数学の学習教育プログラム 
     （2）英語の学習教育プログラム 
     （3）物理・化学の学習教育プログラム 
     （4）国語・社会の学習教育プログラム 
   協議Ⅱ「専門学科の学習教育プログラム」 
     （1）機械工学科の学習教育プログラム 
     （2）電気情報工学科の学習教育プログラム 
     （3）制御情報工学科の学習教育プログラム 
     （4）建設環境工学科の学習教育プログラム 

 (以下省略) 
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資料２－２－②－４ 学生指導研究会及び学生指導協議会の報告書 

(出典：学生指導研究会及び学生指導協議会の平成 14 及び 16 年度報告書)
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開催日 会議名 

6 月 6 日 理科教育に関する意見聴取会 

7 月 20 日 社会科と専門学科の意見交換会 

12 月 7 日 数学科と専門学科の意見交換会 

12 月 26 日 専門学科と英語科の意見交換会 

 

資料２－２－②－５ 一般科目と専門科目担当教員による会議等の開催状況（平成 18 年度） 

(出典：内部資料)

Subject: 理科教育に関する意見聴取会の案内 
Date: Tue, 23 May 2006 15:20:01 +0900 
 
   教員 各位 
 
 かねてから専門学科と一般教育科との連携を深めることが求められておりますが、このたび 
理科の方から低学年の理科教育に関する専門学科の先生方の率直な意見をお伺いする会をもちたいとの
申し出がありました。 
 
 つきましては各専門学科の先生方のご参加をよろしくお願いします。各学科長におかれましては、少
なくとも１名以上の参加になりますように、ご配慮をお願いします。 
 
                               一般教育科長 権藤典明 
 
 下は理科主任岡野先生からの案内文です。 
 
            記 
 下記の日程で、理科教育に関する意見聴取会を実施します。 
各学科最低１名（多くてもかまいません）をお願いします。 
 
１．日時：６月６日（火）１５：３０－１６：３０ 
２．場所：第１会議室 
３．趣旨：低学年の理科教育（物理、化学）システム改善のため、理科教育に関する、要望や問題点を
意見聴取する。 
４．参加者：一般教育科長、理科担当教員、各学科参加希望者（１名以上） 
５．その他：当日は意見聴取のみを実施し、出された意見に対する回答や今後の改善策については、日
を改めて報告することとします。当日参加できない方は、岡野（理科主任）まで電子メールなどで意見
をいただければ追加します。 
また、会議中の出入りも自由としますので、多くの方の参加をお願いします。 
 
 以上 

資料２－２－②－６ 理科教育に関する意見聴取会の開催案内 

(出典：学内メール)
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所属学科 意見 

C 
４年の応用物理は 1 単位減ったため、授業についていくのがしんどいという学生がいる。１～３年を含
めて授業内容を精選し、減らす勇気も必要なのではないか。物理実験は時間の割に内容が多くて、学生
の対応がルーチンワーク化しているように思う。２７テーマは多すぎないか。 

C 3，4 年の物理については、低学年の内容とのつながりを考慮してほしい。 

C 
高知高専は、テクノフェローの制度を導入しているし、高知大学はボランティアで退職教員が授業を行
っていると聞く。実験などは退職教員などにサポートしてもらってはどうか。専攻科学生の TA は可能
か？ 

C 授業内容について、学科の特性を生かすため、専門学科の教員と情報交換すればよい。 

E 
高学年で、有効数字の演算、誤差計算が身についてない学生が見られる。たとえば、累乗計算の電卓計
算結果をそのまま書く学生がいる。 

E 
専門の授業と物理の授業で同じ分野（光波）を教えているが、あまり身についていない模様。一方で、
専門の物理と重複している部分の整理も必要ではないか。 

E 低学年のうちに、MKSA 単位系の話も教えてほしい。 

E どういうレベルの学生にターゲットをあてて、教えているのか。 

E 
電気材料の授業中に、エネルギー保存則などの基本的事項が身についていないと感じる。受験勉強が必
要ないのだから、基礎、概念を身につけさせてほしい。 

E 
物理式は良く知っているが、何でそうなるのか、という点を理解していないように思う。この点に、教
育の重点を置いてはどうか。 

E 
学生に、低学年のうちからから、計算量を増やすなどの負荷をかけるべき。よいくせをつける必要があ
る。 

E 学生実験も、ただやらせるのではなく、考えながらやらせるべきだ。 

E 
普通高校に比べ、演習量がぐっと少ないと思う。やっておかないとダメなのではないか。連立方程式は
たてるが、これが解けない、というのが実態だ。 

E 
（物理実験のレポートが穴埋め、誘導式であることに対して）学生に、失敗を経験させるのも必要であ
る。 

E 
すこしいやらしい問題も出して、学生に考えさせる必要がある。考えることが大切だ、ということを、
学生のもっと積極的に気づかせることも必要。 

E 
正弦波とはどんな波か？1000Hz の音はどんな音か？と聞かれてイメージできない。実体験などをなるべ
く多く導入してもらえたらよい。 

E 
低学年で、反復練習が不足しているのではないか。一方で、「覚える」ではなく、「考える」力が必
要。試験問題については、考える問題、理解しているかどうかを問う問題が必要。 

E 低学年の理科のシラバスの内容については、特に問題ない。 

E 
専門との連携だけでなく、一般教育科内（数学と理科など）での話し合いも必要。３年から専門が入っ
てきているが、物理を良くわからないまま受講している。制度的にまずいのではないか。 

E クラス内で成績の２極化の傾向に対応するため、各教科での対応というより、全学的に対応すべき。 

E （一般的に）学生を客観的に評価できる試験になっていないのではないか。 

E 
（定期試験は範囲が限られているため、一夜漬けでもクリアできる場合がある。）たとえば、３年から
４年に進級する際に簡単な進級試験を行うのは良い。（これは、JABEE の精神でもある） 

E 進級試験の内容は、教科書の章末問題レベルで十分。 

E 
高専と高校を比較すると、人文系（国語、社会など）を削って、専門の授業を入れているに過ぎない
が、果たしてこれでいいのか。学科で、議論してほしい。 

E 低学年の教育には、学生に興味を抱かせる役目もあるのではないか。 

G 
４年生への進級時に、基礎・基本の定着度をチェックする試験は賛成。試験の前だけ勉強して、クリア
ーする、という実態が問題。問題の解き方のみを覚えて試験を受けるのみ。考えることが抜けている。

M 
3 年の力学を教えているが、この内容はすでに習っている、という学生がいる。１～２年の力学を、ま
た繰り返して教えている、という印象を受ける。 

M よく理解できている学生への対応をどうすればよいか。 

S 検定教科書を使っているのであれば、低学年で（微積分など）高度な内容も入れたらどうか。 

S 
専門の先生も、低学年の（数学、理科の）教科書を見てみる必要がある。少なくとも、数学と理科は各
科に１部ずつ配布してもらえたらありがたい。 

資料２－２－②－７ 理科教育に関する意見聴取会での意見 

(出典：学内メール)
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資料２－２－②－８ 数学と専門学科の意見交換会議事録 

(出典：数学と専門学科の意見交換会議事録)

数学と専門学科の意見交換会議事録 
 
12/7/06（木）13：30〜15：30、第一会議室において開催 
出席者（敬称略、順不同） 
機械工学科：木原、橋本、高橋(義)、福井、小島、吉永、高橋(洋)、岡田 
電気情報工学科：原囿、本田、鹿間、重田、荻原、太良尾、漆原、榎本 
制御情報工学科：山内、平岡、由良 
建設環境工学科：向谷、太田、田川 
一般教育科：権藤、有道、宇野、市川、鎌田、上原、中川、高橋（宏） 
 
○「応用数学１」の内容について 
・制御科の JABEE 審査で、応用数学１の確率に高校レベルの内容が含まれており内容の充実が望まれる旨の指
摘があった。 
・３年の数学解析で講義している偏微分と入れ替える案も考えられるが、その場合どちらの教科も細切れにな
りすぎる嫌いがあるという数学科の意向があり、とりあえず来年度は内容はこのままでシラバスの記述で配慮
することになった。 
・再審査で指摘を受ければもう一度考慮する。 
○数学特論について 
・本科での応用数学２の内容が学科ごとに違っており、共通科目で何を教えるかは難しい。また、専攻科設置
当時の経緯を引きずってきた部分もある。来年度からは基本的にどの教員でも行なえる内容にしたい。 
・現状では、線形代数続論+演算子法と複素関数論を行なっているが、来年度は教員の専門の関係で演算子法
は外れるだろう。 
・内容の候補として、統計、ベクトル解析、特殊関数、統計、フーリエ関係などがあがったが、議論の結果、
来年度は大学院入試対策も含めて最も一般的と思われる線形代数と複素関数で行くことになった。 
・線形代数の中にデータ解析などに使われる一般化逆行列などを含めることを検討する。 
・内容から考えて数学「特論」の名称は疑問との意見があった。（検討） 
○低学年（１〜３年）の数学について、その他の議論（一部順不同） 
＜専門学科からの意見と数学科の回答＞ 
・データ処理や統計などをもっとやってほしい 
→現状の時間数ではこれ以上内容を増やすのは困難。何か削ってもよいものがあれば挙げてほしい。 
・小中学校の新指導要領に伴って数学を１単位増やしたが、それで対応できているか。 
→内容は一応カバーできている。ただし、入学してくる学生のレベルや学力像の変化に伴い今後次第に困難が
増していくだろう。（一部のクラスではすでに兆候がある） 
・数学の定期試験の平均は高いが、それに伴った実力、特に応用力が着いていない。試験が易しすぎる場合や
模擬問題の弊害があるのではないか。 
→特に低学年で試験を難しくしすぎると現在の進級基準では大量の留年者が出る恐れがある。そうなると中学
生により敬遠されるのではないか。また模擬問題については、得点の水増しのためにやっているのではなく、
学生に学習の焦点をしぼらせるためや授業で説明できなかった応用への導入として手間をかけてやっている。
・問題集などを与えてそれを日頃からやらせれば模擬問題は必要ないのではないか。少なくとも模擬問題の量
を増やしてもっと演習をさせたほうがよいのではないか。 
→問題集は数年前から与えている。あまり量を増やすと全くやらない、または自力では手がつかない学生が多
くいることを理解してほしい。現在の模擬問題も効果は上がっていると思う。 
・数学科内で話し合って改善をしてゆく動きはないのか 
→やっている。実力テストの再開、問題集の導入などいろいろ取り組んでいる。成果もある程度出ている（出
ていた）と思うが、特に学力の定着について十分な効果が上がっていないところがあるかもしれない。 
＜数学科からの意見と専門学科の反応＞ 
・実力テストの平均点の推移を説明した。開始当初から平均点は大きく上昇した。これは数学演習などととも
に、専門学科と数学の連携が効果があったと思われるが、授業時間確保などの理由で実施が途切れ２年後に数
学科独自で再開した時には平均点は大きく下がった。学生のモチベーションの差が主原因だと思う。実力テス
トを設けることのメリットはこのデータが実証しているので、数学科だけではなく広く協力してほしい。 
→実力テストの配点をもっと上げてはどうか（→検討） 
・学力の定着や応用力に問題があるのは確かだが、現状で数学科に要求されていること（１〜３年+応用数学
１で偏微分、重積分、微分方程式、固有値などを終わらせる）をこなそうとすると、それだけで手一杯でその
ようなことまで手が回らない。 
・定着に問題があるのは受験がないことも大きく影響している。 
・このような大きな会議は一般の各教科まとめて夏休みにでも一度にやってしまってはどうか。あわせて代表
者を決めてもう少し頻繁に少人数の集まりを持った方が具体的な行動につながりやすいのではないか。 
→大きな会議は他学科の意見も聞けるのでよい。（→検討）    (以下省略)
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観点２－２－③： 教育活動を円滑に実施するための支援体制が機能しているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校では，教育活動を円滑に行うために，すべての学級に学級担任を置き，第１，２，３学年に

は学年主任を置いている（資料２－２－③－１）。また，すべての教員が課外活動の指導に関わっ

ている。学年主任，学級担任及びクラブ指導教員の配置状況を資料２－２－③－２に示す。 

教員の教育活動を円滑に行うために，「教員の手引き」（資料２－２－③－３）と呼ばれるファ

イルが全教員に配布され活用されている。この「教員の手引き」には，教務，学生支援，寮務等に

関する詳細な指示が書かれている。また，学級担任の業務内容を詳細に記述した「学級担任のしお

り」（資料２－２－③－４）も毎年改訂されたものが担任に配布されクラスの運営に活用されてい

る。 

新任教員に対しては，学校業務に関する研修を行う体制が整備されるとともに，指導，助言を行

うためにベテランの教員が初任者研修担当者として任命されている（資料２－２－③－５）。 

 学生，保護者及び教員等からの教育相談に対応するために教育相談室（資料２－２－③－６）が

設置されている。教育相談室では，第１，３，５月曜日に臨床心理士の資格を持つ専門のカウンセ

ラーが対応するほか，ベテラン，若手及び女性教員等の幅広い教員が相談に対応している（資料２

－２－③－７，８）。 

事務部学生課は，教育活動に直接関係する事務組織として，資料２－２－③－９に示すような授

業時間割の作成，成績処理等の幅広い支援業務を行っている。また，技術支援室は，各学科からの

支援要請に基づいて，学生の実験・実習における実技指導を担当し教員の授業を支援している。 

教育活動を支援する学外の組織としては，保護者で組織された教育後援会があり，学生の面接実

技指導や教員の課外活動の指導の際の交通費支給など各種の支援活動を行っていただいている（資

料２－２－③－１０，１１）。 

課外活動の指導を補充するために学外コーチに指導をお願いしている（資料２－２－③－１２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

教員の教育活動を円滑に行うために，「教員の手引き」が全教員に，「学級担任のしおり」が学

級担任に配布され活用されている。新任教員に対しては，研修体制が整備されるとともに，ベテラ

ン教員が初任者研修担当者として任命されている。教育相談室が設置され，月に３回ほど専門家に

よるカウンセリングも行われている。また，成績処理等の事務を学生課が，実習の実技指導等を技

術支援室が支援している。教育後援会が各種の支援活動を行っている。 
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資料２－２－③－１ 学年主任と学級担任 

(出典：内部組織規則)

（学級担任及び学年主任） 

第 14 条 各学級ごとに，学級担任を置く。 

２ 学級担任は，教授，准教授，講師又は助教をもつて充て，校長が任命する。 

３ 学級担任は，校長の命を受け，各主事，学級所属の学科長及び当該学年の学年主任

と連絡を密にし，学級における次の各号に掲げる事項を処理する。 

一 教務に関すること。 

二 学生指導に関すること。 

三 特別活動に関すること。 

四 管理運営に関すること。 

五 その他校長の指示する事項 

第 15 条 第１学年，第２学年及び第３学年にそれぞれ学年主任を置く。 

２ 学年主任は，当該学年の学級担任のうちから校長が任命する。 

３ 学年主任は，校長の命を受け，各主事及び当該学年の学級担任と連絡を密にし，担

当する学年の運営に関することを処理する。 

第 16 条 学級担任及び学年主任の任期は，１年とする。ただし，欠員を生じた場合の後

任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
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資料２－２－③－２ 学級担任及びクラブ指導教員 

(出典：高松高専だより 100 号)
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資料２－２－③－３ 「教員の手引き」教務関係目次（抜粋） 

(出典：教員の手引き)
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資料２－２－③－４ 「学級担任のしおり」目次 

(出典：平成 18 年度学級担任のしおり)
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資料２－２－③－６ 教育相談室運営規程 

(出典：高松高専規則集)

 
高松工業高等専門学校教育相談室運営規程 

 
昭和 63 年２月 22 日制定 

（趣旨） 
第１条 この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則（以下「規則」という｡)第６条第２項の

規定に基づき，高松工業高等専門学校教育相談室（以下「教育相談室」という｡)の組織及び運営
について定めるものとする。 
（目的） 

第２条 教育相談室は，学生，父兄等からの個人的問題について相談に応じ，その解決のための適
切な指導を行い，もつて学生の勉学条件の維持向上を図ることを目的とする。 
（業務） 

第３条 教育相談室は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる業務を行う。 
一 学生の個人的問題に関する相談 
二 父兄及び教職員からの教育相談 
三 学生の勉学意欲に関連する健康相談 
四 その他教育問題に関する研究討議 
（組織） 

第４条 教育相談室に室長及び室員を置く。 
（室長） 

第５条 室長の資格，任命及び職務については，規則第 20 条、第 21 条及び第 22 条に定めるところ
による。 
（室員） 

第６条室員は，本校教員のうちから校長が任命する。 
２ 校長は，必要に応じ，学外の学識経験者を室員として委嘱することができる。 
３ 室員は，室長の下に教育相談室の業務を処理する。 

（連絡調整） 
第７条 室長及び室員は，教育相談室の業務を遂行するにあたっては，学生主事，学年主任及び学

級担任等関係教員と連絡を緊密にするものとする。 
（その他） 

第８条 この規程に定めるもののほか，教育相談室に関し必要な事項は，室長が定める。 
 

附則 
この規程は，昭和 63 年４月１から施行する。 

資料２－２－③－５ 新任教員に対する指導，助言について 

(出典：高松高専「教員の手引き」)

＜新任教員に対する指導，助言について＞ 
 
1 試用期間（採用後 6 か月）の間，新任教員のための初任者研修を行う。 
（1）三主事と事務部は新任教員に対し適宜次のような研修を行う。 

① 教務，学生，寮務に関する基本的事項 
② 服務規程等，事務一般に関すること。 
③ その他，本校における教育や研究についての質疑や相談に応じる。 

（2）一般教育科の新任教員にあっては所属教科，専門学科の新任教員にあっては各専門学科の中から，学
科長はそれぞれ新任教員の指導，助言をするための初任者研修担当者を定め，校長に報告する。初任
者研修担当者は，新任教員に対して適宜次のような指導，助言を行う。 
① 教授法について 
② 新任教員の行う研究授業について 
③ 本校における教育，研究について 
④ 本校における課外活動等の指導について 
⑤ その他，新任教員の質疑や相談について 

2 新任教員は試用期間修了後，速やかにこの期間中に受けた指導，助言及び研修の内容についての感想，
反省点，問題点などをまとめて，校長に報告する。 
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資料２－２－③－７ 教育相談室について 

(出典：高松高専だより 100 号)
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資料２－２－③－８ 教育相談室相談人数及び件数 

(出典：内部資料)

男子 女子 

低学年 高学年 低学年 高学年 

保護者 その他 

  年度 

人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数 人数 回数

16 2 4 4 22 5 21 6 49 1 1 
対人関係 

17 1 3 3 15 4 25 3 35   

16   1 4 1 5 2 1 1 4
いじめ 

17   2 7   

16 2 3 5 14 12 46 11 28   
身体不調 

17 1 3 5 13 10 31 7 17   

16 3 37 2 34 1 3 2 19 2 31
長期欠席 

17 2 49 2 58 1 27 2 14 4 18

16 4 21 4 27 4 14 3 14 4 30 3 14
成績不振 

17 5 28 4 19 3 16 2 9 3 21 2 9

16 5 33 19 31 8 32 5 21 3 8 
進路 

17 7 42 30 76 7 31 4 16 4 7 

16   1 10 1 31   1 1
その他 

17 2 26   2 3

16 16 98 36 142 32 152 25 112 12 59 7 50
合計 

17 18 151 44 181 27 137 16 77 9 42 8 30
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資料２－２－③－９ 学生課の業務内容（抜粋） 

（学生課の所掌事務） 
第 14 条 学生課に課長補佐及び次に掲げる係並びに技術支援室に技術班を置く。 

教務係 
学生係 
寮務係 
図書係， 
技術支援室 第一技術班 

第二技術班 
第三技術班 

２ 学生課長補佐は、課長を補佐し、学生課の事務を処理するとともに，次の事務をつかさどる。 
一 専攻科に関すること。 
二 技術者教育の認定に関すること。 
三 学生関係の規則制定等に関すること。 

３ 教務係においては、次の事務をつかさどる。 
一 学生課の事務に関し、総括し及び連絡調整すること。 
二 学生募集及び入学者選抜に関すること。 
三 学生の修学指導に関すること。 
四 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。 
五 学生の学業成績に関すること。 
六 学生の指導要録の整理、記録及び保管に関すること。 
七 学生の入学、転学、留学、休学、退学及び卒業に関すること。 
八 学生の校外実習及び工場見学等に関すること。 

(途中省略) 
４ 学生係においては、次の事務をつかさどる。 

一 学生及び学生団体の指導監督に関すること。 
二 学生の課外活動に関すること。 
三 学生のカウンセリングに関すること。 
四 学生の表彰及び懲戒に関すること。 
五 入学料、授業料の減免及び徴収猶予に関すること。 
六 奨学金及び経済援助に関すること。 
七 学生の職業指導及び就職あっせんに関すること。 
八 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 

(途中省略) 
５ 寮務係においては、次の事務をつかさどる。 

一 学生の入退寮に関すること。 
二 寄宿料の債権発生及び消滅に関すること。 
三 寄宿料の免除に関すること。 
四 寮生の給食に関すること。 
五 寮費等の経理に関すること。 
六 寮生の指導監督に関すること。 
七 寮生の生活相談に関すること。 
八 学生寮の生活環境の整備に関すること。 

(途中省略) 
６ 図書係においては、次の事務をつかさどる。 

一 図書館情報資料の受入れ、整理及び保存に関すること。 
二 図書館情報資料の閲覧、貸出し等利用に関すること。 
三 図書館における教育研究活動及び情報サービスに関すること。 
四 研究紀要に関すること。 
五 図書費の経理に関すること。 
六 図書費の契約に関すること。 
七 図書の寄附受入れに関すること。 
八 読書指導及び図書館の利用に関すること。 

(途中省略) 
７ 技術支援室の技術班においては、教育研究支援のため、次の業務をつかさどる。 

一 第一技術班 ア 製造・加工等に関連する実験・実習に関すること。 
イ その他室長が必要と認める事項 

二 第二技術班 ア 電気・情報等に関連する実験・実習に関すること。 
イ その他室長が必要と認める事項 

三 第三技術班 ア 測定・分析等に関連する実験・実習に関すること。 
イ その他室長が必要と認める事項 

(出典：事務組織及び事務分掌規程)
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資料２－２－③－１０ 教育後援会会則 

高松工業高等専門学校教育後援会会則 
（名称） 
第１条 この会は、高松工業高等専門学校教育後援会と称し、その事務所を同校内に置く。 
（目的及び事業） 
第２条 この会は、学生の育成を全うするため、学校の教育事業を助成することを目的とする。 
第３条 この会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行う。 

一 学校と家庭との連絡 
二 学生の補導、厚生事業の助成 
三 学校の教育諸施設整備充実 
四 就職あっ旋事業の助成 
五 その他この会の目的を達成するために必要な事業 

（組織） 
第４条 この会は、次の会員をもって組織する。 

一 正会員 本校学生の保護者 
二 賛助会員 この会の事業に賛助する者 

（役員） 
第５条 この会に次の役員を置く。 

会長１名 副会長２名 理事若干名 監事２名 
第６条 会長は、この会を代表し、会務を総理する。 

２ 副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときはその職務を代理する。 
３ 理事は、会務運営の企画を立て、かつ、必要に応じて会務を分担する。 
４ 監事は、会務の監査に当たる。監事は、他の役員を兼ねることができない。 

第７条 会長、副会長及び監事は、総会の決議によって、正会員のうちからこれを選任する。 
２ 理事は、正会員のうちから会長がこれを委嘱する。 

第８条 各役員の任期は、１か年とし、欠員を生じた場合の後任者の任期は前任者の残任期間とする。ただ
し、重任を妨げない。 
第９条 この会に顧問若干名を置くことができる。 

２ 顧問は、会長の諮問に応ずる。 
３ 顧問は、総会の承認を経て、会長がこれを委嘱する。 

第 10 条 この会の事務を処理するため、事務職員を置くことができる。 
（会議） 
第 11 条 総会は毎年１回、４月にこれを開く。ただし、必要あるときは、臨時にこれを開くことができる。

２ 総会は、会長がこれを召集する。 
３ 総会は、次の事項を審議決定する。 
一 事業計画並びに予算決算 
二 役員の決定 
三 会則の改廃 
四 議題の審議 
五 その他重要事項 
４ 総会の議事は、出席会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 

第 12 条 役員会は、会長が必要と認めるとき、これを開く。 
２ 役員会は、総会に提出する議案、この会の運営に関する具体案を審議決定する。 
３ 緊急の際は、役員会をもって総会に代えることができる。この場合は、総会の事後承認を得なければ

ならない。 
４ 役員会の召集及び議決については、前条第２項及び第４項の規定を準用する。 

第 13 条 この会は、適宜地域分会の組織をもつことができる。 
（会計） 
第 14 条 この会の運営に要する経費は、正会員の入会金、会費、体育文化活動費及び寄附金をもってこれに
充てる。 
第 15 条 入会金は、５，０００円とし、入学の際に納付するものとする。なお、本校の本科から引き続き専
攻科に入学する者及び外国人留学生は納付を要しないものと する。 
２ 会費は、年額１２，０００円とし、年度当初に一括又は４月及び１０月に半期分を納付するものとす
る。 
３ 体育文化活動費（本科生のみ）は、年額１０，０００円とし、４月に納付するものとする。 
４ 休学中は前２項については免除する。 
なお、特別な事情により、会費の納付が著しく困難であると認められる場合は、免除することができる。
（入学料免除の基準等に準ずる。） 

第 16 条 会計年度は、４月１日に始まり、翌年３月３１日に終わる。 

(出典：教育後援会会則)



高松工業高等専門学校 基準２ 
 

- 60 - 

資料２－２－③－１１ 教育後援会だより 

(出典：高松高専だより 100 号)
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資料２－２－③－１２ 学外コーチの指導による課外活動計画調書 

(出典：内部資料)
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

教員の教育活動を円滑に行うために，教務，学生支援，寮務等に関する詳細な指示書「教員の手引

き」が全教員に配布され活用されている。また，学級担任の業務内容を詳細に記述した「学級担任の

しおり」も担任に配布されクラスの運営に活用されている。保護者で組織された教育後援会が，学生

の面接実技指導や教員の課外活動の指導の際の交通費支給など各種の支援活動を行っている。 

一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携を図るために，必要に応じて，数学，理科，英語に

関して一般科教員と学科教員が意見を交換する会議を開催している。 

 

（改善を要する点）  

特になし。 

 

 

（３）基準２の自己評価の概要 

準学士課程においては，機械工学科，電気情報工学科，制御情報工学科，建設環境工学科の4学科

が設置され，本校の使命である「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する」ために，

学科毎に「卒業時に身につけるべき学力や資質・能力」が定められている。また，各学科の教育課程，

教員構成は学校の目的を達成する上で適切なものとなっている。 

専攻科は機械電気システム工学専攻と建設工学専攻の2専攻で構成されており，機械電気システム

専攻は機械工学コース，電気情報工学コース，制御情報工学コースの3コース，建設工学専攻は建設

工学コースの1コースで構成されている。これらの4コースは準学士課程の4学科にそれぞれ対応して

おり，準学士課程の基礎の上に，専攻科の目的「高等専門学校における教育の基礎の上に，精深な程

度において工業に関する高度の専門知識と技術を教授し，その研究を指導する」を実現するために適

切な構成となっており，4コースそれぞれが技術者教育プログラムの認定を受けている。 

全学的なセンターとして，コンピュータサイエンスセンターと高機能化技術教育研究センターが設

置されており，本校の目的を達成する上で適切なものとなっている。 

教育課程全体を企画調整するための検討・運営体制として企画運営委員会と技術者教育推進委員会

が設置され機能している。また，教育課程を有効に展開するための検討・運営体制として，教務委員

会，専攻科委員会が設置され有効に機能している。 

一般科目及び専門科目を担当する教員間の連携を図るために，必要に応じて，数学，理科，英語に

関して一般科教員と学科教員が意見を交換する会議を開催している。 

教育活動や課外活動を円滑に実施するために，担任制度，クラブ顧問制度が整備され有効に機能し

ている。その他に，教務，学生支援，寮務等に関する詳細な指示が書かれた「教員の手引き」と呼ば

れるファイルが全教員に，学級担任の業務内容を詳細に記述した「学級担任のしおり」が担任に配布

され教育活動に活用されている。また，事務的側面からは学生課に教務係，学生支援係，寮務係，技

術支援室が設置されており，教育活動，課外活動，学生の学校生活，寮生活を支援している。また，

保護者で組織された教育後援会が各種の支援活動を行っている。 
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基準３ 教員及び教育支援者 

（１）観点ごとの分析 

観点３－１－①： 教育の目的を達成するために必要な一般科目担当教員が適切に配置されてい

るか。 

 

（観点に係る状況） 

 準学士課程における全学科共通の目的（資料３－１－①－１）を達成するために，一般科目を担当

する一般教育科に20名の専任教員（教授6，准教授10，講師4）が配置されており設置基準を満たして

いる。その他にも20名の非常勤講師（2名が外国人講師）が一般科目の教育に携わっている。科目毎

の教員の配置は資料３－１－①－２の通りである。各科目と学習教育目標の関連は資料３－１－①－

３に示す通りであり，各科目を担当する教員の配置は資料３－１－①－４の通りである。専任教員の

専門分野は資料３－１－①－５の通りである。また，専任及び非常勤講師の授業時間割は資料３－１

－①－６に示す通りであり，適切な時間配分となっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

 一般科目を担当する一般教育科には20名の専任教員が配置されており設置基準の18人を超えてい

る。この他に20名の非常勤講師（2名が外国人講師）が一般科目の教育に携わっている。また，そ

れぞれの専門分野を考慮し授業科目を担当している。このように，教育の目的を達成するために必

要な一般科目担当教員が適切に配置されている。 
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資料３－１－①－１ 準学士課程の目的 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)）

１．本校の使命 
  本校の使命は，準学士課程においては 「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する」 こ
と，専攻科課程においては 「精深な程度において工業に関する高度な専門的知識と技術を教授し，その研究
を指導する」ことである。 
 
２．校訓（理念） 
  本校の校訓は「自彊・独創・和敬」であり，自ら努め励み（自彊），豊かな創造性をもち（独創），人間
相互の和と尊敬の念を抱きながら人・社会と調和・協力（和敬）して問題解決に取り組む技術者の育成を理
念としている。 
 
３．養成する人材像 
  豊かな教養と広い視野，および科学技術の進展に対応できる創造力と実行力を備え，コミュニケーション
能力を身につけた実践的技術者を育成する。 
 
４．本校の学習・教育目標 
  準学士課程及び専攻科課程を通じて，次に示す４つの学習・教育目標（大目標）を掲げている。 
（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 
（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 
（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 
（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 
 
５．卒業（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力 
（１） 準学士課程 
  前記の大目標のもと，準学士課程卒業までに達成すべき学習・教育目標を下記に挙げる。 
 
【全学科共通】 
（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 
   社会や文化に関心を持ち，社会人としての責任感と倫理観を養う。 
（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 
   自然科学と専門技術の基礎を身につけ，それを基本的問題に適用できる。 
（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 
   課題に自発的に取り組み，創意工夫して解決する姿勢と能力を養う。 
（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 
   自分の意見を日本語で論理的に説明できる。英語によるコミュニケーションの基礎を身につける。 

資料３－１－①－２ 一般教育科目担当教員数，専任教員の学位取得状況・職歴 

科目 国語 社会 数学 物理 化学 体育 英語 芸術 

専任教員 2 4 5 2 1 2 4 ０ 

非常勤講師 2 2 5 1 1 2 5（2） 2 

（ ）内は外国人教員数 

一般科目担当専任教員の 

学位取得状況 

修士取得者 博士取得者 

18 5 

 

(出典：内部資料)

一般科目担当専任教員の職歴 

他の大学等 他の高校 民間企業等 研究機関 

3 5 3 0 
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(出典：平成 19 年度各学科シラバス)

資料３－１－①－３ 学習教育目標と一般科目の関連 
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(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)

資料３－１－①－４ 教育課程（全学科共通） 
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(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)

資料３－１－①－５ 一般教育科専任教員の研究テーマ 
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(出典：学生課資料)

資料３－１－①－６ 一般教育担当教員時間割(平成１９年度前期) 

凡例 
M 機械工学科 
E 電気情報工学科 
S 制御情報工学科 
C 建設環境工学科 
SC 専攻科 
11 1 年 1 組 
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観点３－１－②： 教育の目的を達成するために必要な各学科の専門科目担当教員が適切に配置

されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校の目的（前述資料３－１－①－１）を達成するために，4学科に資料３－１－②－１に示す

教員が配置されている。同じ資料に示した専任教員の学位取得状況及び職歴から「深く専門の学芸

を教授し，職業に必要な能力を育成」できる構成となっている。 

また，卒業時に身につけるべき学力や資質・能力（資料３－１－②－２）が学科毎に設定されて

おり，それを具現化するための教育課程とその担当教員，専任教員の専門分野の詳細は下表の各資

料に示している。 

学科名 教育課程とその担当教員 専任教員の専門分野 

機械工学科 資料３－１－②－３ 資料３－１－②－４ 

電気情報工学科 資料３－１－②－５ 資料３－１－②－６ 

制御情報工学科 資料３－１－②－７ 資料３－１－②－８ 

建設環境工学科 資料３－１－②－９ 資料３－１－②－１０ 

また，平成19年度前期時間割（資料３－１－②－１１）に示す通り，各専門科目担当教員の授業

配分は適切なものとなっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

4学科に専任教員40名（助手を除く）が配置され設置基準を満たしている。この他に，助手2名，

非常勤講師7名が配置されている。専任教員の学位取得状況・職歴から，「深く専門の学芸を教授

し，職業に必要な能力を育成」できる構成となっており，教育の目的を達成するために必要な専門

科目担当教員が各学科に適切に配置されていると判断できる。 
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資料３－１－②－１ 各学科の教員数，専任教員の学位等取得状況・職歴 

学 科 教 授 准教授 講 師 助 教 助 手 非常勤講師

機械工学科 4 5 2 1 0 2 

電気情報工学科 4 4 1 1 1 2 

制御情報工学科 5 2 1 2 0 0 

建設環境工学科 4 3 1 0 1 3 

 

専門科目担当教員の学位等取得状況 

 学科名 修士取得者 博士取得者 技術士 

機械工学科 11 7 0 

電気情報工学科 10 10 0 

制御情報工学科 9 9 0 

建設環境工学科 8 7 2 

 

専門科目担当教員の職歴 

 学科名 他の大学等 他の高校 民間企業等 研究機関 

機械工学科 4 0 5 0 

電気情報工学科 2 0 9 0 

制御情報工学科 2 0 3 0 

建設環境工学科 4 0 2 1 

 

(出典：内部資料)
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資料３－１－②－２ 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

学     科 卒業時に身につけるべき学力や資質・能力 

全 学 科 共 通 (A) 広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 
社会や文化に関心を持ち，社会人としての責任感と倫理観を養う。 

(B) 科学技術の基礎知識と応用力（知識） 
自然科学と専門技術の基礎を身につけ，それを基本的問題に適用で
きる。 

(C) 課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 
課題に自発的に取り組み，創意工夫して解決する姿勢と能力を養
う。 

(D) 論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 
自分の意見を日本語で論理的に説明できる。英語によるコミュニケ
ーションの基礎を身につける。 

機 械 工 学 科 機械工学分野の基礎知識と技術を身につけ，課題に取り組み，考え解
決することができる。 

電気情報工学科 高度化・多様化するエレクトロニクス、情報通信技術の変遷に対応で
きる基礎学力を身につけ、論理的な思考により継続的に学習を行うこと
ができる。 

制御情報工学科 機械工学・電子工学・コンピュータ制御を融合したメカトロニクス分
野の基礎学力を身につけ，「モノづくり（開発・設計・製作・検査）」
に応用できる。 

建設環境工学科 基本的な建設構造物の設計に必要な力学，材料，情報，計画などの基
礎学力，および防災や環境などに関する基礎知識を身につける。 

(出典：平成 19 年度各学科シラバス)
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資料３－１－②－３ 機械工学科教育課程 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)
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資料３－１－②－４ 機械工学科教員の研究テーマ 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)
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資料３－１－②－５ 電気情報工学科教育課程 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007) 
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資料３－１－②－６ 電気情報工学科教員の研究テーマ 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007) 
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資料３－１－②－７ 制御情報工学科教育課程 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007) 
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資料３－１－②－８ 制御情報工学科教員の研究テーマ 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007) 
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資料３－１－②－９ 建設環境工学科教育課程 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007) 
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資料３－１－②－１０ 建設環境工学科教員の研究テーマ 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)
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(出典：学生課資料)

資料３－１－②－１１ 専門科目担当教員時間割(平成１９年度前期) 

凡例 
M 機械工学科 
E 電気情報工学科 
S 制御情報工学科 
C 建設環境工学科 
AS 機械電気システム工学専攻 
AC 建設工学専攻 
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観点３－１－③： 専攻科を設置している場合には，教育の目的を達成するために必要な専攻科

の授業科目担当教員が適切に配置されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 専攻科の目的（資料３－１－③－１）を達成するための教育課程における授業科目と担当教員の

対応は，資料３－１－③－２と資料３－１－③－３に示すとおりである。教養科目・工学基礎科目

の中で，経営論，技術者倫理及び知的財産権については学外の専門家を非常勤講師として配置して

いる。（資料３－１－③－４） その他の専門科目については，すべて本校の専任教員が担当して

いる。さらに，特別研究を指導するため，十分な研究実績を持つ教員を配置している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

授業科目の経営論，技術者倫理及び知的財産権については，学外の専門家に非常勤講師を依頼し

ているが，その他の授業科目はすべて本校の専任教員が担当している。また，十分な研究実績を持

つ教員を特別研究指導教員として配置している。このように，専攻科の目的を達成するために必要

な授業科目担当教員が適切に配置されている。 
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資料３－１－③－１ 専攻科の目的 

(出典：平成 19 年度専攻科シラバス)

１．本校の使命 
  本校の使命は，準学士課程においては 「深く専門の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成する」 こ
と，専攻科課程においては 「精深な程度において工業に関する高度な専門的知識と技術を教授し，その研究
を指導する」ことである。 
 
２．校訓（理念） 
  本校の校訓は「自彊・独創・和敬」であり，自ら努め励み（自彊），豊かな創造性をもち（独創），人間
相互の和と尊敬の念を抱きながら人・社会と調和・協力（和敬）して問題解決に取り組む技術者の育成を理
念としている。 
 
３．養成する人材像 
  豊かな教養と広い視野，および科学技術の進展に対応できる創造力と実行力を備え，コミュニケーション
能力を身につけた実践的技術者を育成する。 
 
４．本校の学習・教育目標 
  準学士課程及び専攻科課程を通じて，次に示す４つの学習・教育目標（大目標）を掲げている。 
（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 
（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 
（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 
（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 
 
５．卒業（修了）時に身につけるべき学力や資質・能力 
（２）  専攻科課程 
  前記の大目標のもと，専攻科課程修了までに達成すべき学習・教育目標を下記に挙げる。 
 
【両専攻共通】 
（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 

  人類，世界，文化に広く関心を持ち，視野の広い技術者になる。技術の産物が社会や自然に及ぼす
影響に関心を持ち，責任感と倫理観を養う。 

（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 
  自然科学と専門技術の基礎を確実に身につけ，それを具体的問題に応用できる。 

（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 
  自ら課題を発見して，自主的に取り組み解決する姿勢と能力を身につける。互いに協力しあって課
題に取り組める技術者，創造力豊かな技術者になる。 

（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 
  物事を論理的に考え，それを日本語により文章と口頭で表現できる。英語による基本的な記述，表
現が行える語学力を身につける。 
 

【機械電気システム工学専攻】 
  機械工学コース： 機械工学をベースとした幅広い知識を身につけ，自主的，継続的に技術的問題に取

り組み，創意工夫して実践することができる。 
  電気情報工学コース： 電気電子・情報通信分野を対象とした専門知識と，それによる論理的な思考力と工

学的な応用力を身につける。 
  制御情報工学コース： 機械工学，電子工学及びコンピュータ制御技術に関する専門知識と，それをメカト

ロニクス分野の「モノづくり」に応用する力を身につける。 
 
【建設工学専攻】（建設工学コース） 
   構造物の耐震・耐久設計，防災・リサイクル・情報・環境等の技術に関して，準学

士課程よりもさらに詳しい学力と知識を身につける。 
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資料３－１－③－２ 専攻科教育課程（専門科目） 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007) 
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資料３－１－③－４ 専攻科の非常勤講師配置 

(出典：内部資料)

担当科目 講師名 所属・職名 

経営論 ■■■■ 香川大学経済学部・准教授 

技術者倫理 ■■■■ (財)かがわ産業支援財団高温高越流体技術研究所

・研究参与 

知的財産権 ■■■■ ■■■■特許事務所・弁理士 

資料３－１－③－３ 専攻科教育課程（教養科目・工学基礎科目） 

(出典：高松工業高等専門学校要覧 2007)
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観点３－１－④： 学校の目的に応じて，教員組織の活動をより活発化するための適切な措置

（例えば，均衡ある年齢構成への配慮，教育経歴や実務経験への配慮等が考え

られる。）が講じられているか。 

 

（観点に係る状況） 

 本校の専任教員の年齢構成は資料３－１－④－１に示す通りであり，30代，40代，50代の教員数

がほぼ同数の構成となっている。本校では，教員の採用及び昇任における選考基準を定めた「教員

選考の基準に関する申合せ」において，「教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るた

め，教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏ることのないように配慮するものとする」ことが定

められている。（資料３－１－④－２） 実際の教員公募の際にも年齢に関する条件を明記してお

り（資料３－１－④－３），均衡ある年齢構成を実現するための配慮がなされている。 

その他に，この「教員選考の基準に関する申合せ」においては，教員の資格として，学位，大学

等における教員としての経歴，学校・研究所等における教育若しくは研究に関する実績，工場等に

おける技術に関する業務についての実績などを配慮することが定められており，教員公募の際に研

究業績等に関する条件を課している。 

 本校においては，独立行政法人国立高等専門学校機構教職員表彰規則による表彰の他に，独自の

教員業績顕彰制度を設けている。この教員業績顕彰実施要項（資料３－１－④－４）に基づいて，

平成 16 年度 2 名（資料３－１－④－５），平成 17 年度該当者なし，平成 18 年度 2 名が教員会議

の場で表彰された。 

教員の教育研究活動を活性化するために行われている内地留学及び在外研究の派遣の最近 10 年

程度の実績を資料３－１－④－６に示す。 

このように教員組織の活動をより活発化させるための措置が講じられている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

本校では，「教員選考の基準に関する申合せ」において，教員の年齢構成，教育経歴，実務経験

を配慮することが定められており，実際の教員公募の際にも年齢や研究業績に関する条件を設けて

いる。また，内地留学及び在外研究への派遣により教員の教育研究活動を支援するとともに独自の

教員業績顕彰も導入している。このように，本校の目的に応じて教員組織の活動をより活発化する

ための適切な措置が講じられている。 
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教員選考の基準に関する申合せ 
平成 15 年 8 月 26 日
人事委員会決定 
企画運営会議承認 

本校における教員の資格及び選考基準について，次のとおり定める。 
教員の資格 
（教授の資格） 
第 1 教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，高等専門学校における教育を担当す

るにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 
一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 
二 学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国において授与されたこ

れに相当する学位を含む。）を有し，当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者 
三 大学（短期大学を含む。以下同じ。）又は高等専門学校において教授，助教授又は専任の講師の経歴（外

国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者 
四 学校，研究所，試験所，調査所等に在職し，教育若しくは研究に関する実績を有する者又は工場その他の

事業所に在職し，技術に関する業務についての実績を有する者 
五 特定の分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 

（途中省略） 
（その他） 

上記職種の専任教員は，本校以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し，本校において教育研
究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。 
選考基準 
（総則） 

教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため，教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏るこ
とのないように配慮するものとする。 

以下に示す基準は，新規採用，昇任のいずれにおいても最低基準を示しているものである。 
（教授の基準） 
第 5 教授となることができる者は，第 1 に該当し，かつ，次の各号の一に該当する者とする。 

一 査読付き論文（共著を含む。以下同じ。）が，5 編以上又はそれに準ずる研究業績がある者。ただし，学
内昇任する場合にあっては，上記 5 編は現職での論文数であるが，最近 10 年間の査読付き論文数から 3 
編を差し引いた論文数を上記 5 編に数えることができる。 

二 教育実践が特に優れており，教育内容・教育方法等に関するものを含めて著書・論文（共著を含む。以下
同じ。）等を最近 10 年間で 5 編以上有する者 

三 企業等における顕著な実績を有する者 
四 主事，副主事，主事補，施設長等※の経歴が通算 4 年以上の者で，教育研究業績が特に優れている者 

(以下省略） 

資料３－１－④－２ 教員選考の基準に関する申合せ(抜粋) 

(出典：企画運営会議資料)

学科名 ２０～２９ ３０～３９ ４０～４９ ５０～５９ ６０～ 

一般教育科 ０ ８ ５ ６ １ 

機械工学科 １ ４ ４ ３ １ 

電気情報工学科 １ ３ ４ ２ １ 

制御情報工学科 ２ １ ３ ４ ０ 

建設環境工学科 ０ ３ １ ４ １ 

合  計 ４ １９（２） １７ １９ ４ 

資料３－１－④－１ 教員年齢構成表 

(出典：事務部内部資料)
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資料３－１－④－３ 教員公募案内（例） 

(出典：高松高専ホームページ)

教授、准教授、講師又は助教１名 
（職種は、年齢、業績等を考慮して決定します） 

※ ｢准教授｣とは、学校教育法の一部改正により平成１９年４月１日から置く職で、｢専攻分
野について、教育上又は実務上の優れた知識、能力及び実績を有する者であって、学生を
教授する｣者をいう。 

１． 職名及び人
員 

※ 
｢助教｣とは、学校教育法の一部改正により平成１９年４月１日から置く職で、｢専攻分野
について、教育上又は実務上の知識及び能力を有する者であって、学生を教授する｣者を
いう。 

２. 所属学科 建設環境工学科 

３． 専門分野 構造力学系分野 

４. 担当科目 構造力学、実験実習、設計製図、情報処理、工業数学等の当該専門分野に関する本科及び専攻科
の科目 

５. 応募資格 下記の全てに該当する者 
（１）工業高等専門学校の教育、学生指導、研究に熱意をもつ者 
（２）博士の学位を有する者又は着任時までに取得予定の者 
（３）構造力学系分野に関連する研究業績を有している者 
（４）採用時における年齢が５０歳程度以下の者 

６． 採用予定日 平成１９年４月１日 

（１）履歴書（市販用紙に本人自筆、写真貼付） 
（２）研究業績一覧（Ａ４用紙、様式自由） 
（３）主要論文の概要 

 
(Ａ４用紙、様式自由、１編につき１０００字以内、別刷り又はそのコピーでも可、業績一覧表と対応
した番号を記入） 

７. 提出書類 

（４）工業高等専門学校の教育・研究に携わる抱負 
  （Ａ４用紙、様式自由、１０００字以内） 
（５）課外活動に関する指導の希望及び抱負 
  （A４用紙、様式自由、１０００字以内） 

８. 応募期限 平成１９年１月９日（火）必着 

９. 選考方法 １次選考：書類審査 
２次選考：面接：書類審査合格者に直接連絡（平成１９年１月中旬予定） 
      （面接に係る旅費・宿泊費等は個人負担） 

10. 書類提出先 高松工業高等専門学校総務課人事労務係 
 〒７６１－８０５８ 香川県高松市勅使町３５５番地 
応募書類は、封筒に「建設環境工学科教員応募書類在中」と朱書きのうえ、簡易書留で郵送のこと。な
お、原則として提出書類は返送いたしません。 

11. 問合わせ先 
高松工業高等専門学校 
建設環境工学科 学科長 長友 克寛 
TEL：０８７－８６９－３９２０ 
FAX：０８７－８６９－３９２９ 
E-mail： naga@takamatsu-nct.ac.jp   

12. 本校ＵＲＬ http://www.takamatsu-nct.ac.jp 
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資料３－１－④－５ 教員業績顕彰実施例 

(出典：高松高専だより 第 96 号)

 
高松工業高等専門学校教員業績顕彰実施要項 

 
１ 趣旨 

本校教員は主として教育者の面を持つが，一方で研究者の面を持つとともに本校の管理運営や社会
貢献にも果たすべき役割がある。このような観点から，顕著な業績を上げている教員を顕彰すること
により，本校における教育研究の充実・向上とともに，地域社会への貢献を目指すものである。 

２ 顕彰基準 
本校における教育（学生支援），研究，校務，社会貢献等において，顕著な業績があったと認めら

れる者（３名程度）とする。 
３ 顕彰方法 

(1) 業績優秀賞と副賞（教育研究活動費）とする。 
(2) 顕彰は，教員会議の席上で行う。 

４ 選考方法 
校長・３主事が，候補者案を作成し，人事委員会に諮る。 

５ 選考資料 
(1) 本校の「教員の活動報告書」 
(2) 独立行政法人国立高等専門学校機構の実施する｢国立高等専門学校教員顕彰実施要項」に基づく
教員の自己採点集計表 
（参考資料として，教員の相互評価・学生による教員の評価） 
 
附則 

この要項は，平成１６年１２月９日から実施する。 

資料３－１－④－４ 教員業績顕彰実施要項 

(出典：高松高専規則集)
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氏 名 職名 
当時 
の 

職名 

研修開始 
年月日 

研修修了
年月日 

出張先 
旅費
の

出所
研究テーマ 

福井智史 准教授 講師 
平成 8 年 
5 月 1 日 

平成 9 年
2 月 28 日

立命館大学 
理工学部 

国費
イオンビーム併用エキシマレーザ PVD
法による高強度ステンレス綱の疲労強
度の改善効果に関する研究 

由良 諭 准教授 講師 
平成 8 年 
5 月 1 日 

平成 9 年
2 月 28 日

徳島大学 
工学部 

国費
インテリジェント制御を用いた二慣性
系の位置決めに関する研究 

坂本具償 教授 助教授
平成 9 年 
9 月 1 日 

平成 10 年
2 月 27 日

広島大学 
文学部 

国費 漢代春秋学の研究 

山崎容次郎 准教授 助教授
平成 9 年 
5 月 1 日 

平成 10 年
2 月 27 日

同志社大学 
工学部 

国費
多自由度リンク機構の解析とその制御
系の設計 

吉永慎一 准教授 講師 
平成 10 年
5 月 1 日 

平成 11 年
2 月 26 日

岡山大学 
工学部 

国費
適応制御手法を用いた外乱除去制御に
関する研究 

出渕幹郎 准教授 助教授
平成 10 年
8 月 27 日 

平成 10 年
12 月 26 日

カリフォルニ
ア大学サンタ
バ ー バ ラ 校
（アメリカ合
衆国） 

国費 「外国語としての英語」教授法 

河野通弘 教授 助教授
平成 11 年
9 月 1 日 

平成 12 年
2 月 29 日

関西学院大学
法学部 

国費
令状主義における令状資料開示請求権
について 

徳永秀和 准教授 講師 
平成 11 年
5 月 6 日 

平成 12 年
2 月 25 日

徳島大学 
工学部 

国費
XML による技術解説記事データベース
の研究 

田口 淳 准教授 助教授
平成 13 年
5 月 1 日 

平成 14 年
2 月 28 日

オルデンブル
ク大学（ドイ
ツ 連 邦 共 和
国） 

国費 ヘルバルト教育学に関する研究 

岡野 寛 准教授 助教授
平成 17 年
3 月 13 日 

平成 18 年
3 月 5 日

シドニー技術
大学・ニュー
・サウス・ウ
ェルズ大学 
（オーストラ
リア連邦） 

大 学
改 革
推 進
補 助
金 

国際交流協定に基づくキャリア教育の
推進 
（液相法による薄膜作製技術を習得）

上代良文 講師 講師 
平成 18 年

5 月 1 日 

平成 19 年

2 月 28 日

徳島大学 

工学部 

自 己

収入
流体力学の乱流現象について 

 

資料３－１－④－６ 内地留学及び在外研究の派遣実績 

(出典：内部資料)
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観点３－２－①： 教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，適切に運

用がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

 教員の採用は，高松工業高等専門学校教員選考規則（資料３－２－①－１）に基づき，人事委員

会（資料３－２－①－２）に候補者の選出を付託し，校長が決定する。選考を適正に実施するため

に，公募により候補者を募集し，人事委員会に置かれる人事審査会において，書類選考及び面接に

より適任者を決定している（資料３－２－①－３）。 公募情報は，関係機関に文書で送付するほ

か，学会誌，高松高専のホームページ及び独立行政法人科学技術振興機構の研究者人材データベー

スのホームページに掲載され誰でも見ることができるようになっている。教員の採用及び昇任にお

ける選考基準は，「教員選考の基準に関する申合せ」（資料３－２－①－４）に教員の資格と選考

基準（最低基準）が定められている。 

次の観点３－２－②で述べる通り，教員の教育，研究，社会貢献及び学務に関する活動状況を把

握するために，専任教員は教員活動報告書と研究業績報告書を毎年提出している。この教員活動報

告書は，各教員による自己評価と学科長及び校長による評価を記入するようになっており，昇任の

審査等に参考にされる。 

非常勤講師の採用については，「非常勤講師採用基準」（資料３－２－①－５）が定められてい

る。数学の非常勤講師の公募例（資料３－２－①－６）に示すとおり，採用基準に則った応募資格

が課せられている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

 教員の採用及び昇格に関する手順は，「教員選考規則」及び「人事委員会規定」に定められてお

り，採用・昇格は，専任教員については「教員選考の基準に関する申し合わせ」に，非常勤講師に

ついては「非常勤講師採用基準」に基づいて行われている。教員の採用は公募によって行っており，

研究者人材データベースや高松高専ホームページに，採用基準に則った応募資格などを明記した公

募情報を掲載している。また，教員の昇任等においては，専任教員が毎年提出する活動報告書等を

参考に決定される。このように，教員の採用や昇格等に関する規定などが明確かつ適切に定められ，

適切に運用がなされている。 
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資料３－２－①－１ 教員選考規則 

(出典：高松高専規則集)

高松工業高等専門学校教員選考規則 
平成１４年４月４日制定

（趣旨） 
第１条 高松工業高等専門学校（以下「本校」という。）の教員の選考は，独立行政法人国立高等専門学校

教職員就業規則（独立行政法人国立高等専門学校機構規則第６号）によるもののほか，この規則に定め
るところによるものとする。 
（定義） 

第２条 この規則において「教員」とは，本校において，主に教育，研究の業務に従事する教授，助教授，
講師（常時勤務する者に限る｡)，助手をいう。 

２ この規則において「選考」とは，教員の定員増又は退職等による欠員補充のため，教員の採用，昇任又
は配置換のために行われる選考をいう。 
（申し出） 

第３条 各学科長又は人事委員会委員は，欠員を補充する時は，校長に教員の選考を申し出るものとする。
（選考） 

第４条 教員の選考は，校長が行う。 
２ 校長は，教員の選考にあたって，候補者の選出を本校人事委員会（以下「人事委員会」という。）に付

託するものとする。 
（人事委員会の設置） 

第５条 本校に，教員選考の適正な実施のため，人事委員会を置く。 
２ 人事委員会に関し必要な事項は，校長が別に定める。 

（面接） 
第６条 校長は，候補者について教務主事及び当該学科長と合同で，必要に応じて面接を行うものとする。

（適任者の決定） 
第７条 校長は，人事委員会で選考し候補者として推薦のあった者の中から，適任者を決定し，人事委員会

に報告するものとする。 
（その他） 

第８条 この規則に定めるもののほか，教員の選考に関し必要な事項は，校長が別に定める。 
 

附則 
この規則は，平成１４年４月１日から施行する。 
 

附則 
この規則は，平成１６年１１月２５日から施行する。 
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資料３－２－①－２ 人事委員会規程 

(出典：高松高専規則集)

高松工業高等専門学校人事委員会規程 
 
平成１４年４月４日制定 

（趣旨） 
第１条 この規程は，高松工業高等専門学校教員選考規則（平成１４年４月４日制定）第５条第２項に基づ

き，高松工業高等専門学校人事委員会（以下「委員会」という。）の組織及び運営について定めるものと
する。 

 
（審議事項） 

第２条 委員会は，校長の諮問に応じ，教員の選考に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 教員配置計画の基本方針に関すること。 
二 教員採用・昇任に関すること。 
三 教員貢献度の点検・評価に関すること。 
四 教員の表彰に関すること。 
五 その他教育・研究に係る人事に関すること。 

２ 委員会は，原則として候補者を複数選考し，校長に推薦するものとする。 
 
（組織） 

第３条 委員会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 
一 各主事 
二 校長補佐（国際交流・地域連携担当） 
三 専攻科長 
四 各学科長 
五 事務部長 

２ 委員は，校長が委嘱する。 
 

（運営） 
第４条 委員会に委員長を置き，教務主事をもって充てる。 
２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。 
３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行する。 
 

（議事） 
第５条 委員会は，委員の３分の２以上が出席しなければ，議事を開き，議決することができない。 
２ 委員会の議事は，無記名投票によって決するものとし，かつ，出席した委員の３分の２以上の同意を要す

るものとする。 
 
（委員以外の者の出席） 

第６条 委員会は，必要に応じ，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができる。 
 
（人事審査会） 

第７条 委員会に，応募者の資格審査を行うため，人事審査会を置く。 
２ 人事審査会は，次の各号に掲げる委員をもって組織する。 

一 人事委員会委員（選考を行おうとする学科(以下「当該学科」という。)以外の学科）１名 
二 当該学科の教授２名 

３ 人事審査会に主査を置き，人事委員会委員をもって充てる。 
４ 主査は，人事審査会を招集し，その議長となる。 
５ 人事審査会は，応募書類の審査を行い，人事委員会に審査結果を報告するものとする。 
 

（事務） 
第８条 委員会の事務は，総務課において処理する。 
 

（その他） 
第９条 この規程に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，校長が定める。 
 
附則 
この規程は，平成１４年４月１日から施行する。 
 

附則 
この規程は，平成１７年４月１日から施行する。 
 

附則 
この規程は，平成１８年４月１日から施行する。 



高松工業高等専門学校 基準3 

- 93 - 

 

資料３－２－①－３ 教員選考の流れ図 

(出典：内部資料)



高松工業高等専門学校 基準3 

- 94 - 
 

教員選考の基準に関する申合せ 
平成 15 年 8 月 26 日
人事委員会決定 
企画運営会議承認 

本校における教員の資格及び選考基準について，次のとおり定める。 
教員の資格 
（教授の資格） 
第 1 教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，高等専門学校における教育を担当す

るにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 
一 博士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）を有する者 
二 学位規則（昭和 28 年文部省令第 9 号）第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国において授与されたこ

れに相当する学位を含む。）を有し，当該専門職学位の専攻分野に関する業務についての実績を有する者 
三 大学（短期大学を含む。以下同じ。）又は高等専門学校において教授，助教授又は専任の講師の経歴（外

国におけるこれらに相当する教員としての経歴を含む。）のある者 
四 学校，研究所，試験所，調査所等に在職し，教育若しくは研究に関する実績を有する者又は工場その他の

事業所に在職し，技術に関する業務についての実績を有する者 
五 特定の分野について，特に優れた知識及び経験を有すると認められる者 
六 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 

（助教授の資格） 
第 2 助教授となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当し，かつ，高等専門学校における教育を担当

するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者とする。 
一 第 1 各号のいずれかに該当する者 
二 大学又は高等専門学校において助手又はこれに準ずる職員としての経歴（外国におけるこれらに相当する

職員としての経歴を含む。）のある者 
三 修士の学位又は学位規則第 5 条の 2 に規定する専門職学位（外国において授与されたこれらに相当する

学位を含む。）を有する者 
四 特定の分野について，優れた知識及び経験を有すると認められる者 
五 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 

（講師の資格） 
第 3 講師となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 第 1 又は第 2 に規定する教授又は助教授となることのできる者 
二 高等学校（中等教育学校の後期課程を含む。）において教諭の経歴のある者で，かつ，高等専門学校にお

ける教育を担当するにふさわしい教育上の能力を有すると認められる者 
三 前各号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 

（助手の資格） 
第 4 助手となることのできる者は，次の各号のいずれかに該当する者とする。 

一 学士の学位（外国において授与されたこれに相当する学位を含む。）又は準学士の称号（外国におけるこ
れに相当する称号を含む。）を有する者 

二 前号に掲げる者と同等以上の能力を有すると文部科学大臣が認めた者 
（その他） 

上記職種の専任教員は，本校以外における教育研究活動その他の活動の状況を考慮し，本校において教育研
究を担当するに支障がないと認められる者でなければならない。 
選考基準 
（総則） 

教育研究水準の維持向上及び教育研究の活性化を図るため，教員の構成が特定の範囲の年齢に著しく偏るこ
とのないように配慮するものとする。 

以下に示す基準は，新規採用，昇任のいずれにおいても最低基準を示しているものである。 
（教授の基準） 
第 5 教授となることができる者は，第 1 に該当し，かつ，次の各号の一に該当する者とする。 

一 査読付き論文（共著を含む。以下同じ。）が，5 編以上又はそれに準ずる研究業績がある者。ただし，学
内昇任する場合にあっては，上記 5 編は現職での論文数であるが，最近 10 年間の査読付き論文数から 3 
編を差し引いた論文数を上記 5 編に数えることができる。 

二 教育実践が特に優れており，教育内容・教育方法等に関するものを含めて著書・論文（共著を含む。以下
同じ。）等を最近 10 年間で 5 編以上有する者 

三 企業等における顕著な実績を有する者 
四 主事，副主事，主事補，施設長等※の経歴が通算 4 年以上の者で，教育研究業績が特に優れている者 

(以下省略） 

資料３－２－①－４ 教員選考の基準に関する申合せ(抜粋) 

(出典：企画運営会議資料)
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高松工業高等専門学校非常勤講師採用基準 
平成 13 年 11 月 1 日 
校  長  裁  定 
 

本校非常勤講師の採用については，下記の基準によるものとする。 
記 

第 1 専門的知識・技術を必要とする授業の実施及び授業内容の一層の充実を図るため， 
  非常勤講師を採用することができる。 
2 前項の採用員数は，必要最小限とする。 
第 2 非常勤講師は，次の各号のすべてに該当するものとする。 
一 教員選考の基準に関する申合せに定められた講師以上の資格を有する者 
二 本校の教育及び学生指導に情熱を有し，健康で勤務に支障のない者 
三 年齢が当該年度末において 68 歳以下の者 
2 前項の規定にかかわらず，校長が特に必要と認める者については，この限りでない。 
第 3 非常勤講師採用候補者の選考にあたっては，人事委員会で審議し，校長に推薦する。 
2 校長は，前項の推薦を受けて，採用を決定する。 
 
  附 則 
この基準は，平成 13 年 11 月 1 日から施行する。 
  附 則 
この基準は，平成 16 年 11 月 11 日から施行する。 

資料３－２－①－５ 非常勤講師採用基準 

(出典：内部資料)
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１． 職名及び人員 非常勤講師  若干名 

２. 所属学科 一般教育科 

３. 担当科目 数学、又は応用数学 

４. 応募資格 下記の全てに該当する者 
（１）工業高等専門学校の教育に熱意をもつ者 
（２）理工系学科の修士課程修了者（採用までに修了見込みも可）、又は高等学校などの教育経験
が相当年数ある者 
（３）採用時における年齢が６５歳以下の者 
（４）週２日以上授業ができる者 

５． 採用予定日 平成１９年４月 

６． 任期 原則として１年間 

７. 提出書類 （１）履歴書（市販用紙に本人自筆、写真貼付、E-mail アドレスも記入） 
（２）工業高等専門学校の教育に携わる抱負（教育実績のある方は、そのことを含めて記述。Ａ４用
紙、様式自由、２０００字以内） 

８. 応募期限 平成１８年１２月１５日（金）必着 

９. 選考方法 
１次選考：書類審査 
２次選考：面接：書類審査合格者に直接連絡（日時は未定） 
      （面接に係る旅費・宿泊費等は個人負担） 

10. 書類提出先 高松工業高等専門学校総務課人事労務係 
 〒７６１－８０５８ 香川県高松市勅使町３５５番地 
応募書類は、封筒に「非常勤講師（一般教育科数学）応募書類在中」と朱書きのうえ、簡易書留で
郵送のこと。なお、原則として応募書類は返送しません。 

11. 問合わせ先 高松工業高等専門学校 
一般教育科 数学科主任 高橋 宏明 
TEL：０８７－８６９－３８５５ 
FAX：０８７－８６９－３８１９ 
E-mail： htaka@takamatsu-nct.ac.jp   

12. 本校ＵＲＬ http://www.takamatsu-nct.ac.jp/ 

資料３－２－①－６ 非常勤講師公募の例 

(出典：高松高専ホームページ)
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観点３－２－②： 教員の教育活動に関する定期的な評価を適切に実施するための体制が整備さ

れ，実際に評価が行われているか。また，その結果把握された事項に対して適

切な取組がなされているか。 

 

（観点に係る状況） 

 授業の改善のために，教務委員会が中心となって，オープン授業，学生による授業評価等を定期

的に行っている。 

オープン授業は，5月中の1週間の期間にわたって教員及び保護者が自由に授業を参観できる制度

である。オープン授業が実施されることは，あらかじめ保護者と教員に通知される（資料３－２－

②－１）。教員は，他教員の授業を2教科以上参観し，それについての報告書を提出することが義

務づけられている。その後，教員と保護者から提出された報告書のファイルが，全教員に回覧され

る。 

準学士課程における学生による授業評価は，前期終了後に，指定した科目についてマークシート

方式で行われる（資料３－２－②－２，資料３－２－②－３）。専攻科における学生による授業評

価は，全科目について前期，後期の2度実施されている。授業評価の集計結果は，教科担当教員に

渡され，授業評価結果について学生との対話を行うことになっている。その結果を教員と学生の双

方が報告書として提出して授業改善につなげている。また，総合評価が5段階で2.5未満の教員につ

いては授業改善報告書の提出が義務づけられている。授業評価の結果は高松高専のホームページに

掲載され，科目毎の評価結果がすべて公表されている（資料３－２－②－４）。 

教員の教育，研究，社会貢献及び学務に関する活動状況を把握するために，教員の活動報告書を

毎年提出している（資料３－２－②－５）。この活動報告書は，学生の授業評価を一部反映した各

教員による自己評価と学科長及び校長による評価を記入するようになっている。その後，100点満

点評価による評価結果が資料３－２－②－６の形で各教員に返却される。この評価結果には総合評

点の分布が示されており，自分のおおよその順位が分かるようになっている。この評価結果は，高

専機構及び本校の教員顕彰などに反映されている（資料３－２－②－７，資料３－２－②－８）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

 他教員，保護者等が授業参観報告書を提出するオープン授業や学生による授業評価が行われてい

る。学生による授業評価は，高松高専ホームページに科目毎の評価結果がすべて公表されており，

その総合評点が2.5未満の教員については授業改善報告書を提出することが義務付けられている。

教員の教育，研究，社会貢献及び学務に関する活動状況を把握するために，教員自身が自己評価し

た活動報告書を毎年提出し，その後，学科長と校長による評価を加えた評価結果が各教員に返却さ

れている。この結果は，教員の顕彰などに反映されている。 
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学生による授業評価実施要領（担任用）１８年度 
 
【資料および配布物】 
(1) 授業評価実施要領（担任用，１枚） 
(2) 授業評価実施教科一覧表 （担任用 ，１枚） 
(3) 学生による授業評価項目（学生用 ，学生数） 
(4)  マークシート（学生用 ，実施科目数 × 学生数） 
 
上記（1）、（2）については、メール添付ファイルにてお送りします。 
（3）、（4）については、教務係に取りに来て下さい。 
 
【授業評価手順】 
① 学生に授業評価の目的と取り扱いを周知してください。（下記参照） 
② 授業評価を実施する教科数のマークシートを学生に配布してください。 
③ 別表実施教科一覧表の青色の教科は受講生だけに配布してください。 
④ 次のアナウンスを行ってください。 
・ 本年度から出席番号をマークすること。 
・ 出席番号から記入者が特定できるが、内容により不利益を被らないこと。 
・ 記入は鉛筆またはシャープペンを使用し、ボールペンは使わないこと。 
・ マークシートの左上に教科担当教員名を記入すること。 
・ 一部の学生のみが回答する教科もあるので、教科名、担当教員名に十分注意すること。 
⑤ 授業評価を行う際、黒板に「教科番号」、「教科名」、「担当教員」を記載してください。 
⑥ マークシートの裏面に自由記述を行うよう指導してください。 
⑦ １教科ごとに授業評価を実施し、記入を終えたらその都度回収してください。 
⑧ １教科ごとに輪ゴムでまとめ、全て終了後に教務係に提出してください。 
 
【授業評価の目的および評価結果の今後の取り扱い】 
（学生に口頭で周知してください） 
① 授業評価は授業改善を目的に行います。 
② 授業評価の結果は、教務係で整理した後に教科担当教員に返却されます。 
③ 教科担当教員は、後日授業評価の結果について授業時間の中で学生に報告するとともに、その場
で学生との対話を行います。 
④ 教科担当教員と学級委員は対話報告書（後日配布）に対話内容を記載して教務係に提出します。
学級委員はクラスの意見を集約して対話報告書を作成します。 
⑤ 授業評価の結果については本校ホームページ上で公開されるとともに、授業評価の結果と対話報
告書は学校長のもとに集約され、授業改善の資料として活用されます。 
 
                                  以 上 

資料３－２－②－２ 学生による授業アンケート（評価）記入要領 

(出典：教務委員会資料)

Subject: オープン授業実施について 
Date: Thu, 11 May 2006 13:21:52 +0900 
 
各 位 
 このことについて、5 月 15 日(月）～5 月 20 日(土）まで 
実施されます。 
 オープン授業参観報告書（２教科以上の参観をお願いします） 
 オープン授業実施報告書を添付ファイルにて送付しますので、 
ご利用ください。 
 
なお、保護者への案内は１～３年生は文書にて 
４～５年生はモバイルキャンパスにていずれも 
学生を通じて案内しています。 

資料３－２－②－１ オープン授業の実施依頼 

(出典：学内メール)
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授業評価実施教科一覧表（平成１８年度）   

  1 2 3 4 

教科番号 06101 06107 06109 06110 

教科名 国語 化学 音楽 美術 
１

組 
担当教員 大山 岡野 赤羽 永井 

教科番号 06111 06106 06109 06110 

教科名 Ｅｎｇｌｉｓｈ１ 物理 音楽 美術 
２

組 
担当教員 有道 服藤 赤羽 永井 

教科番号 06111 06104 06108   

教科名 English 1 基礎数学 I 体育   
３

組 
担当教員 倉本 高橋 中瀬   

教科番号 06111 06105 06106   

教科名 English1 L&S 基礎数学 II 物理   

１年 

４

組 
担当教員 マスタラー 上原 加藤   

教科番号 05114 05117 05207   

教科名 歴史２ 数学演習 工作実習Ⅱ   
２

年 
担当教員 與田 大林 木原   

教科番号 04124 04129 04209 04212 

教科名 公民 2 English W&S 材料力学Ⅰ 電気工学 
３

年 
担当教員 河野 藤原 酒井 吉永 

教科番号 03139 03141 03216 03221 

教科名 人文１ 人文３ 応用数学 I 熱力学 
４

年 
担当教員 権藤 土屋 武丸 小島 

教科番号 02229 02231 02232 02251 

教科名 応用数学Ⅱ 振動工学 材料力学Ⅲ 特別講義１ 

機械 

５

年 
担当教員 橋本 岩田 岡田 堀口 

教科番号 05122 05117 05308   

教科名 Reading 代数幾何 工学基礎実験   
２

年 
担当教員 出渕 鎌田 村上   

教科番号 04129 04129 04125 04310 

教科名 English W&S English W&S 数学解析 I 物理学 I 
３

年 
担当教員 小林 アーノルド 菅田 新野 

教科番号 03139 03137 03319 03321 

教科名 人文１ 体育 電気回路Ⅰ 電磁気Ⅰ 
４

年

電気 

資料３－２－②－３ 学生による授業アンケート（評価）実施科目 

(出典：教務委員会資料)
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資料３－２－②－４ 学生による授業評価結果(抜粋) 

(出典：高松高専ホームページ)
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資料３－２－②－５ 教員の活動報告書の提出依頼 

(出典：総務課資料)
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資料３－２－②－６ 教員の活動報告書による評価結果の書式 

(出典：企画運営会議資料)
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高松工業高等専門学校教員業績顕彰実施要項 

 
１ 趣旨 

本校教員は主として教育者の面を持つが，一方で研究者の面を持つとともに本校の管理運営や社会
貢献にも果たすべき役割がある。このような観点から，顕著な業績を上げている教員を顕彰すること
により，本校における教育研究の充実・向上とともに，地域社会への貢献を目指すものである。 

２ 顕彰基準 
本校における教育（学生支援），研究，校務，社会貢献等において，顕著な業績があったと認めら

れる者（３名程度）とする。 
３ 顕彰方法 

(1) 業績優秀賞と副賞（教育研究活動費）とする。 
(2) 顕彰は，教員会議の席上で行う。 

４ 選考方法 
校長・３主事が，候補者案を作成し，人事委員会に諮る。 

５ 選考資料 
(1) 本校の「教員の活動報告書」 
(2) 独立行政法人国立高等専門学校機構の実施する｢国立高等専門学校教員顕彰実施要項」に基づく
教員の自己採点集計表 
（参考資料として，教員の相互評価・学生による教員の評価） 
 
附則 

この要項は，平成１６年１２月９日から実施する。 

資料３－２－②－７ 教員業績顕彰実施要項 

(出典：高松高専規則集)

資料３－２－②－８ 教員業績顕彰実施例 

(出典：高松高専だより 第 96 号)
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観点３－３－①： 学校において編成された教育課程を展開するに必要な事務職員，技術職員等

の教育支援者が適切に配置されているか。 

 

（観点に係る状況） 

 事務部は，総務課，学生課，施設課及び企画室から構成されている。各課の係の構成及び人数は資

料３－３－①－１の通りである。事務部の組織及び分掌については，事務組織及び事務分掌規程（資

料３－３－①－２）によって定められている。学生の教育に直接関係する学生課の職務内容は資料３

－３－①－３に示す通りである。企画室の業務内容は資料３－３－①－４，技術支援室の業務内容は

資料３－３－①－５に示すとおりである。技術支援室には，各種資格取得や講習を修了した職員が配

置され（資料３－３－①－６），専門技術に応じて3班に分かれ各学科からの支援要請に基づいて，

技術職員が学生の実験・実習における実技指導の支援を行っている。各技術職員の実技指導状況を，

技術支援室実験・実習担当表（資料３－３－①－７）に示す。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。  

事務部に事務系32名(看護師1名，司書資格取得者2名を含む)，技術系22名の職員が適切に配置され

ている。技術系職員の内13名は技術支援室に配置されており，各種資格を有する職員が，各学科から

の技術支援要請に応じて，学生の実験・実習における実技指導等の支援を適切に行っている。  
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課 名 係 名 人 数 

総務係 ３ 

人事労務係 ２ 

財務係 ４ 

経理係 ２ 

契約係 ３ 

総務課 

(課長１，課長補佐１) 

施設係 ２ 

教務係 ３ 

学生支援係 

（看護士1名，司書2名） 

６ 

寮務係 ２ 

第一技術班 ６ 

第二技術班 ４ 

学生課 

(課長１，課長補佐１) 

技術支援室 

第三技術班 ３ 

建築係 ２ 

電気係 １ 

施設課 

(課長１，課長補佐１) 

設備係 ２ 

企画・評価係 １ 

事

務

部

長 

企画室 

広報企画係 １ 

 

資料３－３－①－１ 事務部職員数 

(出典：事務部内部資料) 
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資料３－３－①－２ 事務組織及び事務分掌規程(抜粋) 

(出典：高松高専規則集)

高松工業高等専門学校事務組織及び事務分掌規程 

平成１８年４月１日制定 

（目的） 
第１条 この規程は、独立行政法人国立高等専門学校機構の本部事務局の組織等に関する規則第９条、第１

１条及び高松工業高等専門学校学則第１１条の規定に基づき、高松工業高等専門学校（以下「本校」とい
う。）の事務組織及び所掌事務について定めることを目的とする。 
（組織） 

第２条 本校に事務部を置く。 
２ 事務部に総務課、学生課、施設課及び企画室を置く。 
３ 課及び室に係を置く。 
４ 学生課に技術支援室を置く。 

（職制） 
第３条 事務部に事務部長を置く。 
２ 事務部長は、校長の命を受け、事務部の事務を掌理する。 
第４条 課に課長を置く。 
２ 課長は、上司の命を受け、課の事務を処理する。 
第５条 課に課長補佐を置くことができる。 
２ 課長補佐は、課長を補佐し、課の事務を処理する。 
第６条 企画室に室長を置く。 
２ 室長は、上司の命を受け、室の事務を処理する。 
第７条 技術支援室に技術専門員及び技術専門職員を置くことができる。 
２ 技術専門員は、上司の命を受け、極めて高度の専門的な技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発

及び技術業務並びに学生の技術指導を行う。 
３ 技術専門職員は、上司の命を受け、高度の専門的な技術に基づき、教育研究の支援のための技術開発及び

技術業務並びに学生の技術指導を行う。 
第８条 係に係長を置く。 
２ 係長は、上司の命を受け、係の事務を処理する。 
第９条 課及び室に主任を置くことができる。 
２ 主任は、上司の命を受け、課又は室の事務を処理する。 
第 10 条 課員又は室員は上司の命を受け、課又は室の事務に従事する。 
第 11 条 技術支援室に室長を置く。 
２ 室長は、技術専門員又は技術専門職員をもって充てる。 
３ 室長は、上司の命を受け、技術支援室の事務を処理する。 
第 12 条 技術支援室に班長及び班員を置く。 
２ 班長は、技術専門職員をもって充てる。 
３ 班長は、上司の命を受け、班の業務を処理するとともに、班員の技術力向上に努める。 
４ 班員は、上司の命を受け、班の業務に従事する。 
 

(以下省略) 
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資料３－３－①－３ 学生課の所掌事務(抜粋) 

(出典：高松高専事務組織及び事務分掌規程)

第14条 学生課に課長補佐及び次に掲げる係並びに技術支援室に技術班を置く。 
教務係 
学生係 
寮務係 
図書係 
技術支援室 第一技術班 

第二技術班 
第三技術班 

２ 学生課長補佐は、課長を補佐し、学生課の事務を処理するとともに，次の事務をつかさどる。 
一 専攻科に関すること。 
二 技術者教育の認定に関すること。 
三 学生関係の規則制定等に関すること。 

３ 教務係においては、次の事務をつかさどる。 
一 学生課の事務に関し、総括し及び連絡調整すること。 
二 学生募集及び入学者選抜に関すること。 
三 学生の修学指導に関すること。 
四 教育課程の編成、授業及び試験に関すること。 
五 学生の学業成績に関すること。 
六 学生の指導要録の整理、記録及び保管に関すること。 
七 学生の入学、転学、留学、休学、退学及び卒業に関すること。 
八 学生の校外実習及び工場見学等に関すること。 
九 研究生及び聴講生に関すること。 
十 外国人留学生に関すること。 
十一 学生の諸証明に関すること。 
十二 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。 
十三 その他、他の係の所掌に属しないこと。 

４ 学生係においては、次の事務をつかさどる。 
一 学生及び学生団体の指導監督に関すること。 
二 学生の課外活動に関すること。 
三 学生のカウンセリングに関すること。 
四 学生の表彰及び懲戒に関すること。 
五 入学料、授業料の減免及び徴収猶予に関すること。 
六 奨学金及び経済援助に関すること。 
七 学生の職業指導及び就職あっせんに関すること。 
八 学生の厚生施設の管理運営及び厚生事業に関すること。 
九 学生の保健管理及び保健施設の管理運営に関すること。 
十 独立行政法人日本スポーツ振興センター等に係る災害共済給付契約及び給付金の支払い請求に関するこ

と。 
十一 学生旅客運賃割引証及び通学証明書に関すること。 
十二 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。 
十三 その他、学生支援に関すること。 

５ 寮務係においては、次の事務をつかさどる。 
一 学生の入退寮に関すること。 
二 寄宿料の債権発生及び消滅に関すること。 
三 寄宿料の免除に関すること。 
四 寮生の給食に関すること。 
五 寮費等の経理に関すること。 
六 寮生の指導監督に関すること。 
七 寮生の生活相談に関すること。 
八 学生寮の生活環境の整備に関すること。 
九 学生寮の厚生保健に関すること。 
十 学生寮の郵便物の接受に関すること。 
十一 学生寮における教員の宿日直勤務に関すること。 
十二 学生寮における外国人留学生の指導に関すること。 
十三 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。 
十四 その他、学生寮の管理運営に関すること。 

６ 図書係においては、次の事務をつかさどる。 
一 図書館情報資料の受入れ、整理及び保存に関すること。 
二 図書館情報資料の閲覧、貸出し等利用に関すること。 
三 図書館における教育研究活動及び情報サービスに関すること。 
四 研究紀要に関すること。 
五 図書費の経理に関すること。 
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資料３－３－①－５ 技術支援室業務 

(出典：高松高専事務組織及び事務分掌規程)

第 14 条 学生課に課長補佐及び次に掲げる係並びに技術支援室に技術班を置く。 
(途中省略) 

７ 技術支援室の技術班においては、教育研究支援のため、次の業務をつかさどる。 
一 第一技術班  ア 製造・加工等に関連する実験・実習に関すること。 

イ その他室長が必要と認める事項 
二 第二技術班 ア 電気・情報等に関連する実験・実習に関すること。 

イ その他室長が必要と認める事項 
三 第三技術班  ア 測定・分析等に関連する実験・実習に関すること。 

イ その他室長が必要と認める事項 

資料３－３－①－４ 企画室の所掌事務 

(出典：高松高専事務組織及び事務分掌規程)

第16条 企画室に次に掲げる係を置く。 
企画・評価係 
広報企画係 

２ 企画・評価係においては、次の事務をつかさどる。 
一 将来構想、改革等に関する企画立案及び連絡調整に関すること。 
二 自己点検・評価及び認証評価機関等による第三者評価に関すること。 
三 地域連携及び研究協力（経理に関することを除く。）に関すること。 
四 科学研究費補助金（経理に関することを除く。）に関すること。 
五 法人文書の管理、個人情報の保護及び情報公開の総括に関すること。 
六 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。 

３ 広報企画係においては、次の事務をつかさどる。 
一 広報に係る企画立案及び連絡調整に関すること。 
二 公開講座に関すること。 
三 事務の情報化に関すること。 
四 所掌事務に関する調査統計及び報告に関すること。 
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資料３－３－①－６ 技術支援室職員の資格等取得状況 

(出典：事務部内部資料)

資格名 人数 

１級溶接技術者資格認定 1 

２級ボイラー技士 1 

２級機械加工（普通旋盤作業）の技能検定の実技試験合格 1 

アナログ第Ⅲ種合格 1 

インターネット実務検定３級試験合格 1 

ガス溶接技能講習修了 8 

ガス溶接作業主任者免状 1 

クレーン運転士 1 

フォークリフト運転技能講習修了 1 

安全衛生推進者養成講習修了 1 

危険物取扱者免状（乙種第４類） 2 

危険物取扱者免状（甲種） 1 

危険物取扱者免状（丙種） 1 

危険物取扱主任者（乙種第４類） 1 

技術士一次試験（機械部門） 1 

技能士補試験合格 1 

玉掛技能講習修了 1 

計算技術検定３級合格 1 

研削といし特別教育修了 3 

工事担任者資格アナログ第３種 1 

高圧ガス保安講習会受講 1 

情報技術検定２級合格 1 

全商ワープロ実務検定１級合格 1 

全商硬筆検定２級合格 1 

測量士補試験合格 2 

第二種電気工事士免状徳島県 1 

宅地建物取引主任者資格試験合格（香川県） 1 

動力プレスの金型等の取付け，取外し又は調整の業務に係る特別教育学科講習修了 1 

動力プレス機械及びシャー業務特別教育修了 2 

日商日本語文書処理技能検定３級合格 1 
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資料３－３－①－７ 技術支援室実験・実習担当表（平成１８年度後期) 

(出典：技術支援室内部資料)
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

授業改善の取り組みとして，他教員，保護者等が授業参観報告書を出すオープン授業や学生によ

る授業評価を定期的に行っている。特に，学生による授業評価結果は，高松高専のホームページに

科目毎の結果を公表している。また，教員の教育，研究，社会貢献及び学務に関する活動状況を把

握し，高松高専独自の教員顕彰が行われている。 

 

（改善を要する点）  

 特になし。 

 

（３）基準３の自己評価の概要 

一般科目を担当する教員については，専任教員20名，非常勤講師20名を配置し，また， 4つの専

門学科においては，機械工学科14名（専任12，非常勤2），電気情報工学科13名（専任11，非常勤

2），制御情報工学科10名（専任10），建設環境工学科12名（専任9，非常勤3）の教員を配置して

おり，教育の目的を達成できるような体制が整えられている。さらに，専攻科においては，経営論，

技術者倫理及び知的財産権の授業科目を非常勤講師に依頼している以外は，すべて専任の教員が担

当している。 

教員組織を活発化させるため，教員の採用時に年齢制限を設けるなどして，教員の年齢構成の均

衡が保てるように配慮している。教員の採用や昇格の手順は，教員選考規則及び人事委員会規程に

定められており，選考・昇格基準は教員の選考に関する申し合わせに定められ適切な運用がなされ

ている。 

教員の教育活動に関しては、他教員及び保護者が授業参観報告書を出すオープン授業や学生によ

る授業評価が毎年実施されており，特に学生による授業評価結果については，評価結果が高松高専

ホームページに公表されている。さらに，教員の教育，研究，社会貢献及び学務に関する活動状況

を把握するために，教員自身が自己評価した教員活動報告書を毎年提出し，その後，学科長と校長

による評価を加えた評価結果が各教員に返却されている。この結果は，教員の顕彰などに反映され

ている。 

事務職員・技術職員などの教育支援者は、事務部に事務系32名(看護師1名，司書資格取得者2名

を含む)，技術系22名の職員が適切に配置されている。技術系職員の内13名は技術支援室に配置さ

れており，各学科からの技術支援要請に応じて，学生の実験・実習における実技指導の支援を適切

に行っている。  
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基準４ 学生の受入 

（１）観点ごとの分析 

観点４－１－①： 教育の目的に沿って，求める学生像や入学者選抜（例えば，準学士課程入学

者選抜，編入学生選抜，留学生選抜，専攻科入学者選抜等が考えられる。）の

基本方針などが記載された入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）が明

確に定められ，学校の教職員に周知されているか。また，将来の学生を含め社

会に公表されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校の入学者選抜（準学士課程入学者の推薦・学力選抜，編入学者の選抜，専攻科入学者の推薦・

学力選抜）のいずれにおいても，本校の教育目的に沿った求める学生像や選抜方法等の基本方針が定

められ，募集要項（入学者募集要項，編入学生募集要項，専攻科学生募集要項）に記載されている。

また，学校案内，入学案内にも求める学生像について記載されている。（資料４－１－①－１～３） 

 募集要項，学校案内および入学案内は，教員会議等にて本校教員および関係職員に配布・周知され

ている。また，準学士課程の入学者募集要項は，香川県，岡山県，徳島県の中学校，四国内および岡

山県の教育委員会，県内の学習塾等へ，編入学生募集要項は工業系の高校へ，専攻科学生募集要項は

全国の高等専門学校へ配布されている。各募集要項は本校ウェブサイト（http://www.takamatsu-

nct.ac.jp/）へも掲載されており，将来の入学希望者を含め広く社会に公表，公開されている（資料

４－１－①－４～７）。 

準学士課程の入学者募集要項および学校案内の内容は，中学校の進路指導担当教諭や学習塾対象の

入試説明会を開催して周知するとともに，中学校主催の説明会への出席や中学校訪問を通して中学生

とその関係者に説明を行っている（資料４－１－①－８～１０）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

教育の目的に沿った求める学生像や選抜方法等の基本方針が明確に定められており，本校教職員に

周知され，募集要項等の配布やウェブサイトへの掲載により社会に広く公表されている。入試説明会

や中学校訪問等で入学者選抜の基本方針を説明し，中学生やその関係者への周知も行っている。 
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資料４－１－①－１ 入学者募集要項（平成１９年度抜粋） 
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（出典：平成19年度入学者募集要項） 
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資料４－１－①－２ 編入学生募集要項（平成１９年度抜粋） 
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（出典：平成19年度編入学生募集要項）
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資料４－１－①－３ 専攻科生募集要項（平成２０年度抜粋） 
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（出典：平成20年度専攻科学生募集要項）
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資料４－１－①－４ 入学者募集要項送付先（平成１９年度） 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－１－①－５ 編入学生募集要項送付先（平成１９年度） 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－１－①－６ 専攻科生募集要項送付先（平成２０年度） 

 

（出典：学生課資料）
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資料４－１－①－７ 入学案内ウェブページ 

 

（出典：高松高専ホームページ，http://www.takamatsu-nct.ac.jp/）
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資料４－１－①－８ 入試説明会実施要領（平成１９年度） 
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（出典：学生課資料）
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資料４－１－①－９ 入試説明会案内・実施要領（学習塾対象，平成１９年度） 
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（出典：学生課資料）
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資料４－１－①－１０ 高校進学説明会招待校一覧（平成１９年度） 

 

（出典：学生課資料）
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観点４－２－①： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿って適切な学生の受入方

法が採用されており，実際の入学者選抜が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 学生の受入方法は，募集要項等に記載された求める学生像や選抜方法等の基本方針に沿い，以下の

ように適切に実施されている。 

 準学士課程入学者の推薦選抜は，入学者募集要項の記載内容に従い，調査書の内申点の合計点によ

り高得点の者から順位を付けて面接評価を含めた総合評価をしている。面接評価では，志望動機，入

学後や将来の目標等を確認するとともに，本校の求める学生像に合致しているかどうかを総合的に評

価している。準学士課程入学者の学力選抜では，入学者募集要項の記載内容に従い，学力検査成績に

調査書に記入された内申点の合計点を加えた総合得点の上位者から面接評価を参考に総合評価をして

いる。面接評価では，推薦選抜と同様に本校の求める学生像に合致しているかどうかを総合的に評価

している（資料４－２－①－１）。 

 工業系高校生対象の編入学生学力選抜は，編入学生募集要項の記載内容に従い，数学，英語，国語

および専門学科が指定した科目の学力検査成績と調査書および面接の評価を総合して実施している。 

専攻科課程入学者の選抜は，専攻科学生募集要項の記載内容に従い実施している。推薦選抜では，

調査書および推薦書による書類選抜とし，その記載内容から本校専攻科の求める学生像に照らして総

合的に評価している。学力選抜は年間２回実施し，英語，数学および各コースの指定する専門科目の

学力試験成績と面接および調査書をもとに，本校専攻科の求める学生像に照らして総合的な評価を実

施している。 

 留学生の編入学受入の基本方針は明文化されていないが，文部科学省の資格審査に合格した外国人

留学生について，国際交流委員会および企画運営会議で受入決定を報告している（資料４－２－①－

２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

募集要項に記載されている求める学生像や選抜の方法に沿って学生の受入方法が決められており，

実際の入学者選抜もそれに従って適切に実施されている。 
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資料４－２－①－１ 入試面接用調査表（平成１９年度） 
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（出典：平成19年度入試面接用調査表）

 

 

資料４－２－①－２ 外国人留学生選考資料例（平成１９年度） 

（出典：平成19年度外国人留学生選考資料）
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観点４－２－②： 入学者受入方針（アドミッション・ポリシー）に沿った学生の受入が実際に

行われているかどうかを検証しており，その結果を入学者選抜の改善に役立て

ているか。 

 

（観点に係る状況）  

 準学士課程の入学者について，受入れた学生が本校の求める学生像に合致しているかどうかの検証

は十二分ではないが，その把握には努めており、入学者選抜の改善は入学・編入学委員会にて主導的

に行われている。例えば，本校の求める学生像に適合する人材の確保を促進するため，面接要領を見

直したり，推薦選抜による募集人員を入学定員の４０％程度以内に拡大するなどの改善が実施されて

いる。また，中学校主催の説明会への出席や中学校訪問，本校在校生の出身中学への訪問，県内学習

塾対象の説明会などを積極的に実施し，本校の求める学生像を周知するとともにその人材確保の努力

をしている（資料４－２－②－１）。 

 専攻科課程の入学者については，専攻科委員会にて各教育プログラムの履修条件を充足しているか

どうかを確認しており，ほとんどの受入学生が履修条件を満たしていることから，専攻科の受入方針

に沿った選抜が行われていると判断できる（資料４－２－②－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

準学士課程では，受入れた学生が本校の求める学生像に沿っているかどうかの具体的な検証は十二

分とは言えないが，その把握に努め、入学者選抜制度の見直しや広報活動の活性化等の改善を継続的

に行っている。専攻科課程では，入学者に対し各教育プログラムの履修条件を充足しているかの確認

を行っており，受入れた学生が専攻科の求める学生像に沿っていると判断できる。 
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資料４－２－②－１ 入学・編入学委員会議事録抜粋（平成１８年度） 
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（出典：平成18年度入学・編入学委員会議事録）
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資料４－２－②－２ 専攻科委員会議事録抜粋（平成１９年度） 

 

（出典：平成19年度専攻科委員会議事録）
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観点４－３－①： 実入学者数が，入学定員を大幅に超える，又は大幅に下回る状況になってい

ないか。また，その場合には，これを改善するための取組が行われるなど，入

学定員と実入学者数との関係の適正化が図られているか。 

 

（観点に係る状況）  

 準学士課程における各学科の入学定員４０名に対し，過去３年間の実入学者数はどの学科も４０～

４２名となっており，入学定員に対して適切な実入学者数となっている（資料４－３－①－１）。 

 高校からの編入学生については，若干名の募集人員に対して過去３年間の実入学者数が１～４名と

なっており，適切な入学者数である（資料４－３－①－１）。 

 専攻科課程の過去３年間の実入学者数は，機械電気システム工学専攻が入学定員１２名に対して１

８～２９名，建設工学専攻が入学定員４名に対して４～７名となっており，入学定員より多くの学生

を受入れている。これは，専攻科設置当初より準学士課程学生からの強いニーズと学校側の受入体制

強化によるもので，教育にも支障はなく，学校全体の活性化につながっている（資料４－３－①－

１）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

準学士課程における実入学者数は入学定員に対して適切な数である。専攻科課程では，実入学者数

が入学定員を超過しているが，教育にも支障はなく，学校全体を活性化させる利点になっている。 
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資料４－３－①－１ 入学志願者と入学者数（平成１８年度学校要覧抜粋） 

 

 

 

（出典：平成１８年度学校要覧）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

教育の目的に沿った求める学生像や選抜方法等の基本方針が明確に定められ，適切に実施されて

いる。 

 

（改善を要する点）  

準学士課程では，受入れた学生が本校の求める学生像に沿っているかどうかの具体的な検証は十

分とは言えないが，その把握に努め、入学者選抜制度の見直しや広報活動の活性化等の改善を継続

的に行っている。 

 

（３）基準４の自己評価の概要 

  本校の入学者選抜（準学士課程入学者の推薦・学力選抜，編入学者の選抜，専攻科入学者の推薦

・学力選抜）のいずれにおいても，教育の目的に沿った求める学生像や選抜方法等の基本方針が明確

に定められており，本校教職員に周知され，募集要項等の配布やウェブサイトへの掲載により社会に

広く公表されている。入試説明会や中学校訪問等で入学者選抜の基本方針を説明し，中学生やその関

係者への周知も行っている。また，募集要項に記載されている求める学生像や選抜の方法に沿って学

生の受入方法が決められており，実際の入学者選抜もそれに従って適切に実施されている。 

 準学士課程では，受入れた学生が本校の求める学生像に沿っているかどうかの具体的な検証は十分

とは言えないが，その把握に努め、入学者選抜制度の見直しや広報活動の活性化等の改善を継続的に

行っている。専攻科課程では，入学者に対し各教育プログラムの履修条件を充足しているかの確認を

行っており，受入れた学生が専攻科の求める学生像に沿っていると判断できる。 

 準学士課程における実入学者数は入学定員に対して適切な数である。専攻科課程では，実入学者数

が入学定員を超過しているが，教育にも支障はなく，学校全体を活性化させる利点になっている。 
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基準５ 教育内容及び方法 

（１）観点ごとの分析 

＜準学士課程＞ 

観点５－１－①： 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配置（例えば，一般科

目及び専門科目のバランス，必修科目，選択科目等の配当等が考えられる。）

され，教育課程が体系的に編成されているか。また，授業の内容が，全体とし

て教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものに

なっているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校の教育課程の編成について，各学科とも低学年において一般科目を多く配置し，学年が上がる

にしたがい，専門科目の比重が高まるという楔型の科目配置となっている（資料５－１－①－１）。 

 専門科目の体系性について，各学科とも基礎となる一般科目を低学年に，専門基礎科目，専門科目

を高学年に配置している。さらに，職業に必要な能力の育成については，全学科ともに全ての学年で

実験・実習科目を配置している（資料５－１－①－２）。 

 科目の内容は，学科ごとに定めている「卒業時に身につけるべき学力や資質・能力」を最終的な到

達点として，第５学年における授業の内容が具体的に定められている。また，第４学年以下の科目の

内容についても，これに到達するまでの段階的な内容が各科目で設定され，シラバスに明示されてい

る（資料５－１－①－３，４）。 

 学校の教育の目的に沿った体系性について，本校の目的のうち，「論理的なコミュニケーション能

力」に沿って見ると，英語教育に関しては，全ての学科で，低学年時に基礎的な文法等を重視した講

義を中心とした授業科目を配置し，高学年になるにしたがい専門性を高めた講義や会話力の育成を図

る科目構成としている（資料５－１－①－２，５）。 

 次に，本校の目的のうち，「広い視野と技術者としての倫理観」に沿って見ると，特別活動を９０

単位時間以上配置し，豊かな人間性の育成に貢献している。また，人文科学系・社会科学系の一般科

目等においても，技術者として社会へ貢献する意識と展望といった視点をその内容に組み込んでおり，

個々の授業においては，具体的な題材の選択等に反映させている（資料５－１－①－６）。 

 また，本校の目的のうち，「科学技術の基礎知識と応用力」に沿って見ると，低学年では物理，化

学，数学といった科学技術に関する基礎・基本となる一般科目，専門基礎科目を配置し，応用力を身

につけさせるための専門科目は高学年に配置している。 

 本校の目的のうち，「課題解決の実行力と豊かな創造力」に沿って見ると，全学科ともに全ての学

年で実験・実習科目を配置している。また，高学年に進むにつれて設計製図，演習や卒業研究を配置

している。 

 なお，機械工学科では，学科独自の目的である「機械工学分野の基礎知識と技術を身につけ，課題

に取り組み，考え解決することができる」に沿って，低学年では実践的技術教育に重点をおき，設計

製図の基礎知識と技法，ものづくりに必要な加工・工作の基礎，情報処理の基礎を実習・演習科目に

おいて習得させる。高学年では，機械工学の主要科目である材料力学，流体力学，熱力学，振動工学

とその理解に必要な自然科学を体系的に教授するよう配置している。 

 電気情報工学科では，学科独自の目的である「高度化・多様化するエレクトロニクス，情報通信技

術の変遷に対応できる基礎学力を身につけ，論理的な思考により継続的に学習を行うことができる」
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に沿って，低学年から基礎科目を重要視したカリキュラムを構築し，高学年において専門基礎科目や

専門応用科目を設定して，系統的な学習効果が得られるように配慮している。そして，高学年では選

択科目を多く設定し，エレクトロニクス・ハードウェア系またはマルチメディア・ネットワーク系の

いずれかを主体的に学べるように配置している。 

 制御情報工学科では，学科独自の目的である「機械工学・電子工学・コンピュータ制御を融合した

メカトロニクス分野の基礎学力を身につけ，モノづくり（開発・設計・製作・検査）に応用できる」

に沿って，第３学年までの専門科目でメカトロニクスに関する実践的基礎知識を学び，第４学年のメ

カトロニクスシステム設計で総まとめを行う。第５学年の専門科目では，応用科目および周辺的科目

を開講して知識の充実を図り，創造力を養う卒業研究を配置している。 

 建設環境工学科では，学科独自の目的である「基本的な建設構造物の設計に必要な力学，材料，情

報，計画などの基礎学力，および防災や環境などに関する基礎知識を身につける」に沿って，低学年

から工学基礎，基礎力学を配置し，力学系の導入を行っている。また，高学年では構造力学，土の力

学，水理学等の建設力学系の中心科目を学び，設計製図や卒業研究につながるように配置している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

学校教育法上の目的である「深く専門の学芸を教授し」及び「職業に必要な能力を育成する」につい

て，「広い視野と技術者としての倫理観」，「科学技術の基礎知識と応用力」，「課題解決の実行力

と豊かな創造力」，「論理的なコミュニケーション能力」等，本校の卒業時に身に付けさせるべき学

力や資質・能力に照らして，卒業時の到達目標を具体的に定めた上で，各授業科目を各学年に適切に

配置している。また，目的に到達するために段階的な履修が可能となるよう授業科目の内容を決定し

ている。 

 以上のことから，本校の準学士課程では，教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配

置され，教育課程の体系性が十分確保されている。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成

の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている。 
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資料５－１－①－１ 授業科目一覧 
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（出典：平成１９年度シラバス）
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資料５－１－①－２ 科目系統図（一般教育科，建設環境工学科） 
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（出典：平成１９年度シラバス（建設環境工学科））
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資料５－１－①－３ シラバスの「学習・教育目標との関係」 

 

（出典：平成１９年度 シラバス）
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資料５－１－①－４ 職業上の能力について卒業・各学年修了時の到達目標と科目の対応 

４．学習・教育目標（卒業時までに身につけるべき学力や資質・能力） 

【全学科共通】 

（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 

     社会や文化に関心を持ち，社会人としての責任感と倫理観を養う。 

（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 

     自然科学と専門技術の基礎を身につけ，それを基本的問題に適用できる。 

（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 

     課題に自発的に取り組み，創意工夫して解決する姿勢と能力を養う。 

（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 

     自分の意見を日本語で論理的に説明できる。英語によるコミュニケーションの基礎を身につけ

る。 

【機械工学科】 

• 機械工学分野の基礎知識と技術を身

につけ，課題に取り組み，考え解決す

ることができる。 

【電気情報工学科】 

• 高度化・多様化するエレクトロニク

ス、情報通信技術の変遷に対応できる

基礎学力を身につけ、論理的な思考に

より継続的に学習を行うことができ

る。 

【制御情報工学科】 

• 機械工学・電子工学・コンピュータ

制御を融合したメカトロニクス分野の

基礎学力を身につけ，「モノづくり

（開発・設計・製作・検査）」に応用

できる。 

【建設環境工学科】 

• 基本的な建設構造物の設計に必要な

力学，材料，情報，計画などの基礎学

力，および防災や環境などに関する基

礎知識を身につける。 

 

 

 

 

（出典：H19.4.25 全学周知されたシラバス内の「本校の目的」，

建設環境工学科の科目対応表（教務小委員会））
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資料５－１－①－５ 英語科の具体的な目標と英語のシラバスの「学習・教育目標との関係」 

 

［英語科の具体的な目標］ 

準学士課程   

1～3 学年 4,5 学年 

学習・ 

教育目標 

（Ｄ）論理的なコ

ミュニケーション

能力（コミュニケ

ーション） 

自分の考えを日本語で相手に

伝える力を身につける。英語

によるごく基本的なコミュニ

ケーションができる。 

自分の考えを日本語で論理的

に説明できる。英語によるコ

ミュニケーションの基礎を身

につける。 

 

［シラバス］EnglishⅠより 

学習・教

育目標と

の関係 

(D)自分の意見を日本語で相手に伝える力を身につける。英語によるごく基本的な

読み書き（コミュニケーション）ができる。 
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（出典：平成１９年度 シラバス）
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資料５－１－①－６ 広い視野と技術者としての倫理観を養うための人文科学のシラバス 

 

（出典：平成１９年度 シラバス）
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観点５－１－②： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課

程の編成（例えば，他学科の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，

インターンシップによる単位認定，補充教育の実施，専攻科教育との連携等が

考えられる。）に配慮しているか。 

 

（観点に係る状況） 

香川大学との単位互換協定及び大阪大学との教育研究協定を結び，それぞれ単位認定や教育研究

交流を行っている（資料５－１－②－１）。 

また，語学検定や資格試験等の合格者に対しての単位認定も行っている（資料５－１－②－２）。 

海外語学研修制度として平成１８年度よりオーストラリアの大学附属語学学校と契約を締結し，主に

本科４～５年生の夏休みに３週間程度実施し，「海外英語演習」として単位認定も行っている（資料

５－１－②－３）。 

全ての学科で，主として４年次に校外実習としてインターンシップを奨励し，実践的な教育を行

っている。また，その単位認定も行っている（資料５－１－②－４）。 

外国人留学生に対しては特別カリキュラムを組み，補充教育を行っている（資料５－１－②－

５）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

科学技術の進展により隣接分野やより高度な内容を扱う必要が高まったことから，大学との単位互

換を行っている。また，必要性が高まる国際化への対応として，語学検定等の単位認定を行うほか，

海外語学研修で修得した単位認定制度も整備している。また，実務や学生のニーズへの対応として，

一般や専門的な資格試験の単位認定や校外実習によるインターンシップの活用も行っている。これら

はともに，本校の教育目的「論理的なコミュニケーション」，「課題解決の実行力と豊かな創造力」

に沿ったものである。さらに，留学生のニーズに対応するために，日本語や日本事情についての特別

カリキュラムを編成している。 

 以上のことから，本校の準学士課程においては，学生のニーズ，学術の発展動向，社会からの要請

等に対応した教育課程の編成に十分配慮している。 
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資料５－１－②－１ 香大，阪大との単位互換協定，教育研究協定 

 

 

（出典：文教ニュース H16.4.14，H17.3.17，香川大学との単位互換協定書，高専だより 94 号）
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資料５－１－②－２ 特別学修単位とその認定者数 

 

※平成１８年度に申請のあったのは，１８名。 

 

資格名：単位数 種別 内 訳 

工業英検  ４級：① 一般 0 

工業英検  ３級：① 専門 0 

工業英検  ２級：③ 専門 0 

工業英検  １級：⑤ 専門 0 

実用英検 準２級：① 一般 1 年 4 名,2 年 6 名,3 年 1 名   小計：11 名 

実用英検  ２級：② 一般 2 年 1 名,3 年 1 名,4 年 3 名,5 年 2 名  小計： 7 名 

実用英検 準１級：④ 一般 0 

実用英検  １級：⑥ 一般 0 
 

（出典：平成１８年度 学年総合成績一覧表，平成１８年度 学生便覧 p.82）
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資料５－１－②－３ 海外英語演習の概要と認定者数 

 

 

高松工業高等専門学校学生海外派遣助成制度について 

平成 18 年１月 10 日

校長裁定

（目的） 

第１ 高松工業高等専門学校（以下「本校」という｡)の学生を母国語を英語とする国に派遣し，語

学研修へ参加させるとともに異文化の人々との生活を実体験させることにより，国際社会で活躍で

きる技術者になるための一助とすることを目的とする。 

（派遣学生） 

第２ 派遣する学生（以下「派遣学生」という｡)は，本校に在籍する本科４，５年生および専攻科

生とし，心身ともに健全で向学心があり，学力に優れ，日常の学生生活が他の学生の模範となる者

とする。 

（派遣先） 

第３ 派遣先は，治安が良好な国及び地域にあり，短期語学研修制度等により，他国の学生を積極

的に受け入れている機関とする。 

（派遣時期及び期間） 

第４ 派遣する時期は，通常の教育課程に影響の少ない長期休業中とし，派遣する期間は，３週間

程度とする。 

（派遣に関する助成） 

第５ 派遣に関する費用は，本人負担の他，別に定めるところによる奨学金を派遣費用の一部とし

て助成する。 

（派遣の申請） 

第６ 派遣を希望する者は，所定の願書により，校長に願い出るものとする。 

（派遣学生の選考等） 

第７ 派遣学生は，15 名以内を国際交流委員会の議を経て，校長が決定する。 

（報告書の提出） 

第８ 派遣学生は，帰国の日から１か月以内に派遣報告書を国際交流委員会委員長を経由して校長

に提出するものとする。 

（単位認定） 

第９ 派遣学生に対する単位の認定については，別に定める。 

（事務） 

この要項に基づく学生の海外派遣に関する事務は，学生課において処理する。 

 

 

 

※平成１８年度 認定者数：１２名 
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（出典：サイボウズ「海外派遣助成制度」，

平成１９年度 シラバス）
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資料５－１－②－４ 校外実習先と認定者数の一覧 

 

※例えば，平成１８年度は４学科合わせて６４名の学生が校外実習に行き，全員認定された。 

（出典：平成１６～１８年度 校外実習先一覧（教務係資料））
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資料５－１－②－５ 留学生用授業時間割 

 

（出典：サイボウズ，平成１９年度 時間割）
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観点５－２－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが

適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされて

いるか。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド

型授業，情報機器の活用，基礎学力不足の学生に対する配慮等が考えられ

る。） 

 

（観点に係る状況）  

 各学科では，専門科目の修得を目的とした科目では，専門的な知識から高いレベルの実践力までの

修得を幅広くカバーするために，授業形態として講義，演習，実験・実習の科目を配置している。低

学年では，基礎的な知識を中心に教授する授業科目を配置し，高学年では、より専門的な高いレベル

を教授する授業科目及び実践力等の育成を図る実験・実習科目の比率を高めた配置構成としている

（資料５－２－①－１）。 

 さらに，職業上の能力の育成に関する科目として，実験・実習科目を全学年に配置している「論理

的なコミュニケーション」の育成という目的に沿って見ると，英語教育に関して低学年では基礎的な

文法等を重視した講義科目を中心とし，高学年では読解力や会話力の育成を図るように多読に比重を

置いた構成としている（資料５－２－①－２）。 

 「広い視野と技術者としての倫理観」の育成という目的に沿って見ると，国語，社会，保健体育，

及び芸術教育などを，低学年から高学年までバランス良く配置している（資料５－２－①－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

専門科目の修得，職業上の能力，加えてそれぞれの教育の目標を達成するために，講義，演習，実

験実習を適切に組み合わせて，それぞれの目的とする能力等を身に付く工夫を行っている。また，一

般，専門，学科の区分を超えて指導方法等の工夫を行っている。以上のことから，本校の準学士課程

では，教育の目的に照らして，講義，演習，実験実習等の授業形態のバランスが適切であり，それぞ

れの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている。 
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資料５－２－①－１ 専門科目の授業形態の割合を示すグラフ 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

（単位数）

比
率
(
%
)

演習

実験実習

講義

演習 0 2 2 4 2

実験実習 2 2 2 2 11

講義 4 4 12 21 13

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

（出典：平成１９年度 シラバスより，建設環境工学科を単位数集計）
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資料５－２－①－２ 英語に関する科目の授業形態の割合を示すグラフ 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

（単位数）

比
率
(
%
)

Grammar

Reading

Writing

Speaking

Listening

Grammar 0 1 0 1 0

Reading 4 3 2 4 1

Writing 1 0 1 0 0

Speaking 1 0 1 0 1

Listening 0 1 0 2 0

１年 ２年 ３年 ４年 ５年

（出典：平成１９年度 シラバス＋英語科担当教員より聴取）
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資料５－２－①－３ 各学年ごとの倫理科目系の流れ 

 

（出典：平成１９年度 シラバス）
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観点５－２－②： 教育課程の編成の趣旨に沿って，適切なシラバスが作成され，活用されてい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

 教育課程の編成の趣旨に沿って，教務委員会においてシラバスの改善を重ねており，シラバスには

学習目標，進め方，学習内容，合格基準，評価方法，学習・教育目標との関係などを明記している

（資料５－２－②－１）。なお，学習・教育目標との関係は，学生が卒業時に身につけるべき学力や

資質・能力に基づいている。 

 シラバスの活用形態については，本科１学年には全員配布され，本科２～５学年には各教室に２冊

配布し，さらに各学科のHPに掲載している。授業の最初の時間には，学生に当該科目のシラバスを改

めて全員配布して，授業内容と評価方法などを周知するガイダンスを行うことにしている。 

学生のシラバスの利用状況について，授業評価アンケート回答項目の中にシラバスに関する項目

を設定し，その集計結果を教員にフィードバックしている。（資料５－２－②－２）。 

 ４５時間の学修を１単位とする単位計算方法に該当する科目（以下，学修単位科目という。）を平

成１９年度より導入している。教育課程表やシラバスの備考欄に，「本科目は，高等専門学校設置基

準第１７条第４項に規定する４５時間の学修を必要とする内容をもって単位を認定される。」という

ことを明示して，学生への周知を行っている（資料５－２－②－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

教育課程の編成の趣旨に沿って，教育方法や内容，達成目標，評価方法等が記載されたシラバスが

作成され，教員及び学生に活用されている。４５時間の学修を１単位とする学修単位科目についても

シラバスに明示されている。 
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資料５－２－②－１ シラバスの具体例…学習項目に「ガイダンス」と入っているもの 

 

（出典：平成１９年度 シラバス）
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資料５－２－②－２ 授業評価アンケート（シラバスの利用に関する質問事項） 
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（出典：平成１８年度学生による授業評価アンケート）
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資料５－２－②－３ 教育課程表の学修単位の表記欄，学修単位のシラバス例 
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（出典：平成１９年度 シラバス）
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観点５－２－③： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行

われているか。 

 

（観点に係る状況）  

 創造性を育む教育方法として，建設環境工学科では平成１８年度から４年生に創成工学を開講した。

学期当初には計画書を作成させ，自主的にテーマ，目的，方法，達成目標，実施計画，より高い達成

目標を決めさせる。学期の中間には，中間報告書を作成するとともに副指導教員の助言を仰ぎ今後の

方針について再確認させている。最終報告書と発表を，複数教員で公平な評定を行っている（資料５

－２－③－１）。他学科の同様の取り組みとして，電気情報工学科５年の電気情報工学応用実験，及

び制御情報工学科４年のメカトロニクスシステム設計などがある。 

 インターンシップとして，校外実習を主に４学年で実施している。当該年度以前の受入企業の一覧

を配布し，学生の広いニーズに対応するようにしている。校外実習に派遣された学生は，実施報告書

の提出と報告会を行い，複数教員が公平な評定と単位認定を行っている（資料５－２－③－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

具体的な創造性を育む教育方法として，創成工学やメカトロニクスシステム設計等が導入され，達

成目標，実施計画，中間審査，最終報告書，最終発表会，評価方法など工夫がなされている。 

 インターンシップとして校外実習を実施し，多くの学生に活用されている。 
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資料５－２－③－１ 平成１８年度建設環境工学科「創成工学」の計画書，評価の基準 

 
（出典：教務資料）
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資料５－２－③－２ 校外実習実施 

校外実習実施要項 

１．趣旨 

  企業等における製造・設計・技術開発・工事等の実務を行うことにより， 

 学校で修得した知識及び技能を裏付け，技術者及び社会人としての自覚をもたせるこ

とによる教育的意義を認め，正課としてこれを実施する。 

２．目的 

（１） 実践的・技術的感覚を養うこと。 

（２） 組織の中で働くことによって技術に対する社会の要請を知り，学問の 
意義を認識するとともに，自己の創造性発揮の場を模索すること。 

（３） 学問と生産との総合的関連を体験することにより，自己の能力を展開 
    し，練磨すること。 

（４） 技術に対する問題意識を養い，卒業研究における自立性を高めること。 
３．実習の時期 
  原則として第 4 学年の夏季休業中に行う。 
４．実習の内容 
  実習の内容は，校外実習機関のうち，学生が所属する学科の教育内容に照らして，

教育効果があると判断される業務とし，あらかじめ校外実習機関と協議するもとのと

する。 
５．委員会等 

（１） 校外実習に関する事項の処理は教務委員会がこれに当たる。 
（２） 校外実習は教務主事主管のもとに各学科長が計画し，校長の許可を 

   得て実施する。 
６．学級担任の任務 
  学級担任は，教務委員会の方針に基づき，学生の指導及び校外実習機関と 
 の連絡に当たる。 
７．校外実習責任者の任務 

（１） 校外実習責任者は，原則として校外実習機関の配属先組織の単位の長 
   とする。 

（２） 校外実習の実施に当たり，校外実習機関における校外実習責任者とし 
て，指導計画を立て，その計画に基づいて校外実習中の指導を行い， 
終了後指導結果として別紙様式による校外実習証明書を作成し，校長に通知す

る。 
（３） 校外実習に関し，学校への希望事項等関連事項について連絡調整する。 

８．成績の評価 
  各学科長は，各学科毎に校外実習学生全員の校外実習報告書，校外実習証 
 明書が提出された後，速やかに校外実習報告会を開き，その報告状況を総合 
して成績の評価（合格，不合格）を行い，その結果を校長に報告する。 
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（出典：平成１８年度 「校外実習」授業ポートフォリオ）
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観点５－３－①： 成績評価・単位認定規定や進級・卒業認定規定が組織として策定され，学生

に周知されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，進

級認定，卒業認定が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 各科目の成績評価・単位認定や進級・卒業認定については，これらに関する規定が定められ，学生

にも周知されている。各ＨＲ教室には学生便覧が掲示され，いつでも学生は自ら成績評価・単位認定

や進級・卒業認定の基準を閲覧することが出来る（資料５－３－①－１）。 

 成績評価や単位認定は，科目担当教員がシラバス記載の基準によって行い，これに基づいて進級・

卒業認定会議において，進級認定および卒業認定が行われている（資料５－３－①－２）。 

 前期中間，前期末，後期中間の各定期試験においては，科目担当教員が授業時間において少なくと

も１回は学生個人に答案を返却し，得点状況や採点の疑義について個別に確認させている。また，学

年末試験においても，試験終了後には成績提出まで少なくとも数日の余裕時間を設定しており，テス

トの答案を確認させ，科目担当教員に異議申し立ての機会を保証している。 

 急病や入社試験等の理由で定期試験を受けられなかった学生には，所定の手続きによって追試験願

を教務係に提出することによって追試験が保証されており，その成績評価方法についても定められて

いる（資料５－３－①－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

各授業科目の成績評価・単位認定や進級・卒業認定については，その規定が教務委員会で策定され，

学生便覧に記載することで学生への周知が行われている。進級・卒業認定の実施については，科目担

当教員による点検体制が整備され，認定会議において適切に実施されている。 
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資料５－３－①－１ 成績評価，単位認定の規定，進級・卒業の規定 

 

教員の手引き 教務関係 第５章 評価・評定及び修得 

第１３条 学年総合成績の評価（１００点法）と評定，表記及び修得の関連は次のとおりとする。

不履修の成績評価は０点とする。 

成績評価 評定区分 成績表の表記 修得区分

８０点以上 ５ Ａ 

７０～７９点 ４ Ｂ 

６０～６９点 ３ Ｃ 

修 得 

５０～５９点 ２ Ｄ 準修得 

０～４９点 １ 記載せず 未修得 

    

０点 ０ 記載せず 不履修 

 

 

 

 

（出典：教員の手引き，平成１９年度 学生便覧）
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資料５－３－①－２ 教科ポートフォリオの中表紙 

 

 

（出典：教科ポートフォリオ）
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資料５－３－①－３ 追試験についての記述，追試験の規定 

 

高松工業高等専門学校学業成績の評価・評定並びに進級及び卒業の認定に関する規則 

第４章 試験 

第９条 追試験を受験しようとする者は，別紙様式による追試験願に証拠書類を添付のうえ，学

生課教務係に提出しなければならない。 

 

教員の手引き 教務関係 第４章 試験 

第９条 追試験を受験しようとする者は，別紙様式による追試験願に証拠書類を添付のうえ，学

生課教務係に提出しなければならない。 

 

（出典：平成１９年度 学生便覧，教員の手引き）
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観点５－４－①： 教育課程の編成において，特別活動の実施など人間の素養の涵養がなされる

よう配慮されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 人間性を豊かにするための特別活動及び特別活動の一環である学校行事について，学則で規定して

いる。特別活動は，各担任が年度当初に作成する年間計画表に基づき１年から３年までの時間割に組

み込まれ，１単位時間を５０分として総計９０単位時間を十分確保している（資料５－４－①－１）。 

 また，特別活動にキャリア発達支援に関する授業（ＯＢ・ＯＧの講話，適性検査，工場見学等）を

組み込み，３年間を通じて「キャリア概論」を単位認定することで，本校の目的である「課題解決の

実行力と豊かな創造力」，「論理的なコミュニケーション能力」に関する支援体制を整備している

（資料５－４－①－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

特別活動，学校行事，キャリア概論等の実施状況から，教育課程の編成において，人間の素養の涵

養がなされ，配慮されている。また，特別活動を設置基準で定められている９０単位時間を十分確保

されている。 
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資料５－４－①－１ 特別活動計画書，特別活動報告書，授業時間割 

 

（出典：特別活動計画書，特別活動報告書，授業時間割）
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資料５－４－①－２ キャリア概論のシラバス 

 

（出典：平成１９年度 シラバス）
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観点５－４－②： 教育の目的に照らして，生活指導面や課外活動等において，人間の素養の涵

養が図られるよう配慮されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 生活指導に関しては，学級担任会で配付された「学級担任のしおり」に基づいて学生主事，学生主

事補，担任を中心に学生指導を行っている。年間を通じて，通学方法調べ，服装・頭髪調べ，定期試

験後の成績会議を行い，綿密な生活指導が行える体制を整備している（資料５－４－②－１）。 

 課外活動については，本校の全教員が指導教員として配属され，クラブ運営，学業の支援，生活指

導にあたっている（資料５－４－②－２）。 

 また，各クラブの活動状況が把握できるようにweb上に登録管理され，教職員は学内から誰でも見

ることが出来る（資料５－４－②－３）。 

 普段のクラブ活動状況と指定公式大会等での成績より，学生会が次年度のクラブ活動費等を決定し

ている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

生活指導面においては，その組織的な指導体制が整備されており，関係教員が人間性の基本的素養

の涵養を目的として，学生指導にあたっている。 

 学生会と協力した課外活動においては，全教員の指導体制と活動の管理体制が整備され，学生達は

課外活動によって人間性を高めている。 

 以上のことから，教育の目的に照らして生活指導面や課外活動等において人間の素養の涵養がなさ

れるよう配慮されている。 
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資料５－４－②－１ 学級担任のしおり  

 

（出典：平成１９年度 学級担任のしおり）
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資料５－４－②－２ 学生会の各部・同好会顧問の一覧 

 

（出典：平成１８年度 学生会の各部・同好会指導教員）
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資料５－４－②－３ サイボウズのクラブ活動管理画面の一例 

（出典：サイボウズ 入力画面）



高松工業高等専門学校 基準５ 

- 192 -  

＜専攻科課程＞ 

観点５－５－①： 準学士課程の教育との連携を考慮した教育課程となっているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校の専攻科ではコース制を敷いており，専攻科機械電気システム工学専攻の機械工学コース，電

気情報工学コース，制御情報工学コースは，準学士課程のそれぞれ機械工学科，電気情報工学科，制

御情報工学科に，また，専攻科建設工学専攻は準学士課程の建設環境工学科に，技術者教育プログラ

ムを通じて密接に連携している（資料５－５－①－１）。 

 シラバスの冒頭に準学士課程と専攻科課程を通した授業科目系統図を掲載しており（資料５－５－

①－２），また，個々のシラバスにおいても，関連科目として学士課程の授業科目名も明示している

（資料５－５－①－３）。 

 準学士課程の各学科から進学した学生に対して，選択科目決定のガイドラインとなるようにコース

別の選択必修科目分類表を明示している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

専攻科の教育課程は，準学士課程の教育と連携を考慮して，準学士課程における一般基礎，教養，

情操教育および専門基礎教育の上に，専攻科の一般文系，理系科目および専門科目が系統的に適切に

配置され，準学士課程より発展させるようになっていることから，準学士課程の教育との連携を考慮

した教育課程である。 
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資料５－５－①－１ 学科～専攻科の技術者プログラム関連図 

 

（出典：高松工業高等専門学校ホームページ）
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資料５－５－①－２ 学科～専攻科の授業科目系統図 

 

 

（出典：平成１９年度 本科シラバス（建設工学科）
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資料５－５－①－３ 専攻科のシラバスで，関連科目に本科の科目名が明示されたもの 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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観点５－５－②： 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置（例えば，必修科目，選択科

目等の配当等が考えられる。）され，教育課程が体系的に編成されているか。

また，授業の内容が，全体として教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的

を達成するために適切なものになっているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校専攻科の科目は教養科目，工学基礎科目，専門科目の３群で構成され，前２者は全コース共通

である。両専攻とも科目の多くを第１学年に配置し，第２学年では特別研究の比率を多くするという

傾斜型の科目配置となっている（資料５－５－②－１）。学士課程を含めた各コースの科目関連のな

かで，第１学年に工学基礎科目の多くと基礎的な専門科目（実験・実習科目も含めて）を配置し，第

２学年に応用的な科目を配置している（資料５－５－②－２）。 

 専攻科の「修了時に身につけるべき資質・学力」を最終的な到達点として，第１学年，第２学年の

各科目の内容を段階的に定め（資料５－５－②－３），シラバスに明示している（資料５－５－②－

４）。 

 職業に必要な能力の育成についての体系性を見ると，全専攻ともに第１学年で実験・実習科目を配

置している（資料５－５－②－１）。 

 本校の目的「論理的なコミュニケーション能力」に沿って英語教育を見ると，実践的な総合英語力

を重視した実践英語と，専門分野の英語論文の読解と作成を念頭に置いた工業英語を第１学年に配置

し，専門性の向上や実用上の英語力の育成を図る科目構成としている（資料５－５－②－５，６）。 

 本校の目的「広い視野と技術者としての倫理観」に沿って見ると，経営論，技術者倫理，及び知的

財産権を第１学年に配置し，豊かな人間性の育成を図っている。また，その他の教養科目や工学基礎

科目，特別研究等においても，技術者として社会へ貢献する意識と展望といった視点をその内容に組

み込んでおり，個々の授業においては，具体的な題材の選択等に反映させている。 

 本校の目的「科学技術の基礎知識と応用力」に沿って見ると，第１学年では現代物理学，応用物理

学，物理化学，数学特論Ⅰ・Ⅱといった科学技術に関する基礎・基本となる工学基礎科目と基礎専門

科目を配置し，より広い応用力を身につけさせる科目を第２学年にも配置している。 

 本校の目的「課題解決の実行力と豊かな創造力」に沿って見ると，両専攻ともに第１学年で実験・

実習科目を配置している。また，輪講や演習を開講し，２年間を通して特別研究を配置している。 

 また，コース別に見ると，機械工学コースでは，コース独自の目的である「機械工学をベースとし

た幅広い知識を身につけ，自主的，継続的に技術的問題に取り組み，創意工夫して実践することがで

きる」ように，数学，力学などの機械工学に関する基礎知識に加え，先端技術であるCAD/CAM（コン

ピュータ支援設計／製造)およびCAE（コンピュータ支援技術），機械制御技術，情報処理技術などの

科目をカリキュラム全体に取り入れ，工学全般にアプローチできる機械技術者を育成するよう配置し

ている。 

 電気情報工学コースでは，コース独自の目的である「電気電子・情報通信分野を対象とした専門知

識と，それによる論理的な思考力と工学的な応用力を身につける」ように，高度な電気・情報専門科

目や学際的専門科目，各種実験などを重ねる。そして，一貫した電気・情報関連の研究テーマを追求

することにより，社会の要請に応えられる自発的問題解決能力と創造的技術開発能力を身につけられ

るよう配置している。 
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 制御情報工コースでは，コース独自の目的である「機械工学，電子工学及びコンピュータ制御技術

に関する専門知識と，それをメカトロニクス分野のモノづくりに応用する力を身につける」ように， 

メカトロニクスやその周辺分野に関する高度な知識や技術の修得を行う。モノづくりの技術課題を解

決することで，自ら計画を立て行動する自発的問題解決能力を養い，従来の発想にとらわれない創造

的技術開発能力を持つ高度な実践的技術者を育成するよう配置している。 

 建設工学コースでは，コース独自の目的である「構造物の耐震・耐久設計，防災・リサイクル・情

報・環境等の技術に関して，準学士課程よりもさらに詳しい学力と知識を身につける」ように，建設

構造物の耐震・防災対策に関するより高度な設計能力を修得することはもちろん，リサイクルや環境

保全に関する知識や関心を持ち，建設構造物が社会や自然に及ぼす影響を正しい責任感，倫理観をも

って判断できる新しい技術者を育成するよう配置している（資料５－５－②－７，８）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

専攻科の教育目的に照らして，修了時の到達目標を具体的に定めた上で，各授業科目を各学年に適

切に配置している。また，目標に到達するために段階的な履修が可能となるよう授業科目の内容を決

定している。 

 以上のことから，本校の専攻科課程では，教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに適切に配

置され，教育課程の体系性が十分確保されている。また，授業の内容が，全体として教育課程の編成

の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっている。 
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資料５－５－②－１ 機械電気システムと建設工学の各専攻の授業科目一覧(1/2) 
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（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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資料５－５－②－２ 各コースの科目系統図例 

（１）機械工学コース 

 

（２）メカトロニクスプログラム 

 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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資料５－５－②－３ 「修了時に身につけるべき学力や資質･能力」と科目内容の対応 

 

「修了時に身につけるべき学力や資質･能力」 

（Ａ）広い視野と技術者としての倫理観（倫理） 

（Ｂ）科学技術の基礎知識と応用力（知識） 

（Ｃ）課題解決の実行力と豊かな創造力（実行力） 

（Ｄ）論理的なコミュニケーション能力（コミュニケーション） 

 

 

（出典：教務委員会資料）
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資料５－５－②－４ 専攻科シラバスの「学習・教育目標との関係」の記述部分 

 

（出展：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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資料５－５－②－５ 科目系統図 

 

（出典：平成１９年度 シラバス）
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資料５－５－②－６ 英語科の目標と英語のシラバスでの記述 

［英語科の目標］ 

 専攻科課程 

学習・教育目標 

（Ｄ）論理的なコミュニ

ケーション能力（コミュ

ニケーション） 

物事を論理的に考え，それを日本語により文章

と口頭で表現できる。英語による基本的な記

述，表現が行える語学力を身につける。 

[シラバス例] 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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資料５－５－②－７ 建設工学コースにおける科目配置 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス（建設工学コース））
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資料５－５－②－８ 専攻科シラバスにおける準学士課程の関連科目の記述 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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観点５－５－③： 学生の多様なニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課

程の編成（例えば，他専攻の授業科目の履修，他高等教育機関との単位互換，

インターンシップによる単位認定，補充教育の実施等が考えられる。）に配慮

しているか。 

 

（観点に係る状況）  

近隣の香川大学，及び大阪大学との単位互換協定や教育研究協定をそれぞれ結び，単位認定や交

流を行っている（資料５－５－③－１，２）。 

海外語学研修制度について平成１８年度よりオーストラリアの大学付属語学学校と協定を締結し，

主に専攻科１年生の夏休みに希望者に対して３週間程度実施している（資料５－５－③－３）。 

主として専攻科１年生に学外実習としてインターンシップを実施し，その単位認定を行っている

（資料５－５－③－４）。 

必要であれば，科目等履修生制度を利用して準学士課程の授業を履修することができる（資料５

－５－③－５）。外国人留学生の進学者は，専攻科創設以来まだいないので，特別なカリキュラムを

組んだ実績はない。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

科学技術の進展により隣接分野やより高度な内容を扱う必要が高まったことから，大学との単位互

換を行っている。また，必要性が高まる国際化への対応として，海外語学研修で修得した単位認定制

度も整備している。また，実務や学生のニーズへの対応として，学外実習によるインターンシップの

活用も行っている。これらはともに，専攻科の教育目的「論理的なコミュニケーション」，「課題解

決の実行力と豊かな創造力」に沿ったものである。 

 以上のことから，本校の専攻科においては，学生のニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に

対応した教育課程の編成に十分配慮している。 
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資料５－５－③－１ 香大，阪大との単位互換協定，教育研究協定 

 

 

（出典：文教ニュース H16.4.14，H17.3.17，香川大学・大阪大学との協定書，高専だより 94 号）
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資料５－５－③－２ 他大学の単位互換取得者の実績 

 

（出典：学生課資料）
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資料５－５－③－３ 海外英語演習の概要と認定者数 

 

高松工業高等専門学校学生海外派遣助成制度について 

平成 18 年１月 10 日

校長裁定

（目的） 

第１ 高松工業高等専門学校（以下「本校」という｡)の学生を母国語を英語とする国に派遣し，

語学研修へ参加させるとともに異文化の人々との生活を実体験させることにより，国際社会で活

躍できる技術者になるための一助とすることを目的とする。 

（派遣学生） 

第２ 派遣する学生（以下「派遣学生」という｡)は，本校に在籍する本科４，５年生および専攻

科生とし，心身ともに健全で向学心があり，学力に優れ，日常の学生生活が他の学生の模範とな

る者とする。 

（派遣先） 

第３ 派遣先は，治安が良好な国及び地域にあり，短期語学研修制度等により，他国の学生を積

極的に受け入れている機関とする。 

（派遣時期及び期間） 

第４ 派遣する時期は，通常の教育課程に影響の少ない長期休業中とし，派遣する期間は，３週

間程度とする。 

（派遣に関する助成） 

第５ 派遣に関する費用は，本人負担の他，別に定めるところによる奨学金を派遣費用の一部と

して助成する。 

（派遣の申請） 

第６ 派遣を希望する者は，所定の願書により，校長に願い出るものとする。 

（派遣学生の選考等） 

第７ 派遣学生は，15 名以内を国際交流委員会の議を経て，校長が決定する。 

（報告書の提出） 

第８ 派遣学生は，帰国の日から１か月以内に派遣報告書を国際交流委員会委員長を経由して校

長に提出するものとする。 

（単位認定） 

第９ 派遣学生に対する単位の認定については，別に定める。 

（事務） 

この要項に基づく学生の海外派遣に関する事務は，学生課において処理する。 

 

※平成１８年度 参加者数：２名 

（出典：サイボウズ「海外派遣助成制度」）

 



高松工業高等専門学校 基準５ 

- 211 -  

資料５－５－③－４ 学外実習先と認定者数の一覧 

 

 ※例えば，平成１８年度には２名の学生が学外実習に派遣され，両名とも認定された。 

（出典：平成１６～１８年度 学外実習先一覧（教務係資料））
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資料５－５－③－５ 専攻科生の科目等履修生の実績 

 

 平成１８年度 １名 

 平成１９年度 １名 

 

 

（出典：教務係資料）
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観点５－６－①： 教育の目的に照らして，講義，演習，実験，実習等の授業形態のバランスが

適切であり，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされて

いるか。（例えば，教材の工夫，少人数授業，対話・討論型授業，フィールド

型授業，情報機器の活用等が考えられる。） 

 

（観点に係る状況）  

 専攻科の目的である「精深な程度において工業に関する高度な専門的知識と技術を教授し，その研

究を指導する」に照らして，専門科目の修得を目的とした科目では，より専門的な知識から高いレベ

ルの実践力までの修得を幅広くカバーするために，授業形態として講義，演習，実験・実習の全てが

採用されている。第１学年では知識の修得を行う講義科目とし，第２学年では，より専門的な高いレ

ベルを教授する講義科目，及び特別研究による実践力・創造力の育成を図るという構成になっている。 

 職業上の能力の育成に関する科目としては，実験実習科目が第１学年に配置されている。これらの

実施を可能とする専門的知識を教授するために，講義，演習，実験実習といった科目のバランスが適

切である（資料５－６－①－１）。 

 学校の教育の目的に沿った学習指導法では，情報機器を使用した様々な授業が展開できるマルチメ

ディア室，ミックスメディア室，コンピュータサイエンスセンターを活用して，計算演習，プレゼン

テーション，対話・討論，ビデオ，e-learningなど幅広い授業形態の工夫が実践されている（資料５

－６－①－２，３）。 

 また，外部から招聘した非常勤講師による授業も行っており，各専攻とも少人数教育のきめ細かい

教育体制が整備されている（資料５－６－①－４，５）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

専門科目の修得，職業上の能力，加えてそれぞれの教育の目標を達成するために，講義，演習，実

験実習を適切に組み合わせて，授業の目的とする能力等を身に付けさせる工夫を行っている。また，

一般，専門，専攻，コースの区分を超えて学習指導等の工夫を行っている。以上のことから，本校の

専攻科課程では，教育の目的に照らして，講義，演習，実験実習等の授業形態のバランスが適切であ

り，それぞれの教育内容に応じた適切な学習指導法の工夫がなされている。 
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資料５－６－①－１ 専攻科の講義，演習，実験実習別の割合を示すグラフ 

 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

(単位数)

比
率
(
%
) 演習

実験実習

講義

演習 2 2

実験実習 10 10

講義 40 12

AC-１年 AC-２年

 

（出典：平成１９年度 シラバスより集計（建設工学専攻分））
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資料５－６－①－２ マルチメディア室，ＣＳセンターの専攻科の使用状況 

 

 ※図中，■がマルチメディア室，ＣＳセンターの専攻科の使用。 

（出典：平成１９年度 授業時間割）
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資料５－６－①－３ e-learning 教材のＣＲＴ画面 

 

 

（出典：webclass のパソコンＣＲＴ画面）
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資料５－６－①－４ 平成１９年度 前期 専攻科の非常勤講師の授業一覧 

 

①経営論 
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②技術者倫理 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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資料５－６－①－５ 平成１９年度専攻科の科目ごとの受講生数一覧 

 

（出典：サイボウズ掲示 教務資料）

 



高松工業高等専門学校 基準５ 

- 220 -  

観点５－６－②： 創造性を育む教育方法（ＰＢＬなど）の工夫やインターンシップの活用が行

われているか。 

 

（観点に係る状況）  

 創造性を育む教育方法として，技術者が経験する実務上の問題点と課題を理解し，適切に対応する

基礎的な能力を養成する科目として「特別研究」を活用している。特別研究では，第１学年末に中間

報告会を全員に課している。これは，それまでの研究の中間報告書をとりまとめる，発表会によって

指導教員以外の複数の教員，専攻科生から質疑応答や評価を受ける。そして，最終的な特別研究論文

のとりまとめと報告会での発表による専攻科修了に向けて，ステップアップできるように配慮されて

いる（資料５－６－②－１）。 

 また，学会等において２年間で少なくとも１回以上の学術講演を行うことを課しており，経済面か

らも援助がなされている。これによって，広く外部からも研究面での客観的な評価を受けることにな

る（資料５－６－②－２）。 

 実践的教育の一環について，インターンシップとして学外実習を第１学年で実施している。当該年

度以前の受入企業の一覧を配布し，学生の多様なニーズに対応するようにしている。学外実習に派遣

された学生は，実施報告書を提出するとともに，報告会を行って複数教員から評価を得ることで，公

平な評定を行い単位認定している（資料５－６－②－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

具体的な創造性を育む教育方法として，特別研究，学会発表等が活用され，複数の教員による中間

報告会の実施，特別研究論文の作成，最終発表会など工夫がなされている。 

 インターンシップとして学外実習を実施し，活用されている。 
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資料５－６－②－１ 平成１８年度専攻科中間報告会，特別研究報告会プログラム 

 

平成 18 年度 機械電気システム専攻 1 年 特別研究中間発表プログラム 

 

平成 19 年 3 月 14 日 13:10 より  （発表 10 分、質疑 5 分で進行いたします） 

 

第１会場： 大講義室 西側 （専攻科棟４階） 

１３：１０ ～ １４：1０  司会： 酒井 孝                                    

（コース） （指導教員）  

1-1  川 西   毅 傾斜ダイスによる湾曲矩形管の成形解析                       

機械   木原 茂文 

1-2  岡 田 直 人 Ａ  ＲＢ法により結晶粒微細化した各種鋼板の曲げ加工にともなう

結晶方位の変化 

                                                                                    

機械   酒井  孝 

1-3  笠 井 信 三 付加価値を有する転写技術の確立                             

機械   酒井  孝 

1-4  吉 田 慶 介 冷間強ひずみ加工した純アルミニウムおよび純銅のスプリングバッ

クと結晶方位 

                                                                                    

機械   酒井  孝 

 

１４：１５ ～ １５：００  司会： 酒井 孝 

1-5  吉 林 拓 也 T iN 薄膜被覆ステンレス鋼の疲労挙動に対する考察             

機械   福井 智史 

1-6  安 藤 知 晃 上体を考慮したコンパス型歩行ロボットの歩容生成             

機械    吉永 慎一 

1-7  原 田 敏 司 アクティブ振動制御法を用いた直流モータの振動抑制            

機械   吉永 慎一 

 

第２会場： 大講義室 東側 （専攻科棟４階） 

１３：１０ ～ １４：１０  司会： 吹田 義一 

2-1  藤 澤   祥 健常者のための階段昇降補助装置の製作                        

制御   由良 諭 

2-2  赤 松 祐 介 時間割作成を支援するシステムの開発                     

制御   徳永 秀和 

2-3  川 本 裕 太 強化学習による RoboCup サッカーエージェントのパス行動学習    

制御   徳永 秀和 

2-4  濱   達 也 遺伝的プログラミングによる Robocode プレーヤーの進化         

制御   徳永 秀和 

 

１４：１５ ～ １５：１５  司会： 吹田 義一 

2-5  十 川 弘 樹 宇宙ＧＨＴＡ溶接法による模擬宇宙環境でのアルミニウム管の突合

わせ溶接実験 

                                                                                    

制御    吹田 義一 

2-6  三 谷 健 太 宇宙 DL 法によるステンレス鋼の溶加ワイヤ供給突合わせ溶接実験 

制御   吹田 義一 

2-7  中 川 智 仁 ステッピングモータを用いた回転型倒立振子の安定化            

制御    平岡 延章 
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2-8  古 市 和 裕 ステッピングモータのトルク駆動法とトルク特性                

制御    平岡 延章 

 

 

 

平成１８年度 高松工業高等専門学校 専攻科 

  建設工学専攻  特別研究中間発表会プログラム  

 

１．開催日時  平成１９年３月１９日（月） １５：００～１７：０５  

 

２．開催場所  高松工業高等専門学校 専攻科棟２Ｆ 講義室  

 

３．プログラム (発表時間：１５分，質疑応答：１０分)  司会：竹下治之 

 

（１）15:00-15:25  廃棄瓦を有効利用したプレミックスモルタルの開発               ・・・

・・・上田聡史  

（２）15:25-15:50  多用途破砕機のチエーン形状が粉砕特性に及ぼす影響             ・・・

・・・ 柿原貴一  

（３）15:50-16:15 硬質ウレタンを付着した鋼板の振動特性に関する解析              ・・・

・・・ 仙波文裕  

（４）16:15-16:40  ガラス繊維シートを用いたか統制プレキャストコンクリート製品の接合法の

開発 

                                                                                 ・・ ・

・・・谷川幸平  

（５）16:40-17:05   鋼製金具で連結した大型ブロック積み擁壁模型の動的挙動         ・・・

・・・渕 靖文  

      ※ 多くの皆さんのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

 

 

 

 

   平成 18 年度 特別研究発表審査会プログラム 

開催日： 3 月 1 日（木）、13:10 開始 （発表 15 分、質疑応答 5 分 で進行いたしま

す） 
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主査 副査 副査

1-1 大　谷　雅　人
宇宙ステーション軌道圧力での半導体レーザ
突合せ溶接実験

吹田 山内 平岡

1-2 大　原　将　広
模擬宇宙環境でのアルミニウム管の宇宙ＧＨＴ
Ａ溶接実験

吹田 山内 十河

1-3 五　味　智　紀 予混合圧縮自着火エンジンの多次元数値解析 小島 山内 木原

1-4 鎌　田　卓　治
対象物の外形認識を行う視覚センサシステム
の開発

十河 山内 平岡

1-5 中　原　久　登 DSPを用いた回転型倒立振子の安定化制御 十河 由良 逸見

主査 副査 副査

2-1 安　井　孝　児
3次元CGを用いたアニメーション提示速度の検
討

重田 原囿 本田

2-2 弓　山　直　輝 フィーディング・バズ音による反響定位の分析 原囿 本田 重田

2-3 上　田　将　博 試聴実験による反響定位要因の検討 原囿 本田 重田

2-4 仲　田　圭　佑
PFM方式によるディジタル電力増幅器の試作と
評価

樋口 重田 山内（兵
庫県立大）

2-5 松　村　優　樹
圧電スピーカを用いたD級アンプシステムの試
作と評価

樋口 重田 山内（兵
庫県立大）

主査 副査 副査

3-1 今　城　　　司 酸化亜鉛を用いた光触媒リソグラフィー 岡野 鹿間 荻原

3-2 尾　﨑　祐　輔
Xerogelを蒸着源とした真空蒸着法による酸化
ニオブ薄膜の作製

岡野 鹿間 加藤

3-3 谷　口　隼　一
神経振動子を用いた二次元ホッピングロボット
の跳躍移動パターン生成

漆原 太良尾 由良

3-4 渡　辺　梨　恵
EAS装置内における磁界の定量化及び人体モ
デル内誘導電流の解析

太良尾 由良 漆原

3-5 新　開　一　広
温度特性の異なる液晶材料を用いた回折光学
素子の作製と光学特性解析

荻原 鹿間 岡野

3-6 廣　苅　拓　也
高分子分散型液晶を用いた画像情報のホログ
ラム記録

荻原 鹿間 本田

第３会場：　大講義室　東側　（専攻科棟４階）
１３：１０　～　１５：１０　　司会：　荻原　昭文、　漆原　史朗

第１会場：　ミックスメディア（専攻科棟２階）　　

１３：１０　～　１４：５０　　司会：　吹田　義一、　酒井　孝

第２会場：　大講義室　西側　（専攻科棟４階）

１３：１０　～　１４：５０　　司会：　樋口　弘志、　本田　道隆

 
 

 

           平成１８年度 高松工業高等専門学校 専攻科 

       建設工学専攻  特別研究発表審査会プログラム 

 

１．開催日時  平成１９年３月１日（水） １３：３０～１５：００ 

 

２．開催場所  高松工業高等専門学校 専攻科棟２Ｆ 講義室 

 

３．プログラム (発表時間：２０分，質疑応答：１０分)  司会：竹下治之 

  

（１）１３：３０～１４：００  コンクリート用粗骨材の粒形改善に関する研究                    ・・・

・井川理智  

（２）１４：００～１４：３０  豪雨災害時における崖崩れ発生と住民対応行動の特性分析        ・・・

・藤川直毅 

（３）１４：３０～１５：００ 香川県内橋梁に関する損傷度データベースの作成と損傷状況の考察  ・・・

・光畑英樹 

 

（出典：全教員に配信されたメール添付資料）
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資料５－６－②－２ 専攻科の学会発表補助規定，学会発表の補助の実績 

 

 

 

（出典：専攻科委員会資料，教育後援会学会発表補助費支払実績）
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資料５－６－②－３ 学外実習資料（シラバス） 
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 学外実習資料（学外実習実施要項） 
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 学外実習資料（実施報告書の一例） 

 

 

（出典：平成１８年度 「学外実習」授業ポートフォリオ）
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観点５－６－③： 教育課程の編成の趣旨に沿って，シラバスが作成され，事前に行う準備学習，

教育方法や内容，達成目標と評価方法の明示など内容が適切に整備され，活用さ

れているか。 

 

（観点に係る状況）  

 教育課程の編成の趣旨に沿って，専攻科委員会がシラバスを改善しており，様々な情報が記載され

るようになった。学習目標，進め方，学習内容，合格基準，評価方法，学習・教育目標との関係を明

記している。学習項目の欄には各項目毎の時間数を記載し，合格基準を満たすための学習保証時間が

分かるようになっている。なお，学習・教育目標は，学生が修了時に身につけるべき学力や資質・能

力に基づいている。 

 シラバスは，専攻科生全員に配布されて活用されている。授業の最初の時間には，学生に当該科目

のシラバスを改めて全員配布して，授業内容と評価方法などを周知するガイダンスを行うことにして

いるこのことは，シラバスの学習項目に「ガイダンス」という記述が多く見られることでも分かる

（資料５－６－③－１）。 

学生のシラバスの利用状況について，マークシート形式の授業評価アンケート回答項目の中にシ

ラバスに関する項目を設定しその結果をカードリーダーで集計し，教員にフィードバックしている

（資料５－６－③－２）。 

 専攻科学生用シラバス・手引きには，１単位時間は５０分を標準とし，４５時間の学修を必要とす

る内容で構成していることを明示している（資料５－６－③－３）。 

 シラバスどおりに講義が行われたかについては，各科目ごとにポートフォリオを作成し，各時間に

おける実施項目，配布物，レポート，レポートの模範解答，定期試験等を残すようなシステムを平成

１７年度より構築している。これらの情報は学内全てのものが一括して資料室に集められており，全

教員は所定の資料室に入ることが可能で，いつでも自由に閲覧することが出来る（資料５－６－③－

４）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

教育課程の編成の趣旨に沿って，教育方法や内容，達成目標，評価方法等が記載されたシラバスが

作成され，教員及び学生に活用されている。１単位時間は５０分を標準とし，４５時間の学修を必要

とする内容で構成していることを明示している。専攻科課程における教育の目的との関連が記載され

ている。また，シラバスどおりに講義が実施されていることが確認できる。 
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資料５－６－③－１ シラバスの具体例…学習項目に「ガイダンス」と入っているもの 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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資料５－６－③－２ 授業評価アンケート（専攻科１９年度後期） 

 

 

授業評価項目 

 

※以下、担当教員が指定するＡ，Ｂいずれかの各項目について、回答して下さい。 

 

Ａ 座学の評価項目 

 
 １．授業で身につける内容は将来技術者として仕事をする上で有用であると思われる。 
 ２．授業の進め方や説明は分かり易く行われている。 
 ３．この授業を通じて，知識・技術への関心と興味を増すことが出来た。 
 ４．授業の進め方，話し方，黒板の使い方等で，教員の配慮や工夫が感じられた。 
 ５．総合的に判断して、この授業に何点をつけますか。５段階評価で評点をつけてください。 

 ６．この授業全般、専攻科全体の授業および現状などについて感じていることを，マークシー

トの裏面に自由に書いてください。 

 

 

Ｂ 実験実習系の評価項目 

 

１．この実験実習の内容は将来技術者として仕事をする上で有用であると思われる。 

２．この実験実習において，教員（技術職員）からの説明や指導は適切であった 

３．この実験実習を通じて，知識・技術への関心と興味を増すことが出来た。 

４．この実験実習中において，内容，説明，進め方で教員の配慮や工夫が感じられた。 

５．総合的に判断して、この授業に何点をつけますか。５段階評価で評点をつけてください。 

６．この授業全般、専攻科全体の授業および現状などについて感じていることを，マークシート

の裏面に自由に書いてください。 

 

 

〇 実験・実習Ⅰ･Ⅱ等，前後期繋がる科目は合わせて評価記載して下さい。 

〇 複数教員が分担して担当する科目の場合は，全般的平均的評価を記載し，個別教員(テーマ)

について記載すべき意見等があれば，設問６（マークシート裏面）に記載して下さい。 

 

（出典：平成１８年度後期 専攻科授業評価実施要領）
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資料５－６－③－３ 専攻科シラバスの「授業と単位」 

 

 

 IV 履修要領 

１ 授業科目，修了要件，単位 

（１）修了年限と要件 

        - - - - - 

      （中略） 

        - - - - - 

（２）授業時間と単位 

 ① １単位時間は５０分を標準とし，４５時間の学修を必要とする内容で構成してい 

  ます。 

    ・講義：１５時間で１単位 

    ・演習：３０時間で１単位 

    ・実験・実習・特別研究・学外実習：４５時間で１単位 

 ② 従って，講義,･演習については，自学自習が必要になります。 

（３）授業の履修 

 ① 別表の専攻別カリキュラム表を参考に授業開始から２週間後までに所定の様式で 

  履修の登録をしてください。｛IV の６（１）履修手続きを参照｝ 

 ② 特別研究については，IV の３を参照。 

 ③ 学外実習については，IV の４を参照。 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバスの「授業と単位」p.2）
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資料５－６－③－４ 専攻科のポートフォリオ中の授業実施記録の一例 

 

（出典：専攻科授業ポートフォリオ）
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観点５－７－①： 専攻科で修学するにふさわしい研究指導（例えば，技術職員などの教育的機

能の活用，複数教員指導体制や研究テーマ決定に対する指導などが考えられ

る。）が行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

 学校教育法上の専攻科の目的である「精深な程度において工業に関する高度な専門的知識と技術を

教授し，その研究を指導する」や，学校の目的である「課題解決の実行力と豊かな創造力」，「論理

的なコミュニケーション能力」に照らして，ふさわしいテーマを指導教員が提示し，学生に選択させ

ている。 

 指導体制として学位を持った主指導教員（主査）と副指導教員（副査）の２人（または３名）によ

る指導体制を行っている（資料５－７－①－１）。 

 特別研究では１年生修了時点で中間発表，および２年生修了時点で最終報告会を実施し，ともに論

文を作成させている。最終報告会は，地域の関係者にも開かれたものである（資料５－７－①－２）。 

 ２年間の修業年限の中で学会発表が推奨されており，学校としても学会発表参加への経済的補助を

行っている（資料５－７－①－３，４）。 

 専攻科創設以来，専攻科修了生は大学評価・学位授与機構による学士（工学）の審査を受審し，合

格している。 

 技術職員も教員の補助に参画し，教育的機能を果たしている（資料５－７－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

学校教育法上の専攻科の目的や学校の教育の目的に照らして，複数の教員による研究指導が整備さ

れ，学内の発表会の実施，及び学外での学会発表の推奨，大学評価・学位授与機構での学士取得，技

術職員による教育的機能の活用など，専攻科で修学するにふさわしい体制が整えられている。 
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資料５－７－①－１ 平成１８年度２年生特別研究テーマと指導教員一覧表 

 

 

 

（出典：専攻科委員会資料）
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資料５－７－①－２ 平成１８年度建設工学専攻の中間発表プログラム，最終報告会プログラム 

 

 

平成１８年度 高松工業高等専門学校 専攻科 

  建設工学専攻  特別研究中間発表会プログラム  

 

１．開催日時  平成１９年３月１９日（月） １５：００～１７：０５  

 

２．開催場所  高松工業高等専門学校 専攻科棟２Ｆ 講義室  

 

３．プログラム (発表時間：１５分，質疑応答：１０分)  司会：竹下治之 

 

（１）15:00-15:25  廃棄瓦を有効利用したプレミックスモルタルの開発               ・・・

・・・・上田聡史  

（２）15:25-15:50  多用途破砕機のチエーン形状が粉砕特性に及ぼす影響             ・・・

・・・ 柿原貴一  

（３）15:50-16:15 硬質ウレタンを付着した鋼板の振動特性に関する解析              ・・・

・・・ 仙波文裕  

（４）16:15-16:40  ガラス繊維シートを用いたか統制プレキャストコンクリート製品の接合法の

開発 

                                                                                 ・・ ・

・・・ 谷川幸平  

（５）16:40-17:05   鋼製金具で連結した大型ブロック積み擁壁模型の動的挙動         ・・・

・・・  渕 靖文  

      ※ 多くの皆さんのご参加をお待ちしております。 

 

 

 

      平成１８年度 高松工業高等専門学校 専攻科 

       建設工学専攻  特別研究発表審査会プログラム 

 

１．開催日時  平成１９年３月１日（水） １３：３０～１５：００ 

 

２．開催場所  高松工業高等専門学校 専攻科棟２Ｆ 講義室 

 

３．プログラム (発表時間：２０分，質疑応答：１０分)  司会：竹下治之 

  

（１）１３：３０～１４：００  コンクリート用粗骨材の粒形改善に関する研究                    ・・・

・井川理智  

（２）１４：００～１４：３０  豪雨災害時における崖崩れ発生と住民対応行動の特性分析        ・・・

・藤川直毅 

（３）１４：３０～１５：００ 香川県内橋梁に関する損傷度データベースの作成と損傷状況の考察  ・・・

・光畑英樹 

 

（出典：全教員に配信されたメール添付資料）
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資料５－７－①－３ 学会発表を推奨する専攻科シラバスの記述 

 

 

Ｉ 高松高専専攻科について 

  本校専攻科には，機械電気システムエ学専攻と建設工学専攻の２専攻があります。機械電 

 気システムエ学専攻は，本科の３学科に対応した機械工学コース，電気情報工学コースお 

 よび制御情報工学コースがあり，建設工学専攻には建設環境工学科に対応した建設工学コー 

 スがあります。 

 １ 高松高専専攻科は，「HI 学習・教育目標」に明示した実践的技術者教育を行います。 

 ２ 自発的問題解決能力，創造的技術開発能力を持つ実践的技術者を育成するために特別研 

  究は特に重要な科目です。そのために，１学年から密度の濃い研究指導が行われます。 

 ３ 研究面では，学会等において少なくとも１回以上の学術講演を行うとともに，査読付き 

  論文に投稿することを目標にしています。 

 

Ⅱ 規則・規程について 

        - - - - - 

      （以下略） 

        - - - - - 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバスの「高松高専専攻科について」p.1）
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資料５－７－①－４ 平成１８年度教育後援会によって補助された学会発表 

 

 

（出典：専攻科委員会資料，教育後援会学会発表補助費支払実績）
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資料５－７－①－５ 平成１８年度に技術支援室に申請された専攻科関係の支援要請リスト 

 

年度 支援要請書 授業計画要請書 研究活動支援要請書 業務実績 合計 

平成１８年度 2 4 4 8 18 

平成１９年度 1 5 4 1 11 

※平成１９年度は５／２８現在。

 

 

 

（出典：技術支援室資料）



高松工業高等専門学校 基準５ 

- 239 -  

観点５－８－①： 成績評価・単位認定規定や修了認定規定が組織として策定され，学生に周知

されているか。また，これらの規定に従って，成績評価，単位認定，修了認定

が適切に実施されているか。 

 

（観点に係る状況）  

 各科目の成績評価・単位認定や修了認定については，これらに関する規定が定められ，学生にも周

知されている。全専攻科生には学生用手引き・シラバスが配布され，いつでも学生は自ら成績評価・

単位認定や修了認定の基準を参照することが出来，オリエンテーションでも解説している（資料５－

８－①－１）。 

 成績評価や単位認定は，科目担当教員がシラバスの記載に従って行っており，その結果は教務係と

専攻主任による点検の後，これに基づいて修了認定会議が専攻科委員の教員出席のもと開催され，修

了認定が行われ，適切に実施されている（資料５－８－①－２）。 

 各学期途中で中間試験を実施した場合は，各教員が授業時間において少なくとも１回は学生個人に

答案を返却し，得点状況や採点の疑義について個別に確認させている。また，期末試験においても，

試験終了後には成績提出まで少なくとも数日の余裕時間を設定し，その間に学生が各教科担当の教員

にテストの答案を確認し，意見申し立ての機会が保証されている（資料５－８－①－３） 

 急病や入社試験等の理由で定期試験を受けられなかった学生には，所定の手続きによって追試験願

を教務係に提出することによって受験することが出来，その成績評価方法についても定められている

（資料５－８－①－４）。 

 １単位の履修時間は，授業時間以外の学習を合わせて４５時間であることは，学生用手引きに明示

され周知されている（資料５－８－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

各科目の成績評価や単位認定は，学生への周知を含めて適切に行われている。修了認定については，

その規定が専攻科委員会で策定され，学生用手引き・シラバスにも記載することで学生への周知が行

われている。認定の実施については，複数の点検体制が整備され，科目担当教員および認定会議にお

いて適切に実施されている。 
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資料５－８－①－１ 成績評価，単位認定の規定，修了の規定，成績評価・単位認定・修了認定 

                    基準 

 

Ⅳ 履修要件 

１ 授業科目，修了要件，単位 

（１） 修了年限と要件 

① ２年，ただし最高４年まで。 

② カリキュラムを参考にして，修了に必要な次の単位数（合計６２単位）を修得してくださ

い。 

    教養科目（必修科目＋選択科目）＋工学基礎科目（必修科目＋選択科目）で１６単位 

    専門科目（必修科目＋選択科目）で４６単位 

  専攻科修了に必要な授業区分別修得単位 

開設単位数 修得すべき単位数 
区分 

必修 選択 合計 必修 選択 合計 

教養科目 4 4 8 4

工学基礎科目 4 16 20 4
8 以上 16 以上

機械電気システム工学専攻 24 56 80 24 22 以上 46 以上専門 

科目 建設工学専攻 20 30 50 20 26 以上 46 以上

 

６ 履修手続き，試験，成績評価，再履修 

（１）履修手続き 

 「高松高専専攻科の授業科目の履修等に関する規則」に基づき，所定の様式で，前・後期授業

開始から２週間後に提出してください。 

（２）試験 

① 定期試験は，各学期末に実施します。 

② 追試験は，病気等止むを得ない事由により定期試験が受験できなく，追試験願を提出し，許

可された場合に実施されます。 

（３）成績評価 

① 成績の評価は「シラバス」に表示された方法で行います。 

② 評点と評定及び単位認定は以下のとおりです。 

評点 １００点～８０点 ７９点～７０点 ６９点～６０点 ５９点以下 

評定 Ａ Ｂ Ｃ Ｄ 

判定 合格 不合格 

（４）再履修 

 不合格となった授業科目は，再履修願を提出し，許可された場合は再履修することができま

す。 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバスの「Ⅳ 履修要件」p.1～p.8）
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資料５－８－①－２ 修了認定会議資料（成績一覧），教科ポートフォリオに記載している成績

分布の一例 

 

 

 

（出典：教務係資料，授業ポートフォリオ）
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資料５－８－①－３ 行事予定表 

 

 

（出典：専攻科行事予定表）
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資料５－８－①－４ 追試験についての記述，追試験願 

 

６ 履修手続き，試験，成績評価，再履修 

（２）試験 

① 定期試験は，各学期末に実施します。 

② 追試験は，病気等やむを得ない事由により定期試験が受験できなく，追試験願を提出し，許

可された場合に実施されます。 

 

第２号様式 

平成  年  月  日

 

追 試 験 願 

 

 高松工業高等専門学校長 殿 

（       ）工学専攻 

学籍番号（       ）  氏名＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

 

                  受 験 で き な い の で 

 私は，下記の理由により定期試験を            ，追試験を許可してくださるよ 

                  受験できなかったので 

うお願いします。 

記 

１．理   由 

２．理由の証明 

３．試 験 科 目 

定期試験月日 試験科目 担当教員及び承認印 

  印

  印

  印

  印

  印

  印

 注意 この願いは，所定の期日までに，担当教員の承認を得て学生課教務係へ提出すること。 

 
 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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資料５－８－①－５ 単位時間についての記述 

 

 IV 履修要領 

１ 授業科目，修了要件，単位 

（１）修了年限と要件 

        - - - - - 

      （中略） 

        - - - - - 

（２）授業時間と単位 

 ① １単位時間は５０分を標準とし，４５時間の学修を必要とする内容で構成してい 

  ます。 

    ・講義：１５時間で１単位 

    ・演習：３０時間で１単位 

    ・実験・実習・特別研究・学外実習：４５時間で１単位 

 ② 従って，講義,･演習については，自学自習が必要になります。 

（３）授業の履修 

 ① 別表の専攻別カリキュラム表を参考に授業開始から２週間後までに所定の様式で 

  履修の登録をしてください。｛IV の６（１）履修手続きを参照｝ 

 ② 特別研究については，IV の３を参照。 

 ③ 学外実習については，IV の４を参照。 

 

 

 

（出典：平成１９年度 専攻科学生用手引き・シラバス）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

準学士課程及び専攻科課程において，授業の進捗状況，試験結果や成績評価等を把握できるポート

フォリオを全ての科目で整備し，制度化，義務化している。また，シラバスは授業の目標等が明示さ

れ学生に分かり易い表現で周知されており，活用されている。 

教育の目標に沿ったカリキュラムが編成され，個々の授業方法においても工夫されている。専攻科

課程においても，修了要件が厳格に適用され，大学評価・学位授与機構の審査で合格している。 

創造性を育む教育の方法として，創成工学やメカトロニクスシステム設計などが実施されている。

校外実習（インターンシップ）のシステムを４年生で整備し，単位を認定している。 

人間性の素養の涵養について，クラスの特別活動，課外のクラブ活動，キャリア概論の単位化など，

多様で計画的な活動を通じて行われている。 

１年生で導入している混合学級は，他学科の学生と交流の輪を広げ，学習意欲の向上にも寄与して

いる。 

学生会との対話集会で，学生の要望等を汲み上げ，改善に取り組んでいる。 

 

（改善を要する点）  

特になし 

 

（３）基準５の自己評価の概要 

 ①準学士課程について 

 教育の目的に照らして，授業科目が適切に配置され，教育課程の体系性が確保されている。また，

授業の内容が，教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになってい

る。講義，演習，実験実習等の授業形態のバランスが適切であり，適切な学習指導法の工夫がなされ

ている。 

 学生のニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程の編成に配慮している。 

 教育課程の編成の趣旨に沿って，教育方法や内容，達成目標，評価方法等が記載されたシラバスが

作成され，教員及び学生に活用されている。４５時間の学修を１単位とする学修単位科目についても

シラバスに明示されている。 

 具体的な創造性を育む教育方法として，創成工学やメカトロニクスシステム設計などが導入され，

達成目標，実施計画，中間審査，最終報告書，最終発表会，評価方法など工夫がなされている。イン

ターンシップとして校外実習を実施し，活用されている。 

 各授業科目の成績評価・単位認定や進級・卒業認定については，その規定が教務委員会で策定され，

学生便覧に記載することで学生への周知が行われている。進級・卒業認定の実施については，科目担

当教員による点検体制が整備され，認定会議において適切に実施されている。 

 特別活動，学校行事，キャリア概論等の実施状況から，教育課程の編成において，人間の素養の涵

養がなされ，配慮されている。また，特別活動は設置基準で定められている９０単位時間を十分確保

している。生活指導面や課外活動等において人間の素養の涵養がなされるよう配慮されている。 

 



高松工業高等専門学校 基準５ 

- 246 -  

②専攻科課程について 

 準学士課程の教育と連携を考慮して，一般文系，理系科目および専門科目が系統的に適切に配置さ

れている。講義，演習，実験実習等の授業形態のバランスが適切であり，それぞれの教育内容に応じ

た適切な学習指導法の工夫がなされている。 

 教育の目的に照らして，授業科目が学年ごとに配置され，教育課程の体系性が確保されている。ま

た，授業の内容が，教育課程の編成の趣旨に沿って，教育の目的を達成するために適切なものになっ

ている。 

 学生のニーズ，学術の発展動向，社会からの要請等に対応した教育課程の編成に配慮している。 

 具体的な創造性を育む教育方法として，特別研究，学会発表等が活用され，複数の教員による中間

報告会の実施，特別研究論文の作成，最終発表会など工夫がなされている。インターンシップとして

学外実習を実施し，活用されている。 

 教育課程の編成の趣旨に沿って，教育方法や内容，達成目標，評価方法等が記載されたシラバスが

作成され，教員及び学生に活用されている。１単位時間は５０分を標準とし，４５時間の学修を必要

とする内容で構成していることを明示している。シラバスどおりに講義が実施されていることが確認

できる。 

 複数の教員による研究指導が整備され，学内の発表会の実施，及び学外での学会発表の推奨，大学

評価・学位授与機構での学士取得，技術職員による教育的機能の活用など，専攻科で修学する体制が

整えられている。 

 各科目の成績評価や単位認定は，学生への周知を含めて適切に行われている。修了認定については，

その規定が専攻科委員会で策定され，学生用手引き・シラバスにも記載することで学生への周知が行

われている。修了認定は科目担当教員の評価に基づいて認定会議において適切に実施されている。 
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基準６ 教育の成果 

（１）観点ごとの分析 

観点６－１－①： 高等専門学校として，その目的に沿った形で，課程に応じて，学生が卒業

（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等について，その

達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校の目的に沿って，学生が卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力を学習・教育目標

として定め，それらに割り当てられた授業科目を各課程の学年ごとに配置している（資料６－１－①

－１）。その達成状況の把握は，教務委員会及び専攻科委員会において（資料６－１－①－２，３），

卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力に対応した授業科目グループから単位取得した科

目で行っている。さらに学生の達成状況の評価は，卒業（修了）時の認定規定（準学士課程の卒業認

定規定（資料６－１－①－４）及び専攻科課程の修了認定規定（資料６－１－①－５））にもとづい

て，卒業（修了）認定会議で行っている。なお，各授業科目の達成度評価（学習目標，合格基準，評

価方法）はシラバスに明記しており（資料６－１－①－６），そのポートフォリオの作成により客観

的な評価となるように努めている（資料６－１－①－７）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

本校の目的に沿って，学生が卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力を学習・教育目標

として定め，それらに対応した授業科目グループから単位取得した科目で，その達成状況を把握して

いる。さらに達成状況の評価は，卒業（修了）認定規定にもとづいて，卒業（修了）認定会議で行っ

ている。このことから判断して，学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人

材像等について，その達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われている。 
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資料６－１－①－１：学習・教育目標に対応した科目の配置表 
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（出典：平成１９年５月２９日教務委員会資料）
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資料６－１－①－２：教務委員会の規程 

 

 

（出典：高松工業高等専門学校規則集）

 



高松工業高等専門学校 基準６ 

- 256 - 

資料６－１－①－３：専攻科委員会の規程 

 

（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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資料６－１－①－４：卒業認定規定 

 

 

 

（出典：平成１８年度学生便覧６１頁）
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資料６－１－①－５：修了認定規定 

 

（出典：平成１８年度学生便覧６９頁）
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資料６－１－①－６：シラバスの例 

 
 

（出典：平成１８年度シラバス（機械工学科））
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資料６－１－①－７：ポートフォリオの作成要領 

 
 

（出典：教員の手引き，教務３５頁）
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観点６－１－②： 各学年や卒業（修了）時などにおいて学生が身に付ける学力や資質・能力

について，単位取得状況，進級の状況，卒業（修了）時の状況，資格取得の状

況等から，あるいは卒業研究，卒業制作などの内容・水準から判断して，教育

の成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況）  

各学年における単位取得状況及び進級・卒業（修了）状況は，単位取得率及び進級・卒業（修

了）率から概ね妥当である（資料６－１－②－１，２）。卒業研究（準学士課程５年生），特別研

究（専攻科課程）は，その内容や評価方法から研究水準の確保がなされている（資料６－１－②－

３，４）。特に，専攻科課程では，学外での学会発表を推奨しており，社会性やプレゼンテーショ

ン能力の向上を目指している（資料６－１－②－５）。 

資格試験の取得については，平成１８年度に特別学修単位の認定規定を教務委員会で再検討し，

平成１９年度から多くの資格試験に挑戦できる支援体制を整備した（資料６-１－②－６，７）。 

学生の卒業（修了）時に，卒業（修了）認定規定にもとづき，卒業（修了）認定会議で卒業（修

了）の認定を行っている。卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力ごとの達成状況と卒

業（修了）認定との合致度については，準学士課程では教務委員会が，専攻科課程では専攻科委員

会が，「卒業要件点検表（資料６－１－②－８）」及び「修了要件点検表（資料６－１－②－

９）」により確認作業を行っている（資料６－１－②－１０）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

  適切である。 

各学年における単位取得状況及び進級・卒業（修了）状況は，単位取得率及び進級・卒業（修

了）率から概ね妥当である。卒業研究（準学士課程５年生），特別研究（専攻科課程）は，その内

容や評価方法から研究水準の確保がなされている。学生の卒業（修了）時の授業科目の単位取得状

況から，各学年や卒業（修了）時において学生が身に付ける学力や資質・能力について，教育の成

果や効果があがっていると判断できる。 
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資料６－１－②－１：平成１８年度の単位取得率 

 

（出典：平成１９年５月２９日教務委員会資料）
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資料６－１－②－２：平成１８年度の進級・卒業（修了）率 

 

（出典：平成１９年５月２９日教務委員会資料）
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資料６－１－②－３：卒業研究の評価表とテーマ一覧表 
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（出典：平成１８年度卒業研究審査会資料）
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資料６－１－②－４：特別研究の評価表とテーマ一覧表 

 

（出典：平成１８年度特別研究審査会資料）
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資料６－１－②－５：平成１８年度修了予定者の学会発表実績 

 
（出典：平成１８年度専攻科特別研究論文集１２６頁）
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資料６－１－②－６：平成１８年度資格試験合格者一覧表 

 

（出典：高専だより１０２号，平成１９年３月７日発行）
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資料６－１－②－７：特別学修単位認定の規程と資格試験等 
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（出典：平成１９年度学生便覧）
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資料６－１－②－８：平成１８年度の卒業要件点検表 

 

 

（出典：平成１９年５月２９日教務委員会資料）
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資料６－１－②－９：平成１８年度の修了要件点検表 

 

（出典：平成１８年度修了認定会議資料）
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資料６－１－②－１０：修了認定会議の議事録（修了要件点検の確認） 

 

 

（出典：平成１８年度修了認定会議議事録）
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観点６－１－③： 教育の目的において意図している養成しようとする人材像等について，就職

や進学といった卒業（修了）後の進路の状況等の実績や成果から判断して，教

育の成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況） 

準学士課程における就職先は製造業，サービス業，建設業，公務員まで幅広い分野となっており，

就職率（就職者/就職希望者）はほぼ１００％である。進学率（進学者/進学希望者）もほぼ１００％

で，進学先は本校専攻科や他大学３年次編入である。専攻科課程における進路状況等もほぼ同じであ

る（資料６－１－③－１，２）。これらは，準学士課程で養成される実践的な技術的素養，さらに専

攻科課程で養成される高度な実践的技術力が社会的に認知され，本校が意図している養成しようとす

る人材像が進路先のニーズと合っていることを示している。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

本校の教育目的において意図している，養成しようとする人材像は，卒業（修了）生の進路状況等

の実績や成果から判断して，進路先のニーズに合っており，教育の成果や効果が上がっている。 
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資料６－１－③－１：平成１８年度の卒業（修了）生の就職・進学状況 

 

（出典：高専だより１０２号，平成１９年３月７日発行）
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資料６－１－③－２：平成１８年度の卒業（修了）生の就職先・進学先 

 

 

（出典：高専だより１０２号，平成１９年３月７日発行）
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観点６－１－④： 学生が行う学習達成度評価等，学生からの意見聴取の結果から判断して，教

育の成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況）  

学生は，卒業（修了）時に，卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力について，５段

階評定の学習達成度自己点検を行っている。平成１９年３月に教務委員会が，平成１８年度卒業生

及び修了生の学習達成度自己点検について分析を行っている（資料６－１－④－１，２）。 

 準学士課程卒業時の分析結果によると，各学科において，卒業時に身に付けるべき学力や資質・

能力に対する各項目の評価はおおむね３点以上であるが，項目「Ｄ：自分の意見を日本語で論理的

に説明できる。英語によるコミュニケーションの基礎を身につける。」に対しては，３点を下回る学科があ

る。専攻科課程修了時の分析結果において，各専攻において，修了時に身に付けるべき学力や資質

・能力に対する評価は，すべての項目で３点より高くなっている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

学生が行う学習達成度自己点検の分析結果から，準学士（専攻科）課程での卒業（修了）時に身に

付けるべき学力や資質・能力の達成度は，全体平均で３点以上の評価が得られている。このことから，

学校の意図する教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 
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資料６－１－④－１：平成１８年度卒業生の学習達成度自己点検の分析 

 

（出典：平成１９年５月２９日教務委員会資料）

 

 

 



高松工業高等専門学校 基準６ 

- 279 - 

資料６－１－④－２：平成１８年度修了生の学習達成度自己点検の分析 

 

（出典：平成１９年５月２９日教務委員会資料）
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観点６－１－⑤： 卒業（修了）生や進路先などの関係者から，卒業（修了）生が在学時に身に

付けた学力や資質・能力等に関する意見を聴取するなどの取組を実施している

か。また，その結果から判断して，教育の成果や効果が上がっているか。 

 

（観点に係る状況）  

 本校では，修了生（本校の卒業生でもある）及びその就職先に対して，本校の学習・教育目標であ

る在学時に身に付けるべき学力や資質・能力等について，どの程度身に付いているかを中心にアンケ

ート調査を実施している（資料６－１－⑤－１）。 

修了生（本校の卒業生でもある）及び就職先のアンケート結果によると，在学時に身に付けるべき

学力や資質・能力Ｄの「英語によるコミュニケーション能力」についてやや低い評価となっているが，

在学時に身に付けるべき学力や資質・能力Ｂの「技術の基礎知識と応用力」については高い評価を得

ている。さらに,修了生の資質に関する意見として，一般科目の知識，語学力，社会性及び集団活動

におけるリーダーシップなどの面でやや物足りないとの指摘が一部であるが，多くの就職先では，そ

の総合的資質を高く評価している。 

他方，卒業生に関するアンケート調査（平成１４年度）によると,卒業生及び企業のどちらからも，

専門的な基礎・応用能力については良い評価を得ている（資料６－１－⑤－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

修了生（本校の卒業生でもある）及びその就職先へのアンケート結果から，修了時に身に付けるべ

き学力や資質，能力については，教育の成果や効果が上がっていると判断できる。一方，修了時に身

に付けるべき学力や資質・能力の一つである「英語によるコミュニケーション能力」が不足している

との意見もみられたので，教育方法改善への取組が必要である。 

卒業生についても，過去のアンケート調査から，概して教育の成果や効果が上がっていると判断で

きるが,今後改めて準学士課程卒業者及びその就職先・進学先へ，在学時に身に付けるべき学力や資

質，能力についてのアンケート調査を実施する必要がある。 

 

 

 



高松工業高等専門学校 基準６ 

- 281 - 

資料６－１－⑤－１：修了生及び就職先へのアンケート結果 
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（出典：修了生及び就職先のアンケート結果（平成１６年実施），本校ＨＰ掲載より抜粋）
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資料６－１－⑤－２：卒業生及び企業へのアンケート結果 

 

（出典：卒業生及び企業へのアンケート結果（平成１４年実施）より抜粋）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

 就職率（就職者/就職希望者）及び進学率（進学者/進学希望者）が高く，進路先からも良い評価を

得ている。就職については，製造業，サービス業，建設業，公務員まで幅広い分野で活躍している。 

 卒業研究（準学士課程５年生）や特別研究（専攻科課程）の内容・水準が優れている。 

（改善を要する点）  

 卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力の達成度を高め，教育の成果や効果を向上させ

るためには，低学年からの基礎学力の定着や自学・自習の習慣化を図る必要がある。 

 卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力のD「英語によるコミュニケーション能力」を

高める教育改善に取り組む必要がある。 

 

（３）基準６の自己評価の概要 

 学生が準学士（専攻科）課程の卒業（修了）時に身に付けるべき学力や資質・能力は，それぞれに

割り当てられた授業科目の単位取得状況で，その達成状況を把握・評価している。その達成状況の評

価に係る卒業（修了）の認定は，その認定規定にもとづいて卒業（修了）認定会議で行っている。こ

のことから判断して，学生が卒業（修了）時に身に付ける学力や資質・能力，養成する人材像等につ

いて，その達成状況を把握・評価するための適切な取組が行われている。 

 各学年における単位取得状況及び進級・卒業（修了）状況は，単位取得率及び進級・卒業（修了）

率から概ね妥当である。卒業研究（準学士課程５年生），特別研究（専攻科課程）は，その内容や評

価方法から研究水準の確保がなされている。これらのことから，各学年や卒業（修了）時において学

生が身に付ける学力や資質・能力について，教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 卒業（修了）生の進路状況等の実績や成果から判断して，育成しようとする人材像は進路先のニー

ズに合っており，教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 学生が行う学習達成度自己点検の分析から，準学士（専攻科）課程での卒業（修了）時に身に付け

るべき学力や資質・能力の達成度は，全体平均で３点以上の評価が得られている。このことから，学

校の意図する教育の成果や効果が上がっていると判断できる。 

 修了生（本校の卒業生でもある）及びその就職先へのアンケート結果から，修了時に身に付けるべ

き学力や資質・能力については，教育の成果や効果が上がっていると判断できる。一方，修了時に身

に付けるべき学力や資質・能力の一つである「英語によるコミュニケーション能力」が不足している

との意見もみられたので，教育方法改善への取組が必要である。 

卒業生についても，過去のアンケート調査から概して教育の成果や効果が上がっていると判断でき

るが，今後改めて準学士課程卒業者及びその就職先・進学先へ，在学時に身に付けるべき学力や資質

・能力についてのアンケート調査を実施する必要がある。 
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基準７ 学生支援等 

（１）観点ごとの分析 

観点７－１－①： 学習を進める上でのガイダンスが整備され，適切に実施されているか。また，

学生の自主的学習を進める上での相談・助言を行う体制が整備され，機能して

いるか。 

 

（観点に係る状況） 

入学内定者へ入学前のガイダンス（資料７－１－①－１），４年次編入生へは二日間（８月と３

月）の予習指導（資料７－１－①－２）をする。入学後に新入生オリエンテーションを実施し（資料

７－１－①－３），担任による学習指導（資料７－１－①－４，５），図書館およびコンピューター

サイエンスセンター（ＣＳセンター）利用講習会（資料７－１－①－６，７），専門学科ごとのオリ

エンテーション（資料７－１－①－８）など１週間に渡ってガイダンスする。専攻科新入生にも専門

毎にガイダンスを行う（資料７－１－①－９）。全授業でシラバスを整備し，授業の初回はガイダン

スを必ず行って学校全体で学習指導する（資料７－１－①－１０）。卒業研究選択説明会の実施（資

料７－１－①－１１），４年生以下へは卒研審査会を聴講するよう指導する。その他，機械工学科１

年生の合宿研修（資料７－１－①－１２），建設環境工学科３年生の宿泊研修などがある。１～３年

生特別活動の一部で開設する科目「キャリア概論」では，５年生の講演，学科長によるガイダンス，

校長の講演，教員室訪問などの取り組みがある（資料７－１－①－１３）。各定期試験後（後期中間

は除く）１～４年生クラス毎に成績会議を実施し，その後の個別保護者懇談会で家庭との連携も図る

（資料７－１－①－１４）。更に２年生では保護者の大多数，学校関係者，教育後援会役員らが出席

する保護者懇談会を実施し学習面を含めた協議をする（資料７－１－①－１５）。 

１～５年生を通しての担任制，加えて５年には卒研指導教員，専攻科生には専攻科主任と特別研

究の指導教員らが相談・助言を行う（資料７－１－①－１６）。月曜日はオフィスアワーの日（資料

７－１－①－１７）で学生相談の時間とし、オリエンテーションや学生便覧（資料７－１－①－１

８）で学生・保護者に周知する。平成１６年からモバイルキャンパスを導入し，学習上の助言等を個

人又はクラス単位で行っている（資料７－１－①－１９）。各シラバス記載の教員メールアドレスは

質問に利用される（資料７－１－①－２０）。１～３年生には年度当初に担任との個人面談を実施し

相談・助言等を行っている（資料７－１－①－２１，２２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

入学前後のガイダンスや個別懇談など学校全体の取り組みに加え，学科単位や学級単位の多岐に

渡るガイダンスが実施されている。 

また，学生からの相談には教員一同随時対応し，オフィスアワーで相談に応じる幅を広げ，メー

ルを利用しての相談も行われている。実際には，学習に関する疑問の多くは授業中または前後の時間

で解消され，アンケート結果をみても相談体制は良好といえる。  
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資料７－１－①－１ 合格者出校日説明資料 

 

 

（出典：教務資料）

 

資料７－１－①－２ 編入生出校日の案内 

 
（出典：教務資料）
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資料７－１－①－３ 新入生オリエンテーション日程表 

 

 

（出典：教務資料）
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資料７－１－①－４ 学習指導の例 

 

 

（出典：学習の手引き）
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資料７－１－①－５ 学習指導の資料 

（出典：学生便覧） 
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資料７－１－①－６ 図書館利用オリエンテーション 

（出典：学内メール）
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資料７－１－①－７ ＣＳセンターのオリエンテーション要項 

 

 

 

 

（出典：学生便覧）
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資料７－１－①－８ 新入生オリエンテーション例（建設環境工学科） 

 

（出典：建設環境工学科資料）
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資料７－１－①－９ 専攻科オリエンテーション資料（電気情報コース） 

（ 出典：電機情報工学コース資料）
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資料７－１－①－１０ シラバス記載ガイダンス例 

（出典：18年度シラバス）
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資料７－１－①－１１ 卒研選択研究室紹介の例  

（出典：制御情報工学科卒研説明会資料）
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資料７－１－①－１２ 学生の合宿研修 

 

 

（資料 出典：機械工学科資料）
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資料７－１－①－１３ キャリア概論の活動計画書 

 
（出典：教務資料）
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資料７－１－①－１４ 保護者懇談会の案内 

（出典：教務資料）
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資料７－１－①－１５ 2 年団保護者懇談会の実施報告例 

 

（出典：高専便り）
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資料７－１－①－１６ 担任，専攻科主任一覧 

 

（ 出典：校務分担表）

 

 

資料７－１－①－１７ オフィスアワー利用状況（抜粋） 

（出典：機械工学科資料）
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資料７－１－①－１８ 教員との交流の日（月曜オフィスアワー）の記述 

（ 出典：学生便覧）
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資料７－１－①－１９ モバイルキャンパス画面  

 

（出典：高松高専ＨＰリンク）

モバイルキャンパス利用状況 

（出典：システム管理者資料）
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資料７－１－①－２０ シラバス教員連絡先の記載例 

(出典：18年度シラバス)

 

資料７－１－①－２１ １年生個人面談アンケートの一例 

 

（出典：１年団資料）
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 資料７－１－①－２２  学生へのアンケート（Ｂ自主学習への支援） 

(出典：ＨＲ資料)
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観点７－１－②： 自主的学習環境（例えば，自主学習スペース，図書館等が考えられる。）及び

厚生施設，コミュニケーションスペース等のキャンパス生活環境等が整備され，

効果的に利用されているか。 

 

（観点に係る状況） 

図書館が自主学習に効果的に利用され（資料７－１－②－１），専門職員が日常管理するほか，

図書館運営委員会を組織し，図書館便りの発行，ブックハンティングなどの活動（資料７－１－②－

２～５），また学生や教職員から書籍・雑誌・ＣＤ等の購入希望を募り図書館の充実を図っている。

全国的に見ても図書利用状況は良い（資料７－１－②－６）。  

情報関連の学習スペースとして，コンピューターサイエンスセンター（ＣＳセンター）および専

攻科棟マルチメディア室（資料７－１－②－７～１１）がある。ＣＳセンターのＨＰ上で WebClass

や NetAcademy などの e-Learning システムが稼働している（資料７－１－②－１２）。 

各学科・専攻科に資料室を兼ねた自習室を設け（資料７－１－②－１３，１４），専攻科生には

控え室，専用の机やロッカーがある。機械棟ＣＡＤ室，建設棟情報実験室にパソコン及びプリンタな

どを設置し，放課後も一部利用でき（資料７－１－②－１５），高機能化技術教育センターには共同

実験施設や研究室がある。卒業研究生と特別研究生には専用机やパソコンがほぼ行き渡り，4 年以下

の学生は放課後もホームルーム教室の利用が許され自主学習の場となる。学生寮（清雲寮）にはパソ

コン室および製図室などを設置している（資料７－１－②－１６）。 

生活環境として，図書館棟 1 階に談話室，自彊会館にリフレッシュコーナー・食堂・売店・医務

室，屋外にレンガの広場があり，談話・休憩・喫食できる。その周辺に各種自動販売機，制御棟横に

飲み物自動販売機および喫煙場所，図書館棟に教育相談室，グランドや武道館に設置されたシャワー

室等がある（資料７－１－②－１７～２０）。 

昼休み等で体育館等の施設が自由に利用でき，課外活動では学生会や部・同好会に部室，合宿研

修施設の和敬館があり，活動場所として各種特別教室，体育館やグランド等がそれぞれ占有利用（ま

たは一部は共有で）でき（資料７－１－②－２１，２２），他に製氷器・給水器を設置している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

 学習施設は規則集の配布やガイダンス等で適切に案内され，盛んに利用されている。厚生施設，課

外活動施設なども充実し，キャンパス環境は整備され効果的に利用されていると判断できる。 
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資料７－１－②－１ 図書館ホームページ 

 

 

（出典：図書館ＨＰ）
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資料７－１－②－２ 図書検索システム 

 

（ 出典：図書館ＨＰ）
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資料７－１－②－３ 図書館運営委員会組織図・議事録の例 

 

 

（出典：高専便り・図書館資料）
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資料７－１－②－４ 図書館便りの一例 

 

 

 

(出典：図書館便り)
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資料７－１－②－５ ブックハンティング資料 

 

 (出典：図書館資料)

 

 

資料７－１－②－６ 図書館利用状況データ 

 

(出典：図書館便り)
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資料７－１－②－７   

ＣＳセンター演習室一覧 

 

(出典：学生便覧)

 

資料７－１－②－８   

ＣＳセンター利用規定 

 

(出典：学生便覧)
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資料７－１－②－９ ＣＳセンター組織図 

  

                                

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿(出典：ＣＳセンターＨＰ) 

 

ＣＳセンター運営委員会議事録の例 

 

 

(出典：ＣＳセンター資料)
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資料７－１－②－１０ ＣＳセンター利用状況 

  

(出典：ＣＳセンター資料)
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資料７－１－②－１１ ＣＳセンター（マルチメディア室）の設備  

 
 

(出典：ＣＳセンターＨＰ)
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資料７－１－②－１２ e-learning 利用画面  

 

 

 

(出典：ＣＳセンターＨＰリンク)

 

資料７－１－②－１３ 専攻科生用自習室（一部）  

 

 

（出典：学生便覧）
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資料７－１－②－１４ 学生の自習スペースの一例（建設工学環境科の例） 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

学生の自習スペース利用記録の一例（建設環境工学科の例） 

(出典：建設環境工学科資料)
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資料７－１－②－１５ 学生も利用可能な特別教室の一例（ＣＡＤ室） 

  

 

(出典：制御情報工学科資料)

 

資料７－１－②－１６ 寮の学習室などの一覧 

 

(出典：寮務係資料) 
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資料７－１－②－１７ 福利厚生施設設備の一部 

  

 

 

(出典：学生便覧)
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資料７－１－②－１８ 医務室白書 

 
(出典：学生支援委員会資料)
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資料７－１－②－１９ 教育相談室アンケート一部  

 

(出典：教育相談室資料)

 

 

資料７－１－②－２０ 教育相談室アンケート集計一部  

 

 

(出典：教育相談室資料)
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資料７－１－②－２１ 課外活動場所の配置図（一部の例） 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

部室の配置図（一部の例） 

 

 

(出典：学生課資料)
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資料７－１－②－２２ 合宿所（和敬館）の利用状況例 

 

 

(出典：学生課資料)
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観点７－１－③： 学習支援に関する学生のニーズ（例えば，資格試験や検定試験受講，外国留学

等に関する学習支援等が考えられる。）が適切に把握されているか。 

 

（観点に係る状況） 

全教員，クラス代表学生，専攻科生，学生ＯＢ，外部の有識者らによる教育改善（プログラム改

善）委員会を年に１,２回行っている（資料７－１－③－１～４）。代表学生はクラスの総意を持ち

寄って会議に臨んで活発に意見を出していて，学生のニーズが集約されている。 

学生側から学生会の役員とクラス代表，学校側からの三主事および主事補らによる対話集会が年

に二度行われ，学生の疑問に対しては事情説明し，要望は各委員会で検討される（資料７－１－③－

５）。例えば，高学年スポーツ大会の再開や，学習環境に関する実績では，授業間の休み時間が１５

分となったことや，検定・資格試験の特別学修単位認定制度（資料７－１－③－６）などは，学生か

らの要望に基づき対応した結果である。学生総会での決議などは全て学生主事に報告される（資料７

－１－③－７）。 

その他に，目安箱の設置（資料７－１－③－８），授業評価の自由記述欄（資料７－１－③－

９），授業評価を受けての対話と報告書（資料７－１－③－１０），学生会誌の記述（資料７－１－

③－１１），１～３年生の学年団による個人面談およびアンケート，クラスの学級日誌などでニーズ

を把握している。また，保護者懇談会や教育後援会から保護者を通じた学生ニーズを汲み上げ（資料

７－１－③－１２），卒業生や就職先からのニーズも参考にしている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

 ４つの全学科で開催される教育改善（プログラム改善）委員会において学生のニーズの大部分が集

約されていることに加えて，上記のように年２度の対話集会，目安箱の設置，授業における対話報告

書など多岐に渡る手段で意見を汲み取っているため，学生のニーズは適切に把握されているといえる。 
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 資料７－１－③－１ 機械コース教育改善委員会議事録 

 

(出典：機械工学科資料)
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資料７－１－③－２ 電気情報工学コース教育改善委員会プログラム  

 

(出典：電気情報工学コース資料)
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資料７－１－③－３ メカトロニクスプログラム改善評議委員会 

 

 (出典：高専便り)
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資料７－１－③－４ 建設コース教育改善検討委員会議事録 

 
 （出典：建設工学コース資料）
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資料７－１－③－５ 対話集会  

 

(出典：学生会新聞)
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資料７－１－③－６ 学外での学修における単位認定規程  

 
（出典：学生便覧）
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資料７－１－③－７ 学生総会の一例  

 

(出典：学生会新聞)
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資料７－１－③－８ 目安箱チェック表一部 

 

 

(出典：総務課資料)

 

 

資料７－１－③－９ 授業評価の自由記述  

 

 

 

(出典：授業評価実施要領)
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資料７－１－③－１０ 授業評価の対話報告書  

 

 

(出典：授業評価の対話報告書)

 

 

資料７－１－③－１１ 高松高専学生会誌の学生意見に関する記述  

 

 

 

(出典：学生会誌)
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資料７－１－③－１２ 保護者懇談会の資料 

 

（出典：教務資料）
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観点７－１－④： 資格試験や検定試験受講，外国留学のための支援体制が整備され，機能してい

るか。 

 

（観点に係る状況）  

英語科による各種検定試験（資料７－１－④－１，２），国語科による漢字検定（資料７－１－

④－３～５），機械工学科等による機械設計技術者試験，建設環境工学科による測量士補、１年生の

総合演習（１８年度の実績は漢検，英検）（資料７－１－④－６）など，授業の一環として支援する

場合もあるが，支援の多くは，学科の担当教員または教員個人が希望学生に課外で対応している。取

得可能な資格・検定の一覧は本校ホームページにまとめられ，機械分野は機械工学科ＨＰ，電気分野

は電気情報工学科ＨＰ，土木分野に関しては建設環境工学科ＨＰに列挙し，全学生に対応する資格を

網羅している（資料７－１－④－７～９）。学科・教科単位の対応により，一部の資格試験について

教室掲示や，パンフレットを設置・配布し（資料７－１－④－１０），希望学生に対する受験指導や，

少人数の講座を開設する場合もあり，検定・資格の取得に貢献している（資料７－１－④－１１，１

２）。また，資格・検定試験の特別学修単位認定など教務的な支援もある（資料７－１－④－１３）。 

外国留学に関しては，平成１８年度よりオーストラリアのニューサウスウエールズ州立大学付属

語学学校への語学研修制度を開始した（資料７－１－④－１４）。平成１８年８月には，教員２名の

引率により学生１５名が３週間の語学研修を行った（資料７－１－④－１５）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

取得可能資格一覧を参考に希望学生は随時の受験指導を受けられており，一般的な支援体制は整

備され，合格実績もある。英語検定や測量士補など組織的に支援しているものもある。 

外国留学については、平成１８年度から、組織的な語学研修制度が整備され機能している。 
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資料７－１－④－１  TOEIC，英検等の合格状況一部 

  

(出典：英語科資料)
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資料７－１－④－２  英検等の受験指導に関する資料  

 

 

 

(出典：英語科資料)
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資料７－１－④－３ シラバスの記載例（国語の一例）  

 

 

 

(出典：シラバス)

 

 

資料７－１－④－４ 漢字能力検定等の合格状況一部  

 

 

 

（出典：国語科資料）
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資料７－１－④－５ 漢字能力検定の掲示  

 

 

（出典：国語科資料）

 

 

資料７－１－④－６ 総合演習監督予定 

  

(出典：一般教育科資料)
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資料７－１－④－７ 機械工学科取得可能な資格  

 

 

（出典：機械工学科ＨＰ）
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資料７－１－④－８ 電気情報工学科取得可能な資格  

 
(出典：電気情報工学科ＨＰ)
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資料７－１－④－９ 建設環境工学科取得可能な資格  

 

(出典：建設環境工学ＨＰ)
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資料７－１－④－１０ 資格試験の紹介掲示文の一例 

 

電気情報工学科での例 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（出典：電気情報工学科資料）

 

制御情報工学科での例 

 

 

                               （出典：制御情報工学科資料）
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建設環境工学科での例 

 

 

  

(出典：各学科資料)
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資料７－１－④－１１ 資格試験受験合格状況の例 

 

（出典：高専便り）
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（資料７－１－④－１２ 資格試験への支援例 

 

 

制御情報工学科の一例（掲示文） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（出欠表）                                        

（出典：制御情報工学科資料）
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建設環境工学科の一例（受験指導）                             

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

   

（学習指導の資料）                                    

(出典：建設環境工学科資料)
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資料７－１－④－１３ 資格試験の単位認定  
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(出典：教務資料)
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資料７－１－④－１４ 海外語学研修要項  

 

(出典：サイボウズ)
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資料７－１－④－１５ 海外語学研修参加報告 

 

（出典：高専便り）
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観点７－１－⑤： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，編入学生，社

会人学生，障害のある学生等が考えられる。）への学習支援体制が整備されてい

るか。また，必要に応じて学習支援が行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

昭和 63 年度から毎年数名ずつ留学生を受け入れている。留学生 1 人に指導教員（そのクラスの担

任と 5 年生には卒研指導教員）および寮生の学生チュ－タ（3，4 年生のみ）が選任され，生活や勉

学面の相談役となる（資料７－１－⑤－１～５）。留学生には日本事情や語学力向上のため特別時間

割（資料７－１－⑤－６）を組み，特別補講も行っている（資料７－１－⑤－７）。 

これまで工業高校卒業生が主となる４年次編入学生を受け入れている。編入学内定学生は 8 月と 3

月に出校し学習の事前指導を受け，入学後は各学科長やクラス担任がサポートする（資料７－１－

⑤－８，９）。 

平成１７年に発達障害者支援法が施行され，教育機関では支援体制の整備が義務付けられている

が，本校でも組織的な整備を進め，教育相談室が中心となって学外の専門講師による教職員への講

習など様々な取り組みを行っている（資料７－１－⑤－１０～１３）。また，個別保護者懇談，学

年団，学科会議，成績会議で連携し組織的に対応する体制にある。 

身体に障害のある学生へは体育や実習系科目などで相応の配慮がある。定期試験で必要と認めら

れた学生には医務室受験を実施している（資料７－１－⑤－１４，１５）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

昭和 63 年度以降，留学生を受け入れ続けていて，支援体制は確立されている。編入学生について

も相応の支援がなされている。障害のある学生に関しては，教務的な対応や，教育相談室による対応

があり，整備が進んでいる。 
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資料７－１－⑤－１ 留学生 指導教員・指導寮生一覧  

 

（出典：寮務委員会資料）

資料７－１－⑤－２ 外国人留学生チューター制度実施要項  

（出典：サイボウズ文書管理）
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資料７－１－⑤－３ 留学生への事前指導の一例  

（出典：電気情報工学科資料）

 

資料７－１－⑤－４ 留学生への事前指導の一例  

 

（出典：建設環境工学科資料）
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資料７－１－⑤－５ 学生チューターによる留学生への指導報告書の一例  

 

 

（出典：建設環境工学科資料）
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資料７－１－⑤－６ 留学生授業時間割（日本語・日本事情など）  

 

 

（出典：時間割表）
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資料７－１－⑤－７ 留学生課外補講実施報告メール依頼  

 

 

（出典：学内メール）
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資料７－１－⑤－８ 編入生事前指導の一例（８月）  

 

 

（出典：教務資料）
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資料７－１－⑤－９ 編入生事前指導の一例（３月） 

 

（出典：教務資料）
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資料７－１－⑤－１０ 相談室講習会一覧 

 

 

 

（ 出典：教育相談室資料）
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資料７－１－⑤－１１ 相談室講習会講演の一例 

  

 

（出典：教育相談室資料）
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資料７－１－⑤－１２ 教育相談室組織図  

 

 

（出典：教育相談室資料）
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資料７－１－⑤－１３ 教育相談室予定表 

  

（出典：教育相談室資料）
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資料７－１－⑤－１４ 医務室受験規定 

 

 （出典：学生便覧）

 

 

資料７－１－⑤－１５ 医務室受験の一例 

 

 

（出典：学内メール）
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観点７－１－⑥： 学生のクラブ活動や学生会等の課外活動に対する支援体制が整備され，機能し

ているか。 

 

（観点に係る状況）  

各クラブに１～６名の指導教員を配置し（資料７－１－⑥－１），活動の管理，大会引率や合宿

など多様な指導をする（資料７－１－⑥－２～８）。学外コーチによる指導（７－１－⑥－９）や，

平日の公式大会を特別欠席とする教務的な支援もある（資料７－１－⑥－１０）。 

学生祭，リーダー研修会（年２回）や学生総会などの学生会活動へは学生主事，担当主事補およ

び学生支援係が相談・助言など支援している（資料７－１－⑥－１１，１２）。 

四国・全国高専体育大会や総合文化祭・ロボコン等の大会開催へは，学生主事や顧問を中心とし

た教員，専任の事務職員が準備にあたる（資料７－１－⑥－１３）。 

安全管理のため，医務室と一般管理棟玄関へＡＥＤ設置，全教員対象のＡＥＤ利用講習会，運動

部の全顧問に人工呼吸・心臓マッサージ講習会を実施している（資料７－１－⑥－１４）。医務室に

看護士が常時待機し，学生は入学後に傷害保険へ加入する（資料７－１－⑥－１５，１６）。 

課外活動経費は全学生が納入する学生会費で賄われ，各種課外活動が活発に行われている。高額

備品購入・施設修理などへ運営費交付金による支援もある。アンケート結果によると，学生の 75％

が課外活動への支援は相応と感じている（資料７－１－⑥－１７）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

クラブ活動や学生会等の課外活動に対する人的・金銭的支援の体制は整備され機能している。ま

た競技成績からも支援体制が良好と判断でき，高専としての支援水準は満たされている。一方，クラ

ブ顧問の引率日数等を基に指導のあり方を協議し，支援の充実を進めている。 
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資料７－１－⑥－１ クラブ指導教員一覧  

 

（出典：クラブ指導教員一覧）
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資料７－１－⑥－２ クラブ指導教員規定  

（出典：教員の手引き）
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資料７－１－⑥－３ クラブ活動場所一覧一部  

（出典：学生課資料）

 

 

 

 

資料７－１－⑥－４ 部室一覧の一部  

 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－５ 指定公式大会一覧（一部） 

 

 

（出典：学生課資料）

 

 

 

資料７－１－⑥－６ 課外活動報告書集計（一部）  

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－７ 合宿・遠征実績の一例 

  

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－８ 指定公式大会出張報告集計（一部） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－９ 学外コーチ計画調書 

 

 

 

 

（出典：学生課資料）
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資料７－１－⑥－１０ 公式戦に出場する際の特別欠席届  

 

 

（出典：欠席届（黄色））
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資料７－１－⑥－１１ リーダー研修報告書（７月）  

 

 

（出典：学生課資料）

 

 



高松工業高等専門学校 基準７ 

- 374 - 

資料７－１－⑥－１２ 学生小委員会年間業務一覧  

 

（出典：学生支援委員会資料）
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資料７－１－⑥－１３ ロボコン支援例  

（出典：18 年度ロボコン四国大会実施要項）
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資料７－１－⑥－１４ ＡＥＤ・人工呼吸の講習会  

 

 

 

 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿（出典：小委員会資料） 

 

 

 

 

救命実技講習会の記事 

 

 

 

（出典：高専便り）

 



高松工業高等専門学校 基準７ 

- 377 - 

 

資料７－１－⑥－１５ 学生総合保険など  

 

 

（出典：教員の手引き）
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資料７－１－⑥－１６ 医務室白書  

 

（出典：学生支援委員会資料）
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資料７－１－⑥－１７ 学生支援に関するアンケート  

（出典：1 年団資料）
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観点７－２－①： 学生の生活や経済面に関わる指導・相談・助言を行う体制が整備され，機能し

ているか。 

 

（観点に係る状況）  

学級担任（資料７－２－①－１，２）により指導・相談・助言を行う体制がある。１～３年には

学年団を組織し（資料７－２－①－１）基本的に毎週行う学年団会議で学生の情報を交換し（資料７

－２－①－３），教育相談室や３主事とも連携する。新入生に配布する学生便覧（資料７－２－①－

４）で規則や生活全般の説明がなされる。1 年生で朝のショートホームルームを（５月頃までは）実

施している。１～３年生開講のキャリア概論が助言・指導の一役を担う（資料７－２－①－５）。 

教育相談室を組織し，毎週定時の相談室開設のほか，室員が学生の相談に随時対応している（資

料７－２－①－６，７）。1 年生オリエンテーションでの相談室紹介や，全教室へ相談室便りを掲示

しており，室長をはじめ室員は専門知識を広げ，また相談室へは在校生に限らず保護者や中途退学者

も訪れるなど有効に機能している。さらに学外の専門カウンセラー（香川県精神保健福祉センター）

による相談受付けのほか，カウンセリングなどに関する各種講習会を実施している（資料７－２－①

－８）。 

ハラスメント（セクシャルハラスメント・アカデミックハラスメント）に関する文書を学生およ

び保護者に配布し，具体的な対処法や，相談窓口を周知している（資料７－２－①－９）。 

医務室には専任の看護師が待機し学生の相談に応じている（資料７－２－①－１０）。月１度の

学校医による健康相談日を設けている（資料７－２－①－１１）。 

経済的な支援体制としては，各種奨学金貸与制度，授業料免除制度がある（資料７－２－①－１

２，１３）。学生アルバイトは，夏休み等の長期休暇中に限り夜 20 時まで認め（資料７－２－①－

１４），特別な事情による保護者からの申し出には平日アルバイトを許可する場合もある。 

生活指導は学生主事を責任者とする学生小委員会が総括し，担当主事補が先頭に立って指導する

（資料７－２－①－１５）。式典前の服装頭髪調査指導と追跡指導，随時の服装頭髪等調査および追

跡指導，定期の校内外の巡視など，常時指導にあたる（資料７－２－①－１６）。１７年度からの服

装頭髪等調査で，教員全体が指導にあたるよう工夫し，指導に対する意思統一を図っている（資料７

－２－①－１７）。交通関係に関しても担当主事補が中心となり，バイク安全運転講習，一斉の通学

方法調べおよび追跡調査指導を定期的に行うほか，常時の通学違反の監視，随時の通学違反調査を企

画・実行している（資料７－２－①－１８）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

クラス担任制を敷いて学生へ指導・相談・助言を行っている。学生の相談については，教育相談

室だけでなく，教員対象の講演会を実施するなど，高い水準で機能している。学生小委員会が生活指

導を指揮し，上述のような全教員が指導に携われる取り組みも行っている。経済面について，各種奨

学金貸与制度や授業料免除制度が適切に機能している。 
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資料７－２－①－１ 学級担任・学年団の配置  

 

（出典：校務分担表）
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資料７－２－①－２ 学級担任の役割（一部抜粋）  

 

 

（出典：学級担任のしおり）
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資料７－２－①－３ 学年団会議議事録（一部抜粋）  

 

 

（出典：1 年団資料）
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資料７－２－①－４ 学生の規則・生活について  

 

（出典：学生便覧）
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資料７－２－①－５ 生活面指導の取り組み一例  

 

（出典：キャリア概論年間活動計画書）

 

 

 

資料７－２－①－６ 教育相談室紹介の一例  

（出典：高専便り）
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資料７－２－①－７ 教育相談室の掲示  

（出典：教育相談室の予定表）
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資料７－２－①－８ 教育相談室講習会一覧  

（出典：教育相談室資料）
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資料７－２－①－９ ハラスメント対策資料（掲示・相談員・規定など） 

（掲示文） 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿

（相談員一覧） 
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（規定文） 

 

（出典：サイボウズ）

 

 

資料７－２－①－１０ 医務室白書  

 

（出典：学生支援委員会資料）
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資料７－２－①－１１ 学校医の定期相談実績  

 

（出典：医務室資料）

 

資料７－２－①－１２ 各種奨学金受領状況（一部抜粋）  

 

（出典：学生支援委員会資料）
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資料７－２－①－１３ 授業料免除状況  

 

（出典：学生支援委員会資料）

 

 

 

資料７－２－①－１４ アルバイト規定  

 

（出典：学生便覧）
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資料７－２－①－１５ 学生小委員会分担表  

（出典：学生小委員会資料）

 



高松工業高等専門学校 基準７ 

- 393 - 

 

資料７－２－①－１６ 学生指導の一例（学生小委員会議事録より抜粋） 

 

 
（出典：学生小委員会議事録）
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資料７－２－①－１７ 生活指導の例（服装調査掲示，服装調査依頼，服装調査集計，違反処 

分，校内校外巡視計画など） 

 

 

【頭髪・服装調査掲示文】 
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【服装調査依頼メール（指導方法の周知）】 
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【頭髪・服装調査集計】 
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【頭髪・服装違反者の処分】 

＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿ 

【巡視日程表】 

 

 

（出展：学生小委員会資料）
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資料７－２－①－１８ 交通指導の例（通学方法調査依頼，通学違反集計，置き場調査， 

二輪安全運転講習会など）  

 

 

 

【通学方法調査依頼文】 
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【二輪車安全運転講習会掲示文】 

 

 

 

 

 

（出典：学生小委員会資料）
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観点７－２－②： 特別な支援を行うことが必要と考えられる者（例えば，留学生，障害のある学

生等が考えられる。）への生活支援等を適切に行うことができる状況にあるか。

また，必要に応じて生活支援等が行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

留学生は入寮が原則のため，寮務委員会が生活面を支援している。留学生に，寮生チューターを

１人ずつ配置し，加えて学級担任も相談・助言に応じる（資料７－２－②－１，２）。また，国際交

流委員会が留学生を支援している（資料７－２－②－３，４）。寮への留学生受入数は最大１４名で，

現状で十分な数である。 

留学生については、他の寮生と同じ学生寮食堂を利用するが，宗教や文化の違いで必要な場合の

ため専用の補食室２室を設置している。加えて留学生専用のシャワー室，トイレ，パソコンおよび周

辺機器を備えた日本語学習室を設置している（資料７－２－②－５）。 

障害のある学生については、通路のスロ－プ整備，身体障害者用のエレベ－タ設置，手すりの整

備，寮室の一部を身体障害者用の部屋に改修するなど，学生寮を含めた学校全体のバリアフリー化を

進めてきた。実際，電動車いすを使用する学生が入学し寮で生活している（資料７－２－②－６，

７）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

留学生専用のシャワー室・補食室・学習室が寮に設置され，高専の学生寮として提供すべき平均

的水準を十分満たしている。障害のある学生に対しては，学校全体のバリアフリー化が進められ，寮

には身障者用の部屋を設けている。 
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資料７－２－②－１ 留学生チューター制度  

（出典：学則）

 

 

資料７－２－②－２ 指導教員・チューター配置図  

 

（出典：学内資料）
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資料７－２－②－３ 高松高専国際交流委員会規定  

（出典：学則）

 

 

資料７－２－②－４ 留学生を囲む集い  

 

（出典：高専便り）
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資料７－２－②－５ 留学生への支援環境  

 

（出典：寮務委員会資料）

 

資料７－２－②－６ 校内バリアフリー化の例  

 

 

 

 

 

（出典：高松高専ＨＰ）
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資料７－２－②－７ 身障者用寮室 

 

 

（出典：学生便覧）
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観点７－２－③： 学生寮が整備されている場合には，学生の生活及び勉学の場として有効に機能

しているか。 

 

（観点に係る状況）  

寮務委員会を組織し，寮務委員会をほぼ毎月開催して寮を管理運営している（資料７－２－③－

１，２）。事務員２名を寮に配置し，常時の事務管理，寮生の世話役，保護者との連絡役となってい

る。 

宿直・日直とも教員 1 名の体制で，加えて西寮（女子寮）に毎日１９時から２２時まで寄宿舎指

導員を配置している（資料７－２－③－３，４）。 

寮の施設概要を示す（資料７－２－③－５）。平成 15 年から全居室にエアコンを設置した。 

寮生による寮自治会が組織され（資料７－２－③－６），寮務関係教職員指導のもと，寮長など

役員が中心となり，日課や年間行事，寮生大会（年３回）役員会（月１回）室長会などを自治的に実

施している（資料７－２－③－７,８）。 

1・2 年生の学習習慣の定着を目的とした学習会を，自治会主催で週一回，加えて 1 年生に対して

は寮務主事補の監督で週二回行っている（資料７－２－③－９）。平成 15 年度から保護者との懇談

会を年に二度開催し，加えて随時に主事との個別懇談も行っている（資料７－２－③－１０）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

各個室にエアコンが設置され，快適な寮生活が送られている。近年の寮生は落ち着いた雰囲気で

生活しており，日課や年間行事も自治的に運営でき，寮が集団生活の場として機能している。また，

寮務教員および自治会指導による学習会を実施して勉強の習慣を身に付けさせ，学習室やパソコン室

が常時利用できるなど，本人の自覚で十分に学習できる環境は整っている。 
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資料７－２－③－１ 寮務委員会組織（役割分担表） 

 

 

 

 

（出典：寮務委員会資料）
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資料７－２－③－２ 寮務委員会議事録の例 

 

 

 

（出典：寮務委員会資料）
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資料７－２－③－３ 宿日直の手引き  

 

（出典：寮務委員会資料）
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資料７－２－③－４ 寄宿舎指導員の業務内容  

 

 
 

 

（出典：寮務委員会資料）
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資料７－２－③－５ 寮施設一覧  

（出典：学生便覧）
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資料７－２－③－６ 寮自治会規約  
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（出典：寮務委員会資料）
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資料７－２－③－７ 寮生活の手引き  

 

（出典：寮務委員会資料）
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資料７－２－③－８ 寮行事予定表（全体，月別） 
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（出典：寮務委員会資料）
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資料７－２－③－９ 学習会の記録用紙（記載削除） 

 

 

 

 

（出典：寮務委員会資料）
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資料７－２－③－１０ 寮保護者会会則  

 

 

（出典：寮務委員会資料）
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観点７－２－④： 就職や進学などの進路指導を行う体制が整備され，機能しているか。 

 

（観点に係る状況）  

５年生には担任，専攻科にも専攻科主任（担任役）を配置し就職・進学の指導を行い（資料７－

２－④－１，２），卒研指導教員も助言・指導を行って学科全体が進路指導する体制となっている

（資料７－２－④－３）。学生支援係に担当事務員を配置し，就職・進学に関する情報収集などを行

っている。また，学内の進学・就職に関する資料を各学科にある資料室でパソコンにより閲覧できる

（資料７－２－④－４，５）。５年生に限らず，本科および専攻科を通して以下のような進路指導を

行っている。 

・新入生オリエンテーションでの進路指導の実施（資料７－２－④－６） 

・１～３年生の科目「キャリア概論」における進路指導の実施（資料７－２－④－７） 

・ ２年団保護者懇談会での進路状況の保護者への説明（資料７－２－④－８） 

・ 4 年生 12 月，５年生 4 月における進路説明会，及び各科ガイダンス（資料７－２－④－９） 

・ 保護者懇談会を開催しての進路説明（資料７－２－④－１０，１１） 

・ 面接実技研修（４年，５年，専攻科）（資料７－２－④－１２，１３） 

・ 進学模擬試験（英語・数学）の実施（４年以下）（資料７－２－④－１４） 

・ 各科の模擬面接・模擬試験（建設環境工学科）（資料７－２－④－１５） 

・ 就職担当者の配置（資料７－２－④－１６） 

・ 企業訪問・企業来校者との面談（資料７－２－④－１７,１８） 

・ 企業インターンシップ（資料７－２－④－１９） 

・ 企業合同説明会の実施。（資料７－２－④－２０） 

大学3年次編入学試験のための学習指導については，希望学生に対する個別指導を随時行っている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

「キャリア概論」，随時の学科オリエンテーションなど低学年のうちから進路指導を進めている。5

年生には担任と卒研担当教員が，専攻科生には専攻科主任や特別研究担当教員が，進路指導を行って

おり，全学科的な取組をしている。 
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資料７－２－④－１ 担任，主任一覧  

（出典：校務分担表）
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資料７－２－④－２ 担任業務規定  

 

 

（出典：担任のしおり）
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資料７－２－④－３ 卒研配属指導教員一覧  

（出典：高専便り）
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資料７－２－④－４ 進学・就職情報検索ページ  

 

（出典：学生課資料）
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資料７－２－④－５ 進路情報資料室（機械工学科の例） 

 

（出典：機械工学科資料）

 

 

資料７－２－④－６ 新入生オリエンテーション専門紹介  

 

（出典：オリエンテーション日程表）
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資料７－２－④－７ 「キャリア概論」の進路指導  

 

（出典：教務資料）
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資料７－２－④－８ ２年団保護者懇談会での進路説明  

 

 

（出典：教務資料）
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資料７－２－④－９ ４年進路説明会・保護者懇談会案内  

 

（出典：教務資料）
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資料７－２－④－１０ 進路説明会資料  

 

（出典：教務資料）
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資料７－２－④－１１ 進路説明会各科ガイダンス例（電気情報工学科の例） 

 

（出典：電気情報工学科資料）
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資料７－２－④－１２ 面接実技講習会打ち合わせ資料 

 

（出典：学生支援委員会資料）
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資料７－２－④－１３ 面接実技講習会の実施報告  

 

（出典：学生支援委員会資料）
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資料７－２－④－１４ 進学模擬試験  

 

（出典：担任の手引き）
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資料７－２－④－１５ 就職指導の一例（建設環境工学科の例） 
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（出典：建設環境工学科資料）
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資料７－２－④－１６ 就職担当者配置一覧  

 

（出典：教務資料）
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資料７－２－④－１７ 企業訪問の一例（機械工学科の例） 

（出典：機械工学科資料）
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資料７－２－④－１８ 企業訪問の一例（建設工学科の例） 

（出典：建設環境工学科資料）
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資料７－２－④－１９ インターンシップ実績  

 

 

（出典：教務資料）
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資料７－２－④－２０ 企業合同説明会  

 

（出典：高専便り）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

・ 数々のガイダンスを実施し，授業科目としてもキャリア概論がある。 

・ 学生による図書を充実させる取り組み「ブックハンティング」がある。 

・ 学生の要望を汲み上げる制度が充実し，実績もある。 

・ 海外語学研修がスタートし成果をあげている。 

・ 教育相談室は相談窓口だけでなく，専門的な知識も備え，各種講習会では具体的な指導法を

紹介するなど指導上の助けとなっている。 

・ 小規模の寮だが，寮務委員会の支援のもと，寮生が諸活動を自治的に運営し，集団生活の場

として機能している。 

・ 校内での企業合同説明会や，学外の専門講師による面接実技講習会を実施している。 

 

（改善を要する点）  

特になし 

 

（３）基準７の自己評価の概要 

学習面に関係する学生支援として，新入生オリエンテーション，学科毎の説明会や宿泊研修，キャ

リア概論での取組みなどの多彩なガイダンスを実施し，対話集会，各コースの教育改善検討委員会，

授業評価アンケートと対話，目安箱の設置など学生ニーズを把握する制度も充実させている。また各

学科に検索用パソコンのある進路資料室を設置するほか，編入模擬試験，進路説明会，合同企業説明

会，面接実技講習会など，進路に対する全学的な支援を行っている。取得可能な各種検定・資格試験

を本校ＨＰにまとめ，希望学生への受験指導も行っている。また海外語学研修制度を整備して 18 年

度から実施している。 

 施設面においては，利用率の高い図書館や，コンピュータを利用できる学習施設であるＣＳセンタ

ーなどを設置し，クラブ活動へは各部に専用の部室・活動施設を割り当てている。障害を持つ学生の

ために学校全体のバリアフリー化を進め，特に寮には身障者用２人部屋を設置している。 

 生活面の支援として，学生相談へは第一に各学級担任が応じるほか，教育相談室および学外の専門

カウンセラーを設置している。学生への生活指導や交通指導は学生小委員会が中心となって行い，授

業料免除や各種奨学金による経済面の支援制度も整備されている。 

 特別な配慮を必要とする学生への支援に関しては，まず実家が遠方の学生のために設置した寮では，

寮務委員会の支援の下で諸活動が寮生により自治的に運営され，集団生活の場として機能している。

また各個室にはエアコンが設置され寮環境が改善されており，学習会の実施，パソコン室・学習室が

自由に利用できるなど，本人の自覚で十分に学習できる環境にある。寮で生活する外国人留学生には

専用の補食室・学習室・シャワー室を設置し，また指導教員や学生チューターを配置して生活面と学

習面のサポートをしている。発達障害を持つ学生のため，教員への講習会を定期的に実施して具体的

な学生への接し方などを紹介している。 
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基準８ 施設・設備 

（１）観点ごとの分析 

観点８－１－①： 学校において編成された教育課程の実現にふさわしい施設・設備（例えば、校

地、運動場、教室、研究室、実験・実習室、演習室、情報処理学習のための施設、

語学学習のための施設、図書館等、実験・実習工場さらには職業教育のための練習

船等の設備等が考えられる）が整備され、有効に活用されているか。また、施設・

設備のバリアフリー化への配慮がなされているか。 

  
（観点に係る状況） 
 本校の校地には、管理部及び一般教育棟、各専門科目棟、専攻科棟、図書館、コンピュータサイエ

ンスセンター、高機能化技術教育研究センターの校舎及び体育施設や実習工場等の施設があり、敷地

も十分な面積が確保されている（資料８－１－①－１）。 
また、高等専門学校設置基準において必須とする施設及び設備等（校地・校舎等）については、本

校の施設整備計画に基づき、校舎等の耐震化を進めるとともに各教室等に空調設備を完備し、安全快

適な教育環境の整備に努めてきている。 
【本校における主な施設】 
１．教室・講義室等  
 本校には教室・講義室等として、一般教育棟、各専門科目棟及び専攻科棟がある。一般教育棟（管

理部併設・電気情報工学科棟併設）には、低学年学生（１～３年生）のホームルーム教室、講義室及

び実験室が置かれ、一般教育科目や専門科目の座学授業、キャリア支援及び実験・実習などの授業に

使用されている。各専門科目棟は、機械工学科棟、電気情報工学科棟、制御情報工学科棟及び建設環

境工学科棟の４棟があり、建設環境工学科棟内に高学年学生（４～５年生）の教室を置いている（機

械工学科５年生のみ機械工学科棟内）。また、各専門科目棟には実験室や演習室などがある。 

また、各専門科目棟とは独立した専攻科棟が平成 12 年度に竣功・完成し、専攻科学生のゼミ室や講

義室等が置かれている。また、専攻科棟は、専攻科学生ばかりでなく、本科の学生教育施設としても

利用されている。 

なお、各棟の教室や講義室などの稼動状況は、（資料８－１－①－２）に示すとおりである。 

２．図書館  

 本校の図書館は、教育研究の基盤として図書及び情報資料の収集、整理、管理を行い、教育研究の

発展及び利用者に寄与するために設置されている（資料８－１－①－３）。平成 11 年度には耐震補強

工事と併せて閲覧室の内部改修工事を行い、空調機等の設備も更新した。 

３．情報処理教育施設  

 本校の情報処理学習の中心施設として、コンピュータサイエンスセンター（以下、「ＣＳセンター」

という。）があり（資料８－１－①－４）、専攻科を含めた全学の情報教育（コンピュータリテラシ教

育、プログラミング教育及び工学系アプリケーションソフトを使った演習授業等）、及び教職員の学術

研究のための共同利用施設となっている。 

４．高機能化技術教育研究センター  

 本校の高機能化技術教育研究センターは、教育研究をはじめ、学生の先端技術教育の充実促進を図

ること及び地元企業との技術交流や技術開発援助を通して地元産業の発展に寄与することを目的とし

て、学内共同利用の研究施設として設置されている（資料８－１－①－５）。 
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５．体育施設  

 体育の授業や放課後の運動クラブ活動のため、第一体育館、第二体育館、水泳プール（６コース 25m）、

運動場（トラック 300m、トラック内側にサッカー場及びラクビー場）、野球場（1面、第二運動場とし

ても使用）、テニスコート（6 面）、武道場、サーキットトレーニングセンターがある（前述資料８－

１－①－１）。 

６．バリアフリー施設  

施設・設備のバリアフリー化を推進するため、本校では平成 12 年度から段階的に整備を行ってきて

いる。現在のところ、一般教育棟には身障者用トイレ、エレベータ、スロープ、自動扉及び渡り廊下

を設置し、専攻科棟・図書館・自彊会館にはそれぞれ身障者用トイレ、エレベータ、スロープ及び自

動扉を設置し、機械工学科棟・制御情報工学科棟にはそれぞれ身障者用トイレ、エレベータ及び自動

扉を設置し、建設環境工学科棟周辺通路・ＣＳセンター入口・高学年寄宿舎入口にはスロープを設置

し、制御情報工学科棟周辺通路に屋根付渡り廊下を設置している。（資料８－１－①－６） 

なお、今後バリアフリー化が必要な体育施設（第一体育館、第二体育館、武道場）、学生寄宿舎及び

グラウンドトイレ、建設環境工学科棟については、平成 19 年度から平成 21 年度にかけて計画的に実

施する予定である。 

７．その他の主要施設 

機械工学科の実験演習関係施設として、機械工学科実習工場及び流体・風洞実験室があり、語学学

習教室として図書館棟３階にＬＬ教室、福利厚生施設として自彊会館（食堂・売店など）、合宿研修施

設として和敬館、寄宿舎として清雲寮等がある（資料８－１－①－７）。 

【本校における主な実験、実習装置・設備】  

施設以外の主要設備は、一般教育棟、各専門科目棟、専攻科棟、図書館、ＣＳセンター、高機能化

技術教育研究センターの各施設内において整備されており、これらの諸設備は、学生の教育・実習並

びに卒業研究等において利用されている（資料８－１－①－８）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

本校の施設・設備は、上記で示したとおり高等専門学校設置基準を充たしており、本校の教育課程

の実現に相応した整備がなされている。また、教室や実験室、実習工場等の教育環境は整備されてお

り、有効に活用されている。また、校舎等のバリアフリー化についても段階的に整備され、身障者へ

の配慮がなされている。 
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資料８－１－①－１ 本校施設の概要 

（出典：高松工業高等専門学校要覧２００７）
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資料８－１－①－２ 施設稼働状況 

 

（出典：授業時間割）
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資料８－１－①－３ 本校図書館の概要と利用状況 

 
（出典：高松工業高等専門学校要覧２００７）
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資料８－１－①－４ コンピュ－タサイエンスセンターの概要 

 
（出典：高松工業高等専門学校要覧２００７）
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資料８－１－①－５ 高機能化技術教育研究センターの概要 

 
（出典：高松工業高等専門学校要覧２００７）
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資料８－１－①－６ バリアフリー施設の状況 
身障者用トイレ 

 
スロープ 

 
（出典：施設係作成資料）
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資料８－１－①－７ 本校の寮・福利厚生施設・合宿研修施設の概要 

 
（出典：高松工業高等専門学校要覧２００７）
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資料８－１－①－８ 施設以外の主要設備 
 

 
（出典：高松工業高等専門学校要覧２００７）
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観点８－１－②： 教育内容、方法や学生のニーズを満たす情報ネットワークが十分なセキュリティ

管理の下に適切に整備され、有効に活用されているか。 

 
（観点に係る状況）  
本校には、専攻科を含めて全学の情報処理教育及び学術研究推進の共同利用施設としてＣＳセンタ

ーがある。（前述資料８－１－①－４）本センターは、校内ネットワークシステムと集合教育演習シス

テムの二つのシステムから成り立っている。センター内には一般管理部、ワークステーション室、ネ

ットワーク室の３室が置かれ、校内の情報ネットワークシステムの集中管理施設としても中核的な役

割を担っている。なお、本校校内ネットワーク構成図は（資料８－１－②－１）に示すとおりである。 

ＣＳセンターの管理体制は、昭和 63 年に「高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター

管理運営規程」（資料８－１－②－２）が制定され、その運営管理は同センター長を中心として活動し

ている。また、同センターの円滑な運営を図るためにコンピュータサイエンスセンター運営委員会が

設置されている（資料８－１－②－３）。 

また、本校はネットワークの安全な管理運営のために、セキュリティ対策につとめている。昭和 63

年に「高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター利用細則」（資料８－１－②－４）が制

定され、同時に同「利用要項」（資料８－１－②－５）が制定された。平成 12 年度には高速キャンパ

ス情報ネットワークが整備されたことから、「高松工業高等専門学校学生のネットワーク利用要領」（資

料８－１－②－６）が制定された。これら３つの準則は、学生便覧にも公開されており、学生及び教

職員は常にこれらの準則を見ることができる。また平成１６年度に「高松工業高等専門学校情報セキ

ュリティ委員会規程」（資料８－１－②－７）が制定された。同委員会の審議事項として、「情報セキ

ュリティポリシーの策定と改訂」、「情報セキュリティの遵守の励行及び違反に対する措置」、「情報セ

キュリティに関する啓発及び教育」などがあり、平成１７年度にセキュリティポリシーが策定された

（資料８－１－②－８）。ＣＳセンターを利用する授業科目は、（資料８－１－②－９）に示すとおり

であり、ＣＳセンターは学生の自主学習の場として午後 6時まで開放されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

校内ネットワークシステムの中核施設として、ＣＳセンターがあり、学内 LAN により各校舎施設間

での一体的な情報の流通が可能となっており、授業や放課後の学生の自学自習においても活用されて

いる。また、情報のセキュリティも、同センターが中心となって、コンピュータサイエンスセンター

運営委員会や情報セキュリティ委員会が設置され、課題の発見、検討、解決につとめている。 
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資料８－１－②－１ 本校ネットワ－ク構成図 

（出典：CS センター作成資料）
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資料８－１－②－２ コンピュータサイエンスセンター管理運営規程 

高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター管理

運営規程

昭和63年２月22日制定

（趣旨）

この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則（以下「規則」という｡)第第１条

17条第２項の規定に基づき，高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンタ

ー（以下「センター」という｡)の組織及び運営について定めるものとする。

（目的）

センターは，高松工業高等専門学校（以下「本校」という｡)における情報処第２条

理教育及び学術研究の推進に寄与することを目的とする。

（センター長）

規則第35条第１項に定めるコンピュータサイエンスセンター長（以下「セン第３条

ター長」という｡)は，教授又は准教授をもつて充てる。

２ センター長は，校長が任命する。

３ センター長は，教務主事及び学科長と連絡を密にし，センターの業務を掌理する。

４ センター長の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の

後任者の任期は，前任者の残任期間とする。

（特別研究員）

センターに特別研究員を置くことができる。第４条

２ 特別研究員は，校長が選任する。

３ 特別研究員は，情報処理教育に関する研究及びセンター長から付託された特別な

事項についての研究を行うとともにセンターの円滑な運営に協力するものとする。

（センターの利用）

センターの利用に関し必要な事項は，別に定める。第５条

（委員会）

センターの円滑な運営を図るため，センターに高松工業高等専門学校コンピ第６条

ュータサイエンスセンター運営委員会（以下「委員会」という｡)を置く。

２ 委員会に関する事項は別に定める。

（組織）

センターに管理部及び研究部を置く。第７条

２ 管理部の次の２室を置く。

 
      （以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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資料８－１－②－３ コンピュータサイエンスセンター運営委員会規程（抜粋） 

高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター運営委員会規程

平成17年３月10日制定

（趣旨）

この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第19条第２項及び高松工業第１条

高等専門学校コンピュータサイエンスセンター（以下「センター」という｡)管理運

営規程第５条第２項の規定に基づき，センター運営委員会（以下「委員会」という

）の組織及び運営について定めるものとする。。

（審議事項）

委員会は，センターに関する次の各号に掲げる事項を審議する。第２条

一 センターの管理運営に関すること。

二 センターの利用計画に関すること。

三 その他センターの管理運営に関する必要な事項

（組織及び任期）

委員会は，次の各号に掲げる委員をもつて組織する。第３条

一 コンピュータサイエンスセンター長

二 教務副主事又は教務主事補から１名

三 専攻主任から１名

四 一般教育科及び各学科から選出された各１名の教員

五 学生課長

２ 委員は，校長が委嘱する。

３ 第１項第４号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じ

た場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。

（運営）

委員会に委員長を置き，コンピュータサイエンスセンター長をもつて充てる。第４条

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長が指名する委員がその職務を代行す

る。

（委員以外の者の出席）

委員長は，必要に応じ，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができ第５条

る。

（事務）

 
（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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資料８－１－②－４ コンピュータサイエンスセンター利用細則（抜粋） 

高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター利用細則

昭和63年２月22日制定

（趣旨）

この細則は，高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター管理運第１条

営規程第５条の規定に基づき，高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセン

ター（以下「センター」という ）の利用について定めるものとする。。

（利用形態）

センターにおける利用形態は，次のとおりとする。第２条

一 ネットワークシステムによる会話型ジョブ

二 集合教育演習システムによる会話型ジョブ

三 小演習システムによる会話型ジョブ

（利用の範囲）

センターを利用できる者及びその利用範囲は，次のとおりとする。第３条

一 本校教職員であつて，学術研究及び教材作成に使用する場合

二 学生の情報処理教育に関する講義並びに実習に使用する場合

三 本校教員の指導のもとに本校の学生が使用する場合

四 事務処理に使用する場合

五 その他特にセンター長が認めた場合

（利用の申請）

センターを利用しようとする者は，別紙様式１による「センター利用申請第４条

書」をセンター長に提出しなければならない。ただし，学生については，指導する

教員が一括して申請するものとする。

（利用の承認）

センター長は，前条の規定による申請が適当であると認めたときは、別紙様第５条

式２による「センター利用承認書」に必要事項（登録番号等）を記入して申請者に

交付するものとする。

（全国共同利用大型計算機センターの利用）

全国共同利用大型計算機センター（以下「大型計算機センター」という ）第６条 。

を利用するため大型計算機利用大阪地区（第６地区）協議会の承認を得て、本校セ

ンター内に「高松高専連絡所 （以下「連絡所」という ）を設ける。」 。

 
（以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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資料８－１－②－５ コンピュータサイエンスセンター利用要項 

高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター利用要項

昭和63年２月22日制定

（趣旨）

この要項は，高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター利用細第１条

則第12条の規定に基づき，高松工業高等専門学校コンピュータサイエンスセンター

（以下「センター」という ）の利用について必要な事項を定めるものとする。。

（利用時間）

大演習室、第一演習室、第二演習室及びコンピュータ演習室の利用時間は，次第２条

のとおりとする。

一

室 曜 日 時 間
大演習室
第一演習室 月～金 8：30～ 18:00
第二演習室
コンピュータ演習室

ただし，機器等の保守点検又は故障等のため当該時間内であつても利用を停止

することがある。

二 前号の規定にかかわらず，あらかじめセンター長の許可を得たときは，前号の

時間以外の利用をすることができる。

三 前号による利用者で，かつ勤務時間以外の利用者は戸締まり等の後始末を厳重

に行うものとする。

（利用優先順位）

大演習室、第一演習室、第二演習室 の利用優先順位は，第３条 及びコンピュータ演習室

次のとおりとす

る。

一 授業を第１位とし，以下教員研究，クラブ活動の順とする。

授業において，工学実験（講義を含む ）のほかに卒業研究が併行される場合。

は，工学実験を優先する。

二 前号の順位の詳細は，利用の区分に応じ学期毎にコンピュータサイエンスセン

ター運営委員会において決定し，掲示する。

 
 
 
 

（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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資料８－１－②－６ 高松工業高等専門学校学生のネットワーク利用要領 

 
（出典：平成１９年度学生便覧）

 
 



高松工業高等専門学校 基準８ 

- 458 - 

資料８－１－②－７ 高松工業高等専門学校情報セキュリティ委員会規程（抜粋） 

高松工業高等専門学校情報セキュリティ委員会規程

平成17年３月10日制定

（趣旨）

この規程は、高松工業高等専門学校内部組織規則第19条第２項の規定に基づ第１条

き、高松工業高等専門学校情報セキュリティ委員会（以下「委員会」という｡)の組

織及び運営について定めるものとする。

（審議事項）

委員会は、情報セキュリティに関する次の各号に掲げる事項を審議する。第２条

一 情報セキュリティポリシーの策定と改訂に関すること。

二 情報セキュリティポリシーの遵守の励行及び違反に対する措置に関すること。

三 除法セキュリティに関する啓発及び教育に関すること。

四 その他情報セキュリティに関する必要な事項

（組織）

委員会は、次の各号に掲げる委員をもつて組織する。第３条

一 教務主事

二 専攻科長

三 各学科長

四 図書館長

五 各学内共同利用施設長

六 事務部長

２ 委員は、校長が委嘱する。

（運営）

委員会に委員長を置き、教務主事をもつて充てる。第４条

２ 委員長は、委員会を招集し、その議長となる。

３ 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行

する。

（委員以外の者の出席）

委員長は、必要に応じ、委員以外の者の出席を求め、意見を聴くことができ第５条

る。

（事務）

委員会の事務は、企画室において処理する。第６条

 
（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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資料８－１－②－８ 本校情報セキュリティポリシー 

- 1 -

高松工業高等専門学校長

2006.03.14

高松工業高等専門学校（以下「本校」という）における継続的かつ安定的な教育・研究

及び事務の実施を確保するためには、情報資産について高度な安全を確保し、その利用者

の信頼を得るためにふさわしい情報セキュリティ水準を達成するよう、適切な情報セキュ

リティ対策を実施することが必要不可欠である。

このため、本校においては情報セキュリティ対策の包括的な規程として、情報セキュリ

ティポリシー（以下「ポリシー」という）を策定し、本校の管理責任範囲に存在する重要

な情報資産を、機密性・完全性・可用性に対する内外の脅威から守るために必要な情報セ

キュリティの確保に最大限取り組むこととする。

なお、ポリシーは情報セキュリティ基本方針及び情報セキュリティ対策基準からなるも

のとする。

１ 情報セキュリティ基本方針

1-1 用語の定義

(ⅰ) 情報セキュリティ

情報資産の機密性、完全性及び可用性を維持すること。

(ⅱ) 情報資産

職員（非常勤講師、契約・臨時的職員を含む)（以下「職員」という）及び

学生等に関わる個人情報、本校の運営に関する情報、各種コンピュータとその関

連機器、ネットワークとその管理設備、その他本校の運営上重要となる情報やそ

の運用関連設備。

(ⅲ) 機密性

アクセスを認可されたものだけが、対象の情報にアクセスできることを確実にする

こと。

(ⅳ) 完全性

情報および処理方法が正確であり、かつ、完全であることを保護すること。

(ⅴ) 可用性

認可された利用者が、必要なときに確実に情報および関連する資産にアクセスで

きること。

(ⅵ) 脅威

情報資産に影響を与え、損失を発生させる直接の要因を指す。

不正アクセスによる情報の改ざんや破壊、ウィルスによる感染事故、自然災害に

よる情報インフラの停止や、故意又は過失による情報の漏洩や破壊、機器及び媒

体の盗難など。

1-2 適用範囲

ポリシーは、本校の情報資産と、それに関連する人的資産、物理的資産（建物・設備等）

 
（以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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 資料８－１－②－９ CS センター利用状況 

 
（出典：学生課資料）
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観点８－２－①： 図書、学術雑誌、視聴覚資料その他の教育研究上必要な資料が系統的に整備さ

れ、有効に活用されているか。 

 
（観点に係る状況）  

本校図書館の図書は、種目ごとに系統的に分類整理され（日本十進分類表）、蔵書数が 10 万３千冊

近く（うち洋書約１万冊）あり、所蔵雑誌は約 721 種（うち洋雑誌 196 種）ある。毎年、学生や教職

員からの希望・推薦図書の調査などによって、図書の充実化をはかっている。また、視聴覚ソフトは、

DVD・ビデオソフトが 785 タイトル、CD が 1,030 タイトルある。このうち、開架式閲覧室には、４万

冊以上の本や雑誌が配架され、学習のため閲覧机 16 脚、座席 70 席が用意されているほか、ビデオデ

ッキ４台、学生の蔵書検索用パソコン３台が設置されている（前述資料８－１－①－３）。図書の利用

については、「高松工業高等専門学校図書館規程」（資料８－２－①－１）及び同「図書館利用細則」

（資料８－２－①－２）を設け、学生便覧で公開し、学生に周知して便宜をはかっている。 

また、図書館サービスを向上させるために、学内 LAN などの情報関連施設を利用して、図書館情報

や蔵書・学術雑誌情報などの電子化・ネット化をおこなった。その結果、図書はウェブ上においても

系統的に整備され、学生の図書利用や教員の教育研究のうえで利便性を向上させている。図書館のホ

ームページ（以下「ＨＰという。」）は、本校のＨＰ上にリンクし、図書館紹介、利用案内、新着図書

紹介（学内限定）のほか、図書・和雑誌・洋雑誌の蔵書検索（図書については学内限定）、高松高専研

究紀要、図書館だより、電子ジャーナル（学内限定）、学外学術情報検索がウェブ上でできるようにな

り、図書館情報の利便性が実現されている（資料８－２－①－３）。また、本校図書館は、他の大学等

との相互利用による文献複写等のサービスも実施している（資料８－２－①－４）。  

本校学生の図書利用については、全国の高専の中で高いほうに属し、貸出冊数が増加している（資

料８－２－①－５）。現在、学生の図書離れが指摘されているなか、学生に図書の利用意識を高め、よ

り親しんでもらうため、新入生オリエンテーション時の図書館利用の説明会、各クラスからの図書委

員選出、学生祭での古本市開催、学生による「図書館だより」の原稿の一部執筆（資料８－２－①－

６）、図書委員を中心としたブックハンティングの実施（資料８－２－①－７）、長期休業中における

20 冊までの貸出し実施、教職員による選定図書の購入、学生の希望図書の受けつけ、学生の夏休み読

書感想文や 1000 頁読破記の公募などに取り組んでいる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

本校図書館における蔵書、雑誌、視聴覚資料、及び図書施設としての整備状況、学生・教職員への

希望図書調査等にもとづく毎年の増加冊数、ウェブ検索を含めた図書検索の整備状況、図書情報の周

知状況、学生の利用並びに利用促進状況、利用規則の明確性及びその周知方法において、本校図書館

には、教育研究上必要な資料が系統的に整備され、有効に活用されている。 

 
 
 



高松工業高等専門学校 基準８ 

- 462 - 

資料８－２－①－１ 図書館規程 

高松工業高等専門学校図書館規程

平成６３年２月２２日制定

（趣旨）

第１条 この規程は、高松工業高等専門学校内部組織規則（ 以下「規則」という ）第

１１条第４項の規定に基づき、高松工業高等専門学校図書館（ 以下「 図書館 」とい

う ）の組織及び運営等について定めるものとする。。

（目的）

第２条 図書館は、高松工業高等専門学校（以下「本校」という ）における教育研究の。

基盤として、図書及び情報資料を収集、整理、管理して教育研究の発展及び利用者に寄

与することを目的とする。

（館長）

第３条 図書館は、規則第１１条第１項に定める図書館長がこれを統括する。

（委員会）

第４条 図書館の円滑な運営を図るため、図書館運営委員会（以下「委員会」という ）。

を置く。

２ 委員会に関する事項は、別に定める。

（施設）

第５条 図書館に、多面的機能を推進するため、次の施設を置く。

事務室及び閲覧室・書庫

談話室

（図書資料等の管理）

第６条 図書館の管理する図書及び情報資料は、図書館に備え付けるもののほか、各学科

等に備え付けることができる。

２ 前項により各学科等に備え付けるものについては、図書館長の承認を得るものとする。

３ 各学科等備え付けの図書及び情報資料の保管責任は、各学科等においてその責を負う

ものとする。

 
（以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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資料８－２－①－２ 図書館利用細則 

高松工業高等専門学校図書館利用細則

昭和63年12月１日制定

（趣旨）

この細則は、高松工業高等専門学校図書館規程第９条の規定に基づき、高松第１条

工業高等専門学校図書館（以下「図書館」という｡)の利用に関し必要な事項を定め

るものとする。

（開館日）

図書館は、次に掲げる日を除き開館するものとする。第２条

一 日曜日

二 国民の祝日（国民の祝日に関する法律に規定する休日をいう｡)

２ 前項の規定にかかわらず、図書館長（以下「館長」という｡)が特に必要と認めた

ときは、臨時に閉館することができるものとする。

（開館時間）

図書館の開館時間は、次のとおりとする。ただし、館長が特に必要と認めた第３条

ときは、これを変更することができるものとする。

一 平 日 ９時から20時まで ただし、春季休業中、夏季休業中、冬季休業中及

び学年末休業中（以下「長期休業中」という｡)は、９時から17時までとする。

二 土曜日 10時から16時まで ただし、長期休業中は、休館とする。

（利用の区分）

図書館の利用者（以下「利用者」という｡)は、次に掲げる区分により図書館第４条

を利用することができるものとする。

一 館内閲覧

二 書庫内図書利用

三 館外貸出

四 参考調査

五 文献複写

六 相互利用

（館内閲覧）

利用者は，館内においては、静粛を旨とし、雑談、飲食、喫煙等館内の秩序第５条

を乱し、他人の迷惑となるような行為をしてはならない。

（書庫内図書利用）

 
（以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則集）



高松工業高等専門学校 基準８ 

- 464 - 

資料８－２－①－３ 図書館ホームページ 

 
 

（出典：本校ホームページ）
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資料８－２－①－４ 図書館複写規程（抜粋） 

高松工業高等専門学校図書館文献複写規程

昭和52年12月20日制定

本校における文献等の複写については，この規程の定めるところによる。第１条

前条の文献等の複写は，教育，研究又は本校における業務遂行を目的とする第２条

場合に限り受け付けるものとする。

複写機を使用し，若しくは文献等の複写を依頼しようとする者は，あらかじ第３条

め次の区分により図書館事務室に申し込み，承認を得なければならない。

一 本校教職員，学生の場合 複写機使用申込書（第１号様式）

二 学外者の場合 文献複写申込書（学外者用） （第２号様式）

前条により承認を得た者は，別に定めのある場合を除き，複写料金を総務課第４条

経理係に前納しなければならない。ただし，前条第一号により，本校教職員が使用

する場合で，校費の振替を行うものについてはこの限りでない。

２ 前項の料金のほか，文献複写のために要した送料その他の実費については，依頼

者において負担するものとする。

３ 一旦納付した料金は，いかなる理由があつても返還しない。

文献複写料金は，別表のとおりとする。第５条

この規程の施行について必要な事項は別に定める。第６条

附 則

この規程は，昭和53年１月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成元年４月１日から施行する。

附 則

１ この規程は，平成元年10月１日から施行し，平成元年４月１日から適用する。

２ この規程施行の際，現にあるこの規程による改正前の様式による用紙は，当分の

間，これを取り繕い使用することができる。

附 則

この規程は，平成２年７月20日から施行し，平成２年４月１日から適用する。

附 則

この規程は，平成10年11月１日から施行する。

附 則

この規程は，平成11年４月１日から施行する。

 

 
（出典：高松工業高等専門学校規則集）
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資料８－２－①－５ 図書館図書等貸し出し状況 

 

（出典：図書館作成資料）
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資料８－２－①－６ 学生の図書紹介文 

 
（出典：図書館だより）
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資料８－２－①－７ ブックハンティング資料 

 
（出典：図書館作成資料）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 
高等専門学校設置基準において必須とする施設及び設備等（校地・校舎等）について、本校の施設

整備計画に基づき、校舎等の耐震化、各教室等への空調設備完備、段階的なバリアフリー化等安全快

適な教育環境の整備を進めている。 
（改善を要する点） 

一部の施設及び設備について、老朽化が進んでおり、その改善が必要であると認められる。なお、

これらの改善については、本校の施設整備計画に基づき年次的に実施する予定である。 
 
（３）基準８の自己評価の概要 

校地並びに校舎面積は高等専門学校設置基準を充たし、教育研究に係る一般教育棟並びに各専門学

科棟、実験・実習工場、図書館、ＬＬ教室、コンピュータサイエンスセンター、高機能化技術教育研

究センター、専攻科棟、体育施設、福利厚生施設、合宿研修施設及び学生寄宿舎は、教育研究のため

相応した整備がなされバリアフリー化も進んでおり、かつ学生の利用状況からみて有効に利用されて

いる。また校舎内には、ホームルーム教室、研究室、実験室、実習室及び学生の自学自習施設が整備

されており、施設全体における学生の利用も有効に活用されている状況にある。学内ネットワークシ

ステムの中核施設にはＣＳセンターがあり、学内 LAN により各校舎施設間の一体的な情報の流通が

可能になっている。同センターは、授業や放課後の学生の自学自習においても活用されている。また、

情報のセキュリティも、同センターが中心となって、コンピュータサイエンスセンター運営委員会や

情報セキュリティ委員会が設置され、課題の発見、検討、解決につとめており、ネットワークの利用

状況及びそのセキュリティ管理についても十分適切である。さらに、図書館に関しても、蔵書、雑誌、

視聴覚資料及び図書施設としての整備状況、学生・教職員への希望図書調査等にもとづく毎年の増加

冊数、ウェブ検索を含めた図書検索の整備状況、図書情報の周知状況、学生の利用並びに利用促進状

況、利用規則の明確性及びその周知方法において、本校図書館は、教育研究上必要な資料が系統的に

整備され、有効に活用されている。 
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基準９ 教育の質の向上及び改善のためのシステム 

（１）観点ごとの分析 

観点９－１－①： 教育の状況について，教育活動の実態を示すデータや資料が適切に収集・蓄積

され，評価を適切に実施できる体制が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 

１．教育活動の実態を示すデータ・資料等の収集・蓄積，または点検・評価に関わる体制 

本校の教育活動は，全学的には教務委員会および専攻科委員会が中心となって実施している（資料

９－１－①－１，２）。各専門学科には技術者教育プログラムがあり,各技術者教育プログラムを統括

する組織として技術者教育推進委員会がある（資料９－１－①－３）。また，教育活動を含めた機関全

体の点検･評価組織として自己点検・評価委員会があり（資料９－１－①－４），自己点検・評価の結

果は外部評価委員会（運営懇話会）に付される（資料９－１－①－５）。この他に，本校の教育活動に

関わるものとして,学生支援委員会，教員業績顕彰,人事委員会がある（資料９－１－①－６～８）。 

 

２．教育活動の実態を示すデータ・資料等の収集・蓄積への取り組み 

 旧来より学業成績等は教務委員会および専攻科委員会のもとで学籍簿として収集・蓄積されている。

数年前より各授業科目の授業記録，試験の答案，成績評価一覧表等を，教科ポートフォリオとして技

術者教育推進委員会が集積している（資料９－１－①－９，１０）。また，授業改善のために，学生に

よる授業評価アンケートとその後の対話記録，オープン授業の授業参観記録（資料９－１－①－１１,

１２），学生会との対話集会議事録等が収集・蓄積されている。さらに，教員の教育活動状況全般を把

握するために，人事委員会が教員の活動報告書を集積している（資料９－１－①－１３）。また，学外

者（卒業生，修了生，就職先企業等）からの意見聴取等は，技術者教育委員会が行っている（資料９

－１－①－１４） 

 

３．教育活動の実態を示すデータ・資料等の点検・評価 

教育点検改善ループ（資料９－１－①－１５）に従い，自己点検・評価委員会が全体を統括しなが

ら，教務委員会，専攻科委員会，学生支援委員会，外部評価委員会，人事委員会，各専門学科のプロ

グラム運営会議，技術者教育推進委員会等が，教育活動の実態を示すデータ・資料等の点検・評価を

行っている（資料９－１－①－１６～２０）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

 本校の教育活動は，全学的には教務委員会および専攻科委員会が中心となって実施しており，専門

学科ごとの４つの技術者教育プログラムが活動している。４つのプログラムを統括する組織として技

術者教育推進委員会が設置されている。また，教育活動を含めた機関全体の点検･評価組織として自己

点検・評価委員会があり，自己点検結果は外部評価委員会（運営懇話会）に付される。さらに，学業

成績は教務委員会および専攻科委員会のもとで学籍簿として収集・蓄積されている。外部審査の必要

性から，数年前より各科目の授業記録や答案等をファイルした教科ポートフォリオを作成・集積して

おり，授業改善のための学生による授業評価アンケート，アンケートについての対話記録，授業参観

記録，等々を収集・蓄積している。 

教育状況の実態を把握するデータ・資料を収集・蓄積する体制が整っており，評価を適切に実施で

きる体制を有していると判断される。 
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資料９－１－①－１ 教務委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校教務委員会規程  平成 17年３月 10日制定 
第２条 委員会は，教務に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 本科教育課程の編成・実施に関すること。 
二 本科の科目履修・成績処理に関すること。 
三 授業の一環としての学校行事に関すること。 
四 本科入学試験・編入学試験の実施及び運営に関すること。 
五 大学及び専攻科への編入学の推薦基準に関すること。 
六 入学生の受入に関すること（オープンキャンパス，中学校訪問，出前授業を。含む｡) 
七 研究生，聴講生，特別聴講学生及び科目等履修生の受入と教育課程に関すること（留学生の教育課程を含む）。 
八 学生の授業評価に関すること。 
九 その他本科教務に関する必要な事項 
 

（出典：教務委員会規程） 

 

資料９－１－①－２ 専攻科委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校専攻科委員会規程  平成 17年３月 10日制定 
（審議事項） 
第２条 委員会は，専攻科に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 専攻科教育課程の編成・実施に関すること。 
二 専攻科学生の履修・学位申請に関すること。 
三 専攻科入学者選抜の基本方針に関すること。 
四 専攻科入学者選抜の運営に関すること。 
五 その他専攻科教育に関する必要な事項 
 

（出典：専攻科委員会規程） 

 

資料９－１－①－３ 技術者教育推進委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校技術者教育推進委員会規程  平成 17年３月 10日制定 
第２条 委員会は，技術者教育の推進と点検・評価に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一学習・教育目標に関すること。 
二学習・教育目標達成度の総合評価に関すること。 
三教育課程の基本方針に関すること。 
四教育課程の点検・評価に関すること。 
五ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の基本方針に関すること。 
六認証評価機関の認証評価及び日本技術者教育認定機構（JABEE)の認定審査等に関すること。 
七その他技術者教育の推進に関する必要な事項 

 
（出典：技術者教育推進委員会規程） 

 

 



高松工業高等専門学校 基準９ 

- 473 - 

資料９－１－①－４ 自己点検・評価委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校自己点検・評価委員会規程  平成 19年２月８日制定 
第２条 委員会は，次の各号に掲げる事項について審議するものとする。 
一 自己点検・評価の項目に関すること。 
二 自己点検・評価の実施に関すること。 
三 自己点検・評価の報告書の作成及び公表に関すること。 
四 自己点検・評価の結果の活用に関すること。 
五 その他自己点検・評価に関すること。 

 

（出典：自己点検・評価委員会規程） 

 

資料９－１－①－５ 外部評価委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校外部評価委員会規程  平成 17年３月 30日制定 
第２条 委員会は，高松工業高等専門学校の自己点検・評価を踏まえ，今後の教育・研究並びに学校運営の一層の発展・充実に資す

るため，第３条に定める外部評価委員による次の各号に掲げる事項を評価する。 
一 教育理念，目的，目標及び方針に関すること。 
二 教育活動に関すること。 
三 学生支援に関すること。 
四 研究及び地域連携に関すること。 
五 国際交流に関すること。 
六 管理運営及び施設整備に関すること。 
七 その他委員会が必要と認める事項 
 

（出典：外部評価委員会規程） 

 

資料９－１－①－６ 学生支援委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校学生支援委員会規程  平成 17年３月 10日制定 
第２条 委員会は，学生支援に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 学生の課外教育に関すること。 
二 学生の規律保持に関すること。 
三 学生の保健衛生・福利厚生に関すること。 
四 学生による教育環境評価・学生自身の自己評価に関すること。 
五 学生の要望聴取・各種支援に関すること。 
六 学生の進路支援に関すること。 
七 その他学生活動及び学生生活に関する必要な事項 
 

（出典：学生支援委員会規程） 
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資料９－１－①－７ 教員業績顕彰規程（抜粋） 

 
１ 趣旨 
本校教員は主として教育者の面を持つが，一方で研究者の面を持つとともに本校の管理運営や社会貢献にも果たすべき役割がある。

このような観点から，顕著な業績を上げている教員を顕彰することにより，本校における教育研究の充実・向上とともに，地域社会

への貢献を目指すものである。 
２ 顕彰基準 
本校における教育（学生支援），研究，校務，社会貢献等において，顕著な業績があったと認められる者（３名程度）とする 

４ 選考方法 
校長・３主事が，候補者案を作成し，人事委員会に諮る。 
 

（出典：教員業績顕彰規程） 

 

資料９－１－①－８ 人事委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校人事委員会規程  平成１４年４月４日制定 
第２条 委員会は，校長の諮問に応じ，教員の選考に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 教員配置計画の基本方針に関すること。 
二 教員採用・昇任に関すること。 
三 教員貢献度の点検・評価に関すること。 
四 教員の表彰に関すること。 
五 その他教育・研究に係る人事に関すること。 
 

（出典：人事委員会規程） 
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資料９－１－①－９ 教員の手引き（抜粋） 

 
＜教科ポートフォリオの作成と保管について＞ 
  技術者教育認定機構（JABEE）の審査，学校教育法に基づく機関別認証評価その他の資料として，授業科目の実施記録を教科ポート

フォリオとして集積，保管する。 
１．対象科目 
  本科および専攻科で実施する全科目を対象とする。対象学生の所属学科等に関わらず，各科目の実施クラスごとにまとめて作成す

ることを基本とする。 
２．集積・保管する対象 
  下記資料に，中表紙（別紙書式）と当該科目シラバスをつけ，口取紙をつけて整理する。 
(1) 授業実施記録 

授業実施ノート，授業実施日程表等の実施日と実施内容を示す記録物。 
(2) 総合成績算出資料 
最終総合成績の算出方法の説明（各試験や提出物等の比率，総合成績算出式等）。 
総合成績算出の集計表，一覧表等。 
(3) 定期試験の問題用紙と担当教員による模範解答 
各期ごとの答案の先頭に添付する。問題用紙に模範解答が記されている場合は 問題用紙の添付は必要ない。 
(4) 定期試験の答案 
各期ごとの答案のうち，(a) 優良な答案の数例，(b) 合格最低クラス(60点台)の答案の全て，(c) 不合格(60点未満)の答案の全て，

を整理してまとめる。 
(5) 成績評価に使用した提出物等 
定期試験以外で成績評価に使用したレポート等の提出物で最終総合成績に占める比率の高いものは、(4) に準じる。造形物等のファ

イル困難なものは写真等でも可。 
(6) その他，配布物，副教材等 
３．同一科目で同一教員が複数のクラスを担当する場合の処置 
 授業内容がほぼ同一であり，1ファイルに収納できる分量であれば，複数のクラス分をまとめて一つのポートフォリオとしても良

い。 
４．提出時期 
  ５月末までに前年度分を学科でまとめて下記保管場所へ提出する。非常勤教員が担当する科目は窓口教員または教務係へ資料を提

出して頂き，窓口教員が５月末までに提出する。 
５．保管場所 
  専攻科棟１階のポートフォリオ保管室（各科割り当ての棚）。 
６．保管期間 
  5年。 
７．その他 
  追加の整理，教科の参考等の目的で，保管場所から一時的に持ち出す場合は，その旨を保管棚の当該位置に明示するものとする。 
 

（出典：教員の手引き） 
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資料９－１－①－１０ 授業ポートフォリオ写真  

 
（出典：授業ポートフォリオ写真） 
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資料９－１－①－１１ 学生による授業評価に対する対話報告書（例）  

 
（出典：授業対話報告書） 
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資料９－１－①－１２ 教職員・保護者の授業参観報告 

 
 



高松工業高等専門学校 基準９ 

- 479 - 

 
（出典：オープン授業参観報告書） 
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資料９－１－①－１３ 教員の活動報告書等実施要領（抜粋） 

 
平成１８年５月３０日 

教 員 各 位 

学 校 長 

教員の活動報告等について 

 
このことについて、教育・研究等の活動を把握したいので、下記により、「教員の活動報告書」「研究業績報告書」を作成の上、平

成１８年６月１３日（火）までに人事労務係にメールで提出願います。 

また、「高松高専ホームページ」に掲載している「教育研究活動データベース」については、平成１８年６月３０日（金）までに更

新願います。 

記 

１ 教員の活動報告書 

各 自 

① エクセルの回答用紙に点数・記述等について入力 

② 入力後、メールで回答用紙を、６月１３日（火）までに人事労務係に送信 

③ 入力後、印刷した回答用紙を、６月１３日（火）までに各学科長に提出 

学科長 

④ 提出された回答用紙の学科長評点記入欄に、点数を記入の上、学科分を取りまとめ、６月２０日（火）までに人事労務係に提出、

取りまとめ後校長に提出 

校 長 

⑤ 学科長から提出された回答用紙の校長評点記入欄に、点数を記入の上、６月２７日（火）までに人事労務係に提出 

集 計 

⑥ 個人の集計結果については、各人にフィードバックします。 

⑦ 全体の集計結果は、統計データ（５段階評価等）で公表します。 

（出典：教員の活動報告書等実施要領） 



高松工業高等専門学校 基準９ 

- 481 - 

  

資料９－１－①－１４ 卒業生・企業に対するアンケート 

 
企業および専攻科卒業生への技術者教育に関するアンケート結果 

 
技術者教育検討委員会委員長  山 内 庄 司 

 
  去る 11月に，専攻科卒業生およびその受け入れ企業を対象にして，アンケート調査を行った。当校での学習・教育の結果が社会か

らどのような評価を受けているかを知り，今後の改善に役立てることが目的である。以下にその結果の概要を示す。 

  依頼先は専攻科１～４期生の就職先企業等４２社と卒業生８０名であり，回収率は企業 47.6%，卒業生 28.7%であった。卒業生の回

収率が低いのは，現住所不詳者が多く，手元にアンケートが届かなかったためと思われる。アンケートの集計結果を表１および表２

に示す。 

  学習・教育目標に掲げた資質・能力について，卒業生からは受け入れ企業よりやや厳しい評価が寄せられているが，いずれも概ね

普通以上との高い評価が寄せられていると判断できる。とりわけ「知識」に関しては高く評価されている。その一方で，「コミュニ

ケーション力」に関してはいずれもやや低めの評価となっており，特に卒業生本人の評価は厳しいものとなっている。 

  分野ごとの知識と能力に関しては，「専門技術」「情報処理」および「自然科学基礎」に関しては，ほぼ問題ない評価を受けてい

るが，「人文・社会科学」および「語学」に関しては，評価が低く，特に卒業生本人からは不十分との評価が多く寄せられている。 

  また，企業アンケートの項目２(２)，３および卒業生アンケートの６(２)，７，８について自由形式で意見を寄せて頂いた。紙面

の都合で詳細は割愛するが，その概略を以下に記す。 

(1) 過半数の卒業生が英語の語学力または会話力の不足を訴えている。卒業生が英語の必要性を痛感していることが伺える。また企

業からも同様の意見が多い。 

(2) 企業からは日本語でのコミュニケーションの大切さ，文章力や交渉力を求める意見が多い。 

(3) 企業および卒業生の双方から，企業や社会全体を見る広い視野や社会人としての常識，人文社会系の知識の必要性を訴える意見

が寄せられている。 

(4) 企業および卒業生ともに専門の知識と能力について高く評価する意見が多い。特に卒業生からは，実験実習等を通じた実践的知

識を評価する意見が多い。数学・物理等の基礎知識の不足を訴える意見が少し見られる。 

(5) 卒業生からは卒業研究，特別研究の経験や学会での発表経験を高く評価している意見が多い。 

  今回のアンケートでは，当校での学習・教育が概ね妥当であるとの評価を受けていると判断されるが，英語を含めたコミュニケー

ション力等の面では大きな課題があることも分かった。これらの結果を，今後の教育システム改善に役立てて行きたいし，また，在

校生諸君にもこれを大いに参考にして頂き，一層の勉学･学習に励んで欲しいと願っている。 

 

（出典：高専だより） 
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(出典：技術者教育推進委員会議事録)

学習・教育の点検・改善システムについて 

 
教育システムの点検および改善は，別図の体制で実施する。 
(1) 校長を議長とする企画運営会議が本校の全ての活動を統括する。 
(2) 将来計画委員会は，本校の長期にわたる計画，将来像について検討し立案する。 
(3) 学内に本科各学科４，５学年および専攻科両専攻・各コースを通じた複数の技術者教育プログラム

を設け，各分野での技術者教育推進と改善に当たる。 
(4) 技術者教育推進委員会はそれら技術者教育プログラムをまとめ，本科 1～３学年を含めて本校全体

の技術者教育の基本計画に当たる。 
(5) 専攻科委員会および教務委員会は基本計画に沿って，その具体化と実現に関する全学共通の事項を

検討して実施する。各学科，各プログラムに関する事項は，各プログラム運営会議（または各学科）

が検討し実施する。特定の施設または特定の問題に関わる事項は，対応する学内各委員会等が検討

し実施する。学内各委員会等は実施結果を点検し改善する。 
(6) 自己点検・評価委員会は，学習・教育システム全体に関して点検と評価を実施し，問題点の指摘，

改善策に関する勧告等を行う。 
(7) 企画運営会議は自己点検・評価委員会の点検結果等を受け，それを外部評価委員会へ提出し，第３

者からの点検・評価を受ける。 
 

 

企画運営会議
（統括）

PLAN
教育理念 |　　

学習・教育目標 |   の決定
基本方針 |　　

カリキュラムの設計
シラバスの立案

DO

カリキュラムの実施
教育方法，教育環境の整備

CHECK

達成度の評価
教育システムの点検

ACTION
改善

教育点検改善ループ

自己点検・評価委員会

技術者教育推進委員会
学科会議，各プログラム運営会議
教務委員会，専攻科委員会

学生支援委員会，寮務委員会
財務委員会，人事委員会
教育環境整備委員会
図書館運営委員会，等

授業評価
卒業生アンケート
企業アンケート

各プログラム改善委員会

将来計画委員会

在学生
社会人
産業界
卒業生

外部評価委員会
（運営懇話会）

教員会議

( 2007.04.26 )

資料９－１－①－１５ 教育点検改善ループ 
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資料９－１－①－１６ 教員の活動報告書の提出依頼 

(出典：総務課資料)

資料９－１－①－１６ 教員の活動報告書の提出依頼 



高松工業高等専門学校 基準９ 

- 484 - 

資料９－１－①－１７ 学生による授業評価集計表  

 
（出典：高松高専ＨＰ） 
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資料９－１－①－１８ 

 学生による授業評価アンケート  
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（出典：平成１８年度学生による授業評価アンケート） 
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資料９－１－①－１９ 国立高等専門学校機構教員顕彰の推薦に要するアンケート（抜粋）  

 

 

（出典：実施要領） 
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資料９－１－①－２０ 技術者教育プログラム自己点検書  
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（出典：高松高専ＨＰ（制御情報工学科）） 
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観点９－１－②： 学生の意見の聴取（例えば，授業評価，満足度評価，学習環境評価等が考えられ

る。）が行なわれており，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映さ

れているか。 

 

（観点に係る状況） 

 学生による授業評価アンケート（資料９－１－②－１，２）は平成７年度以降毎年行われており，

平成１５年度以降は，アンケート結果に基づく学生との対話が実施されている（資料９－１－②－３）。

対話報告書は教員，学生双方から提出され（資料９－１－②－４），授業の実施状況や改善状況が把握

されている。また，アンケート集計結果に対する分析も行われている（資料９－１－②－５）。さらに,

学生の授業評価が低い授業担当者には，授業改善実施報告書の提出を求めている（資料９－１－②－

６）。 

学生会役員学生と教務主事，学生主事との対話が毎年開催されており，その概要は学生会新聞で周

知され（資料９－１－②－７），学生会から指摘された改善要望事項は，各種委員会で取り上げられ，

可能な部分から改善が実行されている（資料９－１－②－８）。これらの学生の意見は，自己点検・評

価に反映されている（資料９－１－②－９）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

本校では，学生による授業評価アンケートが毎年行われている。教員には，アンケート結果に基づ

く学生との対話が義務付けられており,対話報告書は教員側，学生側双方から提出される。さらに,学

生の授業評価が低い授業担当者には，授業改善実施報告書の提出を求めている。 

学生会役員学生と教務主事，学生主事との対話が毎年開催されており，学生会側から改善の要望，

学校側から改善された点の説明を行っている。以上のことは，教育の状況に関する自己点検・評価に

反映されている。 
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資料９－１－②－１ 学生による授業評価アンケート  

 

（出典：平成１８年度学生による授業評価アンケート） 
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資料９－１－②－２ 学生による授業評価アンケート実施時期の教務委員会議事録  

 

（出典：教務委員会議事録） 
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資料９－１－②－３ 学生による授業評価アンケートによる対話報告書が初めて開始されたときの 

                    メール 

 
（出典：教務主事メール） 

 



高松工業高等専門学校 基準９ 

- 494 - 

 

資料９－１－②－４ 学生による授業評価に対する対話報告書（例）  

 

（出典：授業対話報告書） 
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資料９－１－②－５ 学生による授業評価に対する分析  
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（出典：授業評価アンケート集計結果） 
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資料９－１－②－６ 授業改善実施報告書 

 

（出典：授業改善実施報告書） 
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資料９－１－②－７ 学生会新聞（学生会との対話集会編） 

 

（出典：学生会新聞） 
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資料９－１－②－８ 教務委員会議事録（例）：各種資格の単位化について＝学生会からの提案 

 
（出典：教務委員会議事録） 
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資料 9－1－②－9 学生の意見が反映された自己点検書 
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（出典：高松工業高等専門学校有識者懇話会議報告書） 
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観点９－１－③： 学外関係者（例えば，卒業（修了）生，就職先等の関係者等が考えられる。）

の意見が，教育の状況に関する自己点検・評価に適切な形で反映されているか。 

 

（観点に係る状況） 

各専門学科主催の卒業生・修了生との懇話会が開催され意見の収集が行われており（資料９－１－

③－１）,さらに技術者教育推進委員会は，修了生や就職先企業へのアンケート調査を行っている（資

料９－１－③－２）。このアンケート結果の集計・分析は，技術者教育プログラムでの自己点検・評価

に反映されている（前述資料９－１－①－２０）。また，随時開催の外部評価委員会（運営懇話会）で

は，学校の教育状況の全体評価を受けており，そのときの意見等は本校の自己点検・評価に反映され

ている（資料９－１－③－３）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

卒業生，修了生，就職先企業等からの意見収集は，アンケート調査や懇談会等で行なわれ，さらに

外部評価委員会委員からの意見等の収集は，運営懇話会で行われている。それらは，本校の教育状況

に関する自己点検・評価に適切な形で反映されている。 
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資料９－１－③－１ 平成１８年度機械技術者教育改善委員会議事録 

(出典：平成１８年度機械技術者教育改善委員会議事録)

機械工学コース 
平成１８年度機械技術者教育改善委員会議事録 

                                         機械工学科長 
日 時  平成１９年１月２７日（土） ９：００ ～ １２：００ 
場 所  第一会議室 
出席者  学  外    ：■■ 

（平成１７年度本校専攻科修了，■■■■)勤務） 
    一般教育科文系教員：権藤 
        数学科教員：鎌田，高橋(宏) 
         理科教員：岡野 
    制御情報工学科教員：山内，平岡 
    技術支援室員   ：大平，寺嶋 
    機械工学科教員  ：岡田，木原，岩田，橋本，高橋(義)，山崎，小島，福井，吉永，酒井，高橋(洋) 
    プログラム４年生 ：■■ 
    プログラム３年生 ：■■，■■，■■，■■，■■，■■，■■ 
    プログラム２年生 ：■■，■■，■■，■■ 
    プログラム１年生 ：■■，■■，■■，■■ 
        （順不同，敬称略） 
 
資 料 ① 平成 18 年度機械技術者教育改善委員会の開催について 

② 技術者教育プログラム「機械工学コース」の履修要項 
③ 機械工学コース 平成 17 年度機械技術者教育改善委員会議事録（H18.2.4 開催） 
④ 数学・理科関連教科のシラバス 
⑤ 高松工業高等専門学校 機械工学科・専攻科 機械電気システム工学専攻「機械工学コース」の手

引き（学生用） 
⑥ 機械技術者教育改善委員会での意見と改善状況の一覧 

 
１． 会議をはじめるにあたって 

(途中省略) 
２．報告事項 
(1) 2006 年 JABEE 審査の報告 
  岡田学科長が JABEE 実地審査(2006.10.14 実施)の総合所見を口頭で読み上げた。 
(2) 平成 17 年度改善委員会議事録の確認 
  前回議事録（資料③）の確認を行った。 
(3) 改善実施項目の説明 
  木原教員から資料⑥に基づいて改善実施項目について説明があった。 
 
３．協議事項 
  協議重点項目（カリキュラムについて，学習・教育目標について，改善ループについて） 
（1） 卒業生と学生から見た「数学・理科教育と機械系専門科目へのつながり」について 
（2） 今年度の課題について 
（3） その他の改善事項について 
 

上記の協議事項に関して出席者から次の意見が出された。 
 
数学について 
• 専門教科ができない学生は低学年での微積分やベクトルが分かっていない。そのような学生は低学年からの

進級を制限すべきである。進級させるなら補習などを十分に行うべきである。ラプラス変換やフーリエ級数
は就職してから一度も使ったことはないので不要なのではないか。（■■） 

• ラプラス変換は微分方程式や制御理論，フーリエ級数は振動現象，偏微分方程式や信号処理などに必要であ
り，解析の道具として知っておくことは有益である。（橋本） 

• ３→４年進級時の判定基準を検討する予定である。全国統一試験の結果などを参考にすることも考えられ
る。（鎌田） 

• ２→３年進級時の判定基準にも問題があるのではないか？（高橋義） 
(以下省略) 
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資料９－１－③－２ 専攻科におけるアンケート結果に関わる「高専だより」記事 

 
（出典：高専だより） 
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資料９－１－③－３ 有識者懇話会報告書（抜粋）  
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 （出典：高松工業高等専門学校有識者懇話会議報告書） 
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観点９－１－④： 各種の評価（例えば，自己点検・評価，教員の教育活動に関する評価，学生によ

る達成度評価等が考えられる。）の結果を教育の質の向上，改善に結び付けられる

ようなシステムが整備され，教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策が講じ

られているか。 

 

（観点に係る状況） 

１．本校における各種の評価（主なもの） 

本校における各種の評価（主なもの）は，以下の通りである（＜括弧＞内は評価者を示す）。 

・ 技 術 者 教 育 プ ロ グ ラ ム 自 己 点 検 書 ＜ 日 本 技 術 者 教 育 認 定 機 構 ＞             

（前述資料９－１－①－２０） 

・教員の活動報告書＜各教員，学科長，学校長＞（資料９－１－④－１） 

・教員の教育研究活動等報告書＜各教員，学校長＞（資料９－１－④－２） 

・学生による授業評価＜教務委員会＞（資料９－１－④－３） 

・学生による授業評価に対する分析＜教務委員会＞（前述資料９－１－②－５） 

・オープン授業の授業参観報告書＜保護者，教職員＞（資料９－１－④－４） 

・学生会との対話集会＜教務主事，学生主事，寮務主事＞（前述資料９－１－②－７） 

・学生による達成度評価＜準学士課程 5年生，専攻科 2年生＞（資料９－１－④－５） 

 

２．本校における各種の評価結果を教育の質の向上，改善に結び付けるシステム 

各種の評価（技術者教育プログラム自己点検書は除く）は，毎年実施されている。特に，教員の教育

研究活動等報告書や学生による授業評価は，本校ホームページ上で公開されており，個々の教員には

教育の質の向上と改善への取り組みが求められている。学生による授業評価の評点が低い教員（非常

勤講師を含む）には，授業改善実施報告書の提出が求められている。また，全教員対象の活動報告書

には，学生の授業評価を受けて，実施された授業改善点を報告する項目が設けられている（資料９－

１－④－６）。各種委員会の体制及び活動状況を示す資料として（資料９－１－④－７，８）をあげる。

各種の評価結果を改善策に結び付ける仕組みを把握できる資料，活動実績を示す資料として（資料９

－１－①―１５）をあげる。 

 

３．教育課程の見直しなど具体的かつ継続的な方策 

教育課程の見直しについては，プログラム運営会議又は各学科等から教務委員会へ答申され検討さ

れる。学修単位導入のように，教務委員会から各専門学科へ教育課程の見直しを提言する場合や（資

料９－１－④－９），学生会との対話集会での要望から，教務委員会ならびに各種委員会へカリキュラ

ム上の問題点が指摘され対応する場合がある（資料９－１－④－１０，１１）。このように,教育課程

見直しについては，教務委員会，各学科および教員・学生間相互の提言・答申をもとに,継続的な取り

組みが行われている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

各種の評価は毎年実施され，担当者により評価されている。教育研究活動等報告書や学生による授

業評価集計表は，本校ホームページで公開されており，間接的に学外評価を受けている。教員の活動

報告書には，学生の授業評価を受けて，実施された授業改善点を報告する項目が設けられている。学

生による授業評価の評点が低い教員（非常勤講師を含む）には，学校側がヒヤリングを行なっている。 



高松工業高等専門学校 基準９ 

- 509 - 

教育課程の見直しは，プログラム運営会議等の指摘により各学科教務委員を通じて教務委員会へ答

申される。学修単位導入のように，教務委員会から専門学科へ教育課程の見直しを提言する場合や，

学生会との対話集会から，教務委員会ならびに各種委員会へカリキュラム上の問題点が指摘される場

合がある。教育課程見直しについては，教務委員会，各学科および教員・学生間相互の提言・答申が

できるシステムが存在する。 

よって，各種の評価が教育の質の向上・改善に結び付くシステムが整備されている。各種委員会，

各学科および教員・学生間相互の提言・答申をもとに,継続的な教育課程見直し・改善などの方策が講

じられている。 
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資料９－１－④－１ 教員の活動報告書（例）  

 
（出典：教員の活動報告書） 
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資料９－１－④－２ 教員教育研究活動等報告書（例）（抜粋） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（出典：高松高専ＨＰ） 

更新日 平成１８年６月８日 

教員氏名 由良 諭 読み ゆら さとし 

学科名 制御情報工学科 職名 准教授 

電話番号  メールアドレス  

ＦＡＸ番号  ホームページＵＲＬ  
取得学位 博士（工学） 専門分野 モ ー シ ョ ン 

コントロール 

研究キーワード モーションコントロール，多慣性システム，慣性ロータを有する倒立振子，

神経振動子 

主な研究業績 
【学位論文】                             
【著書】                               
【論文】                               
【特許】 

研究助成・取得状況  
所属学会 電気学会，計測自動制御学会，日本ロボット学会，日本機械学会 

共同研究 受託研究  
社会連携活動  
備考  
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資料９－１－④－３ 学生による授業評価の集計表  
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（出典：高松高専ＨＰ） 
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資料９－１－④－４ 教職員・保護者の授業参観報告書(例) 
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（出典：オープン授業参観報告書報告書） 
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資料９－１－④－５ 学生による達成度評価  

 

（出典：学習等達成度自己点検の分析） 
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資料９－１－④－６ 教員の活動報告書の授業評価項目 

 

 

（出典：教員活動報告書） 
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資料９－１－④－７ 教務委員会議議事録：平成７年度学生による授業評価検討時の資料 

 
 

（出典：教務委員会議事録） 
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資料９－１－④－８ 専攻科委員会議事録（例） 

 

（出典：専攻科委員会議事録） 
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資料９－１－④－９ 教務委員会議事録（例）：カリキュラム変更時の議事録  

 
（出典：教務委員会議事録） 
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資料９－１－④－１０ 教務委員会議事録(例)：授業コマ間の休み時間１５分＝学生会の提案  

 

（出典：教務委員会議事録） 
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資料９－１－④－１１ 教務委員会議事録（例）：各種資格の単位化について＝学生会からの提案  

 

 
（出典：教務委員会議事録） 
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観点９－１－⑤： 個々の教員は，評価結果に基づいて，それぞれの質の向上を図るとともに，授

業内容，教材，教授技術等の継続的改善を行っているか。また，個々の教員の改

善活動状況を学校として把握しているか。 

 

（観点に係る状況） 

観点９－１－④で述べた各種の評価に基づき，教員個々の責任において教育の質の向上が求められ，

改善への取り組みが行われている（資料９－１―⑤－１，２）。教員の活動報告書については，毎年９

月ごろ，学科長及び学校長の採点を含む集計結果表が（資料９－１―⑤－３），全教員（非常勤講師を

除く）に返却され，教員の教育活動改善取り組みへの参考資料として用いられている。これらの改善

活動は，教員の活動報告書，学生による授業評価および対話報告書等を通じて，学校が把握している。

一部の専門学科では，授業改善実践事例の報告会を開催しており（資料９－１―⑤－４），優秀な授業

実践事例発表の教員を表彰することにより，教員の継続的改善を支援している。 

現状で，評価結果の教員へのフィードバック状況等（通知時期，方法，内容等），改善のための評価

活動が機能していることを示す資料として（資料９－１－⑤－３）を掲げる。また，具体的改善方策

の内容等（カリキュラム・授業方法・シラバス等の改善例，授業改善計画，評価結果と改善方策の対

応表等）を示す資料，及び教員の改善活動報告書として（資料９－１－⑤－１）を掲げる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

個々の教員は，各種評価に基づき，授業改善の努力を継続している。校内ＦＤとして授業実践事例

発表会（年 1回）を実施しており，一部専門学科では授業改善実践報告会と表彰が行われ，教育の質

の向上に対する努力が継続されている。これらの改善活動は，教員の活動報告書，学生による授業評

価および対話報告書等を通じて，学校が把握している。授業改善などの教育の質向上に関する活動は，

個々の教員の努力に負うところが大きいが，他教員の改善活動を知る機会としてオープン授業・実践

事例発表会などが設けられている。 
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資料９－１－⑤－１ 授業改善実施報告書 

 

（出典：授業改善実施報告書） 
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資料９－１－⑤－２ ＦＤ講演会実施報告書  

 
 

（出典：校内ＦＤ講演会資料） 
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資料９－１－⑤－３ 教員の活動報告書返却例  

 
（出典：教員の活動報告書） 
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資料９－１－⑤－４ 実践事例報告会（制御情報工学科）  

 
（出典：高松高専ＨＰ（制御情報工学科）） 
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観点９－１－⑥：研究活動が教育の質の改善に寄与しているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校の教員の研究活動において，本科５年生の卒業研究や専攻科生の特別研究を担当することは，

教育の質の改善に寄与している。教員が学生を交えた研究を行うことにより，各教員の専門分野にお

ける研究活動が，学生への感化を引き起こし，学生の教育に間接的に役立っている（資料９－１－⑥

－１，２）。さらに,一般教育科では，教育方法・指導法を研究テーマに掲げている教員が，教育方法

の改善に取り組んでいる（資料９－１－⑥－３，４）。 

 また，四国地区六高専の共通試験（数学，物理，化学，英語）が，平成１６年度から実施され（一

部科目は，平成１５年度より実施），その試験結果の分析等が高松高専研究紀要，高専教育，日本工業

教育などに報告され（資料９－１－⑥－１），教育の質の改善に活かされている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

本校の教員の研究活動において，本科５年生の卒業研究や専攻科生の特別研究を担当することは，

教育の質の改善に寄与している。一般教育科では教育方法・指導法を研究テーマとしている教員が，

研究成果を直接授業に適用し，改善実績を上げている。また，四国地区高専の共通試験結果の分析を

研究発表し，教育の質の改善が行われている。 
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資料９－１－⑥－１ 高松高専研究紀要目次 
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（出典：高松高専ＨＰ（図書館）） 
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資料９－１－⑥－２ 制御情報工学科「モノづくり教育」（例）  
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（出典：高松高専ＨＰ（制御情報工学科）） 

 



高松工業高等専門学校 基準９ 

- 533 - 

 

資料９－１－⑥－３ 教育研究等活動報告書（一般教育科）（抜粋） 
更新日 平成１８年１１月２７日 

教員氏名 田口 淳 読み たぐち じゅん 

学科 一般教育科 職名 准教授 

主な研究業績 

１．「ヘルバルトにおける興味論の形成過程」 創価大学大学院紀要，1990年，第 12
号                       ２．「BRDの学習指導要領にみ

る訓育的教授の検討」（共著） 高松工業高等専門学校研究紀要，1990年，第 26号  
３．「児童の職業意識の形成に関する国際比較研究」（共著) 高松工業高等専門学校研

究紀要，1999年，第 34号       ４．『21世紀の学校をひらくトピック別総

合学習－ドイツの教育との実践対話－』 (共訳)北大路書房，1999年        
５．「事実教授における活動性と創造性の展開―ブルガリアの小学校における自由活動

(Freie Arbeit)の適用について―」（共著），高松工業高等専門学校研究紀要，2001年，

第 36号                                    
６．『授業方法・技術と実践理念－授業構造の解明のために－』 （共訳） 北大路

書房 2004年  

 

（出典：高松高専ＨＰ） 

 

 

資料９－１－⑥－４ 教育研究等活動報告書（一般教育科）（抜粋） 
更新日 平成１６年６月８日 

教員氏名 上原 成功 読み うえはら しげのり 

学科 一般教育科 職名 講師 

主な研究業績 

１. (with K. Sakai) Topological structure of the space of lower semi-continuous 
functions, Comment. Math. Univ. Caloline 47, 1(2006), 113--126. 
2. (上原 成功 他) 高松高専の１６年度四国共通試験（数学）結果の分析，高松高専

紀要第四十一号, 71--77. 
3. Spaces of upper semi-continuous multi-valued functions which are absolute 
retracts, Bull. Polish Acad. Sci., Math. 51, No.3(2003), 319--328. 
4. (with K. Sakai) Spaces of upper semi-continuous multi-valued functions on 
complete metric spaces, Fund. Math. 160 (1999), 199--218 
5. A Hilbert cube compactification of the space of retractions of the interval, 
Colloq. Math. 78 (1998), 119--122 

 

 

（出典：高松高専ＨＰ） 
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観点９－２－①： ファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施さ

れているか。 

 

（観点に係る状況） 

ファカルティ・ディベロップメント（以下，ＦＤという）については，主に技術者教育推進委員会，

教務委員会が担当しており，特に学生指導研究会と学生指導協議会は学校行事として実施している。

オープン授業での教職員・保護者による授業参観（資料９－２－①－１），学生による授業評価と学生・

教員の対話が（前述資料９－１－②－７）毎年実施され，意見収集と授業改善が行われている。近年

では夏休み中に学生指導研究会，学生指導協議会（前述資料９－２－①－２）が，定期試験期間中に

は校内ＦＤ研修・講演会（前述資料９－１－⑤－２）が開催されてきた。新任教員へのＦＤ研修は（資

料９－２－①－３），採用された年に随時行われ，相談窓口として指導教員を割り当てている。四国地

区高専共同事業のＦＤ研修会が，専門分野別又一般科目別に開催され，教育の質の向上が図られてい

る（資料９－２－①－４）。さらに,ＦＤに関する委員会等の組織関係図や役割・責任が把握できるも

のとして，（資料９－２－①－５～９）を示す。また，ＦＤの内容・方法（教育方法の研究・研修，教

員相互の授業見学）及び実施状況（教員の参加状況，配布資料等）を示すものとして，（前述資料９－

１－⑤－２）を掲げる。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

全教員の授業に対して，教員・保護者による授業参観，学生による授業評価および学生との対話が

毎年実施され，意見収集・授業改善が行われている。近年では夏休み中に，学生指導研究会，学生指

導協議会，定期試験期間中にＦＤ講演会が開催されてきた。教員・保護者による授業参観，学生によ

る授業評価および学生との対話は毎年実施され，意見収集が行われている。新任教員研修では，新教

員が採用された年に随時行われ，指導教員が新任教員の相談役となっている。 

よってファカルティ・ディベロップメントについて，組織として適切な方法で実施している。 
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資料９－２－①－１ 教職員・保護者の授業参観報告書(例)   
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（出典：オープン授業参観報告書） 
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資料９－２－①－２ 学生指導協議会議事録  

 

 
（出典：学生指導協議会報告書） 
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資料９－２－①－３ 新任教員研修実施要領（例）） 

 
 

（出典：新任研修報告書） 
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資料９－２－①－４ 四国地区高専共同事業ＦＤ研修会議事録  
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（出典：四国地区高専共同事業ＦＤ研修会実施記録） 
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資料９－２－①－５ 教育点検改善ループ 

企画運営会議
（統括）

PLAN
教育理念 |　　

学習・教育目標 |   の決定
基本方針 |　　

カリキュラムの設計
シラバスの立案

DO

カリキュラムの実施
教育方法，教育環境の整備

CHECK

達成度の評価
教育システムの点検

ACTION
改善

教育点検改善ループ

自己点検・評価委員会

技術者教育推進委員会
学科会議，各プログラム運営会議
教務委員会，専攻科委員会

学生支援委員会，寮務委員会
財務委員会，人事委員会
教育環境整備委員会
図書館運営委員会，等

授業評価
卒業生アンケート
企業アンケート

各プログラム改善委員会

将来計画委員会

在学生
社会人
産業界
卒業生

外部評価委員会
（運営懇話会）

教員会議

( 2007.04.26 )

 

（出典：学校要覧） 

 

資料９－２－①－６ 技術者教育推進委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校技術者教育推進委員会規程  平成 17年３月 10日制定 
第２条 委員会は，技術者教育の推進と点検・評価に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一学習・教育目標に関すること。 
二学習・教育目標達成度の総合評価に関すること。 
三教育課程の基本方針に関すること。 
四教育課程の点検・評価に関すること。 
五ＦＤ（ファカルティ・ディベロップメント）の基本方針に関すること。 
六認証評価機関の認証評価及び日本技術者教育認定機構（JABEE)の認定審査等に関すること。 
七その他技術者教育の推進に関する必要な事項 
 

（出典：技術者教育推進委員会規程） 
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資料９－２－①－７ 教務委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校教務委員会規程  平成 17年３月 10日制定 
第２条 委員会は，教務に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 本科教育課程の編成・実施に関すること。 
二 本科の科目履修・成績処理に関すること。 
三 授業の一環としての学校行事に関すること。 
四 本科入学試験・編入学試験の実施及び運営に関すること。 
五 大学及び専攻科への編入学の推薦基準に関すること。 
六 入学生の受入に関すること（オープンキャンパス，中学校訪問，出前授業を。含む｡) 
七 研究生，聴講生，特別聴講学生及び科目等履修生の受入と教育課程に関すること（留学生の教育課程を含む）。 
八 学生の授業評価に関すること。 
九 その他本科教務に関する必要な事項 
 

（出典：教務委員会規程） 

 

資料９－２－①－８ 学生支援委員会規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校学生支援委員会規程  平成 17年３月 10日制定 
第２条 委員会は，学生支援に関する次の各号に掲げる事項を審議する。 
一 学生の課外教育に関すること。 
二 学生の規律保持に関すること。 
三 学生の保健衛生・福利厚生に関すること。 
四 学生による教育環境評価・学生自身の自己評価に関すること。 
五 学生の要望聴取・各種支援に関すること。 
六 学生の進路支援に関すること。 
七 その他学生活動及び学生生活に関する必要な事項 
 

（出典：学生支援委員会規程） 

 

資料９－２－①－９ 教育相談室運営規程（抜粋） 

 
高松工業高等専門学校教育相談室運営規程  昭和 63年２月 22日制定 
（趣旨） 
第１条 この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則（以下「規則」という)第 12条第４項の規定に基づき，高松工業高等専門

学校教育相談室（以下「教育相談室」という)の組織及び運営について定めるものとする。 
（目的） 
第２条 教育相談室は，学生，父兄等からの個人的問題について相談に応じ，その解決のための適切な指導を行い，もつて学生の勉

学条件の維持向上を図ることを目的とする。 
（業務） 
第３条 教育相談室は，前条の目的を達成するため，次の各号に掲げる業務を行う。 
一 学生の個人的問題に関する相談 
二 父兄及び教職員からの教育相談 
三 学生の勉学意欲に関連する健康相談 
四 その他教育問題に関する研究討議 
 

（出典：教育相談室運営規程） 
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観点９－２－②： ファカルティ・ディベロップメントが，教育の質向上や授業改善に結び付いて

いるか。 

 

（観点に係る状況） 

観点９－２－①で述べたように，オープン授業での教職員・保護者による授業参観，学生による授

業評価と学生・教員との対話が毎年実施され，授業改善が行われている。例えば，学生による授業評

価の結果が低い（総合評価が２．５未満）教員には，授業改善実施報告書の提出が義務付けされてい

る（資料９－２－②－１）。ＦＤに関する報告書等の該当箇所，教育の質の向上や授業の改善が把握で

きるものとして，（資料９－２－②－２）を上げる。また，具体的改善方策の内容（カリキュラムや授

業方法の改善例）を示す例として，（資料９－２－②－３）を示す。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

オープン授業，学生による授業評価，授業改善実施報告書，新任研修報告書などから，ファカルテ

ィ・ディベロップメントにおいて，教育の質向上や授業改善に結び付いていると判断できる。 
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資資料９－２－②－１ 授業改善実施報告書  

 

（出典：授業改善実施報告書） 
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資料９－２－②－２ 教員の授業改善に関する報告例 
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（出典：教務資料） 

 

 

 

 

 



高松工業高等専門学校 基準９ 

- 548 - 

資料９－２－②－３ 教務委員会議事録（例）：カリキュラム変更時の議事録 

 

（出典：教務委員会議事録） 
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（２）優れた点及び改善を要する点 

 （優れた点） 

学生からの意見収集について，学生会と教務主事，学生主事との対話が毎年開催されており，学

生会から改善の要望，学校側から改善された点の説明を行っている。学生会から指摘された改善要

望事項は，各種委員会で取り上げられ，可能な部分から改善が実行されている。 

学生による授業評価アンケートは平成７年度以降行われており，平成１５年度からは，アンケー

ト結果に基づく学生との対話が行われている。対話報告書は教員，学生双方から提出され，授業の

状況，および授業の改善状況が把握されている。 

四国高専の共通試験（数学，物理，化学，英語）が平成１６年度から実施され，試験結果の分析・

解析結果は，高松高専研究紀要，高専教育，日本工業教育などの学会等で報告され，授業に活かさ

れている。 

四国地区高専共同事業のＦＤ研修が行われ，教育の質の向上が図られている。 

 

（改善すべき点） 

専門学科教員の研究テーマについて，教育の質の向上・改善に結び付いていくシステムを検討す

る。 

 

（３）基準９の自己評価の概要 

 技術者教育推進委員会を中心として，教務委員会，専攻科委員会，一般教育科学科会議，各専門学

科会議，各プログラム運営会議，その他各種委員会が置かれ，教育の質の向上や改善のためのシステ

ムを形成している。これらの委員会は定期的にデータの蓄積，もしくは必要に応じてデータ分析を行

っており，分析結果が教育改善の基礎資料として用いられている（例えば，教員の活動報告書には，

学生による授業評価の分析結果に応じて，どのように授業を改善したか記述する項目がある）。組織図

上改善システムの構成は，学校内の各種委員会から構成されているが，技術者教育推進委員会が行う

企業や卒業生に対するアンケート，教務委員会が行うオープン授業・学生による授業評価や，学生支

援委員会が主催する学生会との対話集会，有識者懇話会，外部評価委員会などにより，企業，卒業生，

学生保護者，在学生，学生会役員，外部有識者など，内外から意見聴取できる仕組みが確立されてい

る。聴取された意見は，各委員会の議題へ上がり，できるものから改善が実施されている。また近年，

四国高専間の教育改善に関する意見交換が活発になり，全国に先駆けて共通テストの実施，共通ＦＤ

研修会などが実施されている。これらの分析結果や報告が，研究紀要，高専教育，日本工業教育など

の学会等で報告されており，研究活動と教育の質の改善とのリンクが顕著に見受けられる。本校にお

いて，自己点検・評価を行う明確な改善ループは確立されているので，今後とも継続的なシステムの

運用が求められる。 

 高松高専におけるＦＤ活動として，ＦＤ講演会の実施，学生指導研究会・学生指導協議会の実施，

授業改善実施報告書の作成，新任研修会の実施などが挙げられる。また四国高専共催のＦＤ研修会，

専門学科プログラム運営会議主催の授業実践事例報告会などが開催されている。これらのＦＤ活動は，

学校現場での実例をテーマとしているので，教員もＦＤ活動に積極的に参加でき，授業改善の実績を

あげている。 
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基準１０ 財務  

（１）観点ごとの分析 

観点１０－１－①： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる資産を有してい

るか。また，債務が過大ではないか。 

 

（観点に係る状況）    

本校の資産については，平成16年度に独立行政法人となった際に国から出資を受けたもの及び

それ以降取得したものによって構成され，効率的かつ有効に使用されている。また，これらの固

定資産については，財務会計システムの資産一覧等において適切に管理を行っている。本校が有

する財務諸表上の固定資産に係る帳簿価額等は，以下のとおりである（資料１０－１－①－１）。 

債務については，長期又は短期の借入金も無く，過大な債務は保有していない。（資料１０－

１－①－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

 適切である。 

資産については，上記のとおり本校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行できる良好な

資産を保有している。また，本校には債務はない。 
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資料１０－１－①－１ 資産保有状況一覧 

                     

地区名 類型 帳簿価額(円）

土地 132,702.70 ㎡ 2,785,300,000

建物 26,491.00 ㎡ 1,455,012,321

構築物 式 171,828,854

物品等(車輌・船舶を含む） 106 品 68,831,353

地区名 類型 帳簿価額(円）

土地 1,092.11 ㎡ 105,100,000

建物 1,247.00 ㎡ 24,582,775

構築物 式 1,924,646

地区名 類型 帳簿価額(円）

土地 1,074.38 ㎡ 189,300,000

建物 542.00 ㎡ 6,370,670

構築物 式 136,018

地区名 類型 帳簿価額(円）

土地 134,869.19 ㎡ 3,079,700,000

建物 28,280.00 ㎡ 1,485,965,766

構築物 式 173,889,518

物品等(車輌・船舶を含む） 106 品 68,831,353

※　建物の面積は延べ面積である。

※　平成１9年３月末現在の保有状況である。

木太町宿舎

昭和町宿舎

資産保有状況一覧

面積又は数量

校舎地区

面積又は数量

総　　　計

面積又は数量

面積又は数量

 

(出典：資産保有状況一覧）
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資料１０－１－①－２ 貸借対照表 

借　　　方 金　　　額 貸　　　方 金　　　額
[ 資 産 の 部 ] 4,949,881,055        [ 負 債 の 部 ] 331,237,189           
流 動 資 産 141,063,528           流 動 負 債 169,473,686           
固 定 資 産 4,808,817,527        固 定 負 債 161,763,503          
[ 本 支 店 勘 定 ] △ 1,504,832 [ 資 本 の 部 ] 4,617,139,034        
（ 本 年 度 損 失 ） 0 資 本 金 5,449,976,663        

資 本 剰 余 金 △ 832,837,629
（ 本 年 度 利 益 ）

合　　　計 4,948,376,223        合　　　計 4,948,376,223        

資　　　　産 負債・資本

貸　借　対　照　表
　（平成19年3月31日）

 

(出典：平成18年度貸借対照表）

 



高松工業高等専門学校 基準１０ 

- 554 - 

観点１０－１－②： 学校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための，経常的収

入が継続的に確保されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校における教育研究活動を行うための運営資金は，独立行政法人国立高等専門学校機構（以

下，「機構」という。）本部から配分される運営費交付金・施設整備補助金等に加えて，自己収

入（授業料，入学料，検定料，学生寄宿舎等）の獲得によりその経常的収入が確保されている。 

また，この経常的な収入のほかに寄附金，受託研究費，共同研究費，科学研究費補助金等の外

部資金の収入がある（資料１０－１－②－１）。 

 

 

（分析結果とその根拠理由）  

  適切である。 

本校における教育研究活動の財務上の基礎となる経常的収入の約80％が運営費交付金であ

る。運営費交付金は機構本部から安定的・継続的に配分されている。また，自己収入の殆ど

を占める授業料収入については，毎年学生定員を充たしていることから，確実に経常的収入

が継続的に確保されている。 

また，外部資金については，資料１０－１－②－１に示すとおりであり，近年減少傾向と

なっているがある程度の収入は確保されている。 
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資料１０－１－②－１ 各運営資金の推移一覧表 

 

(単位：千円）
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

1,098,202 1,135,960 1,034,615
15,045 11,063 15,099

- 1,113,247 1,147,023 1,049,714

(単位：千円）
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

183,343 161,665 191,917 188,252
17,647 15,769 16,327 16,167
5,620 4,448 4,260 4,217
1,888 1,845 2,315 2,566

183 5,781 5,705 5,120
1,254 1,392 1,292 1,295

1 712 95 13
209,936 191,612 221,911 217,630

(単位：千円）
平成15年度 平成16年度 平成17年度 平成18年度

8,740 7,300 7,380 4,850
14,470 10,510 18,062 15,200
1,800 14,230 4,700 3,900
1,441 516 1,050 1,260

26,451 32,556 31,192 25,210

運営費交付金・施設整備費の推移

区　　　　分
運 営 費 交 付 金 等
施 設 整 備 費

合　　　　計
                       (出典 決算報告書）

自己収入の推移

区　　　　分
授 業 料
入 学 料
検 定 料
学 校 財 産 貸 付 料
職 員 宿 舎 貸 付 料
寄 宿 料
そ の 他 自 己 収 入

合　　　　計
　　　　（出典 決算報告書）

外部資金の推移

区　　　　分
科学研究費補助金

　　　　　　　　　

奨 学 寄 附 金
共 同 研 究
受 託 研 究

合　　　　計

 

（出典：外部資金実績額調）
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観点１０－２－①： 学校の目的を達成するための活動の財務上の基礎として，適切な収支

に係る計画等が策定され，関係者に明示されているか。 

 

（観点に係る状況）  

本校では，自己収入を含め機構本部から配分された運営費交付金等を予算の範囲内で効率的，

効果的かつ適切な執行に努めるため，予算の有効利用や予算の配分等を審議する組織として校長，

３主事，専攻科長，事務部長で構成する財務委員会が設置されている。本校における予算配分に

ついては，財務委員会において配分案が検討され，年度ごとに配分方針（資料１０－２－①－

１）が定められそれに基づき審議し，校長の最終決裁により配分が決定される。その内容は本校

の企画運営会議に報告されている。 

収支計画については，定期的に作成し機構本部へ報告している「職員基本給等所要額調（これ

までの支出実績と今後の所要額見込）」と「収入見込額調（これまでの収入実績と今後の収入見

込）」により，収支のバランスを考慮して適切な予算執行を行っている。 

 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 

  適切である。  

予算配分については，本校の財務委員会の審議を経て校長が最終決定し，企画運営委員会等に

おいて関係の教職員等に周知され，厳正かつ適切に配分がなされている。また，収支計画の策定

状況としては，収入見込と支出見込を定期的に作成することにより適格に収支状況を把握するこ

とで，収支のバランスは適正に保たれている。 
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資料１０－２－①－１ 予算の配分方針 

 

平成１８年度当初予算に係る配分方針 

        

１ 教育研究経費      

 （１）教育研究実施経費（教員研究旅費及び教員研究費）  

① 各経費配分の基礎となる員数は、４月１日現在の教員現員数とする。 

② 教員研究費の配分率は、校長裁量経費への重点的配分を行うため、前年度と同様に７０％ 

配分とする。 

③ 改正する事項 

 

 

それぞれの単価について職務による格差や文系理系間の格差また専門学科と一般教育科

の格差を是正する目的から下記のとおり単価の改正を行う。 

  

  （中略）    

        

 以上のことから、今年度の予算配分方針として、節約等により削減できる経費（教育研究支援経費 

 及び一般管理費分）については、その分を教育研究経費に充当することとし、特に教育研究の活性化 

 及び教育方法改善を推進するため、校長裁量経費に重点的に配分することとする。 

       

        

    (出典：高松高専財務委員会資料）
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観点１０－２－②： 収支の状況において，過大な支出超過となっていないか。 

 

（観点に係る状況） 

 平成18年度の収支については，資料１０－２－②－１，資料１０－２－②－２に示すとおりであ

る。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

 適切である。 

   資料１０－２－②－２に示すとおり過大な支出超過となっていない。 

 

資料１０－２－②－１ 平成18年度の収入及び支出決算額 

 

（出典：平成18年度収入・支出決算額調） 
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資料１０－２－②－２ 損益計算書 

借　　　方 金　　　額 貸　　　方 金　　　額
[経常費用の部] [経常収益の部]
　業   務   費 1,188,616,186     運営費交付金収益 995,631,748       

教 育 ・ 研 究 経 費 170,406,731       授 業 料 収 入 184,305,930       
教育研究支援経費 39,535,629         入 学 金 収 益 16,167,000         
受 託 研 究 費 1,260,000           検 定 料 収 益 4,217,300           
共 同 研 究 費 3,799,683          受 託 研 究 収 益 1,260,000           
教 員 人 件 費 571,464,298       共 同 研 究 収 益 3,500,000           
職 員 人 件 費 402,149,845       寄 附 金 収 益 15,365,106         

  一般管理費 73,448,682        施 設 費 収 益 6,039,046           
　財 務 費 用 394,863             資産見返負債戻入 27,712,781         
　雑         損 -                      財 務 収 益 -                      
（本年度利益） 733,614            雑 益 8,994,434           

（本年度損失） -
合　　　計 1,263,193,345     合　　　計 1,263,193,345     

費　　　　　用 収　　　　　益

損　益　計　算　書　　　　
（平成18年4月31日～平成19年3月31日）

 

 

（出典：平成18年度損益計算書）

 

 

観点１０－２－③： 学校の目的を達成するため，教育研究活動（必要な施設・設備の整備を

含む）に対し，適切な資源配分がなされているか。 

 

（観点に係る状況）  

予算配分については，観点１０－２－①で述べたとおり厳正かつ適切に配分がなされていると

ころであるが，学科等に配分する基礎的研究経費のほかに更なる教育研究の活性化及び教育方法

改善を推進するため学校長裁量経費が設けられており，経費種目として教育研究等経費（学生の

理解度を高めるための教育実践等に要する経費，学内の学科の枠を超えて実施する共同研究経費，

地域企業等との共同研究等を惹起する萌芽的研究経費等），教育充実設備費（学生の実験実習を

なす設備等の整備費）及び研究活動等経費（国際シンポジウムの出席旅費，ＦＤ講演会及び学術

講演会の開催に要する経費）に区分され，教員等からの交付申請に対し，採択基準に基づき校長

の裁量により重点的に配分されている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

  適切である。  

校長のリーダーシップのもと教育研究活動の活性化や教育方法改善を図るために競争的環境を

設け，教育研究の質の向上等に応じた有効な配分がなされている。校長裁量経費を優先的に配分

することにより，施設，設備等の環境も改善されている。 
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観点１０－３－①： 学校を設置する法人の財務諸表等が適切な形で公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 

各高専の財務諸表等は，機構本部において集計され５５高専全体で１機構の財務諸表等として

官報により公表されている。また，本校の財政状況（収入・支出・寄附金受入状況）については，

本校の学校要覧に掲載されている（資料１０－３－①）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

  適切である。 

機構全体の財務諸表等については官報及び高専機構のホームページに掲載され，本校の財政状

況については本校の広報誌及びホームページに掲載され適切な形で公表されている。  

 

資料１０－３－① 財政状況 

 

（出典：平成１9年度学校要覧抜粋）
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観点１０－３－②： 財務に対して，会計監査等が適正に行われているか。 

 

（観点に係る状況）  

機構においては独立行政法人国立高等専門学校機構監事監査要綱に基づく監事による監査及び

独立行政法人通則法第39条に基づく会計監査人による外部監査が実施されている。 

本校においては，「高松工業高等専門学校会計実地監査規則」により，毎年内部監査を実施

しているほか、四国地区の６高専で相互監査を実施している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

  適切である。 

本校は上記監事監査を平成16年度に受検したほか，四国地区高専間相互監査及び内部監査を行

っており財務に関する会計監査は適切に行われている。 

 

（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点） 

更なる教育研究の活性化及び教育方法改善を推進するため学校長裁量経費を設け，学内におけ

る競争的資金の配分を行っている。 

 

（改善を要する点） 

特になし。 

 

（３）基準１０の自己評価の概要 

本校の目的に沿った教育研究活動を安定して遂行するための資産（土地，建物及び設備等）を

有し，それらは良好な状態で管理・運営されている。また，本校においては過大な債務は有して

いない。 

収入面については授業料，入学料，検定料等の自己収入に加え，機構本部からの運営費交付金

等の配分により経常的収入が安定的に確保されている。自己収入を含め機構本部から配分される

運営費交付金等については適正に予算配分が行われ，その執行についても計画的に適切な経理が

なされている。また，本校の財政状況については，本校の広報誌及びホームページに掲載され，

適切な形で公表されている。 

会計監査等については，年１回内部監査を行っているほか四国地区６高専間での相互監査も行

われており，適切に会計監査が実施されている。 



高松工業高等専門学校 基準１０ 

- 562 - 

 



高松工業高等専門学校 基準１１ 

- 563 - 

基準１１ 管理運営  

（１）観点ごとの分析  

観点１１－１－①： 学校の目的を達成するために，校長，各主事，委員会等の役割が明確に

なっており，校長のリーダーシップの下で，効果的な意思決定が行える態

勢となっているか。 

 

（観点に係る状況） 

   校長の役割については，学校教育法第７０条の７第３項の規定に基づき，独立行政法人国立高

等専門学校機構の組織に関する規則第５条第２項で「校長は，校務をつかさどり，所属教職員を

監督する。」と定められている。 

教務主事，学生主事及び寮務主事の役割については，本校では，学則（資料１１－１－①－

１）及び内部組織規則（資料１１－１－①－２）で定めている。また，教務主事を副校長（教務

担当），学生主事を校長補佐（学生担当），寮務主事を校長補佐（学寮担当）とし，更に高松高

専独自のものとして，校長補佐（国際交流・地域連携担当）及び校長補佐（将来計画担当）を加

え，校長を補佐する体制を構築している。 

本校の運営に関する組織として校長室連絡会（資料１１－１－①－３），企画運営会議（資料

１１－１－①－４），教員会議（資料１１－１－①－５）及び各種委員会等（資料１１－１－①

－６）がある。校長室連絡会は校長，各主事，各校長補佐，専攻科長及び事務部長を構成員とし，

本校における教育研究活動及び学校運営全般についての連絡調整，意見交換の場として，原則と

して毎月１回開催されている。企画運営会議は，企画運営会議規程により，校長，各主事，各校

長補佐，専攻科長，各学科長，各室長及び事務部長を構成員として組織され，校長の諮問に応じ，

学校運営に係る重要事項を審議している。校長は，企画運営会議を招集し議長となり，教育・研

究・管理運営の統括責任者として，主事・専攻科長及び各種委員会等の提案をもとに，学内を調

整し，管理運営を行っている。教員会議は校長，専任の教員及び事務部長をもって組織され，役

割については，教員会議規程（前述資料１１－１－①－５）により定められている。各種委員会

等については，趣旨，目的，組織等が委員会規程等（資料１１－１－①－７）に定められている。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

校長，主事，委員会等の役割は学則等で明確に定められている。重要な管理運営事項について

は，校長が招集する企画運営会議で，校長が議長となり，審議し，校長が意思決定している。ま

た，校長室連絡会で事前に意見交換し，連絡調整を行うなど，校長のリーダーシップの下で，効

率的な意思決定が行える態勢となっている。 
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資料１１－１－①－１ 高松工業高等専門学校学則 

 

 

 

高松工業高等専門学校学則 

 

昭和 37 年４月１日制定 

第１章 本校の目的 

 

第１条 本校は，教育基本法の精神にのつとり，及び学校教育法に基づき，深く専門 

の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

 

（第２条～第８条 省略） 

 

第９条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

３ 学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属 

するものを除く。）を掌理する。 

４ 寮務主事は，校長の命を受け，寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

 

第 10 条 本校に，その事務を処理するため事務部を置く。 

第 11 条 前２条に規定するもののほか，本校の内部組織は，別に定めるところによる。 

 

（以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－１－①－２ 高松工業高等専門学校内部組織規則 

 

 
 

高松工業高等専門学校内部組織規則 
 
昭和 63 年２月 22 日制定 

第１章 総則 
（趣旨） 
第１条 この規則は，高松工業高等専門学校学則（以下「学則」という｡)第１１条の規定に基づき，高松工業高等専

門学校（以下「本校」という｡)の内部組織（事務部組織を除く｡)について定める。 

第２章 教員組織 
（教員組織） 
第２条 本校に，次の学科等（以下「学科」という｡)の教員組織を置く。 
一般教育科 
機械工学科 
電気情報工学科 
制御情報工学科 
建設環境工学科 
２ 本校の教員は，前項に定めるいずれかの組織に属するものとする。 

第３章 校務組織 
（主事） 
第３条 本校に，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則第５条第１項及び学則第９条第１項の規定

に基づき，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 
（専攻科長） 
第３条の２ 学則第 40 条に定める専攻科に専攻科長を置く。 
（学科長） 
第４条 第２条第１項に定める各組織にそれぞれ学科長を置く。 
（図書館長） 
第５条 本校に，図書館を置き，館長を置く。 
２ 図書館に関する事項は，別に定める。 
（教育相談室長） 
第６条 本校に，教育相談室を置き，室長を置く。 
２ 教育相談室に関する事項は，別に定める。 
（主事補） 
第７条 教務主事，学生主事及び寮務主事のもとに，それぞれ教務副主事，学生副主事及び寮務副主事並びに教務主

事補，学生主事補及び寮務主事補を置く。 
（専攻主任） 
第７条の２ 専攻科に，機械電気システム工学専攻主任及び建設工学専攻主任（以下「専攻主任」という｡)を置く。 
（学年主任） 
第８条 第１学年，第２学年及び第３学年にそれぞれ学年主任を置く。 
（学級担任） 
第９条 各学級ごとに，学級担任を置く。 
（一般科目教科主任） 
第１0 条 一般科目の各教科にそれぞれ教科主任を置く。 
（学内共同利用施設長） 
第１１条 本校に，学内共同利用施設として，次の施設を置き，それぞれに施設長を置く。 

コンピュータサイエンスセンター 
高機能化技術教育研究センター 

２ 学内共同利用施設に関する事項は，別に定める。 

(以下省略) 

 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－１－①－３ 校長室連絡会要項 

 

 

 

 校長室連絡会について 

 

 

 

                                                  制定  平成１７年 ９月２８日 

                       一部改正 平成１８年１１月 １日 

 

１ 本校における教育研究活動及び学校運営全般についての連絡調整，意見交換の場とし 

  て，校長室連絡会（以下「連絡会」という。）を置く。 

 

２ 連絡会の構成員は，校長，各主事，各校長補佐，専攻科長及び事務部長とする。 

 

３ 連絡会は，平成１７年１０月から，原則として毎月１回開催するものとする。 

 

 

 

 

（出典：総務課資料） 
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資料１１－１－①－４ 高松工業高等専門学校企画運営会議規程 

高松工業高等専門学校企画運営会議規程

昭和63年２月22日制定

（趣旨）

この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第18条第２項の規定に基づ第１条

き，高松工業高等専門学校企画運営会議（以下「企画運営会議」という｡)の組織及

び運営について定めるものとする。

（審議事項）

企画運営会議は，校長の諮問に応じ，高松工業高等専門学校の運営に係る重第２条

要事項を審議する。

（組織）

企画運営会議は，次の構成員をもつて組織する。第３条

一 校長

二 各主事

三 各校長補佐

四 専攻科長

五 各学科長

六 総務・広報室長

七 研究・連携推進室長

八 事務部長

（運営）

企画運営会議は，校長が招集し，議長となる。第４条

２ 校長に事故あるときは，あらかじめ校長の指名する者が議長の職務を代行する。

（構成員以外の者の出席等）

校長が必要と認めたときは，構成員以外の者を企画運営会議に出席させ，説第５条

明又は意見を聴くことができる。なお，図書館長，コンピュータサイエンスセンター

長，高機能化技術教育研究センター長，教育相談室長は，議題の提案ができるもの

とする。

（幹事）

企画運営会議に幹事を置き，総務課長，学生課長及び施設課長をもつて充て第６条

る。

（事務）

 

（以下省略） 

 （出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－１－①－５ 教員会議規程 

高松工業高等専門学校教員会議規程

平成16年４月１日制定

（趣旨）

この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第18条第２項の規定に基づ第１条

き，高松工業高等専門学校教員会議（以下「教員会議」という｡)の組織及び運営に

ついて定めるものとする。

（任務）

教員会議は，高松工業高等専門学校の運営に係る事項について協議し，校内第２条

の連絡調整にあたることを任務とする。

（組織）

教員会議は，校長，専任の教員及び事務部長をもつて組織する。第３条

（運営）

教員会議は，校長が招集し，議長となる。第４条

２ 校長に事故あるときは，あらかじめ校長の指名する者が議長の職務を代行する。

（幹事）

教員会議に幹事を置き，総務課長及び学生課長をもつて充てる。第５条

２ 幹事は，所掌事項について説明することができる。

（事務）

教員会議の事務は，総務課において処理する。第６条

（その他）

この規程に定めるもののほか，教員会議の運営に関し必要な事項は，校長が第７条

定める。

附 則

１ この規程は，平成16年４月１日から施行する。

２ 高松工業高等専門学校教官会規程（昭和63年２月22日制定）は，廃止する。

附 則

この規程は，平成18年４月１日から施行する。

 

 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－１－①－６ 組織図 

（出典：2007 年度版高松高専要覧）
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資料１１－１－①－７ 委員会規程（例：教務委員会） 

高松工業高等専門学校教務委員会規程

平成17年３月10日制定

（趣旨）

この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第19条第２項の規定に基づ第１条

き，高松工業高等専門学校教務委員会（以下「委員会」という｡)の組織及び運営に

ついて定めるものとする。

（審議事項）

委員会は，教務に関する次の各号に掲げる事項を審議する。第２条

一 本科教育課程の編成・実施に関すること。

二 本科の科目履修・成績処理に関すること。

三 授業の一環としての学校行事に関すること。

四 本科入学試験・編入学試験の実施及び運営に関すること。

五 大学及び専攻科への編入学の推薦基準に関すること。

六 入学生の受入に関すること （オープンキャンパス，中学校訪問，出前授業を。

含む｡)

七 研究生，聴講生，特別聴講学生及び科目等履修生の受入と教育課程に関するこ

と （留学生の教育課程を含む ）。 。

八 学生の授業評価に関すること。

九 その他本科教務に関する必要な事項

（組織及び任期）

委員会は，次の各号に掲げる委員をもつて組織する。第３条

一 教務主事

二 教務副主事

三 教務主事補

四 一般教育科及び各学科から選出された各１名の教員

２ 委員は，校長が委嘱する。

３ 第１項第４号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，欠員を生じ

た場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。

（運営）

委員会に委員長を置き，教務主事をもつて充てる。第４条

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

 

    （以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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観点１１－１－②： 管理運営に関する各種委員会及び事務組織が適切に役割を分担し，効果

的に活動しているか。 

 

（観点に係る状況）  

学校の管理運営に関する組織は、学則（資料１１－１－②－１）及び高松工業高等専門学校内

部組織規則（資料１１－１－②－２），事務組織及び事務分掌規程（資料１１－１－②－３），

において定められている。管理運営に関する重要事項については，企画運営会議（資料１１－１

－②－４）で審議されるが，各種委員会，教員会議等と役割を分担し，校内意見の調整を行い，

校長が効率的に意思決定を行えるよう活動している。主要委員会等は，関係主事（副校長及び校

長補佐）及び各科等の代表委員等で構成され，教員会議は，校長，専任の教員及び事務部長で構

成されているため，関係者の意見を十分くみ取り，各事項についての効率的な意思決定とその周

知徹底が図られ，効果的な活動ができる態勢となっている。 

 事務組織は，事務部長の下に、総務、学生の２課，及び企画室を配置し，各所掌業務を行う体

制となっている（前述資料１１－１－②－３）。また，部課長による連絡会を週１回開催，係長

以上の職員で構成する事務運営会(資料１１－１－②－５）を月１回開催し(資料１１－１－②－

６），管理運営事項の連絡調整と意思疎通を効率的に行える態勢となっている。各委員会規則に

は担当課が明記され（資料１１－１－②－７），事務職員も委員として参画する等，必要に応じ

て直接校務を分担し，機能的に活動している。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

  適切である。 

本校の管理運営に関する各種委員会等は，その趣旨，目的，組織等が規則に明記され，適切な

役割分担と責任体制が確立し，効果的に活動している。 

事務組織は，事務部長の下，事務分掌に従い，組織間の意思疎通と連携を保ち，効率的な管理

運営を行っている。更に，委員会等の構成員として加わるなどして学校運営に参画し，適切に役

割を分担し効果的に活動している。 
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資料１１－１－②－１ 高松工業高等専門学校学則 

 

 

高松工業高等専門学校学則 

 

昭和 37 年４月１日制定 

第１章 本校の目的 

 

第１条 本校は，教育基本法の精神にのつとり，及び学校教育法に基づき，深く専門 

の学芸を教授し，職業に必要な能力を育成することを目的とする。 

 

（第２条～第８条 省略） 

 

第９条 本校に，教務主事，学生主事及び寮務主事を置く。 

２ 教務主事は，校長の命を受け，教育計画の立案その他教務に関することを掌理する。 

３ 学生主事は，校長の命を受け，学生の厚生補導に関すること（寮務主事の所掌に属 

するものを除く。）を掌理する。 

４ 寮務主事は，校長の命を受け，寄宿舎における学生の厚生補導に関することを掌理する。 

 

第 10 条 本校に，その事務を処理するため事務部を置く。 

第 11 条 前２条に規定するもののほか，本校の内部組織は，別に定めるところによる。 

 

（以下省略） 

 

 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－１－②－２  高松工業高等専門学校内部組織規則 
 

高松工業高等専門学校内部組織規則 
 
平成 16 年４月１日制定 

第１章 総則 
 

（目的） 
第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構の組織に関する規則第５条及び高松工業高等専門学校学

則（以下「学則」という｡)第 11 条の規定に基づき，高松工業高等専門学校（以下「本校」という｡)の内部組
織（事務部組織を除く｡)等に関することについて定め，もつて校務の円滑な運営を図ることを目的とする。 

第２章 教員組織 
 

（教員組織） 
第２条 この規則において，教員とは，学則第８条第１項に定める校長，教授，准教授，講師，助教及び助手で，本

校に常時勤務するものをいう。 
２ 本校に，学則第７条第１項に定める学科及び一般教育科（以下「学科」という｡)を置き，教員（校長を除く｡)

は，いずれかの学科に属するものとする。 

第３章 校務組織 
 

（副校長及び校長補佐） 
第３条 本校に副校長を置き，学則第９条第１項に掲げる教務主事をもつて充てる。 
２ 副校長は，学則第９条第２項に掲げる職務のほか，校長の命により，校長の職務を補佐し，校長が不在のとき

は，その職務を代行する。 
第４条 本校に校長補佐を置き，学則第９条第１項に掲げる学生主事及び寮務主事をもつて充てる。 
２ 校長補佐は，学則第９条第３項又は第４項に掲げる職務のほか，校長の命により，校長の職務を補佐する。 

（主事） 
第５条 教務主事は教授，学生主事及び寮務主事は教授又は准教授をもつて充てる。 
２ 主事の任命及び任期は，別に定めるところによる。 

（副主事及び主事補） 
第６条 教務主事，学生主事及び寮務主事のもとに，それぞれ教務副主事，学生副事及び寮務副主事並びに教務主事

補，学生主事補及び寮務主事補を置く。 
２ 副主事は，教授，准教授又は講師，主事補は，教授，准教授，講師，助教又は助手をもつて充て，校長が任命す

る。 
３ 副主事は，主事を補佐し，所掌の業務を処理する。 
４ 主事補は，上司の命を受け，所掌の業務を処理する。 

（専攻科長） 
第７条 学則第 40 条に定める専攻科に専攻科長を置き，教授又は准教授をもつて充て，校長が任命する。 
２ 専攻科長は，校長の命を受け，専攻科の管理，運営に関することを処理する。 

（専攻主任） 
第８条 専攻科に，機械電気システム工学専攻主任及び建設工学専攻主任（以下「専攻主任」という｡)を置く。 
２ 専攻主任は，教授，准教授又は講師をもつて充て，校長が任命する。 
３ 専攻主任は，専攻科長を補佐し，所掌の業務を処理する。 
（学科長） 
第９条 第２条第２項に定める各学科に，それぞれ学科長を置く。 
２ 学科長は，校長の命を受け，それぞれの学科を代表し，当該学科における次の各号に掲げる事項を処理する。 

一 教育計画の立案に関すること。 
二 教員の研究，勤務の把握に関すること。 
三 学生の教育，指導に関すること。 
四 学生の就職斡旋に関すること。 
五 学科内の連絡，調整に関すること。 
六 その他校長の指示する事項 

３ 学科長は，教授又は准教授をもつて充て，校長が任命する。 
（一般科目教科主任） 
第 10 条 一般科目の各教科にそれぞれ教科主任を置く。 
２ 一般科目教科主任（以下「教科主任」という｡)は，各教科ごとに，それぞれの教科を担当する教授，准教授又は

講師をもつて充て，校長が任命する。 
３ 教科主任は，校長の命を受け，次の各号に掲げる事項を処理する。 

一 教科の指導方針策定に関すること。 
二 授業時間割りの作成に関すること。 
三 各学科長及び教務委員会との連絡調整に関すること。 
四 その他校長の指示する事項 

（図書館長） 
第 11 条 本校に，図書館を置き，図書館長を置く。 
２ 図書館長は，教授又は准教授をもつて充て，校長が任命する。 
３ 図書館長は，校長の命を受け，図書館の管理，運営に関することを処理する。 
４ 図書館に関する事項は，別に定める。 
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（教育相談室長） 
第 12 条 本校に，教育相談室を置き，教育相談室長を置く。 
２ 教育相談室長は，教授又は准教授をもつて充て，校長が任命する。 
３ 教育相談室長は，校長の命を受け学年主任及び学級担任と連絡を密にし，学生の生活指導等に関することを処理

する。 
４ 教育相談室に関する事項は，別に定める。 
（専攻科長等の任期） 
第 13 条 第７条から第 12 条に掲げる職務の任期について，専攻科長及び学科長は２年，それ以外の職務は１年と

し，再任を妨げない。ただし，欠員を生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。 
（学級担任及び学年主任） 
第 14 条  各学級ごとに，学級担任を置く。 
２  学級担任は，教授，准教授，講師又は助教をもつて充て，校長が任命する。 
３  学級担任は，校長の命を受け，各主事，学級所属の学科長及び当該学年の学年主任と連絡を密にし，学級におけ

る次の各号に掲げる事項を処理する。 
一 教務に関すること。 
二 学生指導に関すること。 
三 特別活動に関すること。 
四 管理運営に関すること。 
五 その他校長の指示する事項 

第 15 条 第１学年，第２学年及び第３学年にそれぞれ学年主任を置く。 
２ 学年主任は，当該学年の学級担任のうちから校長が任命する。 
３ 学年主任は，校長の命を受け，各主事及び当該学年の学級担任と連絡を密にし，担当する学年の運営に関するこ

とを処理する。 
第 16 条 学級担任及び学年主任の任期は，１年とする。ただし，欠員を生じた場合の後任者の任期は，前任者の残

任期間とする。 
（学内共同利用施設長） 
第 17 条 本校に，学内共同利用施設として，次の施設を置き，それぞれに施設長を置く。 

コンピュータサイエンスセンター 
高機能化技術教育研究センター 

２ 学内共同利用施設及び施設長に関する事項は，別に定める。 
 
第４章 会議 
 

第 18 条 本校に，企画運営会議及び教員会議を置く。 
２ 企画運営会議及び教員会議に関する事項は，別に定める。 
３ 各学科の運営及び連絡調整等のため，学科会議を置き，各学科長が招集する。 
 
第５章 委員会等 
 

第 19 条 本校に委員会等を置く。 
２ 委員会等に関する事項は別に定める。 
 

附則 
１  この規則は，平成 16 年４月１日から施行する。 
２ この規則の施行日の前日に残任期間のある専攻科長及び学科長の任期は，第 13 条の規定にかかわらず，なお従

前のとおりとする。 
３ 高松工業高等専門学校内部組織規則（昭和 63 年２月 22 日制定）は廃止する。 
 

附則 
この規則は，平成 19 年４月１日から施行する 

 

 

 

 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－１－②－３ 高松工業高等専門学校事務組織及び事務分掌規程 

 

  （以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－１－②－４ 企画運営会議議題 

（第１回） 企 画 運 営 会 議 議 題 等 

日  時  平成１８年４月３日（月）  １４：００～ 

議  題                                                                  

 前回議事要録の確認 

 協議・連絡事項 

  １ 奨学寄附金の受入れについて（資料１） 

    ２ 校長会議報告について（資料２） 

    ３ ニューサウスウェールズ大学付属語学学校との協定について 

    ４ その他 

 教員会議報告予定事項 

  １ 教務関係 

      （１）平成１８年度教務関係重点事項等について（資料電子掲示） 

      （２）平成１８年度学生数及び学生の去就状況について（教員会議で資料配付） 

      （３）転科学生について 

      （４）平成１８年度推薦入学生について（教員会議で資料配付） 

      （５）評定１・２をもって進級した学生リストについて（教員会議で資料配付） 

      （６）大掃除実施要領について（教員会議で資料配付）  

      （７）ＨＲ教室配置図について（資料電子掲示） 

      （８）その他 

 ２ 学生関係 

      （１）学生指導に関する事項（教員用）について（教員会議で一部資料配布、資料電子掲

示） 

   （２）平成１８年度の定期健康診断等の日程及び担当教員について（教員会議で資料配付） 

    (３) 自転車・バイクの置場について（資料電子掲示） 

   （４）新入生の中学校クラブ経験歴について（資料電子掲示） 

   （５）クラブ一斉部会（４月１２日（木））の会場について（資料電子掲示） 

   （６）平成１７年度卒業生、修了生の進路一覧表について（資料電子掲示） 

   （７）その他 

  ３ 寮務関係 

      （１）教員の手引き（寮務関係）の一部改定について（手引きの差替え） 

   （２）平成１８年度寮生数について（資料電子掲示） 

      （３）その他 

   ４ 事務部関係 

      （１）平成１８年度校務分担表について（資料３） 

   ５ その他 

 ＊１８．４．４（火）の教員会議は９時３０分から開催します。 

 ＊次回の企画運営会議は、１８．４．２７（木）１６時２５分から開催の予定です。 

（出典：総務課資料）
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資料１１－１－②－５     事務運営会規程 

高松工業高等専門学校事務運営会規程

平成１６年４月１日制定

（設置）

高松工業高等専門学校に事務の効率的な運営を図ることを目的として高松工第１条

業高等専門学校事務運営会（以下「事務運営会」という｡)を置く。

（任務）

事務運営会は、事務部の各課間の連絡を密にし、事務処理上の重要事項につ第２条

いて協議する。

（組織）

事務運営会は、事務部の次に掲げる者をもって組織する。第３条

一 事務部長

二 課長

三 課長補佐、専門員、専門職員、係長並びに技術支援室長及び班長

（運営）

事務運営会は、事務部長が招集し、その議長となる。第４条

（会議）

事務運営会は、毎月１回定例会議を開催する。第５条

２ 事務部長は、必要があると認めるときは、臨時に会議を開催することができる。

（事務）

事務運営会の事務は総務課において処理する。第６条

附 則

１ この規程は、平成１６年４月１日から施行する。

２ 高松工業高等専門学校事務運営会規則（昭和６３年４月１日制定）は廃止する。

附 則

この規程は、平成１８年４月１日から施行する。

 

 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－１－②－６      事務運営会資料 

 

 

 

（出典：総務課資料）
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資料１１－１－②－７ 委員会規程（例：安全衛生委員会） 

 

高松工業高等専門学校安全衛生委員会規則 

平成16年４月１日制定

（趣旨） 

第１条 この規則は，独立行政法人国立高等専門学校機構教職員安全衛生管理規則第 

13条の規定に基づき，高松工業高等専門学校安全衛生委員会（以下「委員会」とい 

う。）に関し，必要な事項について定めるものとする。 

（組織及び任期） 

第２条 委員会は，次の各号に掲げる者をもって組織する。 

一 校長 

二 事務部長 

三 衛生管理者 

四 安全管理者 

五 産業医 

六 教職員で衛生又は安全に関し経験を有するもののうちから校長が指名した者 

２ 校長は，前項第３号から第６号までの委員の半数については，本校の教職員の過 

半数を代表する者の推薦に基づき指名する。 

３ 第１項第６号の委員の任期は，２年とし，再任を妨げない。 

４ 補欠委員の任期は，前任者の残任期間とする。 

（運営） 

第３条 委員会に委員長を置き，第２条第１項第１号の委員をもって充てる。 

２ 委員会は，原則として月１回開催するものとし，委員長が招集する。ただし，委 

員長が必要と認めたときは，臨時に開催する。 

（委員以外の者の出席） 

第４条 委員会は，必要に応じ，委員以外の者の出席を求め，意見を聴くことができ 

る。 

（事務） 

第５条 委員会の事務は，総務課において処理する。 

（その他） 

第６条 この規則に定めるもののほか，委員会の運営に関し必要な事項は，委員会が定める。 

 

附 則 

１ この規則は，平成16年４月１日から施行する。 

２ 高松工業高等専門学校健康安全管理細則（昭和49年４月１日制定）は，廃止する。 

附 則 

この規則は，平成18年４月１日から施行する。 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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観点１１－１－③： 管理運営の諸規定が整備されているか。 

 

（観点に係る状況） 

本校の管理運営については，高松工業高等専門学校学則，高松工業高等専門学校内部組織規則，

事務組織及び事務分掌規程，高松工業高等専門学校企画運営会議規程，教員会議規程，各種委員

会規程，事務運営会規程等，諸規程が整備されている。 

 

（分析結果とその根拠理由）  

適切である。 

管理運営に必要な諸規定は適切に整備されている。学則を始めとする諸規定、教員の校務分掌

及び事務職員の事務分掌についても適切に定められている。 
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観点１１－２－①： 外部有識者の意見が適切な形で管理運営に反映されているか。 

 

（観点に係る状況） 

  平成１１年度に本校の現状や将来取り組むべき事柄などについて，外部有識者から意見・提言

を求め，今後の学校運営の改革に活かすことを目的として「企業との懇談会」を開催した。１回

目の討議を踏まえ，２回目では本校と地域社会との連携について具体的要望が寄せられ，より一

層の産学官交流の推進を図ることとなった。  

平成１５年度からは「有識者懇話会」（平成１８年度からは「運営懇話会」に改称）（資料１

１－２－①－１～４）を開催し，各界の有識者から広く意見要望等を集めるとともに，その提言

については，企画運営会議・各種委員会等で実現に向けて改善策を検討している（資料１１－２

－①－５）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

適切である。 

外部有識者の意見を適切な形で管理運営に反映させるシステムが存在している。 

「運営懇話会」等外部有識者からの提言については，企画運営会議，各委員会等で実現に向けて

改善策を検討している。 
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資料１１－２－①－１ 高松工業高等専門学校有識者懇話会要項 

 

 

(出典：企画室資料)
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資料１１－２－①－２ 高松工業高等専門学校有識者懇話会報告書 

 

 



高松工業高等専門学校 基準１１ 

- 584 - 

 

(出典：企画室資料)
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資料１１－２－①－３ 高松工業高等専門学校運営懇話会要項 

 

 

(出典：企画室資料)
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資料１１－２－①－４ 平成１８年度高松工業高等専門学校運営懇話会議事次第 

 

 

 

平成１８年度高松工業高等専門学校運営懇話会議事次第 

 

 

 

 

期日 平成１９年１月３０日 

場所 高松高専第一会議室 

 

 

 

１． 開    会 

 

２． 校長あいさつ 

 

３． 出席者紹介 

 

４． 討    議 

 

５． 閉    会 

 

 

 

資 料 

 

・運営懇話会説明資料 

・高松高専要覧２００６ 

・研究・技術シーズ（Ⅰ） 

・高松高専学校案内 

・高松高専入学案内 

・国立高専の整備について 

・現役高専生による高専まとめノート 
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出  席  者 

 

【 委 員 】 

 

   香川県教育委員会教育長         和 泉 幸 男 

   （代理出席  高校教育課長        平 尾 敏 彦） 

高松高専同窓会「高松工業会」会長    古 免 靖 敏 

四国経済産業局長            塚 本 芳 昭 

   （代理出席  地域経済部長        能 登  靖） 

   香川県商工会議所連合会専務理事     中 村  靖 

   香川県中学校長会会長          牟 禮 良 典 

香川大学工学部長            山 崎 敏 範（座長） 

   (財)かがわ産業支援財団副理事長      横 井  聰 

 

【 本 校 】 

 

   校 長                 塩 谷 幾 雄 

   副校長（教務主事）           鎌 田  弘 

   校長補佐（学生主事）          木 原 茂 文 

   校長補佐（寮務主事）          坂 本 具 償 

   校長補佐（国際交流・地域連携担当）   土 居 正 信 

   校長補佐（将来計画担当）        吹 田 義 一 

   専攻科長                山 内 庄 司 

   一般教育科長              権 藤 典 明 

   機械工学科長              岡 田 憲 司 

   電気情報工学科長            原 囿 正 博 

   制御情報工学科長            平 岡 延 章 

   建設環境工学科長            長 友 克 寛 

事務部長                板 橋 俊 夫 

   総務課長                宍 戸 好 隆 

   学生課長                米 山 和 行 

   施設課長                藏 田 兼 義 

 

 

(出典：企画室資料) 
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資料１１－２－①－５ 有識者懇話会における提言等 
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(出典：企画室資料)
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観点１１－３－①： 自己点検・評価（や第三者評価）が高等専門学校の活動の総合的な状況

に対して行われ，かつ，それらの評価結果が公表されているか。 

 

（観点に係る状況） 

    本校では，平成４年度から，教務主事が中心となり３冊の自己点検・評価報告書を作成した。

その後，平成７年度に点検・評価委員会が設置され，点検・評価を担当することとなり，８冊の

自己点検・評価報告書（資料１１－３－①－１）を作成した。更に，平成１６年度には，学位授

与機構の機関別認証評価の評価基準に基づき高松高専の活動に対して総合的な評価を行い，試行

的自己評価書（資料１１－３－①－２）を作成した。 

上記報告書は，すべて冊子に纏められ公表されている。 

平成１５・１６年度には有識者懇話会を開催した。特に平成１６年度に開催した第二回目の懇

話会は，前述の試行的自己評価書に基づき，それをより深く掘り下げて外部有識者の声を聞くべ

く開催されたものである。有識者懇話会については，前述のとおり，有識者懇話会報告書（資料

１１－３－①－３）を作成し公表している。平成１８年度には地域連携について学外有識者の意

見を伺い，高松高専の更なる活性化に資すべく運営懇話会を開催した（資料１１－３－①－４）。 

  平成１６年度には，本校専攻科教育の実施状況等について，大学評価・学位授与機構から書類

審査を受け，適正な専攻科教育の実施状況が認められた。平成１７年度には，本校の各学科に対

応した４つの技術者教育プログラムのうち３プログラムが，第三者の認証機関である日本技術者

教育認定機構の審査を受審し，認定を受け, 平成１８年度には残りの１プログラムを受審し，認

定された。 

平成１７年度からは，技術者教育推進委員会が自己点検・評価を担当することとしたが，高松

高専の活動に対して更に総合的な自己点検・評価を行うべく，平成１９年度からは，新たに設置

された自己点検・評価委員会がこれを担う。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

  適切である。  

本校の自己点検・評価（や第三者評価）は、本校の活動の総合的な状況に対して行われ，それ

らの評価結果は公表されている。 

現在までに作成された１１冊の自己点検・評価報告書は，教育研究から学生支援、管理運営の

状況にまでわたる総合的なものであり，それらすべては冊子に纏められ公表されている。 

平成１６年度に作成した試行的自己評価書は，学位授与機構の機関別認証評価のすべての評価

基準に沿って作成され，高松高専の活動状況に対し総合的な点検評価を行ったものであり，結果

は冊子に纏められ公表されている。 

平成１５年度からは有識者懇話会を，平成１８年度からは運営懇話会を開催し、有識者懇話会

報告書を作成し公表している。 
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資料１１－３－①－１  自己点検・評価報告書 １１ 
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(出典：企画室資料)
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資料１１－３－①－２   試行的自己評価書 

 



高松工業高等専門学校 基準１１ 

- 596 - 

 
(出典：企画室資料)
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１１－３－①－３ 高松工業高等専門学校有識者懇話会報告書 
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(出典：企画室資料)
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資料１１－３－①－４ 高松工業高等専門学校運営懇話会議事次第 

 

 

 

 

平成１８年度高松工業高等専門学校運営懇話会議事次第 

 

 

 

期日 平成１９年１月３０日 

場所 高松高専第一会議室 

 

 

 

１． 開    会 

 

２． 校長あいさつ 

 

３． 出席者紹介 

 

４． 討    議 

 

５． 閉    会 

 

 

 

資 料 

 

・運営懇話会説明資料 

・高松高専要覧２００６ 

・研究・技術シーズ（Ⅰ） 

・高松高専学校案内 

・高松高専入学案内 

・国立高専の整備について 

・現役高専生による高専まとめノート 
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出  席  者 

 

【 委 員 】 

 

   香川県教育委員会教育長         和 泉 幸 男 

   （代理出席  高校教育課長        平 尾 敏 彦） 

高松高専同窓会「高松工業会」会長    古 免 靖 敏 

四国経済産業局長            塚 本 芳 昭 

   （代理出席  地域経済部長        能 登  靖） 

   香川県商工会議所連合会専務理事     中 村  靖 

   香川県中学校長会会長          牟 禮 良 典 

香川大学工学部長            山 崎 敏 範（座長） 

   (財)かがわ産業支援財団副理事長     横 井  聰 

 

【 本 校 】 

 

   校 長                 塩 谷 幾 雄 

   副校長（教務主事）           鎌 田  弘 

   校長補佐（学生主事）          木 原 茂 文 

   校長補佐（寮務主事）          坂 本 具 償 

   校長補佐（国際交流・地域連携担当）   土 居 正 信 

   校長補佐（将来計画担当）        吹 田 義 一 

   専攻科長                山 内 庄 司 

   一般教育科長              権 藤 典 明 

   機械工学科長              岡 田 憲 司 

   電気情報工学科長            原 囿 正 博 

   制御情報工学科長            平 岡 延 章 

   建設環境工学科長            長 友 克 寛 

事務部長                板 橋 俊 夫 

   総務課長                宍 戸 好 隆 

   学生課長                米 山 和 行 

   施設課長                藏 田 兼 義 

 

 

 

（出典：企画室資料） 
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観点１１－３－②： 評価結果がフィードバックされ，高等専門学校の目的の達成のための改

善に結び付けられるようなシステムが整備され，有効に運営されているか。 

 

（観点に係る状況） 

管理運営については，評価結果は，自己点検・評価委員会（資料１１－３－②－１）が中心と

なり現状分析を行い，各種委員会等の関係する被評価対象部門の責任者へ通知されると共に，

企画運営会議へ提出されることとなっている。その後，企画運営会議での審議，各種委員会

での検討を経て，改善策が指示される。各種委員会は現状分析を確認し，今後の対応を検討，

改善案を作成する。改善案は再度企画運営会議の審議を経た後，改善策が決定され，実行に

移される（資料１１－３－②－２）。 

 

（分析結果とその根拠理由） 

  適切である。 

評価結果については，校長のリーダーシップの下，企画運営会議での審議，各種委員会での

検討を経て，改善策について指示がなされ，改善案が作成される。改善案は，再度企画運営会

議での審議を経て決定，実行に移されることとなっており，有効なフィードバックと改善に

結び付けるシステムが整備され，有効に運営されている。 
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資料１１－3－②－１ 高松工業高等専門学校自己点検・評価委員会規程 

高松工業高等専門学校自己点検・評価委員会規程

平成 19 年２月８日制定

（趣旨）

この規程は，高松工業高等専門学校内部組織規則第 19 条第２項の規定に基づ第１条

き，高松工業高等専門学校自己点検・評価委員会（以下「委員会」という｡)の組織

及び運営について定めるものとする。

２ 委員会は，高松工業高等専門学校（以下「本校」という｡)における教育研究水準

の向上を図り，本校の目標及び社会的使命を達成するため，本校における教育研究

活動等の状況について自ら点検・評価（以下「自己点検・評価」という｡)を行うこ

とに関し必要な事項について審議するものとする。

（審議事項）

委員会は，次の各号に掲げる事項について審議するものとする。第２条

一 自己点検・評価の項目に関すること。

二 自己点検・評価の実施に関すること。

三 自己点検・評価の報告書の作成及び公表に関すること。

四 自己点検・評価の結果の活用に関すること。

五 その他自己点検・評価に関すること。

（組織及び任期）

委員会は，次の各号に掲げる委員をもつて組織する。第３条

一 校長が指名した企画運営会議の委員

二 校長が指名した一般教育科及び各学科の教員 若干名

三 校長が指名した職員 若干名

２ 委員は，校長が委嘱する。

３ 第１項第２号及び第３号の委員の任期は，１年とし，再任を妨げない。ただし，

欠員を生じた場合の後任者の任期は，前任者の残任期間とする。

（運営）

委員会に委員長を置き，前条第１項第１号の委員をもつて充てる。第４条

２ 委員長は，委員会を招集し，その議長となる。

３ 委員長に事故あるときは，あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代行す

る。

（委員以外の者の出席）

 
（以下省略） 

（出典：高松工業高等専門学校規則）
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資料１１－3－②－２ 教育点検改善ループ 

 

企画運営会議
（統括）

PLAN
教育理念 |　　

学習・教育目標 |   の決定
基本方針 |　　

カリキュラムの設計
シラバスの立案

DO

カリキュラムの実施
教育方法，教育環境の整備

CHECK

達成度の評価
教育システムの点検

ACTION
改善

教育点検改善ループ

自己点検・評価委員会

技術者教育推進委員会
学科会議，各プログラム運営会議
教務委員会，専攻科委員会

学生支援委員会，寮務委員会
財務委員会，人事委員会
教育環境整備委員会
図書館運営委員会，等

授業評価
卒業生アンケート
企業アンケート

各プログラム改善委員会

将来計画委員会

在学生
社会人
産業界
卒業生

外部評価委員会
（運営懇話会）

教員会議

( 2007.04.26 )

 

 

 

 

 

 

（出典：2007 年度学校要覧）
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（２）優れた点及び改善を要する点 

（優れた点）  

継続して自己点検・評価を行い，現在までに１１冊の報告書を作成している。その評価項目は本

校の活動すべてにわたる総合的なものであり，それらすべては冊子に纏められ公表されている。外

部評価に関する運営懇話会等も開催している。 

 

（改善を要する点） 

 特になし。 

 

（３）基準１１の自己評価の概要 

   校長，各主事，委員会等の役割を明確に定めており，本校の目的を達成するために，校長のリ

ーダーシップの下，効果的な意思決定が行える態勢となっている。管理運営に関する各種委員会

及び事務組織等は，その役割を規則に定め，適切に役割を分担し，効果的に活動している。 

運営懇話会等，外部有識者の意見を適切な形で管理運営に反映させるシステムが存在し，評価

結果が本校の目的達成のために必要な改善につながるようなフィードバックシステムが整備され

ている。自己点検・評価及び第三者評価は，本校活動の総合的な状況に対して行われ，印刷物，

ホームページ等で公表されている。 


	01機関別認証評価表紙.pdf
	02機関別認証評価目次.pdf
	03認証評価.現況及び特徴.pdf
	04Ⅱ章目的.pdf
	05基準１.pdf
	06基準２.pdf
	07基準３.pdf
	08基準４.pdf
	09基準５.pdf
	10基準６.pdf
	11基準７.pdf
	12基準８.pdf
	13基準９.pdf
	14基準10.pdf
	15基準11.pdf

